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午前１０時００分 開議午前１０時００分 開議午前１０時００分 開議午前１０時００分 開議

●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開

きます。きます。きます。きます。

●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。

10番 米田良克君10番 米田良克君10番 米田良克君10番 米田良克君

11番 古関充康君11番 古関充康君11番 古関充康君11番 古関充康君

を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。

●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。問に入ります。問に入ります。問に入ります。

発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。

16番本郷幸治君。16番本郷幸治君。16番本郷幸治君。16番本郷幸治君。

●16番本郷幸治君（登壇） 平成16年第４回●16番本郷幸治君（登壇） 平成16年第４回●16番本郷幸治君（登壇） 平成16年第４回●16番本郷幸治君（登壇） 平成16年第４回

定例市議会に当たり、大綱３点について市長定例市議会に当たり、大綱３点について市長定例市議会に当たり、大綱３点について市長定例市議会に当たり、大綱３点について市長

に質問します。に質問します。に質問します。に質問します。

大綱１点目は、行財政改革についてであり大綱１点目は、行財政改革についてであり大綱１点目は、行財政改革についてであり大綱１点目は、行財政改革についてであり

ますが、このたび国と地方の税財政を見直すますが、このたび国と地方の税財政を見直すますが、このたび国と地方の税財政を見直すますが、このたび国と地方の税財政を見直す

三位一体改革の全体像が決定されました。全三位一体改革の全体像が決定されました。全三位一体改革の全体像が決定されました。全三位一体改革の全体像が決定されました。全

体的には、本来の趣旨であります地方の主体体的には、本来の趣旨であります地方の主体体的には、本来の趣旨であります地方の主体体的には、本来の趣旨であります地方の主体

性、裁量の拡大という点から見ますと、まだ性、裁量の拡大という点から見ますと、まだ性、裁量の拡大という点から見ますと、まだ性、裁量の拡大という点から見ますと、まだ

まだ満足できるものではなかったかと思いままだ満足できるものではなかったかと思いままだ満足できるものではなかったかと思いままだ満足できるものではなかったかと思いま

す。こうした状況下にありまして、本市の財す。こうした状況下にありまして、本市の財す。こうした状況下にありまして、本市の財す。こうした状況下にありまして、本市の財

政は70％以上国、道に頼らざるを得ない現在、政は70％以上国、道に頼らざるを得ない現在、政は70％以上国、道に頼らざるを得ない現在、政は70％以上国、道に頼らざるを得ない現在、

自立をしていくためにもいまや当面の問題と自立をしていくためにもいまや当面の問題と自立をしていくためにもいまや当面の問題と自立をしていくためにもいまや当面の問題と

して行財政問題に取り組まなければならないして行財政問題に取り組まなければならないして行財政問題に取り組まなければならないして行財政問題に取り組まなければならない

と思います。と思います。と思います。と思います。

そこで、３つについて質問します。そこで、３つについて質問します。そこで、３つについて質問します。そこで、３つについて質問します。

まず、１つ目は「公募制」について。このまず、１つ目は「公募制」について。このまず、１つ目は「公募制」について。このまず、１つ目は「公募制」について。この

制度については、小規模ながらすでに一部実制度については、小規模ながらすでに一部実制度については、小規模ながらすでに一部実制度については、小規模ながらすでに一部実

施していると聞いておりますが、先般、市ま施していると聞いておりますが、先般、市ま施していると聞いておりますが、先般、市ま施していると聞いておりますが、先般、市ま

ちづくり委員会は市自立推進計画に関する提ちづくり委員会は市自立推進計画に関する提ちづくり委員会は市自立推進計画に関する提ちづくり委員会は市自立推進計画に関する提

言書をまとめ、市長に提出されました。その言書をまとめ、市長に提出されました。その言書をまとめ、市長に提出されました。その言書をまとめ、市長に提出されました。その

中でも補助金制度について、開かれたものに中でも補助金制度について、開かれたものに中でも補助金制度について、開かれたものに中でも補助金制度について、開かれたものに

するために公募制の導入を検討したらどうかするために公募制の導入を検討したらどうかするために公募制の導入を検討したらどうかするために公募制の導入を検討したらどうか

との提言がありました。公募制の実施するまとの提言がありました。公募制の実施するまとの提言がありました。公募制の実施するまとの提言がありました。公募制の実施するま

での経過と効果はどうであったのか。での経過と効果はどうであったのか。での経過と効果はどうであったのか。での経過と効果はどうであったのか。

また、今後さらに導入し、拡大していく予また、今後さらに導入し、拡大していく予また、今後さらに導入し、拡大していく予また、今後さらに導入し、拡大していく予

定があるのかお聞かせください。定があるのかお聞かせください。定があるのかお聞かせください。定があるのかお聞かせください。

２つ目は、「行政パートナー制度」につい２つ目は、「行政パートナー制度」につい２つ目は、「行政パートナー制度」につい２つ目は、「行政パートナー制度」につい

てでありますが、本市にありましては今後まてでありますが、本市にありましては今後まてでありますが、本市にありましては今後まてでありますが、本市にありましては今後ま

すます少子高齢化による行政需要の増大と国すます少子高齢化による行政需要の増大と国すます少子高齢化による行政需要の増大と国すます少子高齢化による行政需要の増大と国

の財政悪化や税収の減少などにより、自治体の財政悪化や税収の減少などにより、自治体の財政悪化や税収の減少などにより、自治体の財政悪化や税収の減少などにより、自治体

を取り巻く環境は厳しくなる一方です。税収を取り巻く環境は厳しくなる一方です。税収を取り巻く環境は厳しくなる一方です。税収を取り巻く環境は厳しくなる一方です。税収

や交付税が減少しても、行政サービスをさらや交付税が減少しても、行政サービスをさらや交付税が減少しても、行政サービスをさらや交付税が減少しても、行政サービスをさら

に向上させていくためには、新たな行政運営に向上させていくためには、新たな行政運営に向上させていくためには、新たな行政運営に向上させていくためには、新たな行政運営

システムの構築が必要と思われます。システムの構築が必要と思われます。システムの構築が必要と思われます。システムの構築が必要と思われます。

そこで、市の業務を市民やＮＰＯに委託すそこで、市の業務を市民やＮＰＯに委託すそこで、市の業務を市民やＮＰＯに委託すそこで、市の業務を市民やＮＰＯに委託す

るもので、市と市民との協働による行政運営るもので、市と市民との協働による行政運営るもので、市と市民との協働による行政運営るもので、市と市民との協働による行政運営

を具体的に実践する制度、すなわち行政パーを具体的に実践する制度、すなわち行政パーを具体的に実践する制度、すなわち行政パーを具体的に実践する制度、すなわち行政パー

トナー制度の導入が必要と思われますが、市トナー制度の導入が必要と思われますが、市トナー制度の導入が必要と思われますが、市トナー制度の導入が必要と思われますが、市

長のご所見をお伺いします。長のご所見をお伺いします。長のご所見をお伺いします。長のご所見をお伺いします。

３つ目は、「指定管理者制度」についてで３つ目は、「指定管理者制度」についてで３つ目は、「指定管理者制度」についてで３つ目は、「指定管理者制度」についてで

ありますが、この内容につきましては本年のありますが、この内容につきましては本年のありますが、この内容につきましては本年のありますが、この内容につきましては本年の

３月定例市議会で同僚議員からも質問があり３月定例市議会で同僚議員からも質問があり３月定例市議会で同僚議員からも質問があり３月定例市議会で同僚議員からも質問があり

ましたが、改めまして新市長にお伺いします。ましたが、改めまして新市長にお伺いします。ましたが、改めまして新市長にお伺いします。ましたが、改めまして新市長にお伺いします。

平成15年の９月に地方自治法の改正により公平成15年の９月に地方自治法の改正により公平成15年の９月に地方自治法の改正により公平成15年の９月に地方自治法の改正により公

の施設における指定管理者制度が施行されまの施設における指定管理者制度が施行されまの施設における指定管理者制度が施行されまの施設における指定管理者制度が施行されま

した。この制度は、改正前までは市が設置しした。この制度は、改正前までは市が設置しした。この制度は、改正前までは市が設置しした。この制度は、改正前までは市が設置し

ている公の施設の管理は、これまでは公社なている公の施設の管理は、これまでは公社なている公の施設の管理は、これまでは公社なている公の施設の管理は、これまでは公社な

ど公共的な団体にしか管理委託ができませんど公共的な団体にしか管理委託ができませんど公共的な団体にしか管理委託ができませんど公共的な団体にしか管理委託ができません

でした。改正後は、民間事業者をはじめ、Ｎでした。改正後は、民間事業者をはじめ、Ｎでした。改正後は、民間事業者をはじめ、Ｎでした。改正後は、民間事業者をはじめ、Ｎ

ＰＯ団体やボランティア団体など、幅広く管ＰＯ団体やボランティア団体など、幅広く管ＰＯ団体やボランティア団体など、幅広く管ＰＯ団体やボランティア団体など、幅広く管

理を委任することができるという制度です。理を委任することができるという制度です。理を委任することができるという制度です。理を委任することができるという制度です。

この制度を導入することで民間事業者のノウこの制度を導入することで民間事業者のノウこの制度を導入することで民間事業者のノウこの制度を導入することで民間事業者のノウ

ハウを活用し、各施設へより一層サービスをハウを活用し、各施設へより一層サービスをハウを活用し、各施設へより一層サービスをハウを活用し、各施設へより一層サービスを
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向上させることや管理経費を節減することが向上させることや管理経費を節減することが向上させることや管理経費を節減することが向上させることや管理経費を節減することが

期待されています。期待されています。期待されています。期待されています。

なお、法律では平成18年９月までに移行すなお、法律では平成18年９月までに移行すなお、法律では平成18年９月までに移行すなお、法律では平成18年９月までに移行す

ることになっておりますが、本市としても積ることになっておりますが、本市としても積ることになっておりますが、本市としても積ることになっておりますが、本市としても積

極的に取り組むべきと考えますが、市長のご極的に取り組むべきと考えますが、市長のご極的に取り組むべきと考えますが、市長のご極的に取り組むべきと考えますが、市長のご

所見をお伺いします。所見をお伺いします。所見をお伺いします。所見をお伺いします。

大綱２点目は、防災について。この問題は、大綱２点目は、防災について。この問題は、大綱２点目は、防災について。この問題は、大綱２点目は、防災について。この問題は、

今定例会で同僚議員からも質問がありました今定例会で同僚議員からも質問がありました今定例会で同僚議員からも質問がありました今定例会で同僚議員からも質問がありました

が、私は特に高齢者などの災害弱者の緊急対が、私は特に高齢者などの災害弱者の緊急対が、私は特に高齢者などの災害弱者の緊急対が、私は特に高齢者などの災害弱者の緊急対

応策についてお聞きします。応策についてお聞きします。応策についてお聞きします。応策についてお聞きします。

いまだに記憶に新しい10年前の阪神・淡路いまだに記憶に新しい10年前の阪神・淡路いまだに記憶に新しい10年前の阪神・淡路いまだに記憶に新しい10年前の阪神・淡路

大震災で死者が6,436名という甚大な被害をも大震災で死者が6,436名という甚大な被害をも大震災で死者が6,436名という甚大な被害をも大震災で死者が6,436名という甚大な被害をも

たらし、この震災で犠牲になった方々の半数たらし、この震災で犠牲になった方々の半数たらし、この震災で犠牲になった方々の半数たらし、この震災で犠牲になった方々の半数

以上が自力で避難することができなかった、以上が自力で避難することができなかった、以上が自力で避難することができなかった、以上が自力で避難することができなかった、

高齢者や障がいのある方という、いわゆる災高齢者や障がいのある方という、いわゆる災高齢者や障がいのある方という、いわゆる災高齢者や障がいのある方という、いわゆる災

害弱者と呼ばれる方々でした。また、今回の害弱者と呼ばれる方々でした。また、今回の害弱者と呼ばれる方々でした。また、今回の害弱者と呼ばれる方々でした。また、今回の

新潟、福島、福井県、四国等の集中豪雨や、新潟、福島、福井県、四国等の集中豪雨や、新潟、福島、福井県、四国等の集中豪雨や、新潟、福島、福井県、四国等の集中豪雨や、

つい最近では新潟県中越地震での犠牲になっつい最近では新潟県中越地震での犠牲になっつい最近では新潟県中越地震での犠牲になっつい最近では新潟県中越地震での犠牲になっ

た多くの方も高齢者と聞いております。た多くの方も高齢者と聞いております。た多くの方も高齢者と聞いております。た多くの方も高齢者と聞いております。

本市にありましても、台風18号による被害、本市にありましても、台風18号による被害、本市にありましても、台風18号による被害、本市にありましても、台風18号による被害、

そして30年以内に震度６強の地震が起きる確そして30年以内に震度６強の地震が起きる確そして30年以内に震度６強の地震が起きる確そして30年以内に震度６強の地震が起きる確

率が６％という報道があったばかりです。こ率が６％という報道があったばかりです。こ率が６％という報道があったばかりです。こ率が６％という報道があったばかりです。こ

うしたことから、決してよそごとではなく、うしたことから、決してよそごとではなく、うしたことから、決してよそごとではなく、うしたことから、決してよそごとではなく、

早急に取り組まなければならないと思います。早急に取り組まなければならないと思います。早急に取り組まなければならないと思います。早急に取り組まなければならないと思います。

たとえば災害情報の伝達体制、高齢者の避難たとえば災害情報の伝達体制、高齢者の避難たとえば災害情報の伝達体制、高齢者の避難たとえば災害情報の伝達体制、高齢者の避難

場所、河川堤防の安全性、局地的集中豪雨に場所、河川堤防の安全性、局地的集中豪雨に場所、河川堤防の安全性、局地的集中豪雨に場所、河川堤防の安全性、局地的集中豪雨に

かかわる予報体制、そして避難場所の耐震性かかわる予報体制、そして避難場所の耐震性かかわる予報体制、そして避難場所の耐震性かかわる予報体制、そして避難場所の耐震性

を講じることももちろん大事ではありますが、を講じることももちろん大事ではありますが、を講じることももちろん大事ではありますが、を講じることももちろん大事ではありますが、

いわゆる災害弱者を本当に救護できるのは、いわゆる災害弱者を本当に救護できるのは、いわゆる災害弱者を本当に救護できるのは、いわゆる災害弱者を本当に救護できるのは、

国や道の対策強化のみならず、自治体がコー国や道の対策強化のみならず、自治体がコー国や道の対策強化のみならず、自治体がコー国や道の対策強化のみならず、自治体がコー

ディネート役になり、当事者、家族、地域、ディネート役になり、当事者、家族、地域、ディネート役になり、当事者、家族、地域、ディネート役になり、当事者、家族、地域、

社会福祉協議会、福祉関係、ＮＰＯ等がそれ社会福祉協議会、福祉関係、ＮＰＯ等がそれ社会福祉協議会、福祉関係、ＮＰＯ等がそれ社会福祉協議会、福祉関係、ＮＰＯ等がそれ

ぞれ力を合わせることが必要と思われますが、ぞれ力を合わせることが必要と思われますが、ぞれ力を合わせることが必要と思われますが、ぞれ力を合わせることが必要と思われますが、

本市の具体的な取り組みについてお伺いしま本市の具体的な取り組みについてお伺いしま本市の具体的な取り組みについてお伺いしま本市の具体的な取り組みについてお伺いしま

す。す。す。す。

大綱３点目は、生活支援策についてであり大綱３点目は、生活支援策についてであり大綱３点目は、生活支援策についてであり大綱３点目は、生活支援策についてであり

ますが、本市にありましては依然長引く経済ますが、本市にありましては依然長引く経済ますが、本市にありましては依然長引く経済ますが、本市にありましては依然長引く経済

不況が続き、リストラなどによる所得の減少不況が続き、リストラなどによる所得の減少不況が続き、リストラなどによる所得の減少不況が続き、リストラなどによる所得の減少

から住宅ローンが納められない、また仕事のから住宅ローンが納められない、また仕事のから住宅ローンが納められない、また仕事のから住宅ローンが納められない、また仕事の

減少から所得が低下して消費者金融などに資減少から所得が低下して消費者金融などに資減少から所得が低下して消費者金融などに資減少から所得が低下して消費者金融などに資

金を求めて多重債務に陥る悲劇が多くありま金を求めて多重債務に陥る悲劇が多くありま金を求めて多重債務に陥る悲劇が多くありま金を求めて多重債務に陥る悲劇が多くありま

す。市民の多重債務を克服するためには、破す。市民の多重債務を克服するためには、破す。市民の多重債務を克服するためには、破す。市民の多重債務を克服するためには、破

産や任意整理など、法的な手続きをとらなけ産や任意整理など、法的な手続きをとらなけ産や任意整理など、法的な手続きをとらなけ産や任意整理など、法的な手続きをとらなけ

れば解決できないケースがほとんどでありまれば解決できないケースがほとんどでありまれば解決できないケースがほとんどでありまれば解決できないケースがほとんどでありま

す。す。す。す。

しかし、弁護士を依頼するにも費用がない。しかし、弁護士を依頼するにも費用がない。しかし、弁護士を依頼するにも費用がない。しかし、弁護士を依頼するにも費用がない。

また、法律扶助制度はあるものの、条件が厳また、法律扶助制度はあるものの、条件が厳また、法律扶助制度はあるものの、条件が厳また、法律扶助制度はあるものの、条件が厳

しく、容易に制度を利用できません。こうししく、容易に制度を利用できません。こうししく、容易に制度を利用できません。こうししく、容易に制度を利用できません。こうし

た今日の社会的な問題ともなっている多重債た今日の社会的な問題ともなっている多重債た今日の社会的な問題ともなっている多重債た今日の社会的な問題ともなっている多重債

務者の悲劇に対しては、行政も何らかの支援務者の悲劇に対しては、行政も何らかの支援務者の悲劇に対しては、行政も何らかの支援務者の悲劇に対しては、行政も何らかの支援

や指導をする必要があると思います。たとえや指導をする必要があると思います。たとえや指導をする必要があると思います。たとえや指導をする必要があると思います。たとえ

ばせめて弁護士費用程度の貸し付けができるばせめて弁護士費用程度の貸し付けができるばせめて弁護士費用程度の貸し付けができるばせめて弁護士費用程度の貸し付けができる

制度をつくってはいかがでしょうか。市民を制度をつくってはいかがでしょうか。市民を制度をつくってはいかがでしょうか。市民を制度をつくってはいかがでしょうか。市民を

守るためにも、「生活支援貸付制度」として守るためにも、「生活支援貸付制度」として守るためにも、「生活支援貸付制度」として守るためにも、「生活支援貸付制度」として

ぜひとも創設してはいかがでしょうか。市長ぜひとも創設してはいかがでしょうか。市長ぜひとも創設してはいかがでしょうか。市長ぜひとも創設してはいかがでしょうか。市長

のご所見をお伺いします。のご所見をお伺いします。のご所見をお伺いします。のご所見をお伺いします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 本郷議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 本郷議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 本郷議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 本郷議員の質問

にお答えします。にお答えします。にお答えします。にお答えします。

初めに、補助金制度における「公募制」の初めに、補助金制度における「公募制」の初めに、補助金制度における「公募制」の初めに、補助金制度における「公募制」の

導入についてでありますが、公募制の導入に導入についてでありますが、公募制の導入に導入についてでありますが、公募制の導入に導入についてでありますが、公募制の導入に

は交付決定までのプロセスを公開することには交付決定までのプロセスを公開することには交付決定までのプロセスを公開することには交付決定までのプロセスを公開することに

より、透明性や公平性の確保とともに市民とより、透明性や公平性の確保とともに市民とより、透明性や公平性の確保とともに市民とより、透明性や公平性の確保とともに市民と

行政のパートナーシップの醸成や限られた予行政のパートナーシップの醸成や限られた予行政のパートナーシップの醸成や限られた予行政のパートナーシップの醸成や限られた予

算の効率的な配分などの効果が期待されます。算の効率的な配分などの効果が期待されます。算の効率的な配分などの効果が期待されます。算の効率的な配分などの効果が期待されます。

このため、市では本年度から地域活性化のたこのため、市では本年度から地域活性化のたこのため、市では本年度から地域活性化のたこのため、市では本年度から地域活性化のた

めの自主的な活動を行う団体に対する補助金めの自主的な活動を行う団体に対する補助金めの自主的な活動を行う団体に対する補助金めの自主的な活動を行う団体に対する補助金

交付に一部公募制を導入し、庁内に設置した交付に一部公募制を導入し、庁内に設置した交付に一部公募制を導入し、庁内に設置した交付に一部公募制を導入し、庁内に設置した
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審査会において、応募された４団体に対する審査会において、応募された４団体に対する審査会において、応募された４団体に対する審査会において、応募された４団体に対する

公開審査を実施いたしました。審査の結果、公開審査を実施いたしました。審査の結果、公開審査を実施いたしました。審査の結果、公開審査を実施いたしました。審査の結果、

茶志内町におけるバス待合所の設置や峰延町茶志内町におけるバス待合所の設置や峰延町茶志内町におけるバス待合所の設置や峰延町茶志内町におけるバス待合所の設置や峰延町

における国道沿線のハーブ植栽事業など、いにおける国道沿線のハーブ植栽事業など、いにおける国道沿線のハーブ植栽事業など、いにおける国道沿線のハーブ植栽事業など、い

ずれの活動にも地域のイメージアップや担いずれの活動にも地域のイメージアップや担いずれの活動にも地域のイメージアップや担いずれの活動にも地域のイメージアップや担い

手育成などの効果が期待されることから、応手育成などの効果が期待されることから、応手育成などの効果が期待されることから、応手育成などの効果が期待されることから、応

募４団体に対し補助金を交付したところであ募４団体に対し補助金を交付したところであ募４団体に対し補助金を交付したところであ募４団体に対し補助金を交付したところであ

ります。補助金における公募制については、ります。補助金における公募制については、ります。補助金における公募制については、ります。補助金における公募制については、

今後まちづくり委員会の提言に基づき導入範今後まちづくり委員会の提言に基づき導入範今後まちづくり委員会の提言に基づき導入範今後まちづくり委員会の提言に基づき導入範

囲拡大についての調査・検討など、自立推進囲拡大についての調査・検討など、自立推進囲拡大についての調査・検討など、自立推進囲拡大についての調査・検討など、自立推進

計画へ反映してまいりたいと考えております。計画へ反映してまいりたいと考えております。計画へ反映してまいりたいと考えております。計画へ反映してまいりたいと考えております。

次に、「行政パートナー制度」についてで次に、「行政パートナー制度」についてで次に、「行政パートナー制度」についてで次に、「行政パートナー制度」についてで

ありますが、私としましては効率的な行政運ありますが、私としましては効率的な行政運ありますが、私としましては効率的な行政運ありますが、私としましては効率的な行政運

営や市民と行政のパートナーシップ構築の観営や市民と行政のパートナーシップ構築の観営や市民と行政のパートナーシップ構築の観営や市民と行政のパートナーシップ構築の観

点から、市民の皆さんと協働がより一層求め点から、市民の皆さんと協働がより一層求め点から、市民の皆さんと協働がより一層求め点から、市民の皆さんと協働がより一層求め

られていると考えております。このことから、られていると考えております。このことから、られていると考えております。このことから、られていると考えております。このことから、

先進都市である志木市の事例などを参考にし先進都市である志木市の事例などを参考にし先進都市である志木市の事例などを参考にし先進都市である志木市の事例などを参考にし

ながら、協働によるまちづくりの一つの手法ながら、協働によるまちづくりの一つの手法ながら、協働によるまちづくりの一つの手法ながら、協働によるまちづくりの一つの手法

として美唄にふさわしい行政パートナー制度として美唄にふさわしい行政パートナー制度として美唄にふさわしい行政パートナー制度として美唄にふさわしい行政パートナー制度

を検討してまいりたいと考えております。を検討してまいりたいと考えております。を検討してまいりたいと考えております。を検討してまいりたいと考えております。

次に、「指定管理者制度」についてであり次に、「指定管理者制度」についてであり次に、「指定管理者制度」についてであり次に、「指定管理者制度」についてであり

ますが、平成15年６月、地方自治法の一部がますが、平成15年６月、地方自治法の一部がますが、平成15年６月、地方自治法の一部がますが、平成15年６月、地方自治法の一部が

改正され、同年９月の法律施行により新たに改正され、同年９月の法律施行により新たに改正され、同年９月の法律施行により新たに改正され、同年９月の法律施行により新たに

株式会社、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、法人株式会社、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、法人株式会社、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、法人株式会社、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、法人

格を持たない団体なども施設の管理運営業務格を持たない団体なども施設の管理運営業務格を持たない団体なども施設の管理運営業務格を持たない団体なども施設の管理運営業務

が可能になりましたので、民間のノウハウをが可能になりましたので、民間のノウハウをが可能になりましたので、民間のノウハウをが可能になりましたので、民間のノウハウを

活用し、アウトソーシングによる管理運営方活用し、アウトソーシングによる管理運営方活用し、アウトソーシングによる管理運営方活用し、アウトソーシングによる管理運営方

法を取り入れることが住民サービスの向上に法を取り入れることが住民サービスの向上に法を取り入れることが住民サービスの向上に法を取り入れることが住民サービスの向上に

結びつくものと認識しております。結びつくものと認識しております。結びつくものと認識しております。結びつくものと認識しております。

なお、指定管理者制度の導入に当たっては、なお、指定管理者制度の導入に当たっては、なお、指定管理者制度の導入に当たっては、なお、指定管理者制度の導入に当たっては、

国から地方、官から民という時代背景を十分国から地方、官から民という時代背景を十分国から地方、官から民という時代背景を十分国から地方、官から民という時代背景を十分

踏まえ、この制度の活用が本市の自立推進に踏まえ、この制度の活用が本市の自立推進に踏まえ、この制度の活用が本市の自立推進に踏まえ、この制度の活用が本市の自立推進に

つながっていくよう考えているところでござつながっていくよう考えているところでござつながっていくよう考えているところでござつながっていくよう考えているところでござ

います。います。います。います。

経過といたしましては、本年５月、施設の経過といたしましては、本年５月、施設の経過といたしましては、本年５月、施設の経過といたしましては、本年５月、施設の

管理状況調査、全道の導入状況調査を実施し、管理状況調査、全道の導入状況調査を実施し、管理状況調査、全道の導入状況調査を実施し、管理状況調査、全道の導入状況調査を実施し、

その結果を踏まえ、現在、導入すべき対象施その結果を踏まえ、現在、導入すべき対象施その結果を踏まえ、現在、導入すべき対象施その結果を踏まえ、現在、導入すべき対象施

設を選定しているところでございます。今後、設を選定しているところでございます。今後、設を選定しているところでございます。今後、設を選定しているところでございます。今後、

指定管理者の募集、選定方法などについて、指定管理者の募集、選定方法などについて、指定管理者の募集、選定方法などについて、指定管理者の募集、選定方法などについて、

その基本的な枠組みを定め、平成18年４月かその基本的な枠組みを定め、平成18年４月かその基本的な枠組みを定め、平成18年４月かその基本的な枠組みを定め、平成18年４月か

ら順次導入を目指してまいりたいと考えておら順次導入を目指してまいりたいと考えておら順次導入を目指してまいりたいと考えておら順次導入を目指してまいりたいと考えてお

ります。ります。ります。ります。

次に、高齢者などの災害時における緊急対次に、高齢者などの災害時における緊急対次に、高齢者などの災害時における緊急対次に、高齢者などの災害時における緊急対

応策についてでありますが、災害時に高齢者応策についてでありますが、災害時に高齢者応策についてでありますが、災害時に高齢者応策についてでありますが、災害時に高齢者

や障がいのある方々を安全に避難させ、援護や障がいのある方々を安全に避難させ、援護や障がいのある方々を安全に避難させ、援護や障がいのある方々を安全に避難させ、援護

を行っていくためには、よりきめ細やかな支を行っていくためには、よりきめ細やかな支を行っていくためには、よりきめ細やかな支を行っていくためには、よりきめ細やかな支

援対策が必要と考えております。そのために援対策が必要と考えております。そのために援対策が必要と考えております。そのために援対策が必要と考えております。そのために

は、日ごろからこうした方々の把握に努めるは、日ごろからこうした方々の把握に努めるは、日ごろからこうした方々の把握に努めるは、日ごろからこうした方々の把握に努める

ほか、住民同士の協力と行政や関係機関の連ほか、住民同士の協力と行政や関係機関の連ほか、住民同士の協力と行政や関係機関の連ほか、住民同士の協力と行政や関係機関の連

携が大切であります。本市では、すでに地域携が大切であります。本市では、すでに地域携が大切であります。本市では、すでに地域携が大切であります。本市では、すでに地域

において民生委員による独居老人の安否確認において民生委員による独居老人の安否確認において民生委員による独居老人の安否確認において民生委員による独居老人の安否確認

や老人クラブの相互支援活動により声かけ、や老人クラブの相互支援活動により声かけ、や老人クラブの相互支援活動により声かけ、や老人クラブの相互支援活動により声かけ、

見守りを行っているほか、防災をテーマのひ見守りを行っているほか、防災をテーマのひ見守りを行っているほか、防災をテーマのひ見守りを行っているほか、防災をテーマのひ

とつに「地域福祉市民ささえあい推進委員とつに「地域福祉市民ささえあい推進委員とつに「地域福祉市民ささえあい推進委員とつに「地域福祉市民ささえあい推進委員

会」による地区懇談会を開催して、災害時に会」による地区懇談会を開催して、災害時に会」による地区懇談会を開催して、災害時に会」による地区懇談会を開催して、災害時に

おける備えや地域の役割などについて話し合おける備えや地域の役割などについて話し合おける備えや地域の役割などについて話し合おける備えや地域の役割などについて話し合

ってきているところであります。今後におきってきているところであります。今後におきってきているところであります。今後におきってきているところであります。今後におき

ましても、さまざまな機会を通じて災害時にましても、さまざまな機会を通じて災害時にましても、さまざまな機会を通じて災害時にましても、さまざまな機会を通じて災害時に

備えての啓発に努めるほか、地域と行政や関備えての啓発に努めるほか、地域と行政や関備えての啓発に努めるほか、地域と行政や関備えての啓発に努めるほか、地域と行政や関

係機関が連携して災害時における高齢者など係機関が連携して災害時における高齢者など係機関が連携して災害時における高齢者など係機関が連携して災害時における高齢者など

への緊急対応の充実を図ってまいりたいと考への緊急対応の充実を図ってまいりたいと考への緊急対応の充実を図ってまいりたいと考への緊急対応の充実を図ってまいりたいと考

えております。えております。えております。えております。

最後に、生活支援貸付制度の創設について最後に、生活支援貸付制度の創設について最後に、生活支援貸付制度の創設について最後に、生活支援貸付制度の創設について

でありますが、現在市では市民の利害関係のでありますが、現在市では市民の利害関係のでありますが、現在市では市民の利害関係のでありますが、現在市では市民の利害関係の

助言、救済を図るため、無料の法律相談を月助言、救済を図るため、無料の法律相談を月助言、救済を図るため、無料の法律相談を月助言、救済を図るため、無料の法律相談を月

２回実施しており、消費者金融問題等の相談２回実施しており、消費者金融問題等の相談２回実施しており、消費者金融問題等の相談２回実施しており、消費者金融問題等の相談

も受けております。も受けております。も受けております。も受けております。

また、社会福祉協議会では低所得者の生活また、社会福祉協議会では低所得者の生活また、社会福祉協議会では低所得者の生活また、社会福祉協議会では低所得者の生活
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支援を目的とする応急生活資金貸付事業を行支援を目的とする応急生活資金貸付事業を行支援を目的とする応急生活資金貸付事業を行支援を目的とする応急生活資金貸付事業を行

っております。多重債務者の法的手続きに伴っております。多重債務者の法的手続きに伴っております。多重債務者の法的手続きに伴っております。多重債務者の法的手続きに伴

う弁護士費用に対する行政支援のあり方につう弁護士費用に対する行政支援のあり方につう弁護士費用に対する行政支援のあり方につう弁護士費用に対する行政支援のあり方につ

いては、いろいろな課題もありますことから、いては、いろいろな課題もありますことから、いては、いろいろな課題もありますことから、いては、いろいろな課題もありますことから、

今後、調査、研究してまいりたいと考えてお今後、調査、研究してまいりたいと考えてお今後、調査、研究してまいりたいと考えてお今後、調査、研究してまいりたいと考えてお

ります。ります。ります。ります。

●議長中西勇夫君 16番本郷幸治君。●議長中西勇夫君 16番本郷幸治君。●議長中西勇夫君 16番本郷幸治君。●議長中西勇夫君 16番本郷幸治君。

●16番本郷幸治君 一通りのご答弁をいただ●16番本郷幸治君 一通りのご答弁をいただ●16番本郷幸治君 一通りのご答弁をいただ●16番本郷幸治君 一通りのご答弁をいただ

きましたが、指定管理者制度の質問に対しまきましたが、指定管理者制度の質問に対しまきましたが、指定管理者制度の質問に対しまきましたが、指定管理者制度の質問に対しま

して、市長の方から平成18年４月から順次導して、市長の方から平成18年４月から順次導して、市長の方から平成18年４月から順次導して、市長の方から平成18年４月から順次導

入しますと、このことについて、再質問させ入しますと、このことについて、再質問させ入しますと、このことについて、再質問させ入しますと、このことについて、再質問させ

ていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

この制度を実施した場合の市民から見てのこの制度を実施した場合の市民から見てのこの制度を実施した場合の市民から見てのこの制度を実施した場合の市民から見ての

不安な点と、また実施に至るまでの経過内容不安な点と、また実施に至るまでの経過内容不安な点と、また実施に至るまでの経過内容不安な点と、また実施に至るまでの経過内容

の主なもので結構です。これについてお聞きの主なもので結構です。これについてお聞きの主なもので結構です。これについてお聞きの主なもので結構です。これについてお聞き

します。します。します。します。

１つには、公の施設の管理の適正を期する１つには、公の施設の管理の適正を期する１つには、公の施設の管理の適正を期する１つには、公の施設の管理の適正を期する

ための条例の制定はいつごろ予定されるのか。ための条例の制定はいつごろ予定されるのか。ための条例の制定はいつごろ予定されるのか。ための条例の制定はいつごろ予定されるのか。

２つ目には、指定管理者の指定方法はどの２つ目には、指定管理者の指定方法はどの２つ目には、指定管理者の指定方法はどの２つ目には、指定管理者の指定方法はどの

ようにするのか。ようにするのか。ようにするのか。ようにするのか。

それから、３つ目には利用許可や料金設定それから、３つ目には利用許可や料金設定それから、３つ目には利用許可や料金設定それから、３つ目には利用許可や料金設定

も、これは市民が恐らく不安に思うことではも、これは市民が恐らく不安に思うことではも、これは市民が恐らく不安に思うことではも、これは市民が恐らく不安に思うことでは

ないのかなということで、２点、一応ちょっないのかなということで、２点、一応ちょっないのかなということで、２点、一応ちょっないのかなということで、２点、一応ちょっ

と挙げてみます。と挙げてみます。と挙げてみます。と挙げてみます。

１つ、利用許可、それから料金設定も民間１つ、利用許可、それから料金設定も民間１つ、利用許可、それから料金設定も民間１つ、利用許可、それから料金設定も民間

が勝手に決められると。以前よりも施設利用が勝手に決められると。以前よりも施設利用が勝手に決められると。以前よりも施設利用が勝手に決められると。以前よりも施設利用

料金が高くなるのではないのかと。料金が高くなるのではないのかと。料金が高くなるのではないのかと。料金が高くなるのではないのかと。

それから、２つ目には、住民、議会のチェそれから、２つ目には、住民、議会のチェそれから、２つ目には、住民、議会のチェそれから、２つ目には、住民、議会のチェ

ックがきかなくなると。不正、腐敗のおそれックがきかなくなると。不正、腐敗のおそれックがきかなくなると。不正、腐敗のおそれックがきかなくなると。不正、腐敗のおそれ

が出てくるのではないか。が出てくるのではないか。が出てくるのではないか。が出てくるのではないか。

以上の点について市長にお伺いします。以上の点について市長にお伺いします。以上の点について市長にお伺いします。以上の点について市長にお伺いします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 本郷議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 本郷議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 本郷議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 本郷議員の再質問にお答

えします。えします。えします。えします。

指定管理者制度についてでありますが、導指定管理者制度についてでありますが、導指定管理者制度についてでありますが、導指定管理者制度についてでありますが、導

入までのスケジュールにつきましては、平成1入までのスケジュールにつきましては、平成1入までのスケジュールにつきましては、平成1入までのスケジュールにつきましては、平成1

7年６月に指定管理者の指定に関する手続条例7年６月に指定管理者の指定に関する手続条例7年６月に指定管理者の指定に関する手続条例7年６月に指定管理者の指定に関する手続条例

を制定し、９月には、導入する施設の設置条を制定し、９月には、導入する施設の設置条を制定し、９月には、導入する施設の設置条を制定し、９月には、導入する施設の設置条

例の一部を改正するとともに、指定管理者の例の一部を改正するとともに、指定管理者の例の一部を改正するとともに、指定管理者の例の一部を改正するとともに、指定管理者の

公募、選定作業を行うこととしております。公募、選定作業を行うこととしております。公募、選定作業を行うこととしております。公募、選定作業を行うこととしております。

その後、12月に指定管理者の指定について議その後、12月に指定管理者の指定について議その後、12月に指定管理者の指定について議その後、12月に指定管理者の指定について議

会に提案し、平成18年４月からの導入に向け会に提案し、平成18年４月からの導入に向け会に提案し、平成18年４月からの導入に向け会に提案し、平成18年４月からの導入に向け

て現在準備を進めているところでございます。て現在準備を進めているところでございます。て現在準備を進めているところでございます。て現在準備を進めているところでございます。

次に、具体的な制度の内容についてであり次に、具体的な制度の内容についてであり次に、具体的な制度の内容についてであり次に、具体的な制度の内容についてであり

ますが、指定期間は原則３年から５年の期間ますが、指定期間は原則３年から５年の期間ますが、指定期間は原則３年から５年の期間ますが、指定期間は原則３年から５年の期間

を予定しております。を予定しております。を予定しております。を予定しております。

利用料金につきましては、指定管理者と協利用料金につきましては、指定管理者と協利用料金につきましては、指定管理者と協利用料金につきましては、指定管理者と協

議の上、設置条例で定める金額の上限の範囲議の上、設置条例で定める金額の上限の範囲議の上、設置条例で定める金額の上限の範囲議の上、設置条例で定める金額の上限の範囲

内で定めることとし、またその収入について内で定めることとし、またその収入について内で定めることとし、またその収入について内で定めることとし、またその収入について

は指定管理者の収入とする利用料金制を採用は指定管理者の収入とする利用料金制を採用は指定管理者の収入とする利用料金制を採用は指定管理者の収入とする利用料金制を採用

してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。

導入後におきましては、年度終了後、事業導入後におきましては、年度終了後、事業導入後におきましては、年度終了後、事業導入後におきましては、年度終了後、事業

報告の提出を求めるとともに、指定管理者が報告の提出を求めるとともに、指定管理者が報告の提出を求めるとともに、指定管理者が報告の提出を求めるとともに、指定管理者が

適正な管理を行えないと判断される場合は、適正な管理を行えないと判断される場合は、適正な管理を行えないと判断される場合は、適正な管理を行えないと判断される場合は、

指定の取り消しまたは管理業務の停止措置等指定の取り消しまたは管理業務の停止措置等指定の取り消しまたは管理業務の停止措置等指定の取り消しまたは管理業務の停止措置等

を行ってまいりたいと考えております。を行ってまいりたいと考えております。を行ってまいりたいと考えております。を行ってまいりたいと考えております。

●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。

14番川本政芳君。14番川本政芳君。14番川本政芳君。14番川本政芳君。

●14番川本政芳君（登壇） 第４回定例会に●14番川本政芳君（登壇） 第４回定例会に●14番川本政芳君（登壇） 第４回定例会に●14番川本政芳君（登壇） 第４回定例会に

当たり、大綱２点について市長に質問させて当たり、大綱２点について市長に質問させて当たり、大綱２点について市長に質問させて当たり、大綱２点について市長に質問させて

いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。

初めに、農業行政で建議書、要請書の考え初めに、農業行政で建議書、要請書の考え初めに、農業行政で建議書、要請書の考え初めに、農業行政で建議書、要請書の考え

方についてお伺いいたします。毎年、美唄市方についてお伺いいたします。毎年、美唄市方についてお伺いいたします。毎年、美唄市方についてお伺いいたします。毎年、美唄市

農政と農業予算に関する、農業委員会では建農政と農業予算に関する、農業委員会では建農政と農業予算に関する、農業委員会では建農政と農業予算に関する、農業委員会では建

議をし、農民協議会では要請を行っておりま議をし、農民協議会では要請を行っておりま議をし、農民協議会では要請を行っておりま議をし、農民協議会では要請を行っておりま

すが、農業振興にどのように生かされているすが、農業振興にどのように生かされているすが、農業振興にどのように生かされているすが、農業振興にどのように生かされている

のかお伺いいたします。のかお伺いいたします。のかお伺いいたします。のかお伺いいたします。

次に、就農支援資金制度でありますが、就次に、就農支援資金制度でありますが、就次に、就農支援資金制度でありますが、就次に、就農支援資金制度でありますが、就
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農支援制度は農業後継者、新規参入者を問わ農支援制度は農業後継者、新規参入者を問わ農支援制度は農業後継者、新規参入者を問わ農支援制度は農業後継者、新規参入者を問わ

ず、今後の農業を担っていくチャレンジ精神ず、今後の農業を担っていくチャレンジ精神ず、今後の農業を担っていくチャレンジ精神ず、今後の農業を担っていくチャレンジ精神

を持った人材を確保、育成するために1995年を持った人材を確保、育成するために1995年を持った人材を確保、育成するために1995年を持った人材を確保、育成するために1995年

に創設されたと聞いておりますが、制度の内に創設されたと聞いておりますが、制度の内に創設されたと聞いておりますが、制度の内に創設されたと聞いておりますが、制度の内

容と今年改正された内容について、さらに美容と今年改正された内容について、さらに美容と今年改正された内容について、さらに美容と今年改正された内容について、さらに美

唄市の利用状況を含めて教えていただきたい唄市の利用状況を含めて教えていただきたい唄市の利用状況を含めて教えていただきたい唄市の利用状況を含めて教えていただきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

次に、経営安定対策の中で基本計画で５年次に、経営安定対策の中で基本計画で５年次に、経営安定対策の中で基本計画で５年次に、経営安定対策の中で基本計画で５年

目の見直しについてお伺いいたします。今回目の見直しについてお伺いいたします。今回目の見直しについてお伺いいたします。今回目の見直しについてお伺いいたします。今回

の見直しは、おおむね５年ごとに基本計画をの見直しは、おおむね５年ごとに基本計画をの見直しは、おおむね５年ごとに基本計画をの見直しは、おおむね５年ごとに基本計画を

変更すると定めた基本法第15条に従って進め変更すると定めた基本法第15条に従って進め変更すると定めた基本法第15条に従って進め変更すると定めた基本法第15条に従って進め

られておりますが、その側面に、られておりますが、その側面に、られておりますが、その側面に、られておりますが、その側面に、

１、平成13年に小泉内閣が発足し、構造改１、平成13年に小泉内閣が発足し、構造改１、平成13年に小泉内閣が発足し、構造改１、平成13年に小泉内閣が発足し、構造改

革路線を打ち出したこと、革路線を打ち出したこと、革路線を打ち出したこと、革路線を打ち出したこと、

２、ＢＳＥ問題の発生など、生産者優先の２、ＢＳＥ問題の発生など、生産者優先の２、ＢＳＥ問題の発生など、生産者優先の２、ＢＳＥ問題の発生など、生産者優先の

農政から消費者保護重視の農政への転換があ農政から消費者保護重視の農政への転換があ農政から消費者保護重視の農政への転換があ農政から消費者保護重視の農政への転換があ

ったこと、ったこと、ったこと、ったこと、

３、米政策改革の流れで米関税化対応がス３、米政策改革の流れで米関税化対応がス３、米政策改革の流れで米関税化対応がス３、米政策改革の流れで米関税化対応がス

タートしたこと、タートしたこと、タートしたこと、タートしたこと、

４、ＷＴＯ農業交渉が昨年から廃止され、４、ＷＴＯ農業交渉が昨年から廃止され、４、ＷＴＯ農業交渉が昨年から廃止され、４、ＷＴＯ農業交渉が昨年から廃止され、

それが決裂しそうな状況を受けてＦＴＡ交渉それが決裂しそうな状況を受けてＦＴＡ交渉それが決裂しそうな状況を受けてＦＴＡ交渉それが決裂しそうな状況を受けてＦＴＡ交渉

が活発していることなどが今回の見直しに関が活発していることなどが今回の見直しに関が活発していることなどが今回の見直しに関が活発していることなどが今回の見直しに関

連して、主要政治経済要因として挙げられて連して、主要政治経済要因として挙げられて連して、主要政治経済要因として挙げられて連して、主要政治経済要因として挙げられて

おりますが、この見直しの行方はどこへ向かおりますが、この見直しの行方はどこへ向かおりますが、この見直しの行方はどこへ向かおりますが、この見直しの行方はどこへ向か

おうとしているのか。中間論点整理が提出さおうとしているのか。中間論点整理が提出さおうとしているのか。中間論点整理が提出さおうとしているのか。中間論点整理が提出さ

れたと聞きますが、現在つかんでいる情報をれたと聞きますが、現在つかんでいる情報をれたと聞きますが、現在つかんでいる情報をれたと聞きますが、現在つかんでいる情報を

お聞かせいただきたいと思います。お聞かせいただきたいと思います。お聞かせいただきたいと思います。お聞かせいただきたいと思います。

次に、米政策改革と農業生産組織について次に、米政策改革と農業生産組織について次に、米政策改革と農業生産組織について次に、米政策改革と農業生産組織について

お伺いいたします。効率的かつ安定的な農業お伺いいたします。効率的かつ安定的な農業お伺いいたします。効率的かつ安定的な農業お伺いいたします。効率的かつ安定的な農業

経営を育成し、これらの農業経営が農業生産経営を育成し、これらの農業経営が農業生産経営を育成し、これらの農業経営が農業生産経営を育成し、これらの農業経営が農業生産

の相当部分を担う農業構造を確立するというの相当部分を担う農業構造を確立するというの相当部分を担う農業構造を確立するというの相当部分を担う農業構造を確立するという

新政策以降の担い手育成の方向に加えて、集新政策以降の担い手育成の方向に加えて、集新政策以降の担い手育成の方向に加えて、集新政策以降の担い手育成の方向に加えて、集

落を基礎とした農業者の組織、集落営農が農落を基礎とした農業者の組織、集落営農が農落を基礎とした農業者の組織、集落営農が農落を基礎とした農業者の組織、集落営農が農

業構造政策の対象として取り上げられ、多様業構造政策の対象として取り上げられ、多様業構造政策の対象として取り上げられ、多様業構造政策の対象として取り上げられ、多様

な担い手の形態として位置づけられておりまな担い手の形態として位置づけられておりまな担い手の形態として位置づけられておりまな担い手の形態として位置づけられておりま

したが、2004年１月の基本計画の見直しの議したが、2004年１月の基本計画の見直しの議したが、2004年１月の基本計画の見直しの議したが、2004年１月の基本計画の見直しの議

論に、論に、論に、論に、

１、品目横断的政策、１、品目横断的政策、１、品目横断的政策、１、品目横断的政策、

２、環境保全政策、２、環境保全政策、２、環境保全政策、２、環境保全政策、

３、担い手・農地制度政策が主要な検討課３、担い手・農地制度政策が主要な検討課３、担い手・農地制度政策が主要な検討課３、担い手・農地制度政策が主要な検討課

題と提示されておりますが、農業生産組織の題と提示されておりますが、農業生産組織の題と提示されておりますが、農業生産組織の題と提示されておりますが、農業生産組織の

方向性についてお伺いいたします。方向性についてお伺いいたします。方向性についてお伺いいたします。方向性についてお伺いいたします。

次に、農業の担い手についてお伺いいたし次に、農業の担い手についてお伺いいたし次に、農業の担い手についてお伺いいたし次に、農業の担い手についてお伺いいたし

ます。担い手政策における最大の特徴は、特ます。担い手政策における最大の特徴は、特ます。担い手政策における最大の特徴は、特ます。担い手政策における最大の特徴は、特

定の担い手に各種の支援政策を集中化、重点定の担い手に各種の支援政策を集中化、重点定の担い手に各種の支援政策を集中化、重点定の担い手に各種の支援政策を集中化、重点

化しています。その担い手として想定される化しています。その担い手として想定される化しています。その担い手として想定される化しています。その担い手として想定される

のは、認定農業者で効率的かつ安定的な農業のは、認定農業者で効率的かつ安定的な農業のは、認定農業者で効率的かつ安定的な農業のは、認定農業者で効率的かつ安定的な農業

経営を目指すもので、具体的には都市勤労者経営を目指すもので、具体的には都市勤労者経営を目指すもので、具体的には都市勤労者経営を目指すもので、具体的には都市勤労者

並みの生涯所得や労働時間を目標とするもの並みの生涯所得や労働時間を目標とするもの並みの生涯所得や労働時間を目標とするもの並みの生涯所得や労働時間を目標とするもの

であります。であります。であります。であります。

他方、米政策改革では市場メカニズムに対他方、米政策改革では市場メカニズムに対他方、米政策改革では市場メカニズムに対他方、米政策改革では市場メカニズムに対

応する担い手を目指し、面積規模要件を設定応する担い手を目指し、面積規模要件を設定応する担い手を目指し、面積規模要件を設定応する担い手を目指し、面積規模要件を設定

しております。この担い手とは、どのようなしております。この担い手とは、どのようなしております。この担い手とは、どのようなしております。この担い手とは、どのような

経営者をイメージしているのでしょうか。経営者をイメージしているのでしょうか。経営者をイメージしているのでしょうか。経営者をイメージしているのでしょうか。

また、育てるべき人材、確保すべき人材とまた、育てるべき人材、確保すべき人材とまた、育てるべき人材、確保すべき人材とまた、育てるべき人材、確保すべき人材と

は、具体的にどのような人材なのでしょうか。は、具体的にどのような人材なのでしょうか。は、具体的にどのような人材なのでしょうか。は、具体的にどのような人材なのでしょうか。

多様な経営類型が存在する現実を認識すると多様な経営類型が存在する現実を認識すると多様な経営類型が存在する現実を認識すると多様な経営類型が存在する現実を認識すると

き、現場の実情に即した担い手像をどのようき、現場の実情に即した担い手像をどのようき、現場の実情に即した担い手像をどのようき、現場の実情に即した担い手像をどのよう

にとらえ、行政的支援を行おうとしているのにとらえ、行政的支援を行おうとしているのにとらえ、行政的支援を行おうとしているのにとらえ、行政的支援を行おうとしているの

かお伺いいたします。かお伺いいたします。かお伺いいたします。かお伺いいたします。

次に、農業の活性化に向けてお伺いいたし次に、農業の活性化に向けてお伺いいたし次に、農業の活性化に向けてお伺いいたし次に、農業の活性化に向けてお伺いいたし

ます。いま消費者重視の食糧政策はわかりまます。いま消費者重視の食糧政策はわかりまます。いま消費者重視の食糧政策はわかりまます。いま消費者重視の食糧政策はわかりま

すが、米の消費の減退、畜産物、野菜類のトすが、米の消費の減退、畜産物、野菜類のトすが、米の消費の減退、畜産物、野菜類のトすが、米の消費の減退、畜産物、野菜類のト

ラブルや流通問題、農業者の高齢化など、問ラブルや流通問題、農業者の高齢化など、問ラブルや流通問題、農業者の高齢化など、問ラブルや流通問題、農業者の高齢化など、問

題解決の具体策が示されておりません。その題解決の具体策が示されておりません。その題解決の具体策が示されておりません。その題解決の具体策が示されておりません。その

上、農村活力の低下は年々進行しているよう上、農村活力の低下は年々進行しているよう上、農村活力の低下は年々進行しているよう上、農村活力の低下は年々進行しているよう

に見えます。特に大規模農家育成政策に問題に見えます。特に大規模農家育成政策に問題に見えます。特に大規模農家育成政策に問題に見えます。特に大規模農家育成政策に問題

が多いと思います。米作の農家に農地を集積が多いと思います。米作の農家に農地を集積が多いと思います。米作の農家に農地を集積が多いと思います。米作の農家に農地を集積
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して経営規模を拡大し、機械化、省力化、合して経営規模を拡大し、機械化、省力化、合して経営規模を拡大し、機械化、省力化、合して経営規模を拡大し、機械化、省力化、合

理化を進めてきましたが、その結果農業所得理化を進めてきましたが、その結果農業所得理化を進めてきましたが、その結果農業所得理化を進めてきましたが、その結果農業所得

は一時的には向上するが、生産総量は下がっは一時的には向上するが、生産総量は下がっは一時的には向上するが、生産総量は下がっは一時的には向上するが、生産総量は下がっ

てきております。補助金をもらって華やかにてきております。補助金をもらって華やかにてきております。補助金をもらって華やかにてきております。補助金をもらって華やかに

展開するが、流通改革や代金決済や利益配分展開するが、流通改革や代金決済や利益配分展開するが、流通改革や代金決済や利益配分展開するが、流通改革や代金決済や利益配分

がうまくいかず、農機具の更新等の話し合いがうまくいかず、農機具の更新等の話し合いがうまくいかず、農機具の更新等の話し合いがうまくいかず、農機具の更新等の話し合い

でストップしてしまう。農政は、現場を重視でストップしてしまう。農政は、現場を重視でストップしてしまう。農政は、現場を重視でストップしてしまう。農政は、現場を重視

した体質構造に変えることが大切だと思いました体質構造に変えることが大切だと思いました体質構造に変えることが大切だと思いました体質構造に変えることが大切だと思いま

す。つまり農家は農業生産物をお金にかえてす。つまり農家は農業生産物をお金にかえてす。つまり農家は農業生産物をお金にかえてす。つまり農家は農業生産物をお金にかえて

生活が維持でき、その生産販売一貫体制を指生活が維持でき、その生産販売一貫体制を指生活が維持でき、その生産販売一貫体制を指生活が維持でき、その生産販売一貫体制を指

導してくれる技術者や販売のエキスパートや導してくれる技術者や販売のエキスパートや導してくれる技術者や販売のエキスパートや導してくれる技術者や販売のエキスパートや

組織活動の事務局を担当してくれる人を求め組織活動の事務局を担当してくれる人を求め組織活動の事務局を担当してくれる人を求め組織活動の事務局を担当してくれる人を求め

ています。いわゆる人的資本への投資が挙げています。いわゆる人的資本への投資が挙げています。いわゆる人的資本への投資が挙げています。いわゆる人的資本への投資が挙げ

られると思います。高度な職業上の熟練や技られると思います。高度な職業上の熟練や技られると思います。高度な職業上の熟練や技られると思います。高度な職業上の熟練や技

能を持った人材、特に企業のマインドと能力能を持った人材、特に企業のマインドと能力能を持った人材、特に企業のマインドと能力能を持った人材、特に企業のマインドと能力

を持った人材等の不足が続いていると思いまを持った人材等の不足が続いていると思いまを持った人材等の不足が続いていると思いまを持った人材等の不足が続いていると思いま

す。人的資本の充実にかかわるソフト事業はす。人的資本の充実にかかわるソフト事業はす。人的資本の充実にかかわるソフト事業はす。人的資本の充実にかかわるソフト事業は

非常に重要であります。非常に重要であります。非常に重要であります。非常に重要であります。

いま１つは、農村地域での産業クラスターいま１つは、農村地域での産業クラスターいま１つは、農村地域での産業クラスターいま１つは、農村地域での産業クラスター

の形成と発展、特に内発的発展の文脈であるの形成と発展、特に内発的発展の文脈であるの形成と発展、特に内発的発展の文脈であるの形成と発展、特に内発的発展の文脈である

多様な産業関連構造や、地域内で形成して付多様な産業関連構造や、地域内で形成して付多様な産業関連構造や、地域内で形成して付多様な産業関連構造や、地域内で形成して付

加価値が地元に帰属するような発展を構築す加価値が地元に帰属するような発展を構築す加価値が地元に帰属するような発展を構築す加価値が地元に帰属するような発展を構築す

ることが大切と思いますが、この活性化対策ることが大切と思いますが、この活性化対策ることが大切と思いますが、この活性化対策ることが大切と思いますが、この活性化対策

についてお伺いをいたします。についてお伺いをいたします。についてお伺いをいたします。についてお伺いをいたします。

次に、福祉行政で介護予防事業についてお次に、福祉行政で介護予防事業についてお次に、福祉行政で介護予防事業についてお次に、福祉行政で介護予防事業についてお

伺いをいたします。今日的な背景について、2伺いをいたします。今日的な背景について、2伺いをいたします。今日的な背景について、2伺いをいたします。今日的な背景について、2

000年度からスタートした介護保険制度は、い000年度からスタートした介護保険制度は、い000年度からスタートした介護保険制度は、い000年度からスタートした介護保険制度は、い

ろいろな問題を含みつつも、介護問題を世間ろいろな問題を含みつつも、介護問題を世間ろいろな問題を含みつつも、介護問題を世間ろいろな問題を含みつつも、介護問題を世間

に浸透させ、介護の社会化を促進させました。に浸透させ、介護の社会化を促進させました。に浸透させ、介護の社会化を促進させました。に浸透させ、介護の社会化を促進させました。

しかし、その利用者が増加したことで給付としかし、その利用者が増加したことで給付としかし、その利用者が増加したことで給付としかし、その利用者が増加したことで給付と

負担のバランスが崩れつつあり、見直しの作負担のバランスが崩れつつあり、見直しの作負担のバランスが崩れつつあり、見直しの作負担のバランスが崩れつつあり、見直しの作

業が進んでおります。その主なポイントに介業が進んでおります。その主なポイントに介業が進んでおります。その主なポイントに介業が進んでおります。その主なポイントに介

護の必要度の低い要支援や要介護の高齢者を護の必要度の低い要支援や要介護の高齢者を護の必要度の低い要支援や要介護の高齢者を護の必要度の低い要支援や要介護の高齢者を

在宅サービスの対象から外して介護予防サー在宅サービスの対象から外して介護予防サー在宅サービスの対象から外して介護予防サー在宅サービスの対象から外して介護予防サー

ビスを創設することが検討されていると聞きビスを創設することが検討されていると聞きビスを創設することが検討されていると聞きビスを創設することが検討されていると聞き

ますが、美唄市が実施されている介護予防事ますが、美唄市が実施されている介護予防事ますが、美唄市が実施されている介護予防事ますが、美唄市が実施されている介護予防事

業は、先を見通した事業としてとらえること業は、先を見通した事業としてとらえること業は、先を見通した事業としてとらえること業は、先を見通した事業としてとらえること

ができ、またこの点が進むとすれば、既存のができ、またこの点が進むとすれば、既存のができ、またこの点が進むとすれば、既存のができ、またこの点が進むとすれば、既存の

制度ではとれ切れない人たちが多く存在する制度ではとれ切れない人たちが多く存在する制度ではとれ切れない人たちが多く存在する制度ではとれ切れない人たちが多く存在する

ことになり、地域の主体的な対応による福祉ことになり、地域の主体的な対応による福祉ことになり、地域の主体的な対応による福祉ことになり、地域の主体的な対応による福祉

力の形成が求められると思いますが、どのよ力の形成が求められると思いますが、どのよ力の形成が求められると思いますが、どのよ力の形成が求められると思いますが、どのよ

うな対応を考えているのかお伺いいたします。うな対応を考えているのかお伺いいたします。うな対応を考えているのかお伺いいたします。うな対応を考えているのかお伺いいたします。

次に、農の福祉力の担い手としての考え方次に、農の福祉力の担い手としての考え方次に、農の福祉力の担い手としての考え方次に、農の福祉力の担い手としての考え方

についてお伺いいたします。いま農の福祉力についてお伺いいたします。いま農の福祉力についてお伺いいたします。いま農の福祉力についてお伺いいたします。いま農の福祉力

に注目が集まっている理由に、多面的機能とに注目が集まっている理由に、多面的機能とに注目が集まっている理由に、多面的機能とに注目が集まっている理由に、多面的機能と

の関連があるのだと思いますが、根底には農の関連があるのだと思いますが、根底には農の関連があるのだと思いますが、根底には農の関連があるのだと思いますが、根底には農

業や農村が有する治癒力に対する期待がある業や農村が有する治癒力に対する期待がある業や農村が有する治癒力に対する期待がある業や農村が有する治癒力に対する期待がある

と考えます。とりわけ癒し力という側面であと考えます。とりわけ癒し力という側面であと考えます。とりわけ癒し力という側面であと考えます。とりわけ癒し力という側面であ

ります。ります。ります。ります。

一昨年、みずほ議員会で群馬県にあるフラ一昨年、みずほ議員会で群馬県にあるフラ一昨年、みずほ議員会で群馬県にあるフラ一昨年、みずほ議員会で群馬県にあるフラ

ワービレッジ倉渕生産組合を政務調査させてワービレッジ倉渕生産組合を政務調査させてワービレッジ倉渕生産組合を政務調査させてワービレッジ倉渕生産組合を政務調査させて

いただきました。ここは園芸療法、園芸福祉いただきました。ここは園芸療法、園芸福祉いただきました。ここは園芸療法、園芸福祉いただきました。ここは園芸療法、園芸福祉

について実践されているところで、ことしそについて実践されているところで、ことしそについて実践されているところで、ことしそについて実践されているところで、ことしそ

の理事長をされている近藤龍良氏にみずほ議の理事長をされている近藤龍良氏にみずほ議の理事長をされている近藤龍良氏にみずほ議の理事長をされている近藤龍良氏にみずほ議

員会を訪ねていただきました。2001年に日本員会を訪ねていただきました。2001年に日本員会を訪ねていただきました。2001年に日本員会を訪ねていただきました。2001年に日本

園芸福祉普及協会を設立し、東京農業大学学園芸福祉普及協会を設立し、東京農業大学学園芸福祉普及協会を設立し、東京農業大学学園芸福祉普及協会を設立し、東京農業大学学

長の進士五十八氏を理事長に、園芸福祉を社長の進士五十八氏を理事長に、園芸福祉を社長の進士五十八氏を理事長に、園芸福祉を社長の進士五十八氏を理事長に、園芸福祉を社

会に定着させていくことを目指していますが、会に定着させていくことを目指していますが、会に定着させていくことを目指していますが、会に定着させていくことを目指していますが、

この先生の発刊書の序文に「幸せになること、この先生の発刊書の序文に「幸せになること、この先生の発刊書の序文に「幸せになること、この先生の発刊書の序文に「幸せになること、

それは国民の権利である。国は、人々を幸せそれは国民の権利である。国は、人々を幸せそれは国民の権利である。国は、人々を幸せそれは国民の権利である。国は、人々を幸せ

にする義務を負い、人々を幸せにするためににする義務を負い、人々を幸せにするためににする義務を負い、人々を幸せにするためににする義務を負い、人々を幸せにするために

政策と事業を行わなければならない。こうし政策と事業を行わなければならない。こうし政策と事業を行わなければならない。こうし政策と事業を行わなければならない。こうし

てさまざまな福祉施策が実現した。医療、保てさまざまな福祉施策が実現した。医療、保てさまざまな福祉施策が実現した。医療、保てさまざまな福祉施策が実現した。医療、保

健、老人ホーム、年金、無料バス、食事の宅健、老人ホーム、年金、無料バス、食事の宅健、老人ホーム、年金、無料バス、食事の宅健、老人ホーム、年金、無料バス、食事の宅

配、バリアフリー、いろんな施設や制度が工配、バリアフリー、いろんな施設や制度が工配、バリアフリー、いろんな施設や制度が工配、バリアフリー、いろんな施設や制度が工

夫されてきた。しかし、人々は本当に幸せに夫されてきた。しかし、人々は本当に幸せに夫されてきた。しかし、人々は本当に幸せに夫されてきた。しかし、人々は本当に幸せに

なっただろうか。これまでの福祉は、物と金なっただろうか。これまでの福祉は、物と金なっただろうか。これまでの福祉は、物と金なっただろうか。これまでの福祉は、物と金

だけを与えるものではなかったか。言ってみだけを与えるものではなかったか。言ってみだけを与えるものではなかったか。言ってみだけを与えるものではなかったか。言ってみ
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れば、経済福祉、幾ら物と金をもらっても、れば、経済福祉、幾ら物と金をもらっても、れば、経済福祉、幾ら物と金をもらっても、れば、経済福祉、幾ら物と金をもらっても、

人間の生きる力を引き出さない限り人を本当人間の生きる力を引き出さない限り人を本当人間の生きる力を引き出さない限り人を本当人間の生きる力を引き出さない限り人を本当

に幸せにすることはできない」と続いておりに幸せにすることはできない」と続いておりに幸せにすることはできない」と続いておりに幸せにすることはできない」と続いており

ますが、とりわけ農の福祉力の最大の特性は、ますが、とりわけ農の福祉力の最大の特性は、ますが、とりわけ農の福祉力の最大の特性は、ますが、とりわけ農の福祉力の最大の特性は、

農村を取り巻く自然的環境や地域の資源、農農村を取り巻く自然的環境や地域の資源、農農村を取り巻く自然的環境や地域の資源、農農村を取り巻く自然的環境や地域の資源、農

地を軸にした展開が図られるところにあるの地を軸にした展開が図られるところにあるの地を軸にした展開が図られるところにあるの地を軸にした展開が図られるところにあるの

だと思います。農の福祉力をどうとらえるのだと思います。農の福祉力をどうとらえるのだと思います。農の福祉力をどうとらえるのだと思います。農の福祉力をどうとらえるの

か。か。か。か。

また、期待される背景や今日的意義づけをまた、期待される背景や今日的意義づけをまた、期待される背景や今日的意義づけをまた、期待される背景や今日的意義づけを

調査し、農の福祉力を地域社会に生かす施策調査し、農の福祉力を地域社会に生かす施策調査し、農の福祉力を地域社会に生かす施策調査し、農の福祉力を地域社会に生かす施策

を考えるべきと思いますが、いかがでしょうを考えるべきと思いますが、いかがでしょうを考えるべきと思いますが、いかがでしょうを考えるべきと思いますが、いかがでしょう

か。「ヘルシーライフ21」の考え方に健康はか。「ヘルシーライフ21」の考え方に健康はか。「ヘルシーライフ21」の考え方に健康はか。「ヘルシーライフ21」の考え方に健康は

つくるものという視点に立ち、主体的に取りつくるものという視点に立ち、主体的に取りつくるものという視点に立ち、主体的に取りつくるものという視点に立ち、主体的に取り

組んでいくことが大切であります。利用者に組んでいくことが大切であります。利用者に組んでいくことが大切であります。利用者に組んでいくことが大切であります。利用者に

対する実施効果もさることながら、活動を支対する実施効果もさることながら、活動を支対する実施効果もさることながら、活動を支対する実施効果もさることながら、活動を支

えるスタッフ自身、健康増進効果や地元の農えるスタッフ自身、健康増進効果や地元の農えるスタッフ自身、健康増進効果や地元の農えるスタッフ自身、健康増進効果や地元の農

業を改めて見詰め直す契機にもなり、支援ス業を改めて見詰め直す契機にもなり、支援ス業を改めて見詰め直す契機にもなり、支援ス業を改めて見詰め直す契機にもなり、支援ス

タッフのグループ化や地域組織の活性化効果タッフのグループ化や地域組織の活性化効果タッフのグループ化や地域組織の活性化効果タッフのグループ化や地域組織の活性化効果

にも及ぶと考えます。にも及ぶと考えます。にも及ぶと考えます。にも及ぶと考えます。

また、市長の言う食の駅、健康の駅へとつまた、市長の言う食の駅、健康の駅へとつまた、市長の言う食の駅、健康の駅へとつまた、市長の言う食の駅、健康の駅へとつ

ながると思いますが、農の福祉力の担い手とながると思いますが、農の福祉力の担い手とながると思いますが、農の福祉力の担い手とながると思いますが、農の福祉力の担い手と

しての考え方についてお伺いいたします。しての考え方についてお伺いいたします。しての考え方についてお伺いいたします。しての考え方についてお伺いいたします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 川本議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 川本議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 川本議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 川本議員の質問

にお答えします。にお答えします。にお答えします。にお答えします。

初めに、建議書及び要請書についてであり初めに、建議書及び要請書についてであり初めに、建議書及び要請書についてであり初めに、建議書及び要請書についてであり

ますが、このことにつきましては農業振興施ますが、このことにつきましては農業振興施ますが、このことにつきましては農業振興施ますが、このことにつきましては農業振興施

策などを企画・立案及び推進する上で、所管策などを企画・立案及び推進する上で、所管策などを企画・立案及び推進する上で、所管策などを企画・立案及び推進する上で、所管

する部署ごとに検討を行い、緊急度の高いもする部署ごとに検討を行い、緊急度の高いもする部署ごとに検討を行い、緊急度の高いもする部署ごとに検討を行い、緊急度の高いも

のから順次実施するよう努めているところでのから順次実施するよう努めているところでのから順次実施するよう努めているところでのから順次実施するよう努めているところで

あります。あります。あります。あります。

次に、就農支援資金制度についてでありま次に、就農支援資金制度についてでありま次に、就農支援資金制度についてでありま次に、就農支援資金制度についてでありま

すが、農家戸数の減少や高齢化、後継者不足すが、農家戸数の減少や高齢化、後継者不足すが、農家戸数の減少や高齢化、後継者不足すが、農家戸数の減少や高齢化、後継者不足

が進行している中、農業内外からの青年等のが進行している中、農業内外からの青年等のが進行している中、農業内外からの青年等のが進行している中、農業内外からの青年等の

就農促進を図るために創設された制度で、就就農促進を図るために創設された制度で、就就農促進を図るために創設された制度で、就就農促進を図るために創設された制度で、就

農研修資金、就農準備資金、就農施設等資金農研修資金、就農準備資金、就農施設等資金農研修資金、就農準備資金、就農施設等資金農研修資金、就農準備資金、就農施設等資金

からなっております。からなっております。からなっております。からなっております。

また、この制度は本年４月に改正され、借また、この制度は本年４月に改正され、借また、この制度は本年４月に改正され、借また、この制度は本年４月に改正され、借

入金の償還免除限度額が300万円から200万円入金の償還免除限度額が300万円から200万円入金の償還免除限度額が300万円から200万円入金の償還免除限度額が300万円から200万円

に、免除対象者の年齢区分が46歳未満から40に、免除対象者の年齢区分が46歳未満から40に、免除対象者の年齢区分が46歳未満から40に、免除対象者の年齢区分が46歳未満から40

歳未満に引き下げられております。歳未満に引き下げられております。歳未満に引き下げられております。歳未満に引き下げられております。

なお、本市においてこの制度を利用していなお、本市においてこの制度を利用していなお、本市においてこの制度を利用していなお、本市においてこの制度を利用してい

る方は12名で、すべて就農研修資金の借り入る方は12名で、すべて就農研修資金の借り入る方は12名で、すべて就農研修資金の借り入る方は12名で、すべて就農研修資金の借り入

れとなっております。れとなっております。れとなっております。れとなっております。

次に、食料・農業・農村基本計画の見直し次に、食料・農業・農村基本計画の見直し次に、食料・農業・農村基本計画の見直し次に、食料・農業・農村基本計画の見直し

についてでありますが、基本計画の見直しはについてでありますが、基本計画の見直しはについてでありますが、基本計画の見直しはについてでありますが、基本計画の見直しは

農政改革のもとに進められており、食料・農農政改革のもとに進められており、食料・農農政改革のもとに進められており、食料・農農政改革のもとに進められており、食料・農

業・農村の各領域で国民生活に深くかかわり業・農村の各領域で国民生活に深くかかわり業・農村の各領域で国民生活に深くかかわり業・農村の各領域で国民生活に深くかかわり

があることから、今後国民的な議論が広く展があることから、今後国民的な議論が広く展があることから、今後国民的な議論が広く展があることから、今後国民的な議論が広く展

開され、まとめられるものであります。開され、まとめられるものであります。開され、まとめられるものであります。開され、まとめられるものであります。

８月の中間論点整理では、認定農業者と集８月の中間論点整理では、認定農業者と集８月の中間論点整理では、認定農業者と集８月の中間論点整理では、認定農業者と集

落営農を担い手と位置づけ、あわせて集落営落営農を担い手と位置づけ、あわせて集落営落営農を担い手と位置づけ、あわせて集落営落営農を担い手と位置づけ、あわせて集落営

農の組織化と法人化を促進すべきとしており農の組織化と法人化を促進すべきとしており農の組織化と法人化を促進すべきとしており農の組織化と法人化を促進すべきとしており

ます。このことから、市としましては生産組ます。このことから、市としましては生産組ます。このことから、市としましては生産組ます。このことから、市としましては生産組

織の法人化も視野に入れた取り組みが必要と織の法人化も視野に入れた取り組みが必要と織の法人化も視野に入れた取り組みが必要と織の法人化も視野に入れた取り組みが必要と

なるものと考えております。なるものと考えております。なるものと考えております。なるものと考えております。

一方、農村地域ではこうした担い手だけで一方、農村地域ではこうした担い手だけで一方、農村地域ではこうした担い手だけで一方、農村地域ではこうした担い手だけで

なく、それ以外の農家、非農家も含めた地域なく、それ以外の農家、非農家も含めた地域なく、それ以外の農家、非農家も含めた地域なく、それ以外の農家、非農家も含めた地域

社会づくりのための施策が検討されていくも社会づくりのための施策が検討されていくも社会づくりのための施策が検討されていくも社会づくりのための施策が検討されていくも

のと考えております。のと考えております。のと考えております。のと考えております。

次に、農業の活性化についてでありますが、次に、農業の活性化についてでありますが、次に、農業の活性化についてでありますが、次に、農業の活性化についてでありますが、

農業・農村の活力を維持、向上させるために農業・農村の活力を維持、向上させるために農業・農村の活力を維持、向上させるために農業・農村の活力を維持、向上させるために

は、経営感覚にすぐれた人材を育成していくは、経営感覚にすぐれた人材を育成していくは、経営感覚にすぐれた人材を育成していくは、経営感覚にすぐれた人材を育成していく

ことが必要であると考えております。このたことが必要であると考えております。このたことが必要であると考えております。このたことが必要であると考えております。このた

め、異業種などとの交流を促進し、幅広い視め、異業種などとの交流を促進し、幅広い視め、異業種などとの交流を促進し、幅広い視め、異業種などとの交流を促進し、幅広い視

野の人材育成に努めてまいりたいと考えてお野の人材育成に努めてまいりたいと考えてお野の人材育成に努めてまいりたいと考えてお野の人材育成に努めてまいりたいと考えてお

ります。ります。ります。ります。

また、農業を核とした産業クラスター形成また、農業を核とした産業クラスター形成また、農業を核とした産業クラスター形成また、農業を核とした産業クラスター形成
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については、すでに市内で取り組まれているについては、すでに市内で取り組まれているについては、すでに市内で取り組まれているについては、すでに市内で取り組まれている

事例として雪の冷熱を利用したみそづくりな事例として雪の冷熱を利用したみそづくりな事例として雪の冷熱を利用したみそづくりな事例として雪の冷熱を利用したみそづくりな

どがあります。どがあります。どがあります。どがあります。

このようにさまざまな業種の方々が交流、このようにさまざまな業種の方々が交流、このようにさまざまな業種の方々が交流、このようにさまざまな業種の方々が交流、

情報交換する中から、農産物の付加価値を高情報交換する中から、農産物の付加価値を高情報交換する中から、農産物の付加価値を高情報交換する中から、農産物の付加価値を高

め、新しい産業を創出するアイデアが生まれめ、新しい産業を創出するアイデアが生まれめ、新しい産業を創出するアイデアが生まれめ、新しい産業を創出するアイデアが生まれ

る可能性も高いと考えられますので、市としる可能性も高いと考えられますので、市としる可能性も高いと考えられますので、市としる可能性も高いと考えられますので、市とし

ましては今後意見交換の場を設けてまいりたましては今後意見交換の場を設けてまいりたましては今後意見交換の場を設けてまいりたましては今後意見交換の場を設けてまいりた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

次に、福祉行政について、介護予防事業に次に、福祉行政について、介護予防事業に次に、福祉行政について、介護予防事業に次に、福祉行政について、介護予防事業に

ついてでありますが、急速に進む本市の少子ついてでありますが、急速に進む本市の少子ついてでありますが、急速に進む本市の少子ついてでありますが、急速に進む本市の少子

高齢社会にあって、高齢者がいつまでも元気高齢社会にあって、高齢者がいつまでも元気高齢社会にあって、高齢者がいつまでも元気高齢社会にあって、高齢者がいつまでも元気

で生きがいを持って暮らしていただくためにで生きがいを持って暮らしていただくためにで生きがいを持って暮らしていただくためにで生きがいを持って暮らしていただくために

は、介護予防が大切であり、その推進に当たは、介護予防が大切であり、その推進に当たは、介護予防が大切であり、その推進に当たは、介護予防が大切であり、その推進に当た

っては住民と行政が一体となって取り組むこっては住民と行政が一体となって取り組むこっては住民と行政が一体となって取り組むこっては住民と行政が一体となって取り組むこ

とが必要であります。とが必要であります。とが必要であります。とが必要であります。

このため、現在、市が実施する自宅においこのため、現在、市が実施する自宅においこのため、現在、市が実施する自宅においこのため、現在、市が実施する自宅におい

てパソコンを活用した運動教室や地域においてパソコンを活用した運動教室や地域においてパソコンを活用した運動教室や地域においてパソコンを活用した運動教室や地域におい

てビデオを利用して集団的に行う運動教室のてビデオを利用して集団的に行う運動教室のてビデオを利用して集団的に行う運動教室のてビデオを利用して集団的に行う運動教室の

ほか、地域が主体となって取り組む健康づくほか、地域が主体となって取り組む健康づくほか、地域が主体となって取り組む健康づくほか、地域が主体となって取り組む健康づく

り事業などを行っており、協働して介護予防り事業などを行っており、協働して介護予防り事業などを行っており、協働して介護予防り事業などを行っており、協働して介護予防

を推進しているところであります。を推進しているところであります。を推進しているところであります。を推進しているところであります。

次に、農の多面的な機能についてでありま次に、農の多面的な機能についてでありま次に、農の多面的な機能についてでありま次に、農の多面的な機能についてでありま

すが、農には自然とのふれあいによって人のすが、農には自然とのふれあいによって人のすが、農には自然とのふれあいによって人のすが、農には自然とのふれあいによって人の

心を癒し、心身のリフレッシュや健康を回復心を癒し、心身のリフレッシュや健康を回復心を癒し、心身のリフレッシュや健康を回復心を癒し、心身のリフレッシュや健康を回復

させるなどの豊かな効用が期待できますので、させるなどの豊かな効用が期待できますので、させるなどの豊かな効用が期待できますので、させるなどの豊かな効用が期待できますので、

こうした可能性を市民の健康増進や交流の促こうした可能性を市民の健康増進や交流の促こうした可能性を市民の健康増進や交流の促こうした可能性を市民の健康増進や交流の促

進などに生かすことにより、活き活きとした進などに生かすことにより、活き活きとした進などに生かすことにより、活き活きとした進などに生かすことにより、活き活きとした

まちづくりが推進できるものと考えておりままちづくりが推進できるものと考えておりままちづくりが推進できるものと考えておりままちづくりが推進できるものと考えておりま

す。す。す。す。

幸い本市には農村の豊かな自然環境と活用幸い本市には農村の豊かな自然環境と活用幸い本市には農村の豊かな自然環境と活用幸い本市には農村の豊かな自然環境と活用

できる農地や人材など、社会資源に恵まれてできる農地や人材など、社会資源に恵まれてできる農地や人材など、社会資源に恵まれてできる農地や人材など、社会資源に恵まれて

おりますので、農が持つこのような可能性をおりますので、農が持つこのような可能性をおりますので、農が持つこのような可能性をおりますので、農が持つこのような可能性を

どのように展開できるのか、今後調査研究しどのように展開できるのか、今後調査研究しどのように展開できるのか、今後調査研究しどのように展開できるのか、今後調査研究し

てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。

●議長中西勇夫君 14番川本政芳君。●議長中西勇夫君 14番川本政芳君。●議長中西勇夫君 14番川本政芳君。●議長中西勇夫君 14番川本政芳君。

●14番川本政芳君 自席から再質問させてい●14番川本政芳君 自席から再質問させてい●14番川本政芳君 自席から再質問させてい●14番川本政芳君 自席から再質問させてい

ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。

初めに、建議の件でありますけれども、道初めに、建議の件でありますけれども、道初めに、建議の件でありますけれども、道初めに、建議の件でありますけれども、道

の農業会議からも各農業委員会に、地域水田の農業会議からも各農業委員会に、地域水田の農業会議からも各農業委員会に、地域水田の農業会議からも各農業委員会に、地域水田

農業ビジョンづくりをはじめ、農業振興にい農業ビジョンづくりをはじめ、農業振興にい農業ビジョンづくりをはじめ、農業振興にい農業ビジョンづくりをはじめ、農業振興にい

ままでも一生懸命尽くしてきたわけですけれままでも一生懸命尽くしてきたわけですけれままでも一生懸命尽くしてきたわけですけれままでも一生懸命尽くしてきたわけですけれ

ども、なお一層力を入れなさいということで、ども、なお一層力を入れなさいということで、ども、なお一層力を入れなさいということで、ども、なお一層力を入れなさいということで、

従来のような米の生産調整だけを達成するこ従来のような米の生産調整だけを達成するこ従来のような米の生産調整だけを達成するこ従来のような米の生産調整だけを達成するこ

とでなく、米も含むこの地域の作物の生産、とでなく、米も含むこの地域の作物の生産、とでなく、米も含むこの地域の作物の生産、とでなく、米も含むこの地域の作物の生産、

販売のみならず、水田の利活用並びに担い手販売のみならず、水田の利活用並びに担い手販売のみならず、水田の利活用並びに担い手販売のみならず、水田の利活用並びに担い手

の育成、それら担い手に対する農地の利用集の育成、それら担い手に対する農地の利用集の育成、それら担い手に対する農地の利用集の育成、それら担い手に対する農地の利用集

積など、生産と経営対策を一体的に実施する積など、生産と経営対策を一体的に実施する積など、生産と経営対策を一体的に実施する積など、生産と経営対策を一体的に実施する

ことにより、地域の農業の構造改革が進むもことにより、地域の農業の構造改革が進むもことにより、地域の農業の構造改革が進むもことにより、地域の農業の構造改革が進むも

のと、そういうことで力を入れなさいというのと、そういうことで力を入れなさいというのと、そういうことで力を入れなさいというのと、そういうことで力を入れなさいという

ことで、それぞれ各農業委員会が努力をされことで、それぞれ各農業委員会が努力をされことで、それぞれ各農業委員会が努力をされことで、それぞれ各農業委員会が努力をされ

ているわけですけれども、特に美唄の場合、ているわけですけれども、特に美唄の場合、ているわけですけれども、特に美唄の場合、ているわけですけれども、特に美唄の場合、

それぞれの委員が選挙区に帰って、それぞれそれぞれの委員が選挙区に帰って、それぞれそれぞれの委員が選挙区に帰って、それぞれそれぞれの委員が選挙区に帰って、それぞれ

多くの人たちといま抱える地域の問題あるい多くの人たちといま抱える地域の問題あるい多くの人たちといま抱える地域の問題あるい多くの人たちといま抱える地域の問題あるい

は行政に対する要請等々をいろいろと議論をは行政に対する要請等々をいろいろと議論をは行政に対する要請等々をいろいろと議論をは行政に対する要請等々をいろいろと議論を

し、そしてそれを持ち寄って各東西南北の４し、そしてそれを持ち寄って各東西南北の４し、そしてそれを持ち寄って各東西南北の４し、そしてそれを持ち寄って各東西南北の４

つに分かれているブロックに持ち寄って、さつに分かれているブロックに持ち寄って、さつに分かれているブロックに持ち寄って、さつに分かれているブロックに持ち寄って、さ

らにそこで相談をし、そしてそこで煮詰まっらにそこで相談をし、そしてそこで煮詰まっらにそこで相談をし、そしてそこで煮詰まっらにそこで相談をし、そしてそこで煮詰まっ

たものが農振委員会という中で議論をされ、たものが農振委員会という中で議論をされ、たものが農振委員会という中で議論をされ、たものが農振委員会という中で議論をされ、

そして最終的にこの建議書という形ででき上そして最終的にこの建議書という形ででき上そして最終的にこの建議書という形ででき上そして最終的にこの建議書という形ででき上

がってくるわけで、大変時間もかけ、そしてがってくるわけで、大変時間もかけ、そしてがってくるわけで、大変時間もかけ、そしてがってくるわけで、大変時間もかけ、そして

努力をされて、積み重なったものだと。そし努力をされて、積み重なったものだと。そし努力をされて、積み重なったものだと。そし努力をされて、積み重なったものだと。そし

て、そのことが各地域全体を網羅したそれぞて、そのことが各地域全体を網羅したそれぞて、そのことが各地域全体を網羅したそれぞて、そのことが各地域全体を網羅したそれぞ

れの意見がここに凝縮をされているというふれの意見がここに凝縮をされているというふれの意見がここに凝縮をされているというふれの意見がここに凝縮をされているというふ

うに考えているところでございますけれども、うに考えているところでございますけれども、うに考えているところでございますけれども、うに考えているところでございますけれども、

私はそんな中で感心をしながら建議書等も目私はそんな中で感心をしながら建議書等も目私はそんな中で感心をしながら建議書等も目私はそんな中で感心をしながら建議書等も目

を通させていただいているわけでございますを通させていただいているわけでございますを通させていただいているわけでございますを通させていただいているわけでございます

けれども、市がつくっている主要農業施策のけれども、市がつくっている主要農業施策のけれども、市がつくっている主要農業施策のけれども、市がつくっている主要農業施策の
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概要、こういったものを見せていただく中に概要、こういったものを見せていただく中に概要、こういったものを見せていただく中に概要、こういったものを見せていただく中に

どういう形で生かされているのかなというふどういう形で生かされているのかなというふどういう形で生かされているのかなというふどういう形で生かされているのかなというふ

うに思うところでございますが、実はこういうに思うところでございますが、実はこういうに思うところでございますが、実はこういうに思うところでございますが、実はこうい

った建議に関する問題が、深川農業委員会あった建議に関する問題が、深川農業委員会あった建議に関する問題が、深川農業委員会あった建議に関する問題が、深川農業委員会あ

るいは旭川の農業委員会の建議がよく新聞にるいは旭川の農業委員会の建議がよく新聞にるいは旭川の農業委員会の建議がよく新聞にるいは旭川の農業委員会の建議がよく新聞に

出されるわけですけれども、特に旭川の農業出されるわけですけれども、特に旭川の農業出されるわけですけれども、特に旭川の農業出されるわけですけれども、特に旭川の農業

委員会が建議をしたものにつきましては、事委員会が建議をしたものにつきましては、事委員会が建議をしたものにつきましては、事委員会が建議をしたものにつきましては、事

業予算まで大変詳しく書いてあるわけでござ業予算まで大変詳しく書いてあるわけでござ業予算まで大変詳しく書いてあるわけでござ業予算まで大変詳しく書いてあるわけでござ

います。この中の一部を読んでみますと、農います。この中の一部を読んでみますと、農います。この中の一部を読んでみますと、農います。この中の一部を読んでみますと、農

業委員会が建議をした内容のほとんどが予算業委員会が建議をした内容のほとんどが予算業委員会が建議をした内容のほとんどが予算業委員会が建議をした内容のほとんどが予算

化されているということが書かれてございま化されているということが書かれてございま化されているということが書かれてございま化されているということが書かれてございま

す。そういうことで、大体来年度の３月の予す。そういうことで、大体来年度の３月の予す。そういうことで、大体来年度の３月の予す。そういうことで、大体来年度の３月の予

算議会に合うように、大体10月ごろに皆建議算議会に合うように、大体10月ごろに皆建議算議会に合うように、大体10月ごろに皆建議算議会に合うように、大体10月ごろに皆建議

をするわけでございますけれども、そういうをするわけでございますけれども、そういうをするわけでございますけれども、そういうをするわけでございますけれども、そういう

ものがそれぞれのところで検討され、そしてものがそれぞれのところで検討され、そしてものがそれぞれのところで検討され、そしてものがそれぞれのところで検討され、そして

予算議会で認められている。こういうことで、予算議会で認められている。こういうことで、予算議会で認められている。こういうことで、予算議会で認められている。こういうことで、

ほとんどの建議内容が予算化されているといほとんどの建議内容が予算化されているといほとんどの建議内容が予算化されているといほとんどの建議内容が予算化されているとい

うことで、委員も大変光栄なことであると同うことで、委員も大変光栄なことであると同うことで、委員も大変光栄なことであると同うことで、委員も大変光栄なことであると同

時に、その責任も感じるというようなことで時に、その責任も感じるというようなことで時に、その責任も感じるというようなことで時に、その責任も感じるというようなことで

新聞記事が出ているわけでございますけれど新聞記事が出ているわけでございますけれど新聞記事が出ているわけでございますけれど新聞記事が出ているわけでございますけれど

も、これは考えてみると、農業委員会も、そも、これは考えてみると、農業委員会も、そも、これは考えてみると、農業委員会も、そも、これは考えてみると、農業委員会も、そ

れから理事者も議会も一体となって農業振興れから理事者も議会も一体となって農業振興れから理事者も議会も一体となって農業振興れから理事者も議会も一体となって農業振興

に尽くしている、そういうことのものがこのに尽くしている、そういうことのものがこのに尽くしている、そういうことのものがこのに尽くしている、そういうことのものがこの

新聞記事となって出てくるのだろうというふ新聞記事となって出てくるのだろうというふ新聞記事となって出てくるのだろうというふ新聞記事となって出てくるのだろうというふ

うに思うわけでございますけれども、こういうに思うわけでございますけれども、こういうに思うわけでございますけれども、こういうに思うわけでございますけれども、こうい

うことでつくられた建議書、こういう他の事うことでつくられた建議書、こういう他の事うことでつくられた建議書、こういう他の事うことでつくられた建議書、こういう他の事

例も勘案しながら、いま１度市長の建議に対例も勘案しながら、いま１度市長の建議に対例も勘案しながら、いま１度市長の建議に対例も勘案しながら、いま１度市長の建議に対

する考え方をお聞かせいただきたいというふする考え方をお聞かせいただきたいというふする考え方をお聞かせいただきたいというふする考え方をお聞かせいただきたいというふ

うに思うわけでございます。うに思うわけでございます。うに思うわけでございます。うに思うわけでございます。

次に、就農制度でございますけれども、私次に、就農制度でございますけれども、私次に、就農制度でございますけれども、私次に、就農制度でございますけれども、私

はこの議会で一般質問させていただきましたはこの議会で一般質問させていただきましたはこの議会で一般質問させていただきましたはこの議会で一般質問させていただきました

折に家族経営調査、９百数十戸の調査をした折に家族経営調査、９百数十戸の調査をした折に家族経営調査、９百数十戸の調査をした折に家族経営調査、９百数十戸の調査をした

中で、回答が838戸であったわけですけれども、中で、回答が838戸であったわけですけれども、中で、回答が838戸であったわけですけれども、中で、回答が838戸であったわけですけれども、

そこで後継者がいるというのが22％、後継者そこで後継者がいるというのが22％、後継者そこで後継者がいるというのが22％、後継者そこで後継者がいるというのが22％、後継者

がいないが48％、わからないが29％、こういがいないが48％、わからないが29％、こういがいないが48％、わからないが29％、こういがいないが48％、わからないが29％、こうい

うことで、また各連合会ごとの課題等についうことで、また各連合会ごとの課題等についうことで、また各連合会ごとの課題等についうことで、また各連合会ごとの課題等につい

ても改正をしていきたいという答弁がございても改正をしていきたいという答弁がございても改正をしていきたいという答弁がございても改正をしていきたいという答弁がござい

ました。いまこの結果を聞いて、わからないました。いまこの結果を聞いて、わからないました。いまこの結果を聞いて、わからないました。いまこの結果を聞いて、わからない

という29％が、いるという22％の方に入ってという29％が、いるという22％の方に入ってという29％が、いるという22％の方に入ってという29％が、いるという22％の方に入って

ほしいなというような願いを持って聞いていほしいなというような願いを持って聞いていほしいなというような願いを持って聞いていほしいなというような願いを持って聞いてい

たわけですけれども、実際にいま、私のこれたわけですけれども、実際にいま、私のこれたわけですけれども、実際にいま、私のこれたわけですけれども、実際にいま、私のこれ

は推測でございますけれども、逆にいないとは推測でございますけれども、逆にいないとは推測でございますけれども、逆にいないとは推測でございますけれども、逆にいないと

いう方に進んでいるのでないかなというよういう方に進んでいるのでないかなというよういう方に進んでいるのでないかなというよういう方に進んでいるのでないかなというよう

な感じがするわけでございますが、いま地域な感じがするわけでございますが、いま地域な感じがするわけでございますが、いま地域な感じがするわけでございますが、いま地域

にいかに脱落者を出さないようにするか、そにいかに脱落者を出さないようにするか、そにいかに脱落者を出さないようにするか、そにいかに脱落者を出さないようにするか、そ

して新規就農者、若者を手放さないようにすして新規就農者、若者を手放さないようにすして新規就農者、若者を手放さないようにすして新規就農者、若者を手放さないようにす

るかがいま問われているときだというふうにるかがいま問われているときだというふうにるかがいま問われているときだというふうにるかがいま問われているときだというふうに

思うわけでございます。そういうことで、こ思うわけでございます。そういうことで、こ思うわけでございます。そういうことで、こ思うわけでございます。そういうことで、こ

うした制度を活用し、就農支援を考える必要うした制度を活用し、就農支援を考える必要うした制度を活用し、就農支援を考える必要うした制度を活用し、就農支援を考える必要

があるというふうに思ってございます。があるというふうに思ってございます。があるというふうに思ってございます。があるというふうに思ってございます。

そこで、地域の課題とあわせて受け入れるそこで、地域の課題とあわせて受け入れるそこで、地域の課題とあわせて受け入れるそこで、地域の課題とあわせて受け入れる

人にどのように協力要請をされているのかお人にどのように協力要請をされているのかお人にどのように協力要請をされているのかお人にどのように協力要請をされているのかお

伺いしたいと思いますし、また関連する制度伺いしたいと思いますし、また関連する制度伺いしたいと思いますし、また関連する制度伺いしたいと思いますし、また関連する制度

として負債を抱える農家が再建できるかどうとして負債を抱える農家が再建できるかどうとして負債を抱える農家が再建できるかどうとして負債を抱える農家が再建できるかどう

かを判断したり、再建計画づくりを手助けすかを判断したり、再建計画づくりを手助けすかを判断したり、再建計画づくりを手助けすかを判断したり、再建計画づくりを手助けす

る機関として農業再生委員会、これは仮称でる機関として農業再生委員会、これは仮称でる機関として農業再生委員会、これは仮称でる機関として農業再生委員会、これは仮称で

ありますけれども、各都道府県に設置されるありますけれども、各都道府県に設置されるありますけれども、各都道府県に設置されるありますけれども、各都道府県に設置される

というふうに聞いております。また、失業者というふうに聞いております。また、失業者というふうに聞いております。また、失業者というふうに聞いております。また、失業者

の就農支援として「農林業をやってみよう」の就農支援として「農林業をやってみよう」の就農支援として「農林業をやってみよう」の就農支援として「農林業をやってみよう」

というプログラムをまとめて農林業の求人情というプログラムをまとめて農林業の求人情というプログラムをまとめて農林業の求人情というプログラムをまとめて農林業の求人情

報を提供し、雇用創出効果を期待、そして最報を提供し、雇用創出効果を期待、そして最報を提供し、雇用創出効果を期待、そして最報を提供し、雇用創出効果を期待、そして最

終的に担い手育成につなげるとしていますが、終的に担い手育成につなげるとしていますが、終的に担い手育成につなげるとしていますが、終的に担い手育成につなげるとしていますが、

こうした機関の情報と取り組み方についておこうした機関の情報と取り組み方についておこうした機関の情報と取り組み方についておこうした機関の情報と取り組み方についてお

聞かせをいただきたいと思います。聞かせをいただきたいと思います。聞かせをいただきたいと思います。聞かせをいただきたいと思います。

次に、農業生産組織についてお伺いいたし次に、農業生産組織についてお伺いいたし次に、農業生産組織についてお伺いいたし次に、農業生産組織についてお伺いいたし

ます。昨年集落営農について一般質問をさせます。昨年集落営農について一般質問をさせます。昨年集落営農について一般質問をさせます。昨年集落営農について一般質問をさせ

ていただきましたが、前市長は、新規就農のていただきましたが、前市長は、新規就農のていただきましたが、前市長は、新規就農のていただきましたが、前市長は、新規就農の

受け皿や農作業の受け手など、地域において受け皿や農作業の受け手など、地域において受け皿や農作業の受け手など、地域において受け皿や農作業の受け手など、地域において
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も中核的な役割を担うものと期待されているも中核的な役割を担うものと期待されているも中核的な役割を担うものと期待されているも中核的な役割を担うものと期待されている

ことから、集落営農を推進していきたいといことから、集落営農を推進していきたいといことから、集落営農を推進していきたいといことから、集落営農を推進していきたいとい

う答弁をされました。その後、いろいろな調う答弁をされました。その後、いろいろな調う答弁をされました。その後、いろいろな調う答弁をされました。その後、いろいろな調

査をされたと思いますけれども、法人はどれ査をされたと思いますけれども、法人はどれ査をされたと思いますけれども、法人はどれ査をされたと思いますけれども、法人はどれ

ぐらいあるのか、協業経営は幾らか、機械なぐらいあるのか、協業経営は幾らか、機械なぐらいあるのか、協業経営は幾らか、機械なぐらいあるのか、協業経営は幾らか、機械な

ど共同所有、利用している状況、また集落内ど共同所有、利用している状況、また集落内ど共同所有、利用している状況、また集落内ど共同所有、利用している状況、また集落内

の農家の補完的な組織としての性格を有するの農家の補完的な組織としての性格を有するの農家の補完的な組織としての性格を有するの農家の補完的な組織としての性格を有する

ものが多数を占めているわけですけれども、ものが多数を占めているわけですけれども、ものが多数を占めているわけですけれども、ものが多数を占めているわけですけれども、

この意識調査等、集落営農の現状についておこの意識調査等、集落営農の現状についておこの意識調査等、集落営農の現状についておこの意識調査等、集落営農の現状についてお

聞かせをいただきたいと思います。聞かせをいただきたいと思います。聞かせをいただきたいと思います。聞かせをいただきたいと思います。

それから、米政策改革に対応した集落営農それから、米政策改革に対応した集落営農それから、米政策改革に対応した集落営農それから、米政策改革に対応した集落営農

の再編の取り組みについてお伺いをしたいとの再編の取り組みについてお伺いをしたいとの再編の取り組みについてお伺いをしたいとの再編の取り組みについてお伺いをしたいと

思うのですけれども、いま米戦略プロジェク思うのですけれども、いま米戦略プロジェク思うのですけれども、いま米戦略プロジェク思うのですけれども、いま米戦略プロジェク

トチームを空知中央地区農業改良普及センタトチームを空知中央地区農業改良普及センタトチームを空知中央地区農業改良普及センタトチームを空知中央地区農業改良普及センタ

ーにつくって、新たな米づくりを７つのテーーにつくって、新たな米づくりを７つのテーーにつくって、新たな米づくりを７つのテーーにつくって、新たな米づくりを７つのテー

マに分けて作成し、ことし３月に完成したとマに分けて作成し、ことし３月に完成したとマに分けて作成し、ことし３月に完成したとマに分けて作成し、ことし３月に完成したと

いうふうに聞いておりますが、この活用に対いうふうに聞いておりますが、この活用に対いうふうに聞いておりますが、この活用に対いうふうに聞いておりますが、この活用に対

する考え方をお聞かせいただきたいと思いまする考え方をお聞かせいただきたいと思いまする考え方をお聞かせいただきたいと思いまする考え方をお聞かせいただきたいと思いま

す。す。す。す。

それから、ある町で、米政策改革の担い手それから、ある町で、米政策改革の担い手それから、ある町で、米政策改革の担い手それから、ある町で、米政策改革の担い手

対策の要件に合致した経営体の形成を図るこ対策の要件に合致した経営体の形成を図るこ対策の要件に合致した経営体の形成を図るこ対策の要件に合致した経営体の形成を図るこ

とを目的に育成計画を作成しているところがとを目的に育成計画を作成しているところがとを目的に育成計画を作成しているところがとを目的に育成計画を作成しているところが

ございます。ここでは、協業経営、それからございます。ここでは、協業経営、それからございます。ここでは、協業経営、それからございます。ここでは、協業経営、それから

共同利用組織、中核農家の３つに区分をして、共同利用組織、中核農家の３つに区分をして、共同利用組織、中核農家の３つに区分をして、共同利用組織、中核農家の３つに区分をして、

それらの法人化に向けた取り組みを2004年かそれらの法人化に向けた取り組みを2004年かそれらの法人化に向けた取り組みを2004年かそれらの法人化に向けた取り組みを2004年か

ら2006年をステップ１、2008年をステップ２、ら2006年をステップ１、2008年をステップ２、ら2006年をステップ１、2008年をステップ２、ら2006年をステップ１、2008年をステップ２、

達成目標年に分けて進めようとしております。達成目標年に分けて進めようとしております。達成目標年に分けて進めようとしております。達成目標年に分けて進めようとしております。

しかし、この中にはいろんな問題があり、共しかし、この中にはいろんな問題があり、共しかし、この中にはいろんな問題があり、共しかし、この中にはいろんな問題があり、共

同体的な組織運営原則を有する集落営農にお同体的な組織運営原則を有する集落営農にお同体的な組織運営原則を有する集落営農にお同体的な組織運営原則を有する集落営農にお

いて速やかに実現できるかどうか疑問である。いて速やかに実現できるかどうか疑問である。いて速やかに実現できるかどうか疑問である。いて速やかに実現できるかどうか疑問である。

しかし、この町では、こうした要件をクリアしかし、この町では、こうした要件をクリアしかし、この町では、こうした要件をクリアしかし、この町では、こうした要件をクリア

することは現状では難しい集落営農が存在すすることは現状では難しい集落営農が存在すすることは現状では難しい集落営農が存在すすることは現状では難しい集落営農が存在す

るにもかかわらず、集落経営体への移行に向るにもかかわらず、集落経営体への移行に向るにもかかわらず、集落経営体への移行に向るにもかかわらず、集落経営体への移行に向

けた取り組みを進めようとしている。その背けた取り組みを進めようとしている。その背けた取り組みを進めようとしている。その背けた取り組みを進めようとしている。その背

景には、政策主体における特定の経営施策の景には、政策主体における特定の経営施策の景には、政策主体における特定の経営施策の景には、政策主体における特定の経営施策の

重点化といった議論が進められている中でど重点化といった議論が進められている中でど重点化といった議論が進められている中でど重点化といった議論が進められている中でど

ういう方向に進むかわからないが、とりあえういう方向に進むかわからないが、とりあえういう方向に進むかわからないが、とりあえういう方向に進むかわからないが、とりあえ

ず農政が進めている方向に適合していくことず農政が進めている方向に適合していくことず農政が進めている方向に適合していくことず農政が進めている方向に適合していくこと

で施策の対象となり得る受け皿をつくっておで施策の対象となり得る受け皿をつくっておで施策の対象となり得る受け皿をつくっておで施策の対象となり得る受け皿をつくってお

きたいと、こういう考え方のようであります。きたいと、こういう考え方のようであります。きたいと、こういう考え方のようであります。きたいと、こういう考え方のようであります。

集落営農の活動は、まさに多様であります。集落営農の活動は、まさに多様であります。集落営農の活動は、まさに多様であります。集落営農の活動は、まさに多様であります。

農業生産の担い手を目指しているものから、農業生産の担い手を目指しているものから、農業生産の担い手を目指しているものから、農業生産の担い手を目指しているものから、

地域資源や農村社会の維持・管理、集落の農地域資源や農村社会の維持・管理、集落の農地域資源や農村社会の維持・管理、集落の農地域資源や農村社会の維持・管理、集落の農

家の相互扶助等を目的としたものまでさまざ家の相互扶助等を目的としたものまでさまざ家の相互扶助等を目的としたものまでさまざ家の相互扶助等を目的としたものまでさまざ

まであります。この多様性の意味を改めて考まであります。この多様性の意味を改めて考まであります。この多様性の意味を改めて考まであります。この多様性の意味を改めて考

える必要があると思います。プロ農業経営のえる必要があると思います。プロ農業経営のえる必要があると思います。プロ農業経営のえる必要があると思います。プロ農業経営の

みが資源の維持・管理を実施すれば、コストみが資源の維持・管理を実施すれば、コストみが資源の維持・管理を実施すれば、コストみが資源の維持・管理を実施すれば、コスト

は膨大なものとなります。営業としてだけでは膨大なものとなります。営業としてだけでは膨大なものとなります。営業としてだけでは膨大なものとなります。営業としてだけで

なく、地域の資源管理的な役割という意味でなく、地域の資源管理的な役割という意味でなく、地域の資源管理的な役割という意味でなく、地域の資源管理的な役割という意味で

の多様な担い手の育成を農業政策の中でどのの多様な担い手の育成を農業政策の中でどのの多様な担い手の育成を農業政策の中でどのの多様な担い手の育成を農業政策の中でどの

ように位置づけられようとしているのかお伺ように位置づけられようとしているのかお伺ように位置づけられようとしているのかお伺ように位置づけられようとしているのかお伺

いをいたしたいと思います。いをいたしたいと思います。いをいたしたいと思います。いをいたしたいと思います。

次に、担い手の件でありますけれども、農次に、担い手の件でありますけれども、農次に、担い手の件でありますけれども、農次に、担い手の件でありますけれども、農

水省の企画部会で提出されました参考資料、水省の企画部会で提出されました参考資料、水省の企画部会で提出されました参考資料、水省の企画部会で提出されました参考資料、

「担い手の現状と施策の展開方向」によりま「担い手の現状と施策の展開方向」によりま「担い手の現状と施策の展開方向」によりま「担い手の現状と施策の展開方向」によりま

すと、2002年でありますけれども、農業総算すと、2002年でありますけれども、農業総算すと、2002年でありますけれども、農業総算すと、2002年でありますけれども、農業総算

出額は８兆9,000億円で、これを経営目標数40出額は８兆9,000億円で、これを経営目標数40出額は８兆9,000億円で、これを経営目標数40出額は８兆9,000億円で、これを経営目標数40

万戸で割りますと、１経営当たり2,200万円程万戸で割りますと、１経営当たり2,200万円程万戸で割りますと、１経営当たり2,200万円程万戸で割りますと、１経営当たり2,200万円程

度になるわけです。そして、37～38万戸の家度になるわけです。そして、37～38万戸の家度になるわけです。そして、37～38万戸の家度になるわけです。そして、37～38万戸の家

族経営、それに３～４万の法人、この展望に族経営、それに３～４万の法人、この展望に族経営、それに３～４万の法人、この展望に族経営、それに３～４万の法人、この展望に

対して現在認定農業者は17万戸程度は家族経対して現在認定農業者は17万戸程度は家族経対して現在認定農業者は17万戸程度は家族経対して現在認定農業者は17万戸程度は家族経

営で、このうち７万戸は認定農業者になって営で、このうち７万戸は認定農業者になって営で、このうち７万戸は認定農業者になって営で、このうち７万戸は認定農業者になって

いるが、効率的、安定的な経営にはなっていいるが、効率的、安定的な経営にはなっていいるが、効率的、安定的な経営にはなっていいるが、効率的、安定的な経営にはなってい

ないそうです。さらに、認定農業者に準じてないそうです。さらに、認定農業者に準じてないそうです。さらに、認定農業者に準じてないそうです。さらに、認定農業者に準じて

扱われている20万戸は市町村の基本構想の水扱われている20万戸は市町村の基本構想の水扱われている20万戸は市町村の基本構想の水扱われている20万戸は市町村の基本構想の水

準に達しているものの、その多くは効率的、準に達しているものの、その多くは効率的、準に達しているものの、その多くは効率的、準に達しているものの、その多くは効率的、

安定的な経営に達していないというふうに言安定的な経営に達していないというふうに言安定的な経営に達していないというふうに言安定的な経営に達していないというふうに言

われております。こうした中で、プロ農業経われております。こうした中で、プロ農業経われております。こうした中で、プロ農業経われております。こうした中で、プロ農業経
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営への支援の集中、なかんずく品目横断的な営への支援の集中、なかんずく品目横断的な営への支援の集中、なかんずく品目横断的な営への支援の集中、なかんずく品目横断的な

直接支払いが進められようとしているわけで直接支払いが進められようとしているわけで直接支払いが進められようとしているわけで直接支払いが進められようとしているわけで

すが、いますでに経営を取り巻く外部環境のすが、いますでに経営を取り巻く外部環境のすが、いますでに経営を取り巻く外部環境のすが、いますでに経営を取り巻く外部環境の

変化に対応して、新たな形の先進経営が見ら変化に対応して、新たな形の先進経営が見ら変化に対応して、新たな形の先進経営が見ら変化に対応して、新たな形の先進経営が見ら

れるようになった現在、担い手を展望する際れるようになった現在、担い手を展望する際れるようになった現在、担い手を展望する際れるようになった現在、担い手を展望する際

に生産資材、土地だけによって、たとえば20に生産資材、土地だけによって、たとえば20に生産資材、土地だけによって、たとえば20に生産資材、土地だけによって、たとえば20

ないし30ヘクタール規模の水田経営を育成すないし30ヘクタール規模の水田経営を育成すないし30ヘクタール規模の水田経営を育成すないし30ヘクタール規模の水田経営を育成す

るという施策のあり方は、将来の担い手像をるという施策のあり方は、将来の担い手像をるという施策のあり方は、将来の担い手像をるという施策のあり方は、将来の担い手像を

描けなくなっていくのではないでしょうか。描けなくなっていくのではないでしょうか。描けなくなっていくのではないでしょうか。描けなくなっていくのではないでしょうか。

これまで農地集積を行ってきた農業者の中にこれまで農地集積を行ってきた農業者の中にこれまで農地集積を行ってきた農業者の中にこれまで農地集積を行ってきた農業者の中に

も後継者がいない農家が相当います。こうしも後継者がいない農家が相当います。こうしも後継者がいない農家が相当います。こうしも後継者がいない農家が相当います。こうし

たことから、行政の支援策として農業経営者たことから、行政の支援策として農業経営者たことから、行政の支援策として農業経営者たことから、行政の支援策として農業経営者

が自由に能力を発揮する舞台を用意する、あが自由に能力を発揮する舞台を用意する、あが自由に能力を発揮する舞台を用意する、あが自由に能力を発揮する舞台を用意する、あ

るいは自由な市場競争では損なわれてしまうるいは自由な市場競争では損なわれてしまうるいは自由な市場競争では損なわれてしまうるいは自由な市場競争では損なわれてしまう

資源利用に対する農業経営に直接支援をする。資源利用に対する農業経営に直接支援をする。資源利用に対する農業経営に直接支援をする。資源利用に対する農業経営に直接支援をする。

競争によって経営発展を継続していける担い競争によって経営発展を継続していける担い競争によって経営発展を継続していける担い競争によって経営発展を継続していける担い

手、幾つかの側面で支援が必要な担い手、新手、幾つかの側面で支援が必要な担い手、新手、幾つかの側面で支援が必要な担い手、新手、幾つかの側面で支援が必要な担い手、新

規参入など多くの支援が必要な担い手、この規参入など多くの支援が必要な担い手、この規参入など多くの支援が必要な担い手、この規参入など多くの支援が必要な担い手、この

ように分けためり張りが必要ではないでしょように分けためり張りが必要ではないでしょように分けためり張りが必要ではないでしょように分けためり張りが必要ではないでしょ

うか。そして、それを行うことの妥当性、なうか。そして、それを行うことの妥当性、なうか。そして、それを行うことの妥当性、なうか。そして、それを行うことの妥当性、な

ぜ政策支援をするのか。市民に説明する必要ぜ政策支援をするのか。市民に説明する必要ぜ政策支援をするのか。市民に説明する必要ぜ政策支援をするのか。市民に説明する必要

があると思います。があると思います。があると思います。があると思います。

いままで農家が自然に何の意識もなしに、いままで農家が自然に何の意識もなしに、いままで農家が自然に何の意識もなしに、いままで農家が自然に何の意識もなしに、

自分の経営をすることによって公共用地等、自分の経営をすることによって公共用地等、自分の経営をすることによって公共用地等、自分の経営をすることによって公共用地等、

草刈りなんかも自分たちですべてやってきま草刈りなんかも自分たちですべてやってきま草刈りなんかも自分たちですべてやってきま草刈りなんかも自分たちですべてやってきま

した。河川敷なんかも農地に面している、そした。河川敷なんかも農地に面している、そした。河川敷なんかも農地に面している、そした。河川敷なんかも農地に面している、そ

ういうところは自分たちの農作物をつくるたういうところは自分たちの農作物をつくるたういうところは自分たちの農作物をつくるたういうところは自分たちの農作物をつくるた

めに病気だとか、あるいは害虫が発生する、めに病気だとか、あるいは害虫が発生する、めに病気だとか、あるいは害虫が発生する、めに病気だとか、あるいは害虫が発生する、

そういう面で農家の人たちがずっと草刈り等そういう面で農家の人たちがずっと草刈り等そういう面で農家の人たちがずっと草刈り等そういう面で農家の人たちがずっと草刈り等

をしてきたわけです。しかし、いま言うようをしてきたわけです。しかし、いま言うようをしてきたわけです。しかし、いま言うようをしてきたわけです。しかし、いま言うよう

な形の中でどんどん農家人口が減っていくとな形の中でどんどん農家人口が減っていくとな形の中でどんどん農家人口が減っていくとな形の中でどんどん農家人口が減っていくと

いうことになれば、そういうことはだんだんいうことになれば、そういうことはだんだんいうことになれば、そういうことはだんだんいうことになれば、そういうことはだんだん

できなくなってくるわけでして、そういうもできなくなってくるわけでして、そういうもできなくなってくるわけでして、そういうもできなくなってくるわけでして、そういうも

のの中にきちっとそうした自然環境を守るとのの中にきちっとそうした自然環境を守るとのの中にきちっとそうした自然環境を守るとのの中にきちっとそうした自然環境を守ると

いう、そういう仕事をきちっと公的に認めるいう、そういう仕事をきちっと公的に認めるいう、そういう仕事をきちっと公的に認めるいう、そういう仕事をきちっと公的に認める

べきだということでいま環境整備等が施策のべきだということでいま環境整備等が施策のべきだということでいま環境整備等が施策のべきだということでいま環境整備等が施策の

中に入ってきているわけですけれども、やは中に入ってきているわけですけれども、やは中に入ってきているわけですけれども、やは中に入ってきているわけですけれども、やは

りそういうものをきちっと支援をする内容を、りそういうものをきちっと支援をする内容を、りそういうものをきちっと支援をする内容を、りそういうものをきちっと支援をする内容を、

こういうことだから支援をするんだというもこういうことだから支援をするんだというもこういうことだから支援をするんだというもこういうことだから支援をするんだというも

のを国民あるいは市民に行政は伝えていくべのを国民あるいは市民に行政は伝えていくべのを国民あるいは市民に行政は伝えていくべのを国民あるいは市民に行政は伝えていくべ

きでないかなというふうに思うわけでございきでないかなというふうに思うわけでございきでないかなというふうに思うわけでございきでないかなというふうに思うわけでござい

ます。いままで何か生活の保護という形が非ます。いままで何か生活の保護という形が非ます。いままで何か生活の保護という形が非ます。いままで何か生活の保護という形が非

常に強く受けとめられておりますけれども、常に強く受けとめられておりますけれども、常に強く受けとめられておりますけれども、常に強く受けとめられておりますけれども、

そういうものでないものが大変あるわけでしそういうものでないものが大変あるわけでしそういうものでないものが大変あるわけでしそういうものでないものが大変あるわけでし

て、そういう面を行政はきちっと正確に伝えて、そういう面を行政はきちっと正確に伝えて、そういう面を行政はきちっと正確に伝えて、そういう面を行政はきちっと正確に伝え

ていく必要があるというふうに私は思っておていく必要があるというふうに私は思っておていく必要があるというふうに私は思っておていく必要があるというふうに私は思ってお

ります。こうした総合的に理解し、担い手のります。こうした総合的に理解し、担い手のります。こうした総合的に理解し、担い手のります。こうした総合的に理解し、担い手の

実態を把握し、そして透明性の高い支援策が実態を把握し、そして透明性の高い支援策が実態を把握し、そして透明性の高い支援策が実態を把握し、そして透明性の高い支援策が

求められているというふうに思います。そう求められているというふうに思います。そう求められているというふうに思います。そう求められているというふうに思います。そう

いうことで、この担い手の育成目標、政策支いうことで、この担い手の育成目標、政策支いうことで、この担い手の育成目標、政策支いうことで、この担い手の育成目標、政策支

援の方向性について、再度お伺いをいたしま援の方向性について、再度お伺いをいたしま援の方向性について、再度お伺いをいたしま援の方向性について、再度お伺いをいたしま

す。す。す。す。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 川本議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 川本議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 川本議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 川本議員の再質問にお答

えします。えします。えします。えします。

初めに、建議書についてでありますが、農初めに、建議書についてでありますが、農初めに、建議書についてでありますが、農初めに、建議書についてでありますが、農

業委員会からいただいた建議書は農家の皆様業委員会からいただいた建議書は農家の皆様業委員会からいただいた建議書は農家の皆様業委員会からいただいた建議書は農家の皆様

のさまざまな意見を取りまとめたものと認識のさまざまな意見を取りまとめたものと認識のさまざまな意見を取りまとめたものと認識のさまざまな意見を取りまとめたものと認識

しておりますので、今後本市農業振興にいかしておりますので、今後本市農業振興にいかしておりますので、今後本市農業振興にいかしておりますので、今後本市農業振興にいか

すよう努めてまいりたいと考えております。すよう努めてまいりたいと考えております。すよう努めてまいりたいと考えております。すよう努めてまいりたいと考えております。

次に、就農支援についてでありますが、後次に、就農支援についてでありますが、後次に、就農支援についてでありますが、後次に、就農支援についてでありますが、後

継者不足や高齢化が進む中、本市農業の生産継者不足や高齢化が進む中、本市農業の生産継者不足や高齢化が進む中、本市農業の生産継者不足や高齢化が進む中、本市農業の生産

性の維持と振興を図るためには、新規就農者性の維持と振興を図るためには、新規就農者性の維持と振興を図るためには、新規就農者性の維持と振興を図るためには、新規就農者

や担い手の育成が必要となっております。こや担い手の育成が必要となっております。こや担い手の育成が必要となっております。こや担い手の育成が必要となっております。こ

のため、市といたしましてはアンケート調査のため、市といたしましてはアンケート調査のため、市といたしましてはアンケート調査のため、市といたしましてはアンケート調査

に基づいた農家の個別訪問を行い、就農希望に基づいた農家の個別訪問を行い、就農希望に基づいた農家の個別訪問を行い、就農希望に基づいた農家の個別訪問を行い、就農希望

者を受け入れる際の条件や問題などを確認し、者を受け入れる際の条件や問題などを確認し、者を受け入れる際の条件や問題などを確認し、者を受け入れる際の条件や問題などを確認し、

受け入れ農家の体制づくりに努めております。受け入れ農家の体制づくりに努めております。受け入れ農家の体制づくりに努めております。受け入れ農家の体制づくりに努めております。
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次に、仮称「農業再生委員会」についてで次に、仮称「農業再生委員会」についてで次に、仮称「農業再生委員会」についてで次に、仮称「農業再生委員会」についてで

ありますが、農業経営の再生や農地の担い手ありますが、農業経営の再生や農地の担い手ありますが、農業経営の再生や農地の担い手ありますが、農業経営の再生や農地の担い手

への円滑な継承を目的に、平成17年度から道への円滑な継承を目的に、平成17年度から道への円滑な継承を目的に、平成17年度から道への円滑な継承を目的に、平成17年度から道

に設置されることとなっております。に設置されることとなっております。に設置されることとなっております。に設置されることとなっております。

また、「農林業をやってみよう」プログラまた、「農林業をやってみよう」プログラまた、「農林業をやってみよう」プログラまた、「農林業をやってみよう」プログラ

ムは厚生労働省と農林水産省が連携・協力し、ムは厚生労働省と農林水産省が連携・協力し、ムは厚生労働省と農林水産省が連携・協力し、ムは厚生労働省と農林水産省が連携・協力し、

農林漁業で働く意欲を持つ失業者の就業等を農林漁業で働く意欲を持つ失業者の就業等を農林漁業で働く意欲を持つ失業者の就業等を農林漁業で働く意欲を持つ失業者の就業等を

支援するもので、農林業分野を支える人材の支援するもので、農林業分野を支える人材の支援するもので、農林業分野を支える人材の支援するもので、農林業分野を支える人材の

確保につながるものと考えております。確保につながるものと考えております。確保につながるものと考えております。確保につながるものと考えております。

次に、生産組織についてでありますが、現次に、生産組織についてでありますが、現次に、生産組織についてでありますが、現次に、生産組織についてでありますが、現

在、法人は17、機械の共同利用組織は37とな在、法人は17、機械の共同利用組織は37とな在、法人は17、機械の共同利用組織は37とな在、法人は17、機械の共同利用組織は37とな

っておりますが、協業経営はないものと承知っておりますが、協業経営はないものと承知っておりますが、協業経営はないものと承知っておりますが、協業経営はないものと承知

しております。しております。しております。しております。

次に、空知中央地区における米づくりの方次に、空知中央地区における米づくりの方次に、空知中央地区における米づくりの方次に、空知中央地区における米づくりの方

向性として地域ごとの土壌、気象条件や生産向性として地域ごとの土壌、気象条件や生産向性として地域ごとの土壌、気象条件や生産向性として地域ごとの土壌、気象条件や生産

実績を示し、多様な米づくりを提案している実績を示し、多様な米づくりを提案している実績を示し、多様な米づくりを提案している実績を示し、多様な米づくりを提案している

ことから、これからの米づくりを検討していことから、これからの米づくりを検討していことから、これからの米づくりを検討していことから、これからの米づくりを検討してい

く必要はあるものと考えております。く必要はあるものと考えております。く必要はあるものと考えております。く必要はあるものと考えております。

次に、担い手の育成についてでありますが、次に、担い手の育成についてでありますが、次に、担い手の育成についてでありますが、次に、担い手の育成についてでありますが、

認定農業者や集落営農が将来の経営形態の中認定農業者や集落営農が将来の経営形態の中認定農業者や集落営農が将来の経営形態の中認定農業者や集落営農が将来の経営形態の中

心になるものと考えられますことから、担い心になるものと考えられますことから、担い心になるものと考えられますことから、担い心になるものと考えられますことから、担い

手以外の農家が集落営農になるよう育成に努手以外の農家が集落営農になるよう育成に努手以外の農家が集落営農になるよう育成に努手以外の農家が集落営農になるよう育成に努

めてまいりたいと考えております。めてまいりたいと考えております。めてまいりたいと考えております。めてまいりたいと考えております。

なお、担い手の育成目標は、地域農業マスなお、担い手の育成目標は、地域農業マスなお、担い手の育成目標は、地域農業マスなお、担い手の育成目標は、地域農業マス

タープランの中で育成目標を640経営体と定めタープランの中で育成目標を640経営体と定めタープランの中で育成目標を640経営体と定めタープランの中で育成目標を640経営体と定め

ているところでございます。担い手への政策ているところでございます。担い手への政策ているところでございます。担い手への政策ているところでございます。担い手への政策

支援の方向性としましては、担い手の創意工支援の方向性としましては、担い手の創意工支援の方向性としましては、担い手の創意工支援の方向性としましては、担い手の創意工

夫や主体性を尊重した施策や法人化の推進な夫や主体性を尊重した施策や法人化の推進な夫や主体性を尊重した施策や法人化の推進な夫や主体性を尊重した施策や法人化の推進な

どを考えております。どを考えております。どを考えております。どを考えております。

いずれにいたしましても、今後とも農村のいずれにいたしましても、今後とも農村のいずれにいたしましても、今後とも農村のいずれにいたしましても、今後とも農村の

環境を守り、農業・農村が維持されていきま環境を守り、農業・農村が維持されていきま環境を守り、農業・農村が維持されていきま環境を守り、農業・農村が維持されていきま

すよう行政として努めてまいりたいと考えてすよう行政として努めてまいりたいと考えてすよう行政として努めてまいりたいと考えてすよう行政として努めてまいりたいと考えて

おります。おります。おります。おります。

●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。

18番紫藤政則君。18番紫藤政則君。18番紫藤政則君。18番紫藤政則君。

●18番紫藤政則君（登壇） 2004年第４回定●18番紫藤政則君（登壇） 2004年第４回定●18番紫藤政則君（登壇） 2004年第４回定●18番紫藤政則君（登壇） 2004年第４回定

例会に当たり、大綱２点について市長並びに例会に当たり、大綱２点について市長並びに例会に当たり、大綱２点について市長並びに例会に当たり、大綱２点について市長並びに

教育長にご質問申し上げます。教育長にご質問申し上げます。教育長にご質問申し上げます。教育長にご質問申し上げます。

大綱１点目は、美唄市行財政運営の課題に大綱１点目は、美唄市行財政運営の課題に大綱１点目は、美唄市行財政運営の課題に大綱１点目は、美唄市行財政運営の課題に

ついてであります。最初は、美唄市財政の実ついてであります。最初は、美唄市財政の実ついてであります。最初は、美唄市財政の実ついてであります。最初は、美唄市財政の実

態と問題点について端的に伺います。態と問題点について端的に伺います。態と問題点について端的に伺います。態と問題点について端的に伺います。

その１つは、財政分析に用いられます財政その１つは、財政分析に用いられます財政その１つは、財政分析に用いられます財政その１つは、財政分析に用いられます財政

指標に関してであります。一般会計の03年度指標に関してであります。一般会計の03年度指標に関してであります。一般会計の03年度指標に関してであります。一般会計の03年度

決算に基づく主要財政指数につきまして、札決算に基づく主要財政指数につきまして、札決算に基づく主要財政指数につきまして、札決算に基づく主要財政指数につきまして、札

幌を除く全道の市、そして空知管内10市、さ幌を除く全道の市、そして空知管内10市、さ幌を除く全道の市、そして空知管内10市、さ幌を除く全道の市、そして空知管内10市、さ

らに類似団体等と比較をしまして、美唄市のらに類似団体等と比較をしまして、美唄市のらに類似団体等と比較をしまして、美唄市のらに類似団体等と比較をしまして、美唄市の

主要財政指数についてお示しください。主要財政指数についてお示しください。主要財政指数についてお示しください。主要財政指数についてお示しください。

具体的には、財政力指数、具体的には、財政力指数、具体的には、財政力指数、具体的には、財政力指数、

２つに公債費比率、２つに公債費比率、２つに公債費比率、２つに公債費比率、

３つに地方債現在高倍率、３つに地方債現在高倍率、３つに地方債現在高倍率、３つに地方債現在高倍率、

４つに経常収支比率、それぞれお答えをい４つに経常収支比率、それぞれお答えをい４つに経常収支比率、それぞれお答えをい４つに経常収支比率、それぞれお答えをい

ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。

その２つは、他会計、特に市立美唄病院事その２つは、他会計、特に市立美唄病院事その２つは、他会計、特に市立美唄病院事その２つは、他会計、特に市立美唄病院事

業会計の不良債務の状況についてであります。業会計の不良債務の状況についてであります。業会計の不良債務の状況についてであります。業会計の不良債務の状況についてであります。

02、03両年度につきまして、第５次経営健全02、03両年度につきまして、第５次経営健全02、03両年度につきまして、第５次経営健全02、03両年度につきまして、第５次経営健全

化計画に基づく計画と実績、そして一般会計化計画に基づく計画と実績、そして一般会計化計画に基づく計画と実績、そして一般会計化計画に基づく計画と実績、そして一般会計

繰出実績と交付税措置額についてそれぞれお繰出実績と交付税措置額についてそれぞれお繰出実績と交付税措置額についてそれぞれお繰出実績と交付税措置額についてそれぞれお

答えください。答えください。答えください。答えください。

その３つは、公社、３セク等のいわゆる潜その３つは、公社、３セク等のいわゆる潜その３つは、公社、３セク等のいわゆる潜その３つは、公社、３セク等のいわゆる潜

在赤字、隠れ借金の状況であります。具体的在赤字、隠れ借金の状況であります。具体的在赤字、隠れ借金の状況であります。具体的在赤字、隠れ借金の状況であります。具体的

には、１つに振興公社が解散をいたしましたには、１つに振興公社が解散をいたしましたには、１つに振興公社が解散をいたしましたには、１つに振興公社が解散をいたしました

が、その解散による債務の引き受け額、それが、その解散による債務の引き受け額、それが、その解散による債務の引き受け額、それが、その解散による債務の引き受け額、それ

から土地開発公社で所有しています、いわゆから土地開発公社で所有しています、いわゆから土地開発公社で所有しています、いわゆから土地開発公社で所有しています、いわゆ

る塩漬け土地の状況、それからＨＣＣ等の第る塩漬け土地の状況、それからＨＣＣ等の第る塩漬け土地の状況、それからＨＣＣ等の第る塩漬け土地の状況、それからＨＣＣ等の第

３セクターに対する収支不足への貸付金の実３セクターに対する収支不足への貸付金の実３セクターに対する収支不足への貸付金の実３セクターに対する収支不足への貸付金の実

態等について、それぞれお答えください。態等について、それぞれお答えください。態等について、それぞれお答えください。態等について、それぞれお答えください。

市長は、美唄市のいまの財政の実態につい市長は、美唄市のいまの財政の実態につい市長は、美唄市のいまの財政の実態につい市長は、美唄市のいまの財政の実態につい

て、どのように問題点を把握しておられるか、て、どのように問題点を把握しておられるか、て、どのように問題点を把握しておられるか、て、どのように問題点を把握しておられるか、
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あわせてお示しください。あわせてお示しください。あわせてお示しください。あわせてお示しください。

次に、次年度、2005年度（平成17年度）の次に、次年度、2005年度（平成17年度）の次に、次年度、2005年度（平成17年度）の次に、次年度、2005年度（平成17年度）の

予算編成に当たっての留意点についてお伺い予算編成に当たっての留意点についてお伺い予算編成に当たっての留意点についてお伺い予算編成に当たっての留意点についてお伺い

をいたします。私は、本年３月24日の定例会をいたします。私は、本年３月24日の定例会をいたします。私は、本年３月24日の定例会をいたします。私は、本年３月24日の定例会

本会議で2004年度（平成16年度）の一般会計本会議で2004年度（平成16年度）の一般会計本会議で2004年度（平成16年度）の一般会計本会議で2004年度（平成16年度）の一般会計

に対する賛成討論を行いました。その中で、に対する賛成討論を行いました。その中で、に対する賛成討論を行いました。その中で、に対する賛成討論を行いました。その中で、

直撃をしておりました三位一体改革の影響で直撃をしておりました三位一体改革の影響で直撃をしておりました三位一体改革の影響で直撃をしておりました三位一体改革の影響で

地方交付税やら国、道の支出金、さらには税地方交付税やら国、道の支出金、さらには税地方交付税やら国、道の支出金、さらには税地方交付税やら国、道の支出金、さらには税

源移譲等によるプラス要素、いわゆる三位一源移譲等によるプラス要素、いわゆる三位一源移譲等によるプラス要素、いわゆる三位一源移譲等によるプラス要素、いわゆる三位一

体改革なるもので４億2,000万円の減額になっ体改革なるもので４億2,000万円の減額になっ体改革なるもので４億2,000万円の減額になっ体改革なるもので４億2,000万円の減額になっ

たこと。それから、道の財政立て直しプランたこと。それから、道の財政立て直しプランたこと。それから、道の財政立て直しプランたこと。それから、道の財政立て直しプラン

で、医療費が中心でありますが900万円の減額で、医療費が中心でありますが900万円の減額で、医療費が中心でありますが900万円の減額で、医療費が中心でありますが900万円の減額

になったこと。このような歳入の落ち込みをになったこと。このような歳入の落ち込みをになったこと。このような歳入の落ち込みをになったこと。このような歳入の落ち込みを

カバーする対策として職員や議員の人件費をカバーする対策として職員や議員の人件費をカバーする対策として職員や議員の人件費をカバーする対策として職員や議員の人件費を

はじめとして歳出の徹底見直しをした結果、はじめとして歳出の徹底見直しをした結果、はじめとして歳出の徹底見直しをした結果、はじめとして歳出の徹底見直しをした結果、

６億円をはじき出したこと。さらに、この６６億円をはじき出したこと。さらに、この６６億円をはじき出したこと。さらに、この６６億円をはじき出したこと。さらに、この６

億円の節減でも不足を生じたために財源調整億円の節減でも不足を生じたために財源調整億円の節減でも不足を生じたために財源調整億円の節減でも不足を生じたために財源調整

を行った。その中身は、財調の取り崩し5,000を行った。その中身は、財調の取り崩し5,000を行った。その中身は、財調の取り崩し5,000を行った。その中身は、財調の取り崩し5,000

万円、特定目的基金からの借入金２億2,000万万円、特定目的基金からの借入金２億2,000万万円、特定目的基金からの借入金２億2,000万万円、特定目的基金からの借入金２億2,000万

円、債務負担行為年次割の支払い繰り延べ、円、債務負担行為年次割の支払い繰り延べ、円、債務負担行為年次割の支払い繰り延べ、円、債務負担行為年次割の支払い繰り延べ、

土地開発公社に対する支払いの繰り延べ１億2,土地開発公社に対する支払いの繰り延べ１億2,土地開発公社に対する支払いの繰り延べ１億2,土地開発公社に対する支払いの繰り延べ１億2,

000万円、合わせて３億9,300万円の操作を余000万円、合わせて３億9,300万円の操作を余000万円、合わせて３億9,300万円の操作を余000万円、合わせて３億9,300万円の操作を余

儀なくされて収支のつじつまを合わせた。す儀なくされて収支のつじつまを合わせた。す儀なくされて収支のつじつまを合わせた。す儀なくされて収支のつじつまを合わせた。す

なわち年度予算編成に当たって９億9,300万円、なわち年度予算編成に当たって９億9,300万円、なわち年度予算編成に当たって９億9,300万円、なわち年度予算編成に当たって９億9,300万円、

これらを節減をしたりやりくりをして捻出をこれらを節減をしたりやりくりをして捻出をこれらを節減をしたりやりくりをして捻出をこれらを節減をしたりやりくりをして捻出を

して収支を、いわば予算編成に当たっての収して収支を、いわば予算編成に当たっての収して収支を、いわば予算編成に当たっての収して収支を、いわば予算編成に当たっての収

入と支出を合わせなきゃなりませんから、つ入と支出を合わせなきゃなりませんから、つ入と支出を合わせなきゃなりませんから、つ入と支出を合わせなきゃなりませんから、つ

じつまを合わせたと、こういう実態についてじつまを合わせたと、こういう実態についてじつまを合わせたと、こういう実態についてじつまを合わせたと、こういう実態について

発言をさせていただきました。発言をさせていただきました。発言をさせていただきました。発言をさせていただきました。

そして、さらに05年（平成17年度）予算でそして、さらに05年（平成17年度）予算でそして、さらに05年（平成17年度）予算でそして、さらに05年（平成17年度）予算で

は三位一体改革が引き続き継続・拡大して、は三位一体改革が引き続き継続・拡大して、は三位一体改革が引き続き継続・拡大して、は三位一体改革が引き続き継続・拡大して、

国が何らかの地財対策を講じなければ、財源国が何らかの地財対策を講じなければ、財源国が何らかの地財対策を講じなければ、財源国が何らかの地財対策を講じなければ、財源

操作はもうできないから、赤字転落は必定だ操作はもうできないから、赤字転落は必定だ操作はもうできないから、赤字転落は必定だ操作はもうできないから、赤字転落は必定だ

ということもあわせて申し上げました。ということもあわせて申し上げました。ということもあわせて申し上げました。ということもあわせて申し上げました。

そこで、この平成17年度の一般会計、残すそこで、この平成17年度の一般会計、残すそこで、この平成17年度の一般会計、残すそこで、この平成17年度の一般会計、残す

ところあと３カ月ちょっとでありますけれどところあと３カ月ちょっとでありますけれどところあと３カ月ちょっとでありますけれどところあと３カ月ちょっとでありますけれど

も、これらの収支の決算見込み、どのようにも、これらの収支の決算見込み、どのようにも、これらの収支の決算見込み、どのようにも、これらの収支の決算見込み、どのように

押さえておいででしょうか。特別交付税等の押さえておいででしょうか。特別交付税等の押さえておいででしょうか。特別交付税等の押さえておいででしょうか。特別交付税等の

大幅な減額、これらもすでにその中身につい大幅な減額、これらもすでにその中身につい大幅な減額、これらもすでにその中身につい大幅な減額、これらもすでにその中身につい

てある程度把握をされているかと思いますが、てある程度把握をされているかと思いますが、てある程度把握をされているかと思いますが、てある程度把握をされているかと思いますが、

どのように押さえていらっしゃいますでしょどのように押さえていらっしゃいますでしょどのように押さえていらっしゃいますでしょどのように押さえていらっしゃいますでしょ

うか。うか。うか。うか。

それから、同じくこの16年度の病院の不良それから、同じくこの16年度の病院の不良それから、同じくこの16年度の病院の不良それから、同じくこの16年度の病院の不良

債務の解消、これは予定どおり進んでいるで債務の解消、これは予定どおり進んでいるで債務の解消、これは予定どおり進んでいるで債務の解消、これは予定どおり進んでいるで

しょうか。年度末の見通しについてお示しをしょうか。年度末の見通しについてお示しをしょうか。年度末の見通しについてお示しをしょうか。年度末の見通しについてお示しを

いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

予算編成の留意点の２つ目ですが、新年度予算編成の留意点の２つ目ですが、新年度予算編成の留意点の２つ目ですが、新年度予算編成の留意点の２つ目ですが、新年度

の三位一体改革、私は改悪だと思いますけれの三位一体改革、私は改悪だと思いますけれの三位一体改革、私は改悪だと思いますけれの三位一体改革、私は改悪だと思いますけれ

ども、この影響についてはどのように現在予ども、この影響についてはどのように現在予ども、この影響についてはどのように現在予ども、この影響についてはどのように現在予

定をされているでしょうか。先ほど申し上げ定をされているでしょうか。先ほど申し上げ定をされているでしょうか。先ほど申し上げ定をされているでしょうか。先ほど申し上げ

ましたように、04年度（平成16年度）の当初ましたように、04年度（平成16年度）の当初ましたように、04年度（平成16年度）の当初ましたように、04年度（平成16年度）の当初

では９億9,300万円の財源不足が発生をして、では９億9,300万円の財源不足が発生をして、では９億9,300万円の財源不足が発生をして、では９億9,300万円の財源不足が発生をして、

これに対する対応をしたわけでありますが、これに対する対応をしたわけでありますが、これに対する対応をしたわけでありますが、これに対する対応をしたわけでありますが、

次年度、平成17年度、どの程度財源不足が生次年度、平成17年度、どの程度財源不足が生次年度、平成17年度、どの程度財源不足が生次年度、平成17年度、どの程度財源不足が生

じると、どのような見込みを立てているか。じると、どのような見込みを立てているか。じると、どのような見込みを立てているか。じると、どのような見込みを立てているか。

そして、それをどういう手だてを講じて収支そして、それをどういう手だてを講じて収支そして、それをどういう手だてを講じて収支そして、それをどういう手だてを講じて収支

均衡予算を編成しようとしているのか、その均衡予算を編成しようとしているのか、その均衡予算を編成しようとしているのか、その均衡予算を編成しようとしているのか、その

対策について伺います。対策について伺います。対策について伺います。対策について伺います。

３つは、中長期の視点で、この厳しい状況３つは、中長期の視点で、この厳しい状況３つは、中長期の視点で、この厳しい状況３つは、中長期の視点で、この厳しい状況

をどのように克服していくおつもりなのか、をどのように克服していくおつもりなのか、をどのように克服していくおつもりなのか、をどのように克服していくおつもりなのか、

お答えをいただきたいと思います。お答えをいただきたいと思います。お答えをいただきたいと思います。お答えをいただきたいと思います。

次に、行財政運営の課題の３つ目、自立の次に、行財政運営の課題の３つ目、自立の次に、行財政運営の課題の３つ目、自立の次に、行財政運営の課題の３つ目、自立の

推進計画の策定状況についてであります。こ推進計画の策定状況についてであります。こ推進計画の策定状況についてであります。こ推進計画の策定状況についてであります。こ

としの３月、市町村合併問題等調査特別委員としの３月、市町村合併問題等調査特別委員としの３月、市町村合併問題等調査特別委員としの３月、市町村合併問題等調査特別委員

会の実質的には最後の委員会でありました３会の実質的には最後の委員会でありました３会の実質的には最後の委員会でありました３会の実質的には最後の委員会でありました３

月の、たしか12日だったと思いますが、この月の、たしか12日だったと思いますが、この月の、たしか12日だったと思いますが、この月の、たしか12日だったと思いますが、この

委員会の場で当時の理事者から、今後の自立委員会の場で当時の理事者から、今後の自立委員会の場で当時の理事者から、今後の自立委員会の場で当時の理事者から、今後の自立

に向けたシナリオづくりについてこのようなに向けたシナリオづくりについてこのようなに向けたシナリオづくりについてこのようなに向けたシナリオづくりについてこのような
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発言がありました。「市議会議員の皆様には、発言がありました。「市議会議員の皆様には、発言がありました。「市議会議員の皆様には、発言がありました。「市議会議員の皆様には、

議員定数・議員報酬など、自立に向けた重大議員定数・議員報酬など、自立に向けた重大議員定数・議員報酬など、自立に向けた重大議員定数・議員報酬など、自立に向けた重大

な決断をしていただき、厚く感謝を申し上げな決断をしていただき、厚く感謝を申し上げな決断をしていただき、厚く感謝を申し上げな決断をしていただき、厚く感謝を申し上げ

ます。今後の自立に向けた取り組みにつきまます。今後の自立に向けた取り組みにつきまます。今後の自立に向けた取り組みにつきまます。今後の自立に向けた取り組みにつきま

しては、平成16年度予算において、一部実施しては、平成16年度予算において、一部実施しては、平成16年度予算において、一部実施しては、平成16年度予算において、一部実施

いたしましたが、平成16年度地方財政対策にいたしましたが、平成16年度地方財政対策にいたしましたが、平成16年度地方財政対策にいたしましたが、平成16年度地方財政対策に

よる地方交付税は、臨時財政対策債を含め予よる地方交付税は、臨時財政対策債を含め予よる地方交付税は、臨時財政対策債を含め予よる地方交付税は、臨時財政対策債を含め予

想をはるかに上回る減少率となったことから、想をはるかに上回る減少率となったことから、想をはるかに上回る減少率となったことから、想をはるかに上回る減少率となったことから、

自立のシナリオとの間に大きな乖離が生じて自立のシナリオとの間に大きな乖離が生じて自立のシナリオとの間に大きな乖離が生じて自立のシナリオとの間に大きな乖離が生じて

いるところであります。このため、平成16年いるところであります。このため、平成16年いるところであります。このため、平成16年いるところであります。このため、平成16年

度予算に基づきながら財政推計を見なおし、度予算に基づきながら財政推計を見なおし、度予算に基づきながら財政推計を見なおし、度予算に基づきながら財政推計を見なおし、

自立の取り組みを平成17年度以降、着実に実自立の取り組みを平成17年度以降、着実に実自立の取り組みを平成17年度以降、着実に実自立の取り組みを平成17年度以降、着実に実

施していくため自立推進計画を策定すること施していくため自立推進計画を策定すること施していくため自立推進計画を策定すること施していくため自立推進計画を策定すること

としております。この計画は、市民参加によとしております。この計画は、市民参加によとしております。この計画は、市民参加によとしております。この計画は、市民参加によ

る本年夏ごろをめどとして策定いたしたいとる本年夏ごろをめどとして策定いたしたいとる本年夏ごろをめどとして策定いたしたいとる本年夏ごろをめどとして策定いたしたいと

考えております。策定段階では、市のホーム考えております。策定段階では、市のホーム考えております。策定段階では、市のホーム考えております。策定段階では、市のホーム

ページなどを活用し情報提供を行うとともに、ページなどを活用し情報提供を行うとともに、ページなどを活用し情報提供を行うとともに、ページなどを活用し情報提供を行うとともに、

策定後はまちづくり地区懇談会でご説明する策定後はまちづくり地区懇談会でご説明する策定後はまちづくり地区懇談会でご説明する策定後はまちづくり地区懇談会でご説明する

など、市民の皆さんのご理解をいただくようなど、市民の皆さんのご理解をいただくようなど、市民の皆さんのご理解をいただくようなど、市民の皆さんのご理解をいただくよう

努めてまいります。今後、詳細なスケジュー努めてまいります。今後、詳細なスケジュー努めてまいります。今後、詳細なスケジュー努めてまいります。今後、詳細なスケジュー

ルを定め、実効ある計画を策定してまいりまルを定め、実効ある計画を策定してまいりまルを定め、実効ある計画を策定してまいりまルを定め、実効ある計画を策定してまいりま

すので、皆様のご理解を賜りますようお願いすので、皆様のご理解を賜りますようお願いすので、皆様のご理解を賜りますようお願いすので、皆様のご理解を賜りますようお願い

を申し上げます。」という発言がございましを申し上げます。」という発言がございましを申し上げます。」という発言がございましを申し上げます。」という発言がございまし

た。現在、この美唄市自立推進計画と同じもた。現在、この美唄市自立推進計画と同じもた。現在、この美唄市自立推進計画と同じもた。現在、この美唄市自立推進計画と同じも

のだと私は理解をしておりますが、この策定のだと私は理解をしておりますが、この策定のだと私は理解をしておりますが、この策定のだと私は理解をしておりますが、この策定

状況、どういう状況になって、これからどう状況、どういう状況になって、これからどう状況、どういう状況になって、これからどう状況、どういう状況になって、これからどう

いうスケジュールを組んでいくのか。そして、いうスケジュールを組んでいくのか。そして、いうスケジュールを組んでいくのか。そして、いうスケジュールを組んでいくのか。そして、

来年度予算へどのように反映をしていこうと来年度予算へどのように反映をしていこうと来年度予算へどのように反映をしていこうと来年度予算へどのように反映をしていこうと

しているのか。まちづくり基本計画、21世紀しているのか。まちづくり基本計画、21世紀しているのか。まちづくり基本計画、21世紀しているのか。まちづくり基本計画、21世紀

まちづくりプラン等との整合性等についてはまちづくりプラン等との整合性等についてはまちづくりプラン等との整合性等についてはまちづくりプラン等との整合性等については

どのように考えていられるのか、それぞれおどのように考えていられるのか、それぞれおどのように考えていられるのか、それぞれおどのように考えていられるのか、それぞれお

答えをいただきたいと思います。答えをいただきたいと思います。答えをいただきたいと思います。答えをいただきたいと思います。

次は、指定管理者制度の導入についてであ次は、指定管理者制度の導入についてであ次は、指定管理者制度の導入についてであ次は、指定管理者制度の導入についてであ

ります。すでにこのテーマにつきましては、ります。すでにこのテーマにつきましては、ります。すでにこのテーマにつきましては、ります。すでにこのテーマにつきましては、

本定例会でもさまざまなご発言がございまし本定例会でもさまざまなご発言がございまし本定例会でもさまざまなご発言がございまし本定例会でもさまざまなご発言がございまし

た。本来割愛すべきものはしていかなきゃなた。本来割愛すべきものはしていかなきゃなた。本来割愛すべきものはしていかなきゃなた。本来割愛すべきものはしていかなきゃな

りませんが、重複する部分、申しわけありまりませんが、重複する部分、申しわけありまりませんが、重複する部分、申しわけありまりませんが、重複する部分、申しわけありま

せんが、ひとつご答弁をいただきたいと思いせんが、ひとつご答弁をいただきたいと思いせんが、ひとつご答弁をいただきたいと思いせんが、ひとつご答弁をいただきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

まず、指定管理者制度の導入についての基まず、指定管理者制度の導入についての基まず、指定管理者制度の導入についての基まず、指定管理者制度の導入についての基

本的な認識について、この制度の認識と導入本的な認識について、この制度の認識と導入本的な認識について、この制度の認識と導入本的な認識について、この制度の認識と導入

に当たって市長としてどのような方針を持っに当たって市長としてどのような方針を持っに当たって市長としてどのような方針を持っに当たって市長としてどのような方針を持っ

ていこうとされているのか、基本的な考え方ていこうとされているのか、基本的な考え方ていこうとされているのか、基本的な考え方ていこうとされているのか、基本的な考え方

をまずお示しください。をまずお示しください。をまずお示しください。をまずお示しください。

それから、次は検討状況でございますが、それから、次は検討状況でございますが、それから、次は検討状況でございますが、それから、次は検討状況でございますが、

検討経過について、どんなことを検討されて検討経過について、どんなことを検討されて検討経過について、どんなことを検討されて検討経過について、どんなことを検討されて

きたのか。きたのか。きたのか。きたのか。

それから、先ほどの導入までのスケジューそれから、先ほどの導入までのスケジューそれから、先ほどの導入までのスケジューそれから、先ほどの導入までのスケジュー

ルもございました。平成18年４月の導入といルもございました。平成18年４月の導入といルもございました。平成18年４月の導入といルもございました。平成18年４月の導入とい

うことを前提にしたスケジュールを示されまうことを前提にしたスケジュールを示されまうことを前提にしたスケジュールを示されまうことを前提にしたスケジュールを示されま

したが、改めてこの導入スケジュールについしたが、改めてこの導入スケジュールについしたが、改めてこの導入スケジュールについしたが、改めてこの導入スケジュールについ

て、なるべくひとつわかりやすくお答えをいて、なるべくひとつわかりやすくお答えをいて、なるべくひとつわかりやすくお答えをいて、なるべくひとつわかりやすくお答えをい

ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。

そして、今日まで検討をされてきて、このそして、今日まで検討をされてきて、このそして、今日まで検討をされてきて、このそして、今日まで検討をされてきて、この

整理すべき課題をどのように押さえているで整理すべき課題をどのように押さえているで整理すべき課題をどのように押さえているで整理すべき課題をどのように押さえているで

しょうか。しょうか。しょうか。しょうか。

次に、他の自治体のこの制度の実施状況、次に、他の自治体のこの制度の実施状況、次に、他の自治体のこの制度の実施状況、次に、他の自治体のこの制度の実施状況、

これらをどのように押さえていらっしゃいまこれらをどのように押さえていらっしゃいまこれらをどのように押さえていらっしゃいまこれらをどのように押さえていらっしゃいま

すか。すか。すか。すか。

さらに、これはビジネスチャンスでございさらに、これはビジネスチャンスでございさらに、これはビジネスチャンスでございさらに、これはビジネスチャンスでござい

ますから、民間事業者からの問い合わせ等、ますから、民間事業者からの問い合わせ等、ますから、民間事業者からの問い合わせ等、ますから、民間事業者からの問い合わせ等、

これらが具体的にあるのかどうなのか、このこれらが具体的にあるのかどうなのか、このこれらが具体的にあるのかどうなのか、このこれらが具体的にあるのかどうなのか、この

点についてお答えをいただきたいと思います。点についてお答えをいただきたいと思います。点についてお答えをいただきたいと思います。点についてお答えをいただきたいと思います。

この指定管理者制度について、私は平成16この指定管理者制度について、私は平成16この指定管理者制度について、私は平成16この指定管理者制度について、私は平成16

年第１回定例会で、現在どういう業務委託状年第１回定例会で、現在どういう業務委託状年第１回定例会で、現在どういう業務委託状年第１回定例会で、現在どういう業務委託状

況があるのかということをお尋ねをいたしま況があるのかということをお尋ねをいたしま況があるのかということをお尋ねをいたしま況があるのかということをお尋ねをいたしま

した。57の施設で業務委託料が４億8,000万円、した。57の施設で業務委託料が４億8,000万円、した。57の施設で業務委託料が４億8,000万円、した。57の施設で業務委託料が４億8,000万円、

これはいわば委託料として支出されている部これはいわば委託料として支出されている部これはいわば委託料として支出されている部これはいわば委託料として支出されている部
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分だと思いますが、そういう支出実績がある分だと思いますが、そういう支出実績がある分だと思いますが、そういう支出実績がある分だと思いますが、そういう支出実績がある

というお答えになりました。というお答えになりました。というお答えになりました。というお答えになりました。

そこで、この指定管理者制度、具体的に公そこで、この指定管理者制度、具体的に公そこで、この指定管理者制度、具体的に公そこで、この指定管理者制度、具体的に公

の施設、どれだけあって、そして導入を可能の施設、どれだけあって、そして導入を可能の施設、どれだけあって、そして導入を可能の施設、どれだけあって、そして導入を可能

な施設がどれだけあるか。一方、個別法でこな施設がどれだけあるか。一方、個別法でこな施設がどれだけあるか。一方、個別法でこな施設がどれだけあるか。一方、個別法でこ

の指定管理者が導入できないということで規の指定管理者が導入できないということで規の指定管理者が導入できないということで規の指定管理者が導入できないということで規

定されている学校施設とか、それからいわば定されている学校施設とか、それからいわば定されている学校施設とか、それからいわば定されている学校施設とか、それからいわば

出張所、これらの行政施設等につきましては出張所、これらの行政施設等につきましては出張所、これらの行政施設等につきましては出張所、これらの行政施設等につきましては

導入できないという制約がありますけれども、導入できないという制約がありますけれども、導入できないという制約がありますけれども、導入できないという制約がありますけれども、

どういう公の施設が導入できないのか。どういう公の施設が導入できないのか。どういう公の施設が導入できないのか。どういう公の施設が導入できないのか。

それから、導入する施設とかしない施設のそれから、導入する施設とかしない施設のそれから、導入する施設とかしない施設のそれから、導入する施設とかしない施設の

現状、どれだけの人が配置をされていて、ど現状、どれだけの人が配置をされていて、ど現状、どれだけの人が配置をされていて、ど現状、どれだけの人が配置をされていて、ど

れだけの年間の管理運営費がかかっていてとれだけの年間の管理運営費がかかっていてとれだけの年間の管理運営費がかかっていてとれだけの年間の管理運営費がかかっていてと

いうことを教えていただきたいんです。これいうことを教えていただきたいんです。これいうことを教えていただきたいんです。これいうことを教えていただきたいんです。これ

もお答えできる範囲で構いませんけれども、もお答えできる範囲で構いませんけれども、もお答えできる範囲で構いませんけれども、もお答えできる範囲で構いませんけれども、

お答えをいただきたいと思います。お答えをいただきたいと思います。お答えをいただきたいと思います。お答えをいただきたいと思います。

次に、教育行政につきまして、教育長にお次に、教育行政につきまして、教育長にお次に、教育行政につきまして、教育長にお次に、教育行政につきまして、教育長にお

尋ねをしたいと思います。教育の分権という尋ねをしたいと思います。教育の分権という尋ねをしたいと思います。教育の分権という尋ねをしたいと思います。教育の分権という

のが叫ばれて久しいわけでございますが、そのが叫ばれて久しいわけでございますが、そのが叫ばれて久しいわけでございますが、そのが叫ばれて久しいわけでございますが、そ

の分権の第１歩と、こういう位置づけをしての分権の第１歩と、こういう位置づけをしての分権の第１歩と、こういう位置づけをしての分権の第１歩と、こういう位置づけをして

いる方がいます今次の文部科学省所管の三位いる方がいます今次の文部科学省所管の三位いる方がいます今次の文部科学省所管の三位いる方がいます今次の文部科学省所管の三位

一体改革、義務教育費、中学校費の国庫負担一体改革、義務教育費、中学校費の国庫負担一体改革、義務教育費、中学校費の国庫負担一体改革、義務教育費、中学校費の国庫負担

金の廃止、これらが大きなテーマになってい金の廃止、これらが大きなテーマになってい金の廃止、これらが大きなテーマになってい金の廃止、これらが大きなテーマになってい

るようですが、これらの改革についての教育るようですが、これらの改革についての教育るようですが、これらの改革についての教育るようですが、これらの改革についての教育

長としてのご認識について、まずお伺いをし長としてのご認識について、まずお伺いをし長としてのご認識について、まずお伺いをし長としてのご認識について、まずお伺いをし

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

次に、教育施設、特に学校等の配置計画で次に、教育施設、特に学校等の配置計画で次に、教育施設、特に学校等の配置計画で次に、教育施設、特に学校等の配置計画で

あります。これらは、すでにもう何年か前かあります。これらは、すでにもう何年か前かあります。これらは、すでにもう何年か前かあります。これらは、すでにもう何年か前か

ら議論をされておりますけれども、学校の統ら議論をされておりますけれども、学校の統ら議論をされておりますけれども、学校の統ら議論をされておりますけれども、学校の統

廃合、さらにまちづくりの自立プランにも示廃合、さらにまちづくりの自立プランにも示廃合、さらにまちづくりの自立プランにも示廃合、さらにまちづくりの自立プランにも示

されました幼保の一元化の研究、これらのいされました幼保の一元化の研究、これらのいされました幼保の一元化の研究、これらのいされました幼保の一元化の研究、これらのい

わば学校等の配置計画についての考え方につわば学校等の配置計画についての考え方につわば学校等の配置計画についての考え方につわば学校等の配置計画についての考え方につ

いて、いま現在の考え方、これからの方向性、いて、いま現在の考え方、これからの方向性、いて、いま現在の考え方、これからの方向性、いて、いま現在の考え方、これからの方向性、

これらについてお示しいただきたいと思いまこれらについてお示しいただきたいと思いまこれらについてお示しいただきたいと思いまこれらについてお示しいただきたいと思いま

す。す。す。す。

次に、学校運営協議会についてであります。次に、学校運営協議会についてであります。次に、学校運営協議会についてであります。次に、学校運営協議会についてであります。

私は、娘が中学に在学中にＰＴＡの役員をさ私は、娘が中学に在学中にＰＴＡの役員をさ私は、娘が中学に在学中にＰＴＡの役員をさ私は、娘が中学に在学中にＰＴＡの役員をさ

せていただきましたり、あわせて市Ｐ連の会せていただきましたり、あわせて市Ｐ連の会せていただきましたり、あわせて市Ｐ連の会せていただきましたり、あわせて市Ｐ連の会

長という仕事もさせていただきました。しば長という仕事もさせていただきました。しば長という仕事もさせていただきました。しば長という仕事もさせていただきました。しば

らく前でございますけれども、学校の運営にらく前でございますけれども、学校の運営にらく前でございますけれども、学校の運営にらく前でございますけれども、学校の運営に

ついてのかかわりはその程度のかかわりでごついてのかかわりはその程度のかかわりでごついてのかかわりはその程度のかかわりでごついてのかかわりはその程度のかかわりでご

ざいますけれども、先日テレビを見ておりまざいますけれども、先日テレビを見ておりまざいますけれども、先日テレビを見ておりまざいますけれども、先日テレビを見ておりま

すと、住民参加による学校運営、これらの実すと、住民参加による学校運営、これらの実すと、住民参加による学校運営、これらの実すと、住民参加による学校運営、これらの実

践例が報道されておりました。この住民参加践例が報道されておりました。この住民参加践例が報道されておりました。この住民参加践例が報道されておりました。この住民参加

による学校運営、明年の４月からスタートとによる学校運営、明年の４月からスタートとによる学校運営、明年の４月からスタートとによる学校運営、明年の４月からスタートと

いうような報道でございましたが、お聞きをいうような報道でございましたが、お聞きをいうような報道でございましたが、お聞きをいうような報道でございましたが、お聞きを

すれば学校運営協議会ということで法的にもすれば学校運営協議会ということで法的にもすれば学校運営協議会ということで法的にもすれば学校運営協議会ということで法的にも

位置づけられたものだというふうにお聞きを位置づけられたものだというふうにお聞きを位置づけられたものだというふうにお聞きを位置づけられたものだというふうにお聞きを

してございます。これらの学校運営協議会の、してございます。これらの学校運営協議会の、してございます。これらの学校運営協議会の、してございます。これらの学校運営協議会の、

美唄市教育委員会としてこれらについてどう美唄市教育委員会としてこれらについてどう美唄市教育委員会としてこれらについてどう美唄市教育委員会としてこれらについてどう

いう検討をされ、これからどのように取り組いう検討をされ、これからどのように取り組いう検討をされ、これからどのように取り組いう検討をされ、これからどのように取り組

まれようとしているのかお答えをいただきたまれようとしているのかお答えをいただきたまれようとしているのかお答えをいただきたまれようとしているのかお答えをいただきた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 紫藤議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 紫藤議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 紫藤議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 紫藤議員の質問

にお答えします。にお答えします。にお答えします。にお答えします。

初めに、美唄市財政の実態と問題点につい初めに、美唄市財政の実態と問題点につい初めに、美唄市財政の実態と問題点につい初めに、美唄市財政の実態と問題点につい

てでありますが、平成15年度決算に基づく普てでありますが、平成15年度決算に基づく普てでありますが、平成15年度決算に基づく普てでありますが、平成15年度決算に基づく普

通会計における主な財政指標について申し上通会計における主な財政指標について申し上通会計における主な財政指標について申し上通会計における主な財政指標について申し上

げますと、げますと、げますと、げますと、

財政力指数は、0.262で札幌市を除く全道33財政力指数は、0.262で札幌市を除く全道33財政力指数は、0.262で札幌市を除く全道33財政力指数は、0.262で札幌市を除く全道33

市中27位、管内10市中４位、平成14年度類似市中27位、管内10市中４位、平成14年度類似市中27位、管内10市中４位、平成14年度類似市中27位、管内10市中４位、平成14年度類似

団体では0.34であります。団体では0.34であります。団体では0.34であります。団体では0.34であります。

次に、公債費比率が16.9％で全道で11位、次に、公債費比率が16.9％で全道で11位、次に、公債費比率が16.9％で全道で11位、次に、公債費比率が16.9％で全道で11位、

管内では３位。管内では３位。管内では３位。管内では３位。

起債制限比率は、13.2％で全道16位、管内起債制限比率は、13.2％で全道16位、管内起債制限比率は、13.2％で全道16位、管内起債制限比率は、13.2％で全道16位、管内

４位、類似団体では11.1％であります。４位、類似団体では11.1％であります。４位、類似団体では11.1％であります。４位、類似団体では11.1％であります。

地方債現在高倍率は、2.89倍で全道24位、地方債現在高倍率は、2.89倍で全道24位、地方債現在高倍率は、2.89倍で全道24位、地方債現在高倍率は、2.89倍で全道24位、



－ －117117117117

管内６位、類似団体では2.05倍となっており管内６位、類似団体では2.05倍となっており管内６位、類似団体では2.05倍となっており管内６位、類似団体では2.05倍となっており

ます。ます。ます。ます。

経常収支比率については、87.2％で全道11経常収支比率については、87.2％で全道11経常収支比率については、87.2％で全道11経常収支比率については、87.2％で全道11

位、管内３位、類似団体では91.0％となって位、管内３位、類似団体では91.0％となって位、管内３位、類似団体では91.0％となって位、管内３位、類似団体では91.0％となって

おります。おります。おります。おります。

次に、病院事業会計の状況についてであり次に、病院事業会計の状況についてであり次に、病院事業会計の状況についてであり次に、病院事業会計の状況についてであり

ますが、平成14年度における不良債務解消計ますが、平成14年度における不良債務解消計ますが、平成14年度における不良債務解消計ますが、平成14年度における不良債務解消計

画額32万円に対し、決算額では4,849万円とな画額32万円に対し、決算額では4,849万円とな画額32万円に対し、決算額では4,849万円とな画額32万円に対し、決算額では4,849万円とな

り、計画より4,817万円不良債務の解消が図らり、計画より4,817万円不良債務の解消が図らり、計画より4,817万円不良債務の解消が図らり、計画より4,817万円不良債務の解消が図ら

れ、平成14年度不良債務は15億1,474万円となれ、平成14年度不良債務は15億1,474万円となれ、平成14年度不良債務は15億1,474万円となれ、平成14年度不良債務は15億1,474万円とな

りました。りました。りました。りました。

なお、健全化に伴う一般会計の支援は２億7,なお、健全化に伴う一般会計の支援は２億7,なお、健全化に伴う一般会計の支援は２億7,なお、健全化に伴う一般会計の支援は２億7,

300万円で、うち7,500万円が第５次病院健全300万円で、うち7,500万円が第５次病院健全300万円で、うち7,500万円が第５次病院健全300万円で、うち7,500万円が第５次病院健全

化分として特別交付税で措置されております。化分として特別交付税で措置されております。化分として特別交付税で措置されております。化分として特別交付税で措置されております。

平成15年度につきましては、解消計画額１平成15年度につきましては、解消計画額１平成15年度につきましては、解消計画額１平成15年度につきましては、解消計画額１

億0,745万円に対し決算では449万円にとどま億0,745万円に対し決算では449万円にとどま億0,745万円に対し決算では449万円にとどま億0,745万円に対し決算では449万円にとどま

り、計画に対し１億0,296万円の乖離が生じ、り、計画に対し１億0,296万円の乖離が生じ、り、計画に対し１億0,296万円の乖離が生じ、り、計画に対し１億0,296万円の乖離が生じ、

平成15年度末不良債務は15億1,025万円となり平成15年度末不良債務は15億1,025万円となり平成15年度末不良債務は15億1,025万円となり平成15年度末不良債務は15億1,025万円となり

ました。ました。ました。ました。

一般会計の支援としては２億円、これに対一般会計の支援としては２億円、これに対一般会計の支援としては２億円、これに対一般会計の支援としては２億円、これに対

する特別交付税措置が7,500万円となっておりする特別交付税措置が7,500万円となっておりする特別交付税措置が7,500万円となっておりする特別交付税措置が7,500万円となっており

ます。ます。ます。ます。

次に、公社等の状況についてでありますが、次に、公社等の状況についてでありますが、次に、公社等の状況についてでありますが、次に、公社等の状況についてでありますが、

振興公社の解散に伴う債務引受額が１億3,200振興公社の解散に伴う債務引受額が１億3,200振興公社の解散に伴う債務引受額が１億3,200振興公社の解散に伴う債務引受額が１億3,200

万円、土地開発公社においては所有地のうち万円、土地開発公社においては所有地のうち万円、土地開発公社においては所有地のうち万円、土地開発公社においては所有地のうち

公有用地を除く土地について、簿価と近隣地公有用地を除く土地について、簿価と近隣地公有用地を除く土地について、簿価と近隣地公有用地を除く土地について、簿価と近隣地

売買実例による推定価格との間に大きな乖離売買実例による推定価格との間に大きな乖離売買実例による推定価格との間に大きな乖離売買実例による推定価格との間に大きな乖離

が生じております。が生じております。が生じております。が生じております。

また、美唄ハイテクセンター及び美唄情報また、美唄ハイテクセンター及び美唄情報また、美唄ハイテクセンター及び美唄情報また、美唄ハイテクセンター及び美唄情報

開発学園の収支不足に対し、それぞれ7,318万開発学園の収支不足に対し、それぞれ7,318万開発学園の収支不足に対し、それぞれ7,318万開発学園の収支不足に対し、それぞれ7,318万

円と１億0,500万円を一般会計において貸し付円と１億0,500万円を一般会計において貸し付円と１億0,500万円を一般会計において貸し付円と１億0,500万円を一般会計において貸し付

けを行っているところであります。けを行っているところであります。けを行っているところであります。けを行っているところであります。

このように本市の財政環境は、年々財政構このように本市の財政環境は、年々財政構このように本市の財政環境は、年々財政構このように本市の財政環境は、年々財政構

造の硬直化や将来にわたる財政負担が増加す造の硬直化や将来にわたる財政負担が増加す造の硬直化や将来にわたる財政負担が増加す造の硬直化や将来にわたる財政負担が増加す

るという極めて厳しい状況にあると認識してるという極めて厳しい状況にあると認識してるという極めて厳しい状況にあると認識してるという極めて厳しい状況にあると認識して

おります。おります。おります。おります。

次に、05（平成17）年度予算編成の留意点次に、05（平成17）年度予算編成の留意点次に、05（平成17）年度予算編成の留意点次に、05（平成17）年度予算編成の留意点

についてでありますが、初めに平成16年度一についてでありますが、初めに平成16年度一についてでありますが、初めに平成16年度一についてでありますが、初めに平成16年度一

般会計の決算見通しは、全国的に自然災害が般会計の決算見通しは、全国的に自然災害が般会計の決算見通しは、全国的に自然災害が般会計の決算見通しは、全国的に自然災害が

頻発したことから特別交付税の大幅な減額が頻発したことから特別交付税の大幅な減額が頻発したことから特別交付税の大幅な減額が頻発したことから特別交付税の大幅な減額が

予測され、極めて深刻な状況となっておりま予測され、極めて深刻な状況となっておりま予測され、極めて深刻な状況となっておりま予測され、極めて深刻な状況となっておりま

す。す。す。す。

次に、病院事業会計における平成16年度不次に、病院事業会計における平成16年度不次に、病院事業会計における平成16年度不次に、病院事業会計における平成16年度不

良債務解消見込みについてでありますが、医良債務解消見込みについてでありますが、医良債務解消見込みについてでありますが、医良債務解消見込みについてでありますが、医

師不足から入院、外来とも患者数が減少し、師不足から入院、外来とも患者数が減少し、師不足から入院、外来とも患者数が減少し、師不足から入院、外来とも患者数が減少し、

診療収益が計画額を大きく下回ることが見込診療収益が計画額を大きく下回ることが見込診療収益が計画額を大きく下回ることが見込診療収益が計画額を大きく下回ることが見込

まれ、計画の達成が非常に厳しい状況となっまれ、計画の達成が非常に厳しい状況となっまれ、計画の達成が非常に厳しい状況となっまれ、計画の達成が非常に厳しい状況となっ

ております。こうした状況から、今年度は道ております。こうした状況から、今年度は道ております。こうした状況から、今年度は道ております。こうした状況から、今年度は道

との協議の中で第５次経営健全化団体としてとの協議の中で第５次経営健全化団体としてとの協議の中で第５次経営健全化団体としてとの協議の中で第５次経営健全化団体として

指定が継続される見込みでございますが、平指定が継続される見込みでございますが、平指定が継続される見込みでございますが、平指定が継続される見込みでございますが、平

成17年度以降の指定については難しいものと成17年度以降の指定については難しいものと成17年度以降の指定については難しいものと成17年度以降の指定については難しいものと

考えております。考えております。考えております。考えております。

次に、三位一体による影響等についてであ次に、三位一体による影響等についてであ次に、三位一体による影響等についてであ次に、三位一体による影響等についてであ

りますが、政府と与党が去る11月26日決定しりますが、政府と与党が去る11月26日決定しりますが、政府と与党が去る11月26日決定しりますが、政府と与党が去る11月26日決定し

た三位一体改革の全体像によりますと、平成1た三位一体改革の全体像によりますと、平成1た三位一体改革の全体像によりますと、平成1た三位一体改革の全体像によりますと、平成1

7年度と平成18年度において、総額２兆8,3807年度と平成18年度において、総額２兆8,3807年度と平成18年度において、総額２兆8,3807年度と平成18年度において、総額２兆8,380

億円の補助金削減を行い、地方への税源移譲億円の補助金削減を行い、地方への税源移譲億円の補助金削減を行い、地方への税源移譲億円の補助金削減を行い、地方への税源移譲

額は平成16年度分の6,560億円を合わせ２兆4,額は平成16年度分の6,560億円を合わせ２兆4,額は平成16年度分の6,560億円を合わせ２兆4,額は平成16年度分の6,560億円を合わせ２兆4,

160億円となっております。現在国において予160億円となっております。現在国において予160億円となっております。現在国において予160億円となっております。現在国において予

算編成作業が進められており、今回の改革に算編成作業が進められており、今回の改革に算編成作業が進められており、今回の改革に算編成作業が進められており、今回の改革に

よる影響額についてはまだ把握できておりまよる影響額についてはまだ把握できておりまよる影響額についてはまだ把握できておりまよる影響額についてはまだ把握できておりま

せんが、さらに情報の収集に努めるとともに、せんが、さらに情報の収集に努めるとともに、せんが、さらに情報の収集に努めるとともに、せんが、さらに情報の収集に努めるとともに、

今後明らかにされる地方財政計画を踏まえ予今後明らかにされる地方財政計画を踏まえ予今後明らかにされる地方財政計画を踏まえ予今後明らかにされる地方財政計画を踏まえ予

算編成を行ってまいりたいと考えております。算編成を行ってまいりたいと考えております。算編成を行ってまいりたいと考えております。算編成を行ってまいりたいと考えております。

なお、改革による影響を考慮しない現時点なお、改革による影響を考慮しない現時点なお、改革による影響を考慮しない現時点なお、改革による影響を考慮しない現時点

での推計による平成17年度一般会計の財源不での推計による平成17年度一般会計の財源不での推計による平成17年度一般会計の財源不での推計による平成17年度一般会計の財源不

足は約４億円となり、大変厳しい状況が予測足は約４億円となり、大変厳しい状況が予測足は約４億円となり、大変厳しい状況が予測足は約４億円となり、大変厳しい状況が予測

されております。されております。されております。されております。
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このため、歳入面において市税など一般財このため、歳入面において市税など一般財このため、歳入面において市税など一般財このため、歳入面において市税など一般財

源の確保に努めながら、受益と負担のあり方源の確保に努めながら、受益と負担のあり方源の確保に努めながら、受益と負担のあり方源の確保に努めながら、受益と負担のあり方

について全面的な見直しなどを行い、安定的について全面的な見直しなどを行い、安定的について全面的な見直しなどを行い、安定的について全面的な見直しなどを行い、安定的

な歳入構造の確立を目指すこととしておりまな歳入構造の確立を目指すこととしておりまな歳入構造の確立を目指すこととしておりまな歳入構造の確立を目指すこととしておりま

す。す。す。す。

一方、歳出面においては、行財政の簡素・一方、歳出面においては、行財政の簡素・一方、歳出面においては、行財政の簡素・一方、歳出面においては、行財政の簡素・

効率化を図り、限られた財源のもと、事務事効率化を図り、限られた財源のもと、事務事効率化を図り、限られた財源のもと、事務事効率化を図り、限られた財源のもと、事務事

業評価などにより事業の厳しい選択と重点化業評価などにより事業の厳しい選択と重点化業評価などにより事業の厳しい選択と重点化業評価などにより事業の厳しい選択と重点化

を図ることとしており、特に一般行政経費にを図ることとしており、特に一般行政経費にを図ることとしており、特に一般行政経費にを図ることとしており、特に一般行政経費に

つきましては予算の質的転換、施策と予算のつきましては予算の質的転換、施策と予算のつきましては予算の質的転換、施策と予算のつきましては予算の質的転換、施策と予算の

一体性の確保、事業の再構築を目指し、施策一体性の確保、事業の再構築を目指し、施策一体性の確保、事業の再構築を目指し、施策一体性の確保、事業の再構築を目指し、施策

内容を最も理解している各部局が主体的に予内容を最も理解している各部局が主体的に予内容を最も理解している各部局が主体的に予内容を最も理解している各部局が主体的に予

算編成を行えるよう、人件費、扶助費、公債算編成を行えるよう、人件費、扶助費、公債算編成を行えるよう、人件費、扶助費、公債算編成を行えるよう、人件費、扶助費、公債

費等を除き各部局に前年度予算対比20％を削費等を除き各部局に前年度予算対比20％を削費等を除き各部局に前年度予算対比20％を削費等を除き各部局に前年度予算対比20％を削

減し配分する「一般財源枠配分方式」を新た減し配分する「一般財源枠配分方式」を新た減し配分する「一般財源枠配分方式」を新た減し配分する「一般財源枠配分方式」を新た

に導入することとしております。に導入することとしております。に導入することとしております。に導入することとしております。

いずれにいたしましても、市民と行政が情いずれにいたしましても、市民と行政が情いずれにいたしましても、市民と行政が情いずれにいたしましても、市民と行政が情

報を共有し、協働により行財政改革を進めて報を共有し、協働により行財政改革を進めて報を共有し、協働により行財政改革を進めて報を共有し、協働により行財政改革を進めて

いくことが大切であり、持続可能な自治体経いくことが大切であり、持続可能な自治体経いくことが大切であり、持続可能な自治体経いくことが大切であり、持続可能な自治体経

営を目指し、財政健全化に取り組んでまいり営を目指し、財政健全化に取り組んでまいり営を目指し、財政健全化に取り組んでまいり営を目指し、財政健全化に取り組んでまいり

たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。

次に、美唄市自立推進計画の策定状況につ次に、美唄市自立推進計画の策定状況につ次に、美唄市自立推進計画の策定状況につ次に、美唄市自立推進計画の策定状況につ

いてでありますが、11月18日に本年５月に設いてでありますが、11月18日に本年５月に設いてでありますが、11月18日に本年５月に設いてでありますが、11月18日に本年５月に設

置しました市民の皆様による美唄市まちづく置しました市民の皆様による美唄市まちづく置しました市民の皆様による美唄市まちづく置しました市民の皆様による美唄市まちづく

り委員会より公共サービスの再編、地域コミり委員会より公共サービスの再編、地域コミり委員会より公共サービスの再編、地域コミり委員会より公共サービスの再編、地域コミ

ュニティーの再生、これからの市役所づくりュニティーの再生、これからの市役所づくりュニティーの再生、これからの市役所づくりュニティーの再生、これからの市役所づくり

の３点から、「美唄市自立推進計画に関するの３点から、「美唄市自立推進計画に関するの３点から、「美唄市自立推進計画に関するの３点から、「美唄市自立推進計画に関する

提言書」をいただいたところであります。市提言書」をいただいたところであります。市提言書」をいただいたところであります。市提言書」をいただいたところであります。市

としましては、国の地方財政対策等の動向をとしましては、国の地方財政対策等の動向をとしましては、国の地方財政対策等の動向をとしましては、国の地方財政対策等の動向を

踏まえ、「新しい住民自治のあり方」や「自踏まえ、「新しい住民自治のあり方」や「自踏まえ、「新しい住民自治のあり方」や「自踏まえ、「新しい住民自治のあり方」や「自

治体経営基盤の強化」を基本とし、提言書の治体経営基盤の強化」を基本とし、提言書の治体経営基盤の強化」を基本とし、提言書の治体経営基盤の強化」を基本とし、提言書の

意向を反映させた「美唄市自立推進計画」を意向を反映させた「美唄市自立推進計画」を意向を反映させた「美唄市自立推進計画」を意向を反映させた「美唄市自立推進計画」を

年度内をめどとして策定する予定であります。年度内をめどとして策定する予定であります。年度内をめどとして策定する予定であります。年度内をめどとして策定する予定であります。

今後の取り組みとしましては、計画素案の今後の取り組みとしましては、計画素案の今後の取り組みとしましては、計画素案の今後の取り組みとしましては、計画素案の

庁内検討委員会及びまちづくり委員会におけ庁内検討委員会及びまちづくり委員会におけ庁内検討委員会及びまちづくり委員会におけ庁内検討委員会及びまちづくり委員会におけ

る討議、さらにはパブリックコメントによりる討議、さらにはパブリックコメントによりる討議、さらにはパブリックコメントによりる討議、さらにはパブリックコメントにより

市民の皆様からのご意見をいただき、最終的市民の皆様からのご意見をいただき、最終的市民の皆様からのご意見をいただき、最終的市民の皆様からのご意見をいただき、最終的

な計画を策定していくこととしております。な計画を策定していくこととしております。な計画を策定していくこととしております。な計画を策定していくこととしております。

平成17年度予算には、自立のための基本的平成17年度予算には、自立のための基本的平成17年度予算には、自立のための基本的平成17年度予算には、自立のための基本的

な視点であります自助・共助・公助による役な視点であります自助・共助・公助による役な視点であります自助・共助・公助による役な視点であります自助・共助・公助による役

割分担や市民との協働、行財政改革の促進な割分担や市民との協働、行財政改革の促進な割分担や市民との協働、行財政改革の促進な割分担や市民との協働、行財政改革の促進な

ど、可能な限り反映してまいりたいと考えてど、可能な限り反映してまいりたいと考えてど、可能な限り反映してまいりたいと考えてど、可能な限り反映してまいりたいと考えて

おります。おります。おります。おります。

また、自立推進計画を具体的に推進していまた、自立推進計画を具体的に推進していまた、自立推進計画を具体的に推進していまた、自立推進計画を具体的に推進してい

くため、美唄市総合計画の後期基本計画に反くため、美唄市総合計画の後期基本計画に反くため、美唄市総合計画の後期基本計画に反くため、美唄市総合計画の後期基本計画に反

映させる必要があることから、後期計画の策映させる必要があることから、後期計画の策映させる必要があることから、後期計画の策映させる必要があることから、後期計画の策

定に当たっても引き続きまちづくり委員の皆定に当たっても引き続きまちづくり委員の皆定に当たっても引き続きまちづくり委員の皆定に当たっても引き続きまちづくり委員の皆

様に参画していただくこととしております。様に参画していただくこととしております。様に参画していただくこととしております。様に参画していただくこととしております。

最後に、指定管理者制度の導入についてで最後に、指定管理者制度の導入についてで最後に、指定管理者制度の導入についてで最後に、指定管理者制度の導入についてで

ありますが、平成15年６月、地方自治法の一ありますが、平成15年６月、地方自治法の一ありますが、平成15年６月、地方自治法の一ありますが、平成15年６月、地方自治法の一

部が改正され、同年９月の法律施行で新たに部が改正され、同年９月の法律施行で新たに部が改正され、同年９月の法律施行で新たに部が改正され、同年９月の法律施行で新たに

株式会社を含め民間事業者による施設の管理株式会社を含め民間事業者による施設の管理株式会社を含め民間事業者による施設の管理株式会社を含め民間事業者による施設の管理

運営の代行が可能となったことから、これら運営の代行が可能となったことから、これら運営の代行が可能となったことから、これら運営の代行が可能となったことから、これら

民間ノウハウを活用し、市民サービスの向上民間ノウハウを活用し、市民サービスの向上民間ノウハウを活用し、市民サービスの向上民間ノウハウを活用し、市民サービスの向上

に結びつけていきたいと考えております。に結びつけていきたいと考えております。に結びつけていきたいと考えております。に結びつけていきたいと考えております。

経過といたしましては、本年５月、公の施経過といたしましては、本年５月、公の施経過といたしましては、本年５月、公の施経過といたしましては、本年５月、公の施

設の概要調査を実施したほか、全道市町村に設の概要調査を実施したほか、全道市町村に設の概要調査を実施したほか、全道市町村に設の概要調査を実施したほか、全道市町村に

対して導入状況調査を行い、本年８月、各施対して導入状況調査を行い、本年８月、各施対して導入状況調査を行い、本年８月、各施対して導入状況調査を行い、本年８月、各施

設のヒアリングを行い、その結果を踏まえ、設のヒアリングを行い、その結果を踏まえ、設のヒアリングを行い、その結果を踏まえ、設のヒアリングを行い、その結果を踏まえ、

現在、指定管理者制度を導入すべき対象施設現在、指定管理者制度を導入すべき対象施設現在、指定管理者制度を導入すべき対象施設現在、指定管理者制度を導入すべき対象施設

を選定しているところでございます。を選定しているところでございます。を選定しているところでございます。を選定しているところでございます。

導入までのスケジュールにつきましては、導入までのスケジュールにつきましては、導入までのスケジュールにつきましては、導入までのスケジュールにつきましては、

平成17年６月、指定管理者の指定に関する手平成17年６月、指定管理者の指定に関する手平成17年６月、指定管理者の指定に関する手平成17年６月、指定管理者の指定に関する手

続条例、同年９月、導入する施設の設置条例続条例、同年９月、導入する施設の設置条例続条例、同年９月、導入する施設の設置条例続条例、同年９月、導入する施設の設置条例

の一部改正案を提案し、公募、選定作業後、の一部改正案を提案し、公募、選定作業後、の一部改正案を提案し、公募、選定作業後、の一部改正案を提案し、公募、選定作業後、

同年12月、指定管理者の指定について提案し、同年12月、指定管理者の指定について提案し、同年12月、指定管理者の指定について提案し、同年12月、指定管理者の指定について提案し、

平成18年４月から順次導入できるよう準備を平成18年４月から順次導入できるよう準備を平成18年４月から順次導入できるよう準備を平成18年４月から順次導入できるよう準備を

進めている状況でございます。進めている状況でございます。進めている状況でございます。進めている状況でございます。
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また、指定管理者に公の施設を管理代行さまた、指定管理者に公の施設を管理代行さまた、指定管理者に公の施設を管理代行さまた、指定管理者に公の施設を管理代行さ

せるに当たっては、現配置人員の処遇とあわせるに当たっては、現配置人員の処遇とあわせるに当たっては、現配置人員の処遇とあわせるに当たっては、現配置人員の処遇とあわ

せ、指定管理者が適切に管理業務を代行できせ、指定管理者が適切に管理業務を代行できせ、指定管理者が適切に管理業務を代行できせ、指定管理者が適切に管理業務を代行でき

るよう、管理経費をどのように見込むべきか、るよう、管理経費をどのように見込むべきか、るよう、管理経費をどのように見込むべきか、るよう、管理経費をどのように見込むべきか、

現在その具体的内容について検討していると現在その具体的内容について検討していると現在その具体的内容について検討していると現在その具体的内容について検討していると

ころでございます。ころでございます。ころでございます。ころでございます。

他の自治体における導入状況につきまして他の自治体における導入状況につきまして他の自治体における導入状況につきまして他の自治体における導入状況につきまして

は、平成15年９月、法律改正後、道内では近は、平成15年９月、法律改正後、道内では近は、平成15年９月、法律改正後、道内では近は、平成15年９月、法律改正後、道内では近

隣の奈井江町をはじめ、23市町村が平成16年隣の奈井江町をはじめ、23市町村が平成16年隣の奈井江町をはじめ、23市町村が平成16年隣の奈井江町をはじめ、23市町村が平成16年

４月に一部導入したほか、79市町村が平成18４月に一部導入したほか、79市町村が平成18４月に一部導入したほか、79市町村が平成18４月に一部導入したほか、79市町村が平成18

年４月導入に向け本市と同様なスケジュール年４月導入に向け本市と同様なスケジュール年４月導入に向け本市と同様なスケジュール年４月導入に向け本市と同様なスケジュール

で準備を進めている状況でございます。で準備を進めている状況でございます。で準備を進めている状況でございます。で準備を進めている状況でございます。

ビジネスチャンスにつきましては、この制ビジネスチャンスにつきましては、この制ビジネスチャンスにつきましては、この制ビジネスチャンスにつきましては、この制

度が民間事業者の参入も可能となっているこ度が民間事業者の参入も可能となっているこ度が民間事業者の参入も可能となっているこ度が民間事業者の参入も可能となっているこ

とから、市外において施設管理業務を請け負とから、市外において施設管理業務を請け負とから、市外において施設管理業務を請け負とから、市外において施設管理業務を請け負

っている事業者からの問い合わせが数件来てっている事業者からの問い合わせが数件来てっている事業者からの問い合わせが数件来てっている事業者からの問い合わせが数件来て

いるところでございます。いるところでございます。いるところでございます。いるところでございます。

指定管理者制度の導入施設についてであり指定管理者制度の導入施設についてであり指定管理者制度の導入施設についてであり指定管理者制度の導入施設についてであり

ますが、本年８月に実施したヒアリングの結ますが、本年８月に実施したヒアリングの結ますが、本年８月に実施したヒアリングの結ますが、本年８月に実施したヒアリングの結

果を踏まえ、126施設を対象としております。果を踏まえ、126施設を対象としております。果を踏まえ、126施設を対象としております。果を踏まえ、126施設を対象としております。

そのうち交流拠点施設、福祉施設など、現在そのうち交流拠点施設、福祉施設など、現在そのうち交流拠点施設、福祉施設など、現在そのうち交流拠点施設、福祉施設など、現在

公共的団体に管理を委託しており、導入を必公共的団体に管理を委託しており、導入を必公共的団体に管理を委託しており、導入を必公共的団体に管理を委託しており、導入を必

要とする施設については67施設、保健センタ要とする施設については67施設、保健センタ要とする施設については67施設、保健センタ要とする施設については67施設、保健センタ

ーなど当面直営により管理する施設についてーなど当面直営により管理する施設についてーなど当面直営により管理する施設についてーなど当面直営により管理する施設について

は59施設として考えているところでございまは59施設として考えているところでございまは59施設として考えているところでございまは59施設として考えているところでございま

す。す。す。す。

また、本庁舎及び各出張所、消防本部などまた、本庁舎及び各出張所、消防本部などまた、本庁舎及び各出張所、消防本部などまた、本庁舎及び各出張所、消防本部など

の公用財産や図書館、学校など個別法によりの公用財産や図書館、学校など個別法によりの公用財産や図書館、学校など個別法によりの公用財産や図書館、学校など個別法により

制度の対象外とされる施設は23施設でありま制度の対象外とされる施設は23施設でありま制度の対象外とされる施設は23施設でありま制度の対象外とされる施設は23施設でありま

す。す。す。す。

今後導入に当たりましては、施設の管理の今後導入に当たりましては、施設の管理の今後導入に当たりましては、施設の管理の今後導入に当たりましては、施設の管理の

実情等もありますので、これらを十分踏まえ、実情等もありますので、これらを十分踏まえ、実情等もありますので、これらを十分踏まえ、実情等もありますので、これらを十分踏まえ、

導入可能な施設から順次進めてまいりたいと導入可能な施設から順次進めてまいりたいと導入可能な施設から順次進めてまいりたいと導入可能な施設から順次進めてまいりたいと

考えております。考えております。考えております。考えております。

なお、導入を必要とする67施設に配置されなお、導入を必要とする67施設に配置されなお、導入を必要とする67施設に配置されなお、導入を必要とする67施設に配置され

ている職員は、嘱託、臨時職員を含め30名でている職員は、嘱託、臨時職員を含め30名でている職員は、嘱託、臨時職員を含め30名でている職員は、嘱託、臨時職員を含め30名で

あり、公の施設全体の管理委託料は平成16年あり、公の施設全体の管理委託料は平成16年あり、公の施設全体の管理委託料は平成16年あり、公の施設全体の管理委託料は平成16年

度予算ベースで約４億8,000万円となっており度予算ベースで約４億8,000万円となっており度予算ベースで約４億8,000万円となっており度予算ベースで約４億8,000万円となっており

ます。ます。ます。ます。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君（登壇） 紫藤議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 紫藤議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 紫藤議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 紫藤議員のご

質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。

初めに、三位一体改革についてであります初めに、三位一体改革についてであります初めに、三位一体改革についてであります初めに、三位一体改革についてであります

が、国と地方の税財政改革、いわゆる三位一が、国と地方の税財政改革、いわゆる三位一が、国と地方の税財政改革、いわゆる三位一が、国と地方の税財政改革、いわゆる三位一

体改革における義務教育費国庫負担金につき体改革における義務教育費国庫負担金につき体改革における義務教育費国庫負担金につき体改革における義務教育費国庫負担金につき

ましては、２年間で中学校分の約8,500億円をましては、２年間で中学校分の約8,500億円をましては、２年間で中学校分の約8,500億円をましては、２年間で中学校分の約8,500億円を

削減するという地方６団体の削減案が政府、削減するという地方６団体の削減案が政府、削減するという地方６団体の削減案が政府、削減するという地方６団体の削減案が政府、

与党間で合意されたところでありますが、義与党間で合意されたところでありますが、義与党間で合意されたところでありますが、義与党間で合意されたところでありますが、義

務教育費国庫負担金につきましては、地方６務教育費国庫負担金につきましては、地方６務教育費国庫負担金につきましては、地方６務教育費国庫負担金につきましては、地方６

団体における議論の中でも一般財源化により団体における議論の中でも一般財源化により団体における議論の中でも一般財源化により団体における議論の中でも一般財源化により

地方の裁量による教育の活性化が図られると地方の裁量による教育の活性化が図られると地方の裁量による教育の活性化が図られると地方の裁量による教育の活性化が図られると

いう意見と教育の地域格差が生ずるのではないう意見と教育の地域格差が生ずるのではないう意見と教育の地域格差が生ずるのではないう意見と教育の地域格差が生ずるのではな

いかという意見が真剣に交わされての結論でいかという意見が真剣に交わされての結論でいかという意見が真剣に交わされての結論でいかという意見が真剣に交わされての結論で

はないかと考えております。はないかと考えております。はないかと考えております。はないかと考えております。

また、文部科学省につきましては、義務教また、文部科学省につきましては、義務教また、文部科学省につきましては、義務教また、文部科学省につきましては、義務教

育制度の根幹は維持し、国の責任は堅持する育制度の根幹は維持し、国の責任は堅持する育制度の根幹は維持し、国の責任は堅持する育制度の根幹は維持し、国の責任は堅持する

という基本姿勢に変わりはないものと考えてという基本姿勢に変わりはないものと考えてという基本姿勢に変わりはないものと考えてという基本姿勢に変わりはないものと考えて

おります。おります。おります。おります。

いずれにいたしましても、このような状況いずれにいたしましても、このような状況いずれにいたしましても、このような状況いずれにいたしましても、このような状況

の中で教育改革も進められ、地方の教育行政の中で教育改革も進められ、地方の教育行政の中で教育改革も進められ、地方の教育行政の中で教育改革も進められ、地方の教育行政

にも大きく影響してくるものと考えますが、にも大きく影響してくるものと考えますが、にも大きく影響してくるものと考えますが、にも大きく影響してくるものと考えますが、

引き続き教育の機会均等と教育水準の維持向引き続き教育の機会均等と教育水準の維持向引き続き教育の機会均等と教育水準の維持向引き続き教育の機会均等と教育水準の維持向

上が確保され、その上で地域が主体的にそれ上が確保され、その上で地域が主体的にそれ上が確保され、その上で地域が主体的にそれ上が確保され、その上で地域が主体的にそれ

ぞれの地域特性に応じた教育を展開していかぞれの地域特性に応じた教育を展開していかぞれの地域特性に応じた教育を展開していかぞれの地域特性に応じた教育を展開していか

なければならないものと考えております。なければならないものと考えております。なければならないものと考えております。なければならないものと考えております。

次に、学校等配置計画についてであります次に、学校等配置計画についてであります次に、学校等配置計画についてであります次に、学校等配置計画についてであります

が、少子化並びに人口減が進む中、子どものが、少子化並びに人口減が進む中、子どものが、少子化並びに人口減が進む中、子どものが、少子化並びに人口減が進む中、子どもの

数が年々減少する傾向となっておりますが、数が年々減少する傾向となっておりますが、数が年々減少する傾向となっておりますが、数が年々減少する傾向となっておりますが、
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少人数となる幼稚園や学校については、子ど少人数となる幼稚園や学校については、子ど少人数となる幼稚園や学校については、子ど少人数となる幼稚園や学校については、子ど

もたちにはある一定の数の中ではぐくまれるもたちにはある一定の数の中ではぐくまれるもたちにはある一定の数の中ではぐくまれるもたちにはある一定の数の中ではぐくまれる

教育環境が望ましいのではないかとの考え方教育環境が望ましいのではないかとの考え方教育環境が望ましいのではないかとの考え方教育環境が望ましいのではないかとの考え方

で、保護者や地域の方々と配置の見直しなどで、保護者や地域の方々と配置の見直しなどで、保護者や地域の方々と配置の見直しなどで、保護者や地域の方々と配置の見直しなど

について話し合いを行っているところでござについて話し合いを行っているところでござについて話し合いを行っているところでござについて話し合いを行っているところでござ

います。これまでさまざまなご意見やご要望います。これまでさまざまなご意見やご要望います。これまでさまざまなご意見やご要望います。これまでさまざまなご意見やご要望

をお聞きしてきたところでありますが、今後をお聞きしてきたところでありますが、今後をお聞きしてきたところでありますが、今後をお聞きしてきたところでありますが、今後

も引き続き重要な課題として位置づけ、主体も引き続き重要な課題として位置づけ、主体も引き続き重要な課題として位置づけ、主体も引き続き重要な課題として位置づけ、主体

性を持って積極的に取り組みを進め、子ども性を持って積極的に取り組みを進め、子ども性を持って積極的に取り組みを進め、子ども性を持って積極的に取り組みを進め、子ども

たちにとってよりよい教育環境となるよう継たちにとってよりよい教育環境となるよう継たちにとってよりよい教育環境となるよう継たちにとってよりよい教育環境となるよう継

続して話し合いを行ってまいりたい、このよ続して話し合いを行ってまいりたい、このよ続して話し合いを行ってまいりたい、このよ続して話し合いを行ってまいりたい、このよ

うに考えているところでございます。うに考えているところでございます。うに考えているところでございます。うに考えているところでございます。

一方、三位一体改革や地方分権の進む中、一方、三位一体改革や地方分権の進む中、一方、三位一体改革や地方分権の進む中、一方、三位一体改革や地方分権の進む中、

自立を選択した市の厳しい財政状況のもと、自立を選択した市の厳しい財政状況のもと、自立を選択した市の厳しい財政状況のもと、自立を選択した市の厳しい財政状況のもと、

教育委員会といたしましても、学校を含めた教育委員会といたしましても、学校を含めた教育委員会といたしましても、学校を含めた教育委員会といたしましても、学校を含めた

教育施設の整備計画や管理運営については見教育施設の整備計画や管理運営については見教育施設の整備計画や管理運営については見教育施設の整備計画や管理運営については見

直しをしていかなければならない部分が出て直しをしていかなければならない部分が出て直しをしていかなければならない部分が出て直しをしていかなければならない部分が出て

くると考えております。こういった見直しにくると考えております。こういった見直しにくると考えております。こういった見直しにくると考えております。こういった見直しに

当たっては、関係部局とも十分連携をしなが当たっては、関係部局とも十分連携をしなが当たっては、関係部局とも十分連携をしなが当たっては、関係部局とも十分連携をしなが

ら客観的な情報や現状を市民の皆さんに示し、ら客観的な情報や現状を市民の皆さんに示し、ら客観的な情報や現状を市民の皆さんに示し、ら客観的な情報や現状を市民の皆さんに示し、

できるだけ共通した理解のもとで進めていくできるだけ共通した理解のもとで進めていくできるだけ共通した理解のもとで進めていくできるだけ共通した理解のもとで進めていく

ことが大切なことと考えております。ことが大切なことと考えております。ことが大切なことと考えております。ことが大切なことと考えております。

次に、学校運営協議会についてであります次に、学校運営協議会についてであります次に、学校運営協議会についてであります次に、学校運営協議会についてであります

が、学校運営協議会は公立学校の運営についが、学校運営協議会は公立学校の運営についが、学校運営協議会は公立学校の運営についが、学校運営協議会は公立学校の運営につい

ての地域の住民や保護者等のニーズが多様化、ての地域の住民や保護者等のニーズが多様化、ての地域の住民や保護者等のニーズが多様化、ての地域の住民や保護者等のニーズが多様化、

高度化している状況に的確に対応し、学校教高度化している状況に的確に対応し、学校教高度化している状況に的確に対応し、学校教高度化している状況に的確に対応し、学校教

育に対する信頼にこたえていくために、それ育に対する信頼にこたえていくために、それ育に対する信頼にこたえていくために、それ育に対する信頼にこたえていくために、それ

らのニーズを学校運営に、より一層的確に反らのニーズを学校運営に、より一層的確に反らのニーズを学校運営に、より一層的確に反らのニーズを学校運営に、より一層的確に反

映させる仕組みの導入が必要であると、そう映させる仕組みの導入が必要であると、そう映させる仕組みの導入が必要であると、そう映させる仕組みの導入が必要であると、そう

いう考え方のもとに進められているものであいう考え方のもとに進められているものであいう考え方のもとに進められているものであいう考え方のもとに進められているものであ

ります。ります。ります。ります。

また、学校運営協議会は、校長と地域の住また、学校運営協議会は、校長と地域の住また、学校運営協議会は、校長と地域の住また、学校運営協議会は、校長と地域の住

民、保護者等が共同して学校づくりを行うと民、保護者等が共同して学校づくりを行うと民、保護者等が共同して学校づくりを行うと民、保護者等が共同して学校づくりを行うと

ともに、より透明で開かれた学校運営を進め、ともに、より透明で開かれた学校運営を進め、ともに、より透明で開かれた学校運営を進め、ともに、より透明で開かれた学校運営を進め、

地域に信頼される学校づくりを実現する観点地域に信頼される学校づくりを実現する観点地域に信頼される学校づくりを実現する観点地域に信頼される学校づくりを実現する観点

から、一定の権限を持って学校運営に参画すから、一定の権限を持って学校運営に参画すから、一定の権限を持って学校運営に参画すから、一定の権限を持って学校運営に参画す

る合議制の機関でございます。この協議会にる合議制の機関でございます。この協議会にる合議制の機関でございます。この協議会にる合議制の機関でございます。この協議会に

は、校長の作成する学校運営の基本方針の承は、校長の作成する学校運営の基本方針の承は、校長の作成する学校運営の基本方針の承は、校長の作成する学校運営の基本方針の承

認を行うこと、校長、教育委員会に対して学認を行うこと、校長、教育委員会に対して学認を行うこと、校長、教育委員会に対して学認を行うこと、校長、教育委員会に対して学

校運営に関して意見を述べること、それから、校運営に関して意見を述べること、それから、校運営に関して意見を述べること、それから、校運営に関して意見を述べること、それから、

教育委員の任用に関して、任命権者に対して教育委員の任用に関して、任命権者に対して教育委員の任用に関して、任命権者に対して教育委員の任用に関して、任命権者に対して

意見を述べることなどの権限が与えられてお意見を述べることなどの権限が与えられてお意見を述べることなどの権限が与えられてお意見を述べることなどの権限が与えられてお

ります。平成16年６月９日に地方教育行政のります。平成16年６月９日に地方教育行政のります。平成16年６月９日に地方教育行政のります。平成16年６月９日に地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の一部を改正する組織及び運営に関する法律の一部を改正する組織及び運営に関する法律の一部を改正する組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律が公布され、平成16年９月９日から施行法律が公布され、平成16年９月９日から施行法律が公布され、平成16年９月９日から施行法律が公布され、平成16年９月９日から施行

されることとなり、教育委員会の判断によりされることとなり、教育委員会の判断によりされることとなり、教育委員会の判断によりされることとなり、教育委員会の判断により

設置することが可能となりました。全国的に設置することが可能となりました。全国的に設置することが可能となりました。全国的に設置することが可能となりました。全国的に

は、現在７都府県９校が実践研究指定校の認は、現在７都府県９校が実践研究指定校の認は、現在７都府県９校が実践研究指定校の認は、現在７都府県９校が実践研究指定校の認

定を受け、実践研究しているところでござい定を受け、実践研究しているところでござい定を受け、実践研究しているところでござい定を受け、実践研究しているところでござい

ます。ます。ます。ます。

美唄市といたしましては、開かれた学校づ美唄市といたしましては、開かれた学校づ美唄市といたしましては、開かれた学校づ美唄市といたしましては、開かれた学校づ

くりを推進するため、学校評議員の活用や地くりを推進するため、学校評議員の活用や地くりを推進するため、学校評議員の活用や地くりを推進するため、学校評議員の活用や地

域行事の積極的な開催などの取り組みを進め域行事の積極的な開催などの取り組みを進め域行事の積極的な開催などの取り組みを進め域行事の積極的な開催などの取り組みを進め

ているところでありますが、学校運営協議会ているところでありますが、学校運営協議会ているところでありますが、学校運営協議会ているところでありますが、学校運営協議会

につきましても、先進的な事例を参考にしなにつきましても、先進的な事例を参考にしなにつきましても、先進的な事例を参考にしなにつきましても、先進的な事例を参考にしな

がら調査・研究をしてまいりたいと考えていがら調査・研究をしてまいりたいと考えていがら調査・研究をしてまいりたいと考えていがら調査・研究をしてまいりたいと考えてい

るところでございます。るところでございます。るところでございます。るところでございます。

●議長中西勇夫君 18番紫藤政則君。●議長中西勇夫君 18番紫藤政則君。●議長中西勇夫君 18番紫藤政則君。●議長中西勇夫君 18番紫藤政則君。

●18番紫藤政則君 何点か再質問をさせてい●18番紫藤政則君 何点か再質問をさせてい●18番紫藤政則君 何点か再質問をさせてい●18番紫藤政則君 何点か再質問をさせてい

ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。

行財政運営の課題に関しまして、ちょっと行財政運営の課題に関しまして、ちょっと行財政運営の課題に関しまして、ちょっと行財政運営の課題に関しまして、ちょっと

順序が後先になりますけれども、最初にこれ順序が後先になりますけれども、最初にこれ順序が後先になりますけれども、最初にこれ順序が後先になりますけれども、最初にこれ

はひとつご要望ということで受けとめていたはひとつご要望ということで受けとめていたはひとつご要望ということで受けとめていたはひとつご要望ということで受けとめていた

だきたいのですが、自立推進計画ですが、先だきたいのですが、自立推進計画ですが、先だきたいのですが、自立推進計画ですが、先だきたいのですが、自立推進計画ですが、先

ほどくどくどと市町村合併の議会での、委員ほどくどくどと市町村合併の議会での、委員ほどくどくどと市町村合併の議会での、委員ほどくどくどと市町村合併の議会での、委員

会での当時の助役のご答弁について、ご発言会での当時の助役のご答弁について、ご発言会での当時の助役のご答弁について、ご発言会での当時の助役のご答弁について、ご発言

について、私はご紹介をいたしまして、まさについて、私はご紹介をいたしまして、まさについて、私はご紹介をいたしまして、まさについて、私はご紹介をいたしまして、まさ

に未曾有の財政危機というものを踏まえて、に未曾有の財政危機というものを踏まえて、に未曾有の財政危機というものを踏まえて、に未曾有の財政危機というものを踏まえて、
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そしてそれに対処するために美唄市の進むべそしてそれに対処するために美唄市の進むべそしてそれに対処するために美唄市の進むべそしてそれに対処するために美唄市の進むべ

き行財政の指針、そして基本フレーム、さらき行財政の指針、そして基本フレーム、さらき行財政の指針、そして基本フレーム、さらき行財政の指針、そして基本フレーム、さら

にはフレームを受けて肉づけと、この自立のにはフレームを受けて肉づけと、この自立のにはフレームを受けて肉づけと、この自立のにはフレームを受けて肉づけと、この自立の

推進計画は具体的にいつから、どういう施設推進計画は具体的にいつから、どういう施設推進計画は具体的にいつから、どういう施設推進計画は具体的にいつから、どういう施設

をどのようにアウトソーシングする、何年かをどのようにアウトソーシングする、何年かをどのようにアウトソーシングする、何年かをどのようにアウトソーシングする、何年か

らどれだけの職員の減少を見るので、その減らどれだけの職員の減少を見るので、その減らどれだけの職員の減少を見るので、その減らどれだけの職員の減少を見るので、その減

少を見る職員のいままでの仕事をこのように少を見る職員のいままでの仕事をこのように少を見る職員のいままでの仕事をこのように少を見る職員のいままでの仕事をこのように

していく、小さな市役所に向けてこのようなしていく、小さな市役所に向けてこのようなしていく、小さな市役所に向けてこのようなしていく、小さな市役所に向けてこのような

組み立てをしていくということは具体的に示組み立てをしていくということは具体的に示組み立てをしていくということは具体的に示組み立てをしていくということは具体的に示

されて、そしてそれが市民の皆さんとの合意されて、そしてそれが市民の皆さんとの合意されて、そしてそれが市民の皆さんとの合意されて、そしてそれが市民の皆さんとの合意

形成を進めて、それを17年度予算に反映をし形成を進めて、それを17年度予算に反映をし形成を進めて、それを17年度予算に反映をし形成を進めて、それを17年度予算に反映をし

たいと、こういうことだったのです。たいと、こういうことだったのです。たいと、こういうことだったのです。たいと、こういうことだったのです。

現在、私はこの作業について目触れました現在、私はこの作業について目触れました現在、私はこの作業について目触れました現在、私はこの作業について目触れました

のは、先ほど来から議論があるように、提言のは、先ほど来から議論があるように、提言のは、先ほど来から議論があるように、提言のは、先ほど来から議論があるように、提言

書が出されましたと、それぞれご苦労されて、書が出されましたと、それぞれご苦労されて、書が出されましたと、それぞれご苦労されて、書が出されましたと、それぞれご苦労されて、

委員の方がまとめられたものです。本当にこ委員の方がまとめられたものです。本当にこ委員の方がまとめられたものです。本当にこ委員の方がまとめられたものです。本当にこ

の作業のおくれというのは、選挙もありましの作業のおくれというのは、選挙もありましの作業のおくれというのは、選挙もありましの作業のおくれというのは、選挙もありまし

たし、いろいろありました。こういうのがあたし、いろいろありました。こういうのがあたし、いろいろありました。こういうのがあたし、いろいろありました。こういうのがあ

ったのでしょう。しかし、場当たりで仕事がったのでしょう。しかし、場当たりで仕事がったのでしょう。しかし、場当たりで仕事がったのでしょう。しかし、場当たりで仕事が

できない、先送りのできない状況になったわできない、先送りのできない状況になったわできない、先送りのできない状況になったわできない、先送りのできない状況になったわ

けですから、この推進計画というものの重みけですから、この推進計画というものの重みけですから、この推進計画というものの重みけですから、この推進計画というものの重み

というのは、過日の所信表明に対する質疑でというのは、過日の所信表明に対する質疑でというのは、過日の所信表明に対する質疑でというのは、過日の所信表明に対する質疑で

も私申し上げましたけれども、極めて重要なも私申し上げましたけれども、極めて重要なも私申し上げましたけれども、極めて重要なも私申し上げましたけれども、極めて重要な

問題です、位置づけですということをお話し問題です、位置づけですということをお話し問題です、位置づけですということをお話し問題です、位置づけですということをお話し

申し上げました。現状は現状です。作業の現申し上げました。現状は現状です。作業の現申し上げました。現状は現状です。作業の現申し上げました。現状は現状です。作業の現

状は現状ですが、ぜひひとつしっかりとした状は現状ですが、ぜひひとつしっかりとした状は現状ですが、ぜひひとつしっかりとした状は現状ですが、ぜひひとつしっかりとした

ものをつくり上げていただきたいと思うのでものをつくり上げていただきたいと思うのでものをつくり上げていただきたいと思うのでものをつくり上げていただきたいと思うので

す。職員が、市民の皆さんが、そして議会がす。職員が、市民の皆さんが、そして議会がす。職員が、市民の皆さんが、そして議会がす。職員が、市民の皆さんが、そして議会が

共通の認識が持てるようなものを、これはぜ共通の認識が持てるようなものを、これはぜ共通の認識が持てるようなものを、これはぜ共通の認識が持てるようなものを、これはぜ

ひよろしくお願いをしたいと思います。ひよろしくお願いをしたいと思います。ひよろしくお願いをしたいと思います。ひよろしくお願いをしたいと思います。

美唄市の財政の問題ですが、私は新規事業美唄市の財政の問題ですが、私は新規事業美唄市の財政の問題ですが、私は新規事業美唄市の財政の問題ですが、私は新規事業

に当たって、これは市長の公約を実行するにに当たって、これは市長の公約を実行するにに当たって、これは市長の公約を実行するにに当たって、これは市長の公約を実行するに

当たって、公約にないものの実行もあるのか当たって、公約にないものの実行もあるのか当たって、公約にないものの実行もあるのか当たって、公約にないものの実行もあるのか

もしれませんが、基本的な４つの基準というもしれませんが、基本的な４つの基準というもしれませんが、基本的な４つの基準というもしれませんが、基本的な４つの基準という

のを申し上げました。数値目標を定める、期のを申し上げました。数値目標を定める、期のを申し上げました。数値目標を定める、期のを申し上げました。数値目標を定める、期

間を明示する、財源、そして行程表、これら間を明示する、財源、そして行程表、これら間を明示する、財源、そして行程表、これら間を明示する、財源、そして行程表、これら

を明らかにして進めていただきたいというこを明らかにして進めていただきたいというこを明らかにして進めていただきたいというこを明らかにして進めていただきたいというこ

とを申し上げました。その個々具体にどういとを申し上げました。その個々具体にどういとを申し上げました。その個々具体にどういとを申し上げました。その個々具体にどうい

うことをいまやろうとしているのかというこうことをいまやろうとしているのかというこうことをいまやろうとしているのかというこうことをいまやろうとしているのかというこ

とをお尋ねしようとしたんですが、実は初日とをお尋ねしようとしたんですが、実は初日とをお尋ねしようとしたんですが、実は初日とをお尋ねしようとしたんですが、実は初日

からのご答弁聞いていまして、これは別の機からのご答弁聞いていまして、これは別の機からのご答弁聞いていまして、これは別の機からのご答弁聞いていまして、これは別の機

会に譲ろうと思いました。会に譲ろうと思いました。会に譲ろうと思いました。会に譲ろうと思いました。

病院の問題でございます。第５次の病院の病院の問題でございます。第５次の病院の病院の問題でございます。第５次の病院の病院の問題でございます。第５次の病院の

再建計画団体指定が外されそうだということ再建計画団体指定が外されそうだということ再建計画団体指定が外されそうだということ再建計画団体指定が外されそうだということ

を淡々とご答弁になりました。初日の病院経を淡々とご答弁になりました。初日の病院経を淡々とご答弁になりました。初日の病院経を淡々とご答弁になりました。初日の病院経

営にかかわる質問の場でもそのようなご答弁営にかかわる質問の場でもそのようなご答弁営にかかわる質問の場でもそのようなご答弁営にかかわる質問の場でもそのようなご答弁

をされました。私は、この指定取り消しといをされました。私は、この指定取り消しといをされました。私は、この指定取り消しといをされました。私は、この指定取り消しとい

うことの重みということを、実は、私だけのうことの重みということを、実は、私だけのうことの重みということを、実は、私だけのうことの重みということを、実は、私だけの

いわば考え過ぎなのか、いわば末期がんの患いわば考え過ぎなのか、いわば末期がんの患いわば考え過ぎなのか、いわば末期がんの患いわば考え過ぎなのか、いわば末期がんの患

者に対するがん宣告、死亡宣告に等しいもの者に対するがん宣告、死亡宣告に等しいもの者に対するがん宣告、死亡宣告に等しいもの者に対するがん宣告、死亡宣告に等しいもの

だというふうに私は受けとめたんです。実質だというふうに私は受けとめたんです。実質だというふうに私は受けとめたんです。実質だというふうに私は受けとめたんです。実質

的な廃院勧告ではないんだろうかと、そのよ的な廃院勧告ではないんだろうかと、そのよ的な廃院勧告ではないんだろうかと、そのよ的な廃院勧告ではないんだろうかと、そのよ

うに受けとめたんです。この指定の取り消しうに受けとめたんです。この指定の取り消しうに受けとめたんです。この指定の取り消しうに受けとめたんです。この指定の取り消し

ということの持つ意味、これをどのように考ということの持つ意味、これをどのように考ということの持つ意味、これをどのように考ということの持つ意味、これをどのように考

えておられるのか。えておられるのか。えておられるのか。えておられるのか。

自治体病院経営ハンドブック、平成12年で自治体病院経営ハンドブック、平成12年で自治体病院経営ハンドブック、平成12年で自治体病院経営ハンドブック、平成12年で

すから、大分古いんですけれども、これは第すから、大分古いんですけれども、これは第すから、大分古いんですけれども、これは第すから、大分古いんですけれども、これは第

４次の病院事業経営健全化措置についての実４次の病院事業経営健全化措置についての実４次の病院事業経営健全化措置についての実４次の病院事業経営健全化措置についての実

施要領ということでございまして、その中に施要領ということでございまして、その中に施要領ということでございまして、その中に施要領ということでございまして、その中に

経営健全化団体の指定の取り消しというのが経営健全化団体の指定の取り消しというのが経営健全化団体の指定の取り消しというのが経営健全化団体の指定の取り消しというのが

あります。経営健全化団体が経営健全化計画あります。経営健全化団体が経営健全化計画あります。経営健全化団体が経営健全化計画あります。経営健全化団体が経営健全化計画

の計画期間中のいずれかの年度において経営の計画期間中のいずれかの年度において経営の計画期間中のいずれかの年度において経営の計画期間中のいずれかの年度において経営

健全化計画に基づき、当該年度において解消健全化計画に基づき、当該年度において解消健全化計画に基づき、当該年度において解消健全化計画に基づき、当該年度において解消

すべき不良債務を解消しなかったとき、そのすべき不良債務を解消しなかったとき、そのすべき不良債務を解消しなかったとき、そのすべき不良債務を解消しなかったとき、その

他経営健全化計画に著しく反した経営がなさ他経営健全化計画に著しく反した経営がなさ他経営健全化計画に著しく反した経営がなさ他経営健全化計画に著しく反した経営がなさ

れていると認められるときは、都道府県知事れていると認められるときは、都道府県知事れていると認められるときは、都道府県知事れていると認められるときは、都道府県知事

は自治大臣と協議の上、当該経営健全化団体は自治大臣と協議の上、当該経営健全化団体は自治大臣と協議の上、当該経営健全化団体は自治大臣と協議の上、当該経営健全化団体

の指定を取り消すものとすると、こういうふの指定を取り消すものとすると、こういうふの指定を取り消すものとすると、こういうふの指定を取り消すものとすると、こういうふ
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うに書いてあります。これに該当するといううに書いてあります。これに該当するといううに書いてあります。これに該当するといううに書いてあります。これに該当するという

ことなんでしょうか。ことなんでしょうか。ことなんでしょうか。ことなんでしょうか。

そして、これにはこの前段、指定等というそして、これにはこの前段、指定等というそして、これにはこの前段、指定等というそして、これにはこの前段、指定等という

くだりに、経営健全化団体は経営健全化計画くだりに、経営健全化団体は経営健全化計画くだりに、経営健全化団体は経営健全化計画くだりに、経営健全化団体は経営健全化計画

の計画期間中の各年度、９月30日までに当該の計画期間中の各年度、９月30日までに当該の計画期間中の各年度、９月30日までに当該の計画期間中の各年度、９月30日までに当該

年度に係る経営健全化計画の実施見込みを、年度に係る経営健全化計画の実施見込みを、年度に係る経営健全化計画の実施見込みを、年度に係る経営健全化計画の実施見込みを、

明年度の６月15日までに前年度に係る経営健明年度の６月15日までに前年度に係る経営健明年度の６月15日までに前年度に係る経営健明年度の６月15日までに前年度に係る経営健

全化計画の実施状況を知事に報告すると、こ全化計画の実施状況を知事に報告すると、こ全化計画の実施状況を知事に報告すると、こ全化計画の実施状況を知事に報告すると、こ

う書いています。ということは、ことしの９う書いています。ということは、ことしの９う書いています。ということは、ことしの９う書いています。ということは、ことしの９

月30日までに04年度の実施見込みを９月30日月30日までに04年度の実施見込みを９月30日月30日までに04年度の実施見込みを９月30日月30日までに04年度の実施見込みを９月30日

までに知事に報告をして、そしてそれが来年までに知事に報告をして、そしてそれが来年までに知事に報告をして、そしてそれが来年までに知事に報告をして、そしてそれが来年

の６月15日にどのようになりましたという実の６月15日にどのようになりましたという実の６月15日にどのようになりましたという実の６月15日にどのようになりましたという実

施状況をあわせて報告をすると、こういう表施状況をあわせて報告をすると、こういう表施状況をあわせて報告をすると、こういう表施状況をあわせて報告をすると、こういう表

現だと思うんです。このハンドブックを見ま現だと思うんです。このハンドブックを見ま現だと思うんです。このハンドブックを見ま現だと思うんです。このハンドブックを見ま

すと、こういう経過の中で道から、ことしはすと、こういう経過の中で道から、ことしはすと、こういう経過の中で道から、ことしはすと、こういう経過の中で道から、ことしは

大丈夫だけれども、来年からは厳しいという大丈夫だけれども、来年からは厳しいという大丈夫だけれども、来年からは厳しいという大丈夫だけれども、来年からは厳しいという

ふうに出されたのか。これは、いわば病院のふうに出されたのか。これは、いわば病院のふうに出されたのか。これは、いわば病院のふうに出されたのか。これは、いわば病院の

事務方とのやりとりなのか。市長も就任され事務方とのやりとりなのか。市長も就任され事務方とのやりとりなのか。市長も就任され事務方とのやりとりなのか。市長も就任され

まして、この指定の取り消しの問題について、まして、この指定の取り消しの問題について、まして、この指定の取り消しの問題について、まして、この指定の取り消しの問題について、

知事等とのお話をされたのか、この辺ちょっ知事等とのお話をされたのか、この辺ちょっ知事等とのお話をされたのか、この辺ちょっ知事等とのお話をされたのか、この辺ちょっ

とお聞かせをいただきたい。この指定取り消とお聞かせをいただきたい。この指定取り消とお聞かせをいただきたい。この指定取り消とお聞かせをいただきたい。この指定取り消

しというのが、先ほども私が申し上げたようしというのが、先ほども私が申し上げたようしというのが、先ほども私が申し上げたようしというのが、先ほども私が申し上げたよう

な意味がないんならいいんです。私は、そうな意味がないんならいいんです。私は、そうな意味がないんならいいんです。私は、そうな意味がないんならいいんです。私は、そう

いうふうに受けとめたわけですけれども、どいうふうに受けとめたわけですけれども、どいうふうに受けとめたわけですけれども、どいうふうに受けとめたわけですけれども、ど

ういう意味を持つのか。入院150人、外来560ういう意味を持つのか。入院150人、外来560ういう意味を持つのか。入院150人、外来560ういう意味を持つのか。入院150人、外来560

人、職員230人超、関連する部分を入れますと、人、職員230人超、関連する部分を入れますと、人、職員230人超、関連する部分を入れますと、人、職員230人超、関連する部分を入れますと、

この市立病院にかかわる大変な市民の皆さんこの市立病院にかかわる大変な市民の皆さんこの市立病院にかかわる大変な市民の皆さんこの市立病院にかかわる大変な市民の皆さん

方のかかわりが多いわけでございまして、こ方のかかわりが多いわけでございまして、こ方のかかわりが多いわけでございまして、こ方のかかわりが多いわけでございまして、こ

のことについて難しい、厳しい、指定継続はのことについて難しい、厳しい、指定継続はのことについて難しい、厳しい、指定継続はのことについて難しい、厳しい、指定継続は

困難だということをさらっと言って済むもの困難だということをさらっと言って済むもの困難だということをさらっと言って済むもの困難だということをさらっと言って済むもの

なんでしょうか。この辺、ひとつお伺いをしなんでしょうか。この辺、ひとつお伺いをしなんでしょうか。この辺、ひとつお伺いをしなんでしょうか。この辺、ひとつお伺いをし

たいと思うんです。たいと思うんです。たいと思うんです。たいと思うんです。

それと、来年度予算についてのいわば財源それと、来年度予算についてのいわば財源それと、来年度予算についてのいわば財源それと、来年度予算についてのいわば財源

操作の問題であります。平成16年度の予算編操作の問題であります。平成16年度の予算編操作の問題であります。平成16年度の予算編操作の問題であります。平成16年度の予算編

成のときにどういうことをされたのかという成のときにどういうことをされたのかという成のときにどういうことをされたのかという成のときにどういうことをされたのかという

のは、先ほどそこの壇上で申し上げました。のは、先ほどそこの壇上で申し上げました。のは、先ほどそこの壇上で申し上げました。のは、先ほどそこの壇上で申し上げました。

そして、当時の市長はやりくりがきかず、こそして、当時の市長はやりくりがきかず、こそして、当時の市長はやりくりがきかず、こそして、当時の市長はやりくりがきかず、こ

ういった財源操作をせざるを得ない状況だとういった財源操作をせざるを得ない状況だとういった財源操作をせざるを得ない状況だとういった財源操作をせざるを得ない状況だと

いうことも正直に示されました。私は、すでいうことも正直に示されました。私は、すでいうことも正直に示されました。私は、すでいうことも正直に示されました。私は、すで

にこの美唄の一般会計、特別会計、第３セクにこの美唄の一般会計、特別会計、第３セクにこの美唄の一般会計、特別会計、第３セクにこの美唄の一般会計、特別会計、第３セク

ター等外郭団体、あわせて各種特定目的基金、ター等外郭団体、あわせて各種特定目的基金、ター等外郭団体、あわせて各種特定目的基金、ター等外郭団体、あわせて各種特定目的基金、

いわば表面に出る収支状況、そして表面に見いわば表面に出る収支状況、そして表面に見いわば表面に出る収支状況、そして表面に見いわば表面に出る収支状況、そして表面に見

えない潜在赤字、これらの状況を考えますと、えない潜在赤字、これらの状況を考えますと、えない潜在赤字、これらの状況を考えますと、えない潜在赤字、これらの状況を考えますと、

やりくりしてこっちから金借りて、支払いをやりくりしてこっちから金借りて、支払いをやりくりしてこっちから金借りて、支払いをやりくりしてこっちから金借りて、支払いを

ストップして、次年度に回してというようなストップして、次年度に回してというようなストップして、次年度に回してというようなストップして、次年度に回してというような

操作をしてやる状況ではないというふうに理操作をしてやる状況ではないというふうに理操作をしてやる状況ではないというふうに理操作をしてやる状況ではないというふうに理

解をしています。平成17年度の予算の編成方解をしています。平成17年度の予算の編成方解をしています。平成17年度の予算の編成方解をしています。平成17年度の予算の編成方

針でいみじくも従来私が主張しておりました針でいみじくも従来私が主張しておりました針でいみじくも従来私が主張しておりました針でいみじくも従来私が主張しておりました

財政の非常事態というくだりが出ております。財政の非常事態というくだりが出ております。財政の非常事態というくだりが出ております。財政の非常事態というくだりが出ております。

そういう状況じゃないでしょうか。根室の状そういう状況じゃないでしょうか。根室の状そういう状況じゃないでしょうか。根室の状そういう状況じゃないでしょうか。根室の状

況が新聞にも何日か前出ておりましたが、14況が新聞にも何日か前出ておりましたが、14況が新聞にも何日か前出ておりましたが、14況が新聞にも何日か前出ておりましたが、14

億数千万の財源不足を生じるというのが出て億数千万の財源不足を生じるというのが出て億数千万の財源不足を生じるというのが出て億数千万の財源不足を生じるというのが出て

いました、17年度予算編成に当たって。これいました、17年度予算編成に当たって。これいました、17年度予算編成に当たって。これいました、17年度予算編成に当たって。これ

を小手先対応のやりくりの限界ということをを小手先対応のやりくりの限界ということをを小手先対応のやりくりの限界ということをを小手先対応のやりくりの限界ということを

踏まえて、正直に実態について明らかにでき踏まえて、正直に実態について明らかにでき踏まえて、正直に実態について明らかにでき踏まえて、正直に実態について明らかにでき

る予算編成にすべきでないでしょうか。そのる予算編成にすべきでないでしょうか。そのる予算編成にすべきでないでしょうか。そのる予算編成にすべきでないでしょうか。その

ことが、美唄市の財政の実態、もうどうしよことが、美唄市の財政の実態、もうどうしよことが、美唄市の財政の実態、もうどうしよことが、美唄市の財政の実態、もうどうしよ

うもない状況まで追い込まれるという状況にうもない状況まで追い込まれるという状況にうもない状況まで追い込まれるという状況にうもない状況まで追い込まれるという状況に

ついて、職員も市民も私どもも共通認識に立ついて、職員も市民も私どもも共通認識に立ついて、職員も市民も私どもも共通認識に立ついて、職員も市民も私どもも共通認識に立

てる、こういうことではないかと思うんです。てる、こういうことではないかと思うんです。てる、こういうことではないかと思うんです。てる、こういうことではないかと思うんです。

平成16年度の決算、これも先ほど市立病院平成16年度の決算、これも先ほど市立病院平成16年度の決算、これも先ほど市立病院平成16年度の決算、これも先ほど市立病院

の繰り出しとのかかわりありますけれども、の繰り出しとのかかわりありますけれども、の繰り出しとのかかわりありますけれども、の繰り出しとのかかわりありますけれども、

ここからかかるんです。ここから赤字含み、ここからかかるんです。ここから赤字含み、ここからかかるんです。ここから赤字含み、ここからかかるんです。ここから赤字含み、

赤字もやむなし、こういう形で臨んでいくべ赤字もやむなし、こういう形で臨んでいくべ赤字もやむなし、こういう形で臨んでいくべ赤字もやむなし、こういう形で臨んでいくべ

きでないでしょうか。17年度予算というのは、きでないでしょうか。17年度予算というのは、きでないでしょうか。17年度予算というのは、きでないでしょうか。17年度予算というのは、

前年度が黒字か赤字かで繰り上げ充用を計上前年度が黒字か赤字かで繰り上げ充用を計上前年度が黒字か赤字かで繰り上げ充用を計上前年度が黒字か赤字かで繰り上げ充用を計上

するか歳入に前年度繰り越しを計上するか大するか歳入に前年度繰り越しを計上するか大するか歳入に前年度繰り越しを計上するか大するか歳入に前年度繰り越しを計上するか大

きな違いがあるわけですし、これは判断だときな違いがあるわけですし、これは判断だときな違いがあるわけですし、これは判断だときな違いがあるわけですし、これは判断だと
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私は思うんです。といいますのは、新年度予私は思うんです。といいますのは、新年度予私は思うんです。といいますのは、新年度予私は思うんです。といいますのは、新年度予

算の編成方針、この中にいわば義務費を除く算の編成方針、この中にいわば義務費を除く算の編成方針、この中にいわば義務費を除く算の編成方針、この中にいわば義務費を除く

一般経費の対前年８割、20％落としで、そし一般経費の対前年８割、20％落としで、そし一般経費の対前年８割、20％落としで、そし一般経費の対前年８割、20％落としで、そし

て従来予算要求をしていた部局がみずから予て従来予算要求をしていた部局がみずから予て従来予算要求をしていた部局がみずから予て従来予算要求をしていた部局がみずから予

算編成をすると。要求をして財政で査定をし算編成をすると。要求をして財政で査定をし算編成をすると。要求をして財政で査定をし算編成をすると。要求をして財政で査定をし

ていたというんじゃなくて、みずから与えらていたというんじゃなくて、みずから与えらていたというんじゃなくて、みずから与えらていたというんじゃなくて、みずから与えら

れた財源の範囲で予算編成をして、それを財れた財源の範囲で予算編成をして、それを財れた財源の範囲で予算編成をして、それを財れた財源の範囲で予算編成をして、それを財

政が調整をかけると、こういうことなんでし政が調整をかけると、こういうことなんでし政が調整をかけると、こういうことなんでし政が調整をかけると、こういうことなんでし

ょう。従来の枠配分方式とは違うやり方だとょう。従来の枠配分方式とは違うやり方だとょう。従来の枠配分方式とは違うやり方だとょう。従来の枠配分方式とは違うやり方だと

思います。すでにこれは、実践例があります。思います。すでにこれは、実践例があります。思います。すでにこれは、実践例があります。思います。すでにこれは、実践例があります。

苦しくなってやるんです、これは。しかし、苦しくなってやるんです、これは。しかし、苦しくなってやるんです、これは。しかし、苦しくなってやるんです、これは。しかし、

何か理屈つけなきゃならない。従来のいわば何か理屈つけなきゃならない。従来のいわば何か理屈つけなきゃならない。従来のいわば何か理屈つけなきゃならない。従来のいわば

要求すればよしという、そういう予算要求の要求すればよしという、そういう予算要求の要求すればよしという、そういう予算要求の要求すればよしという、そういう予算要求の

あり方から、みずからが編成作業をしようと、あり方から、みずからが編成作業をしようと、あり方から、みずからが編成作業をしようと、あり方から、みずからが編成作業をしようと、

自己責任を持ってやろうということなんです。自己責任を持ってやろうということなんです。自己責任を持ってやろうということなんです。自己責任を持ってやろうということなんです。

でも、もう絞るぞうきん、水分ないです。でも、もう絞るぞうきん、水分ないです。でも、もう絞るぞうきん、水分ないです。でも、もう絞るぞうきん、水分ないです。

この16年度の執行状況見ましても、私はよくこの16年度の執行状況見ましても、私はよくこの16年度の執行状況見ましても、私はよくこの16年度の執行状況見ましても、私はよく

歩いて役所まで通いますが、旭の東の公園、歩いて役所まで通いますが、旭の東の公園、歩いて役所まで通いますが、旭の東の公園、歩いて役所まで通いますが、旭の東の公園、

建設部長さん、課長さん含めて、自分で草刈建設部長さん、課長さん含めて、自分で草刈建設部長さん、課長さん含めて、自分で草刈建設部長さん、課長さん含めて、自分で草刈

りやっているんじゃないですか。旭通のあのりやっているんじゃないですか。旭通のあのりやっているんじゃないですか。旭通のあのりやっているんじゃないですか。旭通のあの

片づけだって、みずから出動してやっている。片づけだって、みずから出動してやっている。片づけだって、みずから出動してやっている。片づけだって、みずから出動してやっている。

それから、庁舎等の業務委託にしても、共通それから、庁舎等の業務委託にしても、共通それから、庁舎等の業務委託にしても、共通それから、庁舎等の業務委託にしても、共通

のスペースだけに委託料を積算をして、自分のスペースだけに委託料を積算をして、自分のスペースだけに委託料を積算をして、自分のスペースだけに委託料を積算をして、自分

の執務室はみずから清掃しようというふうにの執務室はみずから清掃しようというふうにの執務室はみずから清掃しようというふうにの執務室はみずから清掃しようというふうに

してやってきたじゃないですか。これらをどしてやってきたじゃないですか。これらをどしてやってきたじゃないですか。これらをどしてやってきたじゃないですか。これらをど

うやって積算の基礎がわかる、根拠がわかるうやって積算の基礎がわかる、根拠がわかるうやって積算の基礎がわかる、根拠がわかるうやって積算の基礎がわかる、根拠がわかる

ものとして、それぞれの原課で予算編成できものとして、それぞれの原課で予算編成できものとして、それぞれの原課で予算編成できものとして、それぞれの原課で予算編成でき

るでしょうか。私は、このことを全否定するるでしょうか。私は、このことを全否定するるでしょうか。私は、このことを全否定するるでしょうか。私は、このことを全否定する

つもりはないです。自己責任、自己決定で進つもりはないです。自己責任、自己決定で進つもりはないです。自己責任、自己決定で進つもりはないです。自己責任、自己決定で進

めようと。しかし、これは施設の開館時間をめようと。しかし、これは施設の開館時間をめようと。しかし、これは施設の開館時間をめようと。しかし、これは施設の開館時間を

短縮したり、冬期間をやらなくなったり、温短縮したり、冬期間をやらなくなったり、温短縮したり、冬期間をやらなくなったり、温短縮したり、冬期間をやらなくなったり、温

水プールを冬場やめようとか、そういったよ水プールを冬場やめようとか、そういったよ水プールを冬場やめようとか、そういったよ水プールを冬場やめようとか、そういったよ

うな形で予算組むしかないんです。うな形で予算組むしかないんです。うな形で予算組むしかないんです。うな形で予算組むしかないんです。

このことは、いわば単に予算編成におけるこのことは、いわば単に予算編成におけるこのことは、いわば単に予算編成におけるこのことは、いわば単に予算編成における

編成作業の中で決めれる話ではないはずなん編成作業の中で決めれる話ではないはずなん編成作業の中で決めれる話ではないはずなん編成作業の中で決めれる話ではないはずなん

です。公の施設の管理をどうしていくのか。です。公の施設の管理をどうしていくのか。です。公の施設の管理をどうしていくのか。です。公の施設の管理をどうしていくのか。

指定管理者の議論もしましたけれども、こう指定管理者の議論もしましたけれども、こう指定管理者の議論もしましたけれども、こう指定管理者の議論もしましたけれども、こう

いったトータルとして統一的にやらなきゃないったトータルとして統一的にやらなきゃないったトータルとして統一的にやらなきゃないったトータルとして統一的にやらなきゃな

らない問題でしょう。私は、ここまで踏み込らない問題でしょう。私は、ここまで踏み込らない問題でしょう。私は、ここまで踏み込らない問題でしょう。私は、ここまで踏み込

まなきゃならない状況に追い込まれていると。まなきゃならない状況に追い込まれていると。まなきゃならない状況に追い込まれていると。まなきゃならない状況に追い込まれていると。

赤字出すべきです。そして、そのことが小さ赤字出すべきです。そして、そのことが小さ赤字出すべきです。そして、そのことが小さ赤字出すべきです。そして、そのことが小さ

な市役所につなげていくようにすればいいんな市役所につなげていくようにすればいいんな市役所につなげていくようにすればいいんな市役所につなげていくようにすればいいん

です。何だかんだ言ったったって、ずっと実です。何だかんだ言ったったって、ずっと実です。何だかんだ言ったったって、ずっと実です。何だかんだ言ったったって、ずっと実

質収支黒できたんですから、財調取り崩そう質収支黒できたんですから、財調取り崩そう質収支黒できたんですから、財調取り崩そう質収支黒できたんですから、財調取り崩そう

が、ほかから借りようがしても、黒で来ていが、ほかから借りようがしても、黒で来ていが、ほかから借りようがしても、黒で来ていが、ほかから借りようがしても、黒で来てい

るんですから。黒で来ているところに再建計るんですから。黒で来ているところに再建計るんですから。黒で来ているところに再建計るんですから。黒で来ているところに再建計

画ったって力が入らないんです。16年度の決画ったって力が入らないんです。16年度の決画ったって力が入らないんです。16年度の決画ったって力が入らないんです。16年度の決

算から、私はそういう決意を込めてやるべき算から、私はそういう決意を込めてやるべき算から、私はそういう決意を込めてやるべき算から、私はそういう決意を込めてやるべき

でないかというふうに思います。この点、どでないかというふうに思います。この点、どでないかというふうに思います。この点、どでないかというふうに思います。この点、ど

のように考えていらっしゃるでしょうか、教のように考えていらっしゃるでしょうか、教のように考えていらっしゃるでしょうか、教のように考えていらっしゃるでしょうか、教

えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。

いろいろ話をしようと思いました。予算書いろいろ話をしようと思いました。予算書いろいろ話をしようと思いました。予算書いろいろ話をしようと思いました。予算書

のつくり方、何回も言っているんです。款、のつくり方、何回も言っているんです。款、のつくり方、何回も言っているんです。款、のつくり方、何回も言っているんです。款、

項の目的別から施策、事業別にしようじゃな項の目的別から施策、事業別にしようじゃな項の目的別から施策、事業別にしようじゃな項の目的別から施策、事業別にしようじゃな

いか。決算についても、隠れ借金がわかるよいか。決算についても、隠れ借金がわかるよいか。決算についても、隠れ借金がわかるよいか。決算についても、隠れ借金がわかるよ

うに、連結の考え方を取り入れようじゃないうに、連結の考え方を取り入れようじゃないうに、連結の考え方を取り入れようじゃないうに、連結の考え方を取り入れようじゃない

か。わかりやすい予算書をつくろうじゃないか。わかりやすい予算書をつくろうじゃないか。わかりやすい予算書をつくろうじゃないか。わかりやすい予算書をつくろうじゃない

か。こういうことを時間かけて言おうと思いか。こういうことを時間かけて言おうと思いか。こういうことを時間かけて言おうと思いか。こういうことを時間かけて言おうと思い

ましたが、それはもう言いません。病院の問ましたが、それはもう言いません。病院の問ましたが、それはもう言いません。病院の問ましたが、それはもう言いません。病院の問

題と、それからいま言いました、明確に赤字題と、それからいま言いました、明確に赤字題と、それからいま言いました、明確に赤字題と、それからいま言いました、明確に赤字

であれば赤字とはっきり出す決算、予算であであれば赤字とはっきり出す決算、予算であであれば赤字とはっきり出す決算、予算であであれば赤字とはっきり出す決算、予算であ

るべきだというこの２点、お答えをいただきるべきだというこの２点、お答えをいただきるべきだというこの２点、お答えをいただきるべきだというこの２点、お答えをいただき

たい。たい。たい。たい。

教育行政についてでございますが、教育長教育行政についてでございますが、教育長教育行政についてでございますが、教育長教育行政についてでございますが、教育長

はいま現在の任期は12月の何日かです。議会はいま現在の任期は12月の何日かです。議会はいま現在の任期は12月の何日かです。議会はいま現在の任期は12月の何日かです。議会

終わって何日かで４年の任期が来るわけでご終わって何日かで４年の任期が来るわけでご終わって何日かで４年の任期が来るわけでご終わって何日かで４年の任期が来るわけでご

ざいます。この４年間、教育行政のトップとざいます。この４年間、教育行政のトップとざいます。この４年間、教育行政のトップとざいます。この４年間、教育行政のトップと

して携わってこられて、その辺の思いも含めして携わってこられて、その辺の思いも含めして携わってこられて、その辺の思いも含めして携わってこられて、その辺の思いも含め
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てお尋ねをしたいと思うんですけれども、先てお尋ねをしたいと思うんですけれども、先てお尋ねをしたいと思うんですけれども、先てお尋ねをしたいと思うんですけれども、先

ほど申し上げましたが、美唄市の教育委員会ほど申し上げましたが、美唄市の教育委員会ほど申し上げましたが、美唄市の教育委員会ほど申し上げましたが、美唄市の教育委員会

というのは当然法律が基礎になってあるわけというのは当然法律が基礎になってあるわけというのは当然法律が基礎になってあるわけというのは当然法律が基礎になってあるわけ

でありまして、教育委員会の仕事というのはでありまして、教育委員会の仕事というのはでありまして、教育委員会の仕事というのはでありまして、教育委員会の仕事というのは

そこに主体的なかかわり、まさに責任と権限そこに主体的なかかわり、まさに責任と権限そこに主体的なかかわり、まさに責任と権限そこに主体的なかかわり、まさに責任と権限

を持った、そういう役割があると思うんです。を持った、そういう役割があると思うんです。を持った、そういう役割があると思うんです。を持った、そういう役割があると思うんです。

しかし、ここ数年の流れを見ますと、どうもしかし、ここ数年の流れを見ますと、どうもしかし、ここ数年の流れを見ますと、どうもしかし、ここ数年の流れを見ますと、どうも

私は文科省なり道教委なりの連絡窓口みたい私は文科省なり道教委なりの連絡窓口みたい私は文科省なり道教委なりの連絡窓口みたい私は文科省なり道教委なりの連絡窓口みたい

な仕事に終始してしまっているんでないだろな仕事に終始してしまっているんでないだろな仕事に終始してしまっているんでないだろな仕事に終始してしまっているんでないだろ

うかという気がしてならないんです、大変失うかという気がしてならないんです、大変失うかという気がしてならないんです、大変失うかという気がしてならないんです、大変失

礼な言い方かもしれませんが。美唄市の教育礼な言い方かもしれませんが。美唄市の教育礼な言い方かもしれませんが。美唄市の教育礼な言い方かもしれませんが。美唄市の教育

行政の主体性とか独自性というのは、一体ど行政の主体性とか独自性というのは、一体ど行政の主体性とか独自性というのは、一体ど行政の主体性とか独自性というのは、一体ど

こにあるんでしょうかということなんです。こにあるんでしょうかということなんです。こにあるんでしょうかということなんです。こにあるんでしょうかということなんです。

なぜこういうことを言うかといいますと、なぜこういうことを言うかといいますと、なぜこういうことを言うかといいますと、なぜこういうことを言うかといいますと、

先ほど来から美唄の自立議論、指定管理者制先ほど来から美唄の自立議論、指定管理者制先ほど来から美唄の自立議論、指定管理者制先ほど来から美唄の自立議論、指定管理者制

度の問題等がありますが、この教育施設ひと度の問題等がありますが、この教育施設ひと度の問題等がありますが、この教育施設ひと度の問題等がありますが、この教育施設ひと

つとりましても、いわばターゲットになり得つとりましても、いわばターゲットになり得つとりましても、いわばターゲットになり得つとりましても、いわばターゲットになり得

る、そういう部分が多い、守備範囲が多いわる、そういう部分が多い、守備範囲が多いわる、そういう部分が多い、守備範囲が多いわる、そういう部分が多い、守備範囲が多いわ

けです。いわば依存型、受け身型で進めていけです。いわば依存型、受け身型で進めていけです。いわば依存型、受け身型で進めていけです。いわば依存型、受け身型で進めてい

けるものではないと思うんです。委員会としけるものではないと思うんです。委員会としけるものではないと思うんです。委員会としけるものではないと思うんです。委員会とし

てどうしていくのかという、そういう主体性、てどうしていくのかという、そういう主体性、てどうしていくのかという、そういう主体性、てどうしていくのかという、そういう主体性、

能動性がなきゃだめだと思うんです。そうい能動性がなきゃだめだと思うんです。そうい能動性がなきゃだめだと思うんです。そうい能動性がなきゃだめだと思うんです。そうい

うことでやってこられていると思うんですが、うことでやってこられていると思うんですが、うことでやってこられていると思うんですが、うことでやってこられていると思うんですが、

私はなかなかそういうのが目に触れない。美私はなかなかそういうのが目に触れない。美私はなかなかそういうのが目に触れない。美私はなかなかそういうのが目に触れない。美

唄市の教育の特徴は何だろうとか、こういう唄市の教育の特徴は何だろうとか、こういう唄市の教育の特徴は何だろうとか、こういう唄市の教育の特徴は何だろうとか、こういう

ことを言われたときに、果たして一体何なんことを言われたときに、果たして一体何なんことを言われたときに、果たして一体何なんことを言われたときに、果たして一体何なん

だろうかというのを、教育長、４年の貴重なだろうかというのを、教育長、４年の貴重なだろうかというのを、教育長、４年の貴重なだろうかというのを、教育長、４年の貴重な

経験を踏まえて、どんな思いでおられるのか、経験を踏まえて、どんな思いでおられるのか、経験を踏まえて、どんな思いでおられるのか、経験を踏まえて、どんな思いでおられるのか、

率直なところをお聞かせいただきたいという率直なところをお聞かせいただきたいという率直なところをお聞かせいただきたいという率直なところをお聞かせいただきたいという

こと。こと。こと。こと。

それから、たとえば統廃合の問題出ます。それから、たとえば統廃合の問題出ます。それから、たとえば統廃合の問題出ます。それから、たとえば統廃合の問題出ます。

ご答弁にありますように、ある程度の規模がご答弁にありますように、ある程度の規模がご答弁にありますように、ある程度の規模がご答弁にありますように、ある程度の規模が

なければ学校運営として望ましくないというなければ学校運営として望ましくないというなければ学校運営として望ましくないというなければ学校運営として望ましくないという

ことをおっしゃった。そして、地域の皆さんことをおっしゃった。そして、地域の皆さんことをおっしゃった。そして、地域の皆さんことをおっしゃった。そして、地域の皆さん

と十分な協議をしていくということをおっしと十分な協議をしていくということをおっしと十分な協議をしていくということをおっしと十分な協議をしていくということをおっし

ゃった。その冷厳な事実として少子高齢化、ゃった。その冷厳な事実として少子高齢化、ゃった。その冷厳な事実として少子高齢化、ゃった。その冷厳な事実として少子高齢化、

まさに子供の数はどんどん減っていくわけでまさに子供の数はどんどん減っていくわけでまさに子供の数はどんどん減っていくわけでまさに子供の数はどんどん減っていくわけで

ございます。教育委員会として、どのようなございます。教育委員会として、どのようなございます。教育委員会として、どのようなございます。教育委員会として、どのような

学校の配置が、教育施設の配置がベストなの学校の配置が、教育施設の配置がベストなの学校の配置が、教育施設の配置がベストなの学校の配置が、教育施設の配置がベストなの

かということを、まずみずから考え方を持つかということを、まずみずから考え方を持つかということを、まずみずから考え方を持つかということを、まずみずから考え方を持つ

べきだと私は思うんです。これは、コンクリべきだと私は思うんです。これは、コンクリべきだと私は思うんです。これは、コンクリべきだと私は思うんです。これは、コンクリ

ートではないと思うんです。コンクリートのートではないと思うんです。コンクリートのートではないと思うんです。コンクリートのートではないと思うんです。コンクリートの

やつを持てとは言いません。やつを持てとは言いません。やつを持てとは言いません。やつを持てとは言いません。

市町村合併問題の話をよくしますが、当時市町村合併問題の話をよくしますが、当時市町村合併問題の話をよくしますが、当時市町村合併問題の話をよくしますが、当時

市長に、市長として合併がいいか、いやいや市長に、市長として合併がいいか、いやいや市長に、市長として合併がいいか、いやいや市長に、市長として合併がいいか、いやいや

自立がいいか、トップとしてさまざまな行政自立がいいか、トップとしてさまざまな行政自立がいいか、トップとしてさまざまな行政自立がいいか、トップとしてさまざまな行政

情報を把握し、市民の考えを把握できる最高情報を把握し、市民の考えを把握できる最高情報を把握し、市民の考えを把握できる最高情報を把握し、市民の考えを把握できる最高

責任者としてまず考えを出して、示すのが正責任者としてまず考えを出して、示すのが正責任者としてまず考えを出して、示すのが正責任者としてまず考えを出して、示すのが正

しいんじゃないですかと。そうでなければ、しいんじゃないですかと。そうでなければ、しいんじゃないですかと。そうでなければ、しいんじゃないですかと。そうでなければ、

丸投げじゃないかという話をさせてもらった。丸投げじゃないかという話をさせてもらった。丸投げじゃないかという話をさせてもらった。丸投げじゃないかという話をさせてもらった。

委員会として、全体の統一した考え方で提言委員会として、全体の統一した考え方で提言委員会として、全体の統一した考え方で提言委員会として、全体の統一した考え方で提言

もさせていただいた。市長は、それにこたえもさせていただいた。市長は、それにこたえもさせていただいた。市長は、それにこたえもさせていただいた。市長は、それにこたえ

た、考え方を示した。そして、いろいろなごた、考え方を示した。そして、いろいろなごた、考え方を示した。そして、いろいろなごた、考え方を示した。そして、いろいろなご

意見を集約した。意見を集約した。意見を集約した。意見を集約した。

私は、テーブルの上に考え方を明らかにし私は、テーブルの上に考え方を明らかにし私は、テーブルの上に考え方を明らかにし私は、テーブルの上に考え方を明らかにし

ていくということがいま求められているんでていくということがいま求められているんでていくということがいま求められているんでていくということがいま求められているんで

ないでしょうか。そのことで議論が巻き起こないでしょうか。そのことで議論が巻き起こないでしょうか。そのことで議論が巻き起こないでしょうか。そのことで議論が巻き起こ

るんでないでしょうか。何か相手の顔をうかるんでないでしょうか。何か相手の顔をうかるんでないでしょうか。何か相手の顔をうかるんでないでしょうか。何か相手の顔をうか

がって進めるというようなことに実はとるんがって進めるというようなことに実はとるんがって進めるというようなことに実はとるんがって進めるというようなことに実はとるん

です、そうでないかもしれませんが。２年もです、そうでないかもしれませんが。２年もです、そうでないかもしれませんが。２年もです、そうでないかもしれませんが。２年も

３年も前から統合議論がありますよね、もっ３年も前から統合議論がありますよね、もっ３年も前から統合議論がありますよね、もっ３年も前から統合議論がありますよね、もっ

と前かな。最近、もうなくなったんでないかと前かな。最近、もうなくなったんでないかと前かな。最近、もうなくなったんでないかと前かな。最近、もうなくなったんでないか

とかという話もある。議論というのは、だらとかという話もある。議論というのは、だらとかという話もある。議論というのは、だらとかという話もある。議論というのは、だら

だらやるもんではないけれども、煮詰めるとだらやるもんではないけれども、煮詰めるとだらやるもんではないけれども、煮詰めるとだらやるもんではないけれども、煮詰めると

ころはきちっと煮詰めていかなきゃならん問ころはきちっと煮詰めていかなきゃならん問ころはきちっと煮詰めていかなきゃならん問ころはきちっと煮詰めていかなきゃならん問

題がある。私は、この教育の施設のありよう題がある。私は、この教育の施設のありよう題がある。私は、この教育の施設のありよう題がある。私は、この教育の施設のありよう

の問題ひとつとっても、主体性を持って進めの問題ひとつとっても、主体性を持って進めの問題ひとつとっても、主体性を持って進めの問題ひとつとっても、主体性を持って進め

るべきではないかと思うんです。この辺、ひるべきではないかと思うんです。この辺、ひるべきではないかと思うんです。この辺、ひるべきではないかと思うんです。この辺、ひ
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とつ近々の課題としてもあるわけですし、教とつ近々の課題としてもあるわけですし、教とつ近々の課題としてもあるわけですし、教とつ近々の課題としてもあるわけですし、教

育長のご見解、重ねてお伺いしたいと思いま育長のご見解、重ねてお伺いしたいと思いま育長のご見解、重ねてお伺いしたいと思いま育長のご見解、重ねてお伺いしたいと思いま

す。す。す。す。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 紫藤議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 紫藤議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 紫藤議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 紫藤議員の再質問にお答

えします。えします。えします。えします。

病院会計に対する支援などについてであり病院会計に対する支援などについてであり病院会計に対する支援などについてであり病院会計に対する支援などについてであり

ますが、第５次経営健全化団体指定に当たっますが、第５次経営健全化団体指定に当たっますが、第５次経営健全化団体指定に当たっますが、第５次経営健全化団体指定に当たっ

ては、不良債務解消計画に基づきまして、自ては、不良債務解消計画に基づきまして、自ては、不良債務解消計画に基づきまして、自ては、不良債務解消計画に基づきまして、自

己努力と一般会計等からの繰り入れにより解己努力と一般会計等からの繰り入れにより解己努力と一般会計等からの繰り入れにより解己努力と一般会計等からの繰り入れにより解

消するものでございまして、自己努力はおお消するものでございまして、自己努力はおお消するものでございまして、自己努力はおお消するものでございまして、自己努力はおお

むね３分の１以上となってございます。このむね３分の１以上となってございます。このむね３分の１以上となってございます。このむね３分の１以上となってございます。この

ため、自己努力が結果として見られなければ、ため、自己努力が結果として見られなければ、ため、自己努力が結果として見られなければ、ため、自己努力が結果として見られなければ、

平成17年度以降の継続は現状では難しいもの平成17年度以降の継続は現状では難しいもの平成17年度以降の継続は現状では難しいもの平成17年度以降の継続は現状では難しいもの

と考えております。しかしながら、市民に対と考えております。しかしながら、市民に対と考えております。しかしながら、市民に対と考えております。しかしながら、市民に対

して良質な医療を提供し、その期待にこたえして良質な医療を提供し、その期待にこたえして良質な医療を提供し、その期待にこたえして良質な医療を提供し、その期待にこたえ

ていくため、医師の確保に全力で取り組むとていくため、医師の確保に全力で取り組むとていくため、医師の確保に全力で取り組むとていくため、医師の確保に全力で取り組むと

ともに、経営基盤を強化し、この団体指定がともに、経営基盤を強化し、この団体指定がともに、経営基盤を強化し、この団体指定がともに、経営基盤を強化し、この団体指定が

継続されるよう最大限の努力をしてまいりた継続されるよう最大限の努力をしてまいりた継続されるよう最大限の努力をしてまいりた継続されるよう最大限の努力をしてまいりた

いと考えてございます。いと考えてございます。いと考えてございます。いと考えてございます。

なお、一般会計からの支援につきましては、なお、一般会計からの支援につきましては、なお、一般会計からの支援につきましては、なお、一般会計からの支援につきましては、

平成17年度以降も含めまして、今後の財政状平成17年度以降も含めまして、今後の財政状平成17年度以降も含めまして、今後の財政状平成17年度以降も含めまして、今後の財政状

況を慎重に見きわめながら判断してまいりた況を慎重に見きわめながら判断してまいりた況を慎重に見きわめながら判断してまいりた況を慎重に見きわめながら判断してまいりた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

なお、いま現在事務段階でございまして、なお、いま現在事務段階でございまして、なお、いま現在事務段階でございまして、なお、いま現在事務段階でございまして、

知事とか、そういう部分の段階での話にはな知事とか、そういう部分の段階での話にはな知事とか、そういう部分の段階での話にはな知事とか、そういう部分の段階での話にはな

ってございません。ってございません。ってございません。ってございません。

次に、平成16年度の収支でございますけれ次に、平成16年度の収支でございますけれ次に、平成16年度の収支でございますけれ次に、平成16年度の収支でございますけれ

ども、特別交付税が自然災害等の頻発によりども、特別交付税が自然災害等の頻発によりども、特別交付税が自然災害等の頻発によりども、特別交付税が自然災害等の頻発により

まして減らされるというような情報も入ってまして減らされるというような情報も入ってまして減らされるというような情報も入ってまして減らされるというような情報も入って

ございます。しかし、私ども特別交付税の確ございます。しかし、私ども特別交付税の確ございます。しかし、私ども特別交付税の確ございます。しかし、私ども特別交付税の確

保におきまして、今後全力をあげて取り組む保におきまして、今後全力をあげて取り組む保におきまして、今後全力をあげて取り組む保におきまして、今後全力をあげて取り組む

と。こんなことと、不急な事業の抑制、それと。こんなことと、不急な事業の抑制、それと。こんなことと、不急な事業の抑制、それと。こんなことと、不急な事業の抑制、それ

から経費の節減を今後も徹底的に図りながらから経費の節減を今後も徹底的に図りながらから経費の節減を今後も徹底的に図りながらから経費の節減を今後も徹底的に図りながら

収支の均衡を目指してまいりたいと、そうい収支の均衡を目指してまいりたいと、そうい収支の均衡を目指してまいりたいと、そうい収支の均衡を目指してまいりたいと、そうい

うふうに考えてございます。うふうに考えてございます。うふうに考えてございます。うふうに考えてございます。

なお、平成17年度予算編成、本当にやりくなお、平成17年度予算編成、本当にやりくなお、平成17年度予算編成、本当にやりくなお、平成17年度予算編成、本当にやりく

りがつかないんじゃないかというようなご指りがつかないんじゃないかというようなご指りがつかないんじゃないかというようなご指りがつかないんじゃないかというようなご指

摘もございます。現在のところ、三位一体改摘もございます。現在のところ、三位一体改摘もございます。現在のところ、三位一体改摘もございます。現在のところ、三位一体改

革の絡みでは交付税がある程度確保されると革の絡みでは交付税がある程度確保されると革の絡みでは交付税がある程度確保されると革の絡みでは交付税がある程度確保されると

いうような状況でございましたけれども、一いうような状況でございましたけれども、一いうような状況でございましたけれども、一いうような状況でございましたけれども、一

昨日財務省が新たに行政をスリム化するため昨日財務省が新たに行政をスリム化するため昨日財務省が新たに行政をスリム化するため昨日財務省が新たに行政をスリム化するため

に、１兆円の削減という別な条件を地方自治に、１兆円の削減という別な条件を地方自治に、１兆円の削減という別な条件を地方自治に、１兆円の削減という別な条件を地方自治

体に対して示した状況がございます。また、体に対して示した状況がございます。また、体に対して示した状況がございます。また、体に対して示した状況がございます。また、

これに対して、このことがないようにいろんこれに対して、このことがないようにいろんこれに対して、このことがないようにいろんこれに対して、このことがないようにいろん

な形で要望してまいりたい。このようなことな形で要望してまいりたい。このようなことな形で要望してまいりたい。このようなことな形で要望してまいりたい。このようなこと

で、いろんな意味で地方交付税等もまだ見えで、いろんな意味で地方交付税等もまだ見えで、いろんな意味で地方交付税等もまだ見えで、いろんな意味で地方交付税等もまだ見え

ないという状況でございますけれども、本当ないという状況でございますけれども、本当ないという状況でございますけれども、本当ないという状況でございますけれども、本当

に厳しい状況というのは十分認識しておりまに厳しい状況というのは十分認識しておりまに厳しい状況というのは十分認識しておりまに厳しい状況というのは十分認識しておりま

す。そのため、ことし一般財源の枠配分方式す。そのため、ことし一般財源の枠配分方式す。そのため、ことし一般財源の枠配分方式す。そのため、ことし一般財源の枠配分方式

と、これも20％という非常に厳しいハードルと、これも20％という非常に厳しいハードルと、これも20％という非常に厳しいハードルと、これも20％という非常に厳しいハードル

を掲げておりますけれども、やはり現場サイを掲げておりますけれども、やはり現場サイを掲げておりますけれども、やはり現場サイを掲げておりますけれども、やはり現場サイ

ドも一緒になっていろんな事業の見直し等をドも一緒になっていろんな事業の見直し等をドも一緒になっていろんな事業の見直し等をドも一緒になっていろんな事業の見直し等を

考えていただくと、このようなきっかけにし考えていただくと、このようなきっかけにし考えていただくと、このようなきっかけにし考えていただくと、このようなきっかけにし

たいということで新たに取り入れるというこたいということで新たに取り入れるというこたいということで新たに取り入れるというこたいということで新たに取り入れるというこ

とにいたしました。とにかく厳しい中で自立とにいたしました。とにかく厳しい中で自立とにいたしました。とにかく厳しい中で自立とにいたしました。とにかく厳しい中で自立

に向けて知恵を出し合って、職員一丸となっに向けて知恵を出し合って、職員一丸となっに向けて知恵を出し合って、職員一丸となっに向けて知恵を出し合って、職員一丸となっ

てこの難局を乗り切っていかなければならなてこの難局を乗り切っていかなければならなてこの難局を乗り切っていかなければならなてこの難局を乗り切っていかなければならな

いというふうな意識として、私ども予算編成いというふうな意識として、私ども予算編成いというふうな意識として、私ども予算編成いというふうな意識として、私ども予算編成

に当たりたいと、こんなことを考えておりまに当たりたいと、こんなことを考えておりまに当たりたいと、こんなことを考えておりまに当たりたいと、こんなことを考えておりま

すので、ご理解を願いたいと思います。すので、ご理解を願いたいと思います。すので、ご理解を願いたいと思います。すので、ご理解を願いたいと思います。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君 紫藤議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 紫藤議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 紫藤議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 紫藤議員の再質問にお

答え申し上げます。答え申し上げます。答え申し上げます。答え申し上げます。

最初に、私が４年間務めての美唄市教育の最初に、私が４年間務めての美唄市教育の最初に、私が４年間務めての美唄市教育の最初に、私が４年間務めての美唄市教育の

特徴的なことということでございます。教育特徴的なことということでございます。教育特徴的なことということでございます。教育特徴的なことということでございます。教育

行政は、学校教育、社会教育、文化・芸術、行政は、学校教育、社会教育、文化・芸術、行政は、学校教育、社会教育、文化・芸術、行政は、学校教育、社会教育、文化・芸術、

それとスポーツと、おおむねこの４分野に分それとスポーツと、おおむねこの４分野に分それとスポーツと、おおむねこの４分野に分それとスポーツと、おおむねこの４分野に分
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かれているところでございまして、美唄市にかれているところでございまして、美唄市にかれているところでございまして、美唄市にかれているところでございまして、美唄市に

おきましてはそれぞれ特徴があるわけでござおきましてはそれぞれ特徴があるわけでござおきましてはそれぞれ特徴があるわけでござおきましてはそれぞれ特徴があるわけでござ

います。美唄市としての財産もいろいろありいます。美唄市としての財産もいろいろありいます。美唄市としての財産もいろいろありいます。美唄市としての財産もいろいろあり

ますし、そういった中で全般的に私やってきますし、そういった中で全般的に私やってきますし、そういった中で全般的に私やってきますし、そういった中で全般的に私やってき

たつもりでございます。たつもりでございます。たつもりでございます。たつもりでございます。

学校教育につきましては、これはやはり私学校教育につきましては、これはやはり私学校教育につきましては、これはやはり私学校教育につきましては、これはやはり私

一般行政から入って、まさかと思うようなこ一般行政から入って、まさかと思うようなこ一般行政から入って、まさかと思うようなこ一般行政から入って、まさかと思うようなこ

と、正直申し上げまして、そういう実態にぶと、正直申し上げまして、そういう実態にぶと、正直申し上げまして、そういう実態にぶと、正直申し上げまして、そういう実態にぶ

つかったのも事実でございます。そういったつかったのも事実でございます。そういったつかったのも事実でございます。そういったつかったのも事実でございます。そういった

ところを１つひとつ改善しながら学校の適正ところを１つひとつ改善しながら学校の適正ところを１つひとつ改善しながら学校の適正ところを１つひとつ改善しながら学校の適正

なといいますか、子どもたちの学びの場がでなといいますか、子どもたちの学びの場がでなといいますか、子どもたちの学びの場がでなといいますか、子どもたちの学びの場がで

きるように努めてきたところでございます。きるように努めてきたところでございます。きるように努めてきたところでございます。きるように努めてきたところでございます。

１つ例を挙げますと、たとえば指導主事訪１つ例を挙げますと、たとえば指導主事訪１つ例を挙げますと、たとえば指導主事訪１つ例を挙げますと、たとえば指導主事訪

問というのがございますけれども、このこと問というのがございますけれども、このこと問というのがございますけれども、このこと問というのがございますけれども、このこと

については昨年までは学校現場で取り入れなについては昨年までは学校現場で取り入れなについては昨年までは学校現場で取り入れなについては昨年までは学校現場で取り入れな

いということございましたけれども、やはりいということございましたけれども、やはりいということございましたけれども、やはりいということございましたけれども、やはり

より充実した教育をするためには、この指導より充実した教育をするためには、この指導より充実した教育をするためには、この指導より充実した教育をするためには、この指導

主事、道の制度でございますけれども、これ主事、道の制度でございますけれども、これ主事、道の制度でございますけれども、これ主事、道の制度でございますけれども、これ

を導入して、学校内部で協議して、子どもたを導入して、学校内部で協議して、子どもたを導入して、学校内部で協議して、子どもたを導入して、学校内部で協議して、子どもた

ちによりよい教育を提供すべきだということちによりよい教育を提供すべきだということちによりよい教育を提供すべきだということちによりよい教育を提供すべきだということ

で、昨年、ことしとそういった改善も、これで、昨年、ことしとそういった改善も、これで、昨年、ことしとそういった改善も、これで、昨年、ことしとそういった改善も、これ

は１つの例でございますけれども、そういっは１つの例でございますけれども、そういっは１つの例でございますけれども、そういっは１つの例でございますけれども、そういっ

たことで私なりに努めてきたところでございたことで私なりに努めてきたところでございたことで私なりに努めてきたところでございたことで私なりに努めてきたところでござい

ます。ます。ます。ます。

また、社会教育等におきましては、アルテまた、社会教育等におきましては、アルテまた、社会教育等におきましては、アルテまた、社会教育等におきましては、アルテ

ピアッツァとか、いろいろ財産ありますので、ピアッツァとか、いろいろ財産ありますので、ピアッツァとか、いろいろ財産ありますので、ピアッツァとか、いろいろ財産ありますので、

これらについて子どもたちにそういった心をこれらについて子どもたちにそういった心をこれらについて子どもたちにそういった心をこれらについて子どもたちにそういった心を

充実してもらうために、そういうものを利用充実してもらうために、そういうものを利用充実してもらうために、そういうものを利用充実してもらうために、そういうものを利用

した学校での導入であるとか、それから私どした学校での導入であるとか、それから私どした学校での導入であるとか、それから私どした学校での導入であるとか、それから私ど

も民間の方の社会教育講師、出前講座的なもも民間の方の社会教育講師、出前講座的なもも民間の方の社会教育講師、出前講座的なもも民間の方の社会教育講師、出前講座的なも

のをやっているんですけれども、ただ残念なのをやっているんですけれども、ただ残念なのをやっているんですけれども、ただ残念なのをやっているんですけれども、ただ残念な

がら実質利用というのはちょっと少ないんでがら実質利用というのはちょっと少ないんでがら実質利用というのはちょっと少ないんでがら実質利用というのはちょっと少ないんで

すけれども、ただ地域におきましては農村、すけれども、ただ地域におきましては農村、すけれども、ただ地域におきましては農村、すけれども、ただ地域におきましては農村、

農業者の方やら、いろんな協力を得まして、農業者の方やら、いろんな協力を得まして、農業者の方やら、いろんな協力を得まして、農業者の方やら、いろんな協力を得まして、

総合的な学習の時間等での美唄市なりの特色総合的な学習の時間等での美唄市なりの特色総合的な学習の時間等での美唄市なりの特色総合的な学習の時間等での美唄市なりの特色

あるものが進められたのかなと。これからもあるものが進められたのかなと。これからもあるものが進められたのかなと。これからもあるものが進められたのかなと。これからも

教育委員会というのは、やはりもっと地域と教育委員会というのは、やはりもっと地域と教育委員会というのは、やはりもっと地域と教育委員会というのは、やはりもっと地域と

密着に連携しながら子どもたちの教育に努め密着に連携しながら子どもたちの教育に努め密着に連携しながら子どもたちの教育に努め密着に連携しながら子どもたちの教育に努め

ていかなければならない、そんなふうに思いていかなければならない、そんなふうに思いていかなければならない、そんなふうに思いていかなければならない、そんなふうに思い

をしているところでございます。をしているところでございます。をしているところでございます。をしているところでございます。

それと、適正配置ということにつきましてそれと、適正配置ということにつきましてそれと、適正配置ということにつきましてそれと、適正配置ということにつきまして

は、やはり子どもたち、一定の規模、集団のは、やはり子どもたち、一定の規模、集団のは、やはり子どもたち、一定の規模、集団のは、やはり子どもたち、一定の規模、集団の

中で育ち合うことが望ましいということで協中で育ち合うことが望ましいということで協中で育ち合うことが望ましいということで協中で育ち合うことが望ましいということで協

議を、いろいろお話し合いをしてまいりまし議を、いろいろお話し合いをしてまいりまし議を、いろいろお話し合いをしてまいりまし議を、いろいろお話し合いをしてまいりまし

た。私は、学校というところは単に子どもたた。私は、学校というところは単に子どもたた。私は、学校というところは単に子どもたた。私は、学校というところは単に子どもた

ちが勉強を教えてもらうところだけではない、ちが勉強を教えてもらうところだけではない、ちが勉強を教えてもらうところだけではない、ちが勉強を教えてもらうところだけではない、

そういう感じをしております。これは、小学そういう感じをしております。これは、小学そういう感じをしております。これは、小学そういう感じをしております。これは、小学

校５年、６年、中学校１、２、３年になると、校５年、６年、中学校１、２、３年になると、校５年、６年、中学校１、２、３年になると、校５年、６年、中学校１、２、３年になると、

いわゆる思春期と言われるわけでございますいわゆる思春期と言われるわけでございますいわゆる思春期と言われるわけでございますいわゆる思春期と言われるわけでございます

けれども、そういった年代になりますと、学けれども、そういった年代になりますと、学けれども、そういった年代になりますと、学けれども、そういった年代になりますと、学

校の先生よりも、親よりも、やはり友達とい校の先生よりも、親よりも、やはり友達とい校の先生よりも、親よりも、やはり友達とい校の先生よりも、親よりも、やはり友達とい

うことが非常に大きなウエートを占めてくるうことが非常に大きなウエートを占めてくるうことが非常に大きなウエートを占めてくるうことが非常に大きなウエートを占めてくる

わけでございまして、学校の教室において、わけでございまして、学校の教室において、わけでございまして、学校の教室において、わけでございまして、学校の教室において、

学校においてお互いに学び合うということが学校においてお互いに学び合うということが学校においてお互いに学び合うということが学校においてお互いに学び合うということが

求められてきます。これは、やっぱり小規模求められてきます。これは、やっぱり小規模求められてきます。これは、やっぱり小規模求められてきます。これは、やっぱり小規模

の学校は小規模の学校で先生の目がよく行きの学校は小規模の学校で先生の目がよく行きの学校は小規模の学校で先生の目がよく行きの学校は小規模の学校で先生の目がよく行き

届きますので、そういった部分においては一届きますので、そういった部分においては一届きますので、そういった部分においては一届きますので、そういった部分においては一

定の効果はあります。定の効果はあります。定の効果はあります。定の効果はあります。

しかし、語彙力であるとか、たくさんの意しかし、語彙力であるとか、たくさんの意しかし、語彙力であるとか、たくさんの意しかし、語彙力であるとか、たくさんの意

見を聞いてそれをまとめるとか、そういった見を聞いてそれをまとめるとか、そういった見を聞いてそれをまとめるとか、そういった見を聞いてそれをまとめるとか、そういった

部分については、どうしても問題があるとい部分については、どうしても問題があるとい部分については、どうしても問題があるとい部分については、どうしても問題があるとい

うことで、これは長短あるわけでございますうことで、これは長短あるわけでございますうことで、これは長短あるわけでございますうことで、これは長短あるわけでございます

けれども、私はこれから社会の国際化であるけれども、私はこれから社会の国際化であるけれども、私はこれから社会の国際化であるけれども、私はこれから社会の国際化である

とか、いろいろ言われているわけですけれどとか、いろいろ言われているわけですけれどとか、いろいろ言われているわけですけれどとか、いろいろ言われているわけですけれど

も、そういった社会に適応していくためには、も、そういった社会に適応していくためには、も、そういった社会に適応していくためには、も、そういった社会に適応していくためには、

やはり一定規模の中で教わり、そして子どもやはり一定規模の中で教わり、そして子どもやはり一定規模の中で教わり、そして子どもやはり一定規模の中で教わり、そして子ども

たち同士が学び合うという姿勢を持っていかたち同士が学び合うという姿勢を持っていかたち同士が学び合うという姿勢を持っていかたち同士が学び合うという姿勢を持っていか

なければならない。これまで地域で学校の適なければならない。これまで地域で学校の適なければならない。これまで地域で学校の適なければならない。これまで地域で学校の適
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正配置についてお話をしてきたのは、そうい正配置についてお話をしてきたのは、そうい正配置についてお話をしてきたのは、そうい正配置についてお話をしてきたのは、そうい

ったことを前提に説明した上で、地域の保護ったことを前提に説明した上で、地域の保護ったことを前提に説明した上で、地域の保護ったことを前提に説明した上で、地域の保護

者あるいは地域の人にご理解をいただきたい者あるいは地域の人にご理解をいただきたい者あるいは地域の人にご理解をいただきたい者あるいは地域の人にご理解をいただきたい

ということで、具体的な計画を持ってぶつかということで、具体的な計画を持ってぶつかということで、具体的な計画を持ってぶつかということで、具体的な計画を持ってぶつか

っているわけではございませんけれども、やっているわけではございませんけれども、やっているわけではございませんけれども、やっているわけではございませんけれども、や

はり地域の方のそういった同意を取りつけなはり地域の方のそういった同意を取りつけなはり地域の方のそういった同意を取りつけなはり地域の方のそういった同意を取りつけな

がら計画をまとめていきたいというのが私のがら計画をまとめていきたいというのが私のがら計画をまとめていきたいというのが私のがら計画をまとめていきたいというのが私の

考え方でございまして、何もなしにぶつかっ考え方でございまして、何もなしにぶつかっ考え方でございまして、何もなしにぶつかっ考え方でございまして、何もなしにぶつかっ

ているということではございませんので、ごているということではございませんので、ごているということではございませんので、ごているということではございませんので、ご

理解いただきたいと思います。理解いただきたいと思います。理解いただきたいと思います。理解いただきたいと思います。

●議長中西勇夫君 午後１時10分まで休憩い●議長中西勇夫君 午後１時10分まで休憩い●議長中西勇夫君 午後１時10分まで休憩い●議長中西勇夫君 午後１時10分まで休憩い

たします。たします。たします。たします。

午後０時０５分 休憩午後０時０５分 休憩午後０時０５分 休憩午後０時０５分 休憩

午後１時０９分 開議午後１時０９分 開議午後１時０９分 開議午後１時０９分 開議

●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を

開きます。開きます。開きます。開きます。

午前中に続きまして紫藤議員の一般質問か午前中に続きまして紫藤議員の一般質問か午前中に続きまして紫藤議員の一般質問か午前中に続きまして紫藤議員の一般質問か

ら入ります。ら入ります。ら入ります。ら入ります。

18番紫藤政則君。18番紫藤政則君。18番紫藤政則君。18番紫藤政則君。

●18番紫藤政則君 病院の再建指定団体から●18番紫藤政則君 病院の再建指定団体から●18番紫藤政則君 病院の再建指定団体から●18番紫藤政則君 病院の再建指定団体から

その取り消しの可能性ということに関する部その取り消しの可能性ということに関する部その取り消しの可能性ということに関する部その取り消しの可能性ということに関する部

分、再度お伺いしたいと思います。分、再度お伺いしたいと思います。分、再度お伺いしたいと思います。分、再度お伺いしたいと思います。

先ほど市長は、最大限の努力をするという先ほど市長は、最大限の努力をするという先ほど市長は、最大限の努力をするという先ほど市長は、最大限の努力をするという

お話でした。しかし、その前提となる現状、お話でした。しかし、その前提となる現状、お話でした。しかし、その前提となる現状、お話でした。しかし、その前提となる現状、

最終的には国なんですけれども、それが道知最終的には国なんですけれども、それが道知最終的には国なんですけれども、それが道知最終的には国なんですけれども、それが道知

事の、美唄の市立病院の再建が計画どおりい事の、美唄の市立病院の再建が計画どおりい事の、美唄の市立病院の再建が計画どおりい事の、美唄の市立病院の再建が計画どおりい

っていないと。今後その計画が達成されそうっていないと。今後その計画が達成されそうっていないと。今後その計画が達成されそうっていないと。今後その計画が達成されそう

もないと。国が手を差し伸べても再建は無理もないと。国が手を差し伸べても再建は無理もないと。国が手を差し伸べても再建は無理もないと。国が手を差し伸べても再建は無理

だから指定を解除しますという。その理由とだから指定を解除しますという。その理由とだから指定を解除しますという。その理由とだから指定を解除しますという。その理由と

しては、先ほど私読み上げた解消すべき不良しては、先ほど私読み上げた解消すべき不良しては、先ほど私読み上げた解消すべき不良しては、先ほど私読み上げた解消すべき不良

債務を解消しなかった。見通しもない。これ債務を解消しなかった。見通しもない。これ債務を解消しなかった。見通しもない。これ債務を解消しなかった。見通しもない。これ

は、指定をどうするかという側にしてみたら、は、指定をどうするかという側にしてみたら、は、指定をどうするかという側にしてみたら、は、指定をどうするかという側にしてみたら、

当然言う話だと思います。当然言う話だと思います。当然言う話だと思います。当然言う話だと思います。

そこで、私は市長がかわられて一番よかっそこで、私は市長がかわられて一番よかっそこで、私は市長がかわられて一番よかっそこで、私は市長がかわられて一番よかっ

たのは、市立病院、地域医療の問題で、まさたのは、市立病院、地域医療の問題で、まさたのは、市立病院、地域医療の問題で、まさたのは、市立病院、地域医療の問題で、まさ

に新しい発想で新進気鋭の市長が全力を挙げに新しい発想で新進気鋭の市長が全力を挙げに新しい発想で新進気鋭の市長が全力を挙げに新しい発想で新進気鋭の市長が全力を挙げ

てやるということを、いわば受ける側も、市てやるということを、いわば受ける側も、市てやるということを、いわば受ける側も、市てやるということを、いわば受ける側も、市

民の皆さんも、道や国の関係者も、そういう民の皆さんも、道や国の関係者も、そういう民の皆さんも、道や国の関係者も、そういう民の皆さんも、道や国の関係者も、そういう

認識には立てるはずです、新人なんですから。認識には立てるはずです、新人なんですから。認識には立てるはずです、新人なんですから。認識には立てるはずです、新人なんですから。

そのことを、まず生かすべきだと思います。そのことを、まず生かすべきだと思います。そのことを、まず生かすべきだと思います。そのことを、まず生かすべきだと思います。

それと、ただ指定を継続をしていただきたそれと、ただ指定を継続をしていただきたそれと、ただ指定を継続をしていただきたそれと、ただ指定を継続をしていただきた

いということだけじゃだめでしょう。言われいということだけじゃだめでしょう。言われいということだけじゃだめでしょう。言われいということだけじゃだめでしょう。言われ

るように、当初14億円の累積不良債務を７年るように、当初14億円の累積不良債務を７年るように、当初14億円の累積不良債務を７年るように、当初14億円の累積不良債務を７年

で２億円ずつ、14億円、平成14年から20年にで２億円ずつ、14億円、平成14年から20年にで２億円ずつ、14億円、平成14年から20年にで２億円ずつ、14億円、平成14年から20年に

かけてやりましょうということで決めました。かけてやりましょうということで決めました。かけてやりましょうということで決めました。かけてやりましょうということで決めました。

それが実質的な再建のスタートだったんです。それが実質的な再建のスタートだったんです。それが実質的な再建のスタートだったんです。それが実質的な再建のスタートだったんです。

２億円出す、そのうち１億円を国が交付税で２億円出す、そのうち１億円を国が交付税で２億円出す、そのうち１億円を国が交付税で２億円出す、そのうち１億円を国が交付税で

措置してもらおうというもくろみだった。し措置してもらおうというもくろみだった。し措置してもらおうというもくろみだった。し措置してもらおうというもくろみだった。し

かし、平成14年度のこれは大詰めを迎えた段かし、平成14年度のこれは大詰めを迎えた段かし、平成14年度のこれは大詰めを迎えた段かし、平成14年度のこれは大詰めを迎えた段

階で２億円全部を一般会計持つというんじゃ階で２億円全部を一般会計持つというんじゃ階で２億円全部を一般会計持つというんじゃ階で２億円全部を一般会計持つというんじゃ

なくて、国が３分の１、実質的に市の一般会なくて、国が３分の１、実質的に市の一般会なくて、国が３分の１、実質的に市の一般会なくて、国が３分の１、実質的に市の一般会

計が３分の１、３分の１は病院の自助努力で計が３分の１、３分の１は病院の自助努力で計が３分の１、３分の１は病院の自助努力で計が３分の１、３分の１は病院の自助努力で

ということでスタートしたんです。スタートということでスタートしたんです。スタートということでスタートしたんです。スタートということでスタートしたんです。スタート

した初年度から計画がとんざしたでしょう、した初年度から計画がとんざしたでしょう、した初年度から計画がとんざしたでしょう、した初年度から計画がとんざしたでしょう、

トータルとして追加したんですから。でこぼトータルとして追加したんですから。でこぼトータルとして追加したんですから。でこぼトータルとして追加したんですから。でこぼ

こあります。そして、今日的な医師の確保がこあります。そして、今日的な医師の確保がこあります。そして、今日的な医師の確保がこあります。そして、今日的な医師の確保が

困難だという状況、予測できましたか。スタ困難だという状況、予測できましたか。スタ困難だという状況、予測できましたか。スタ困難だという状況、予測できましたか。スタ

ートのときに。ートのときに。ートのときに。ートのときに。

私は、何としてでも美唄市全体として取り私は、何としてでも美唄市全体として取り私は、何としてでも美唄市全体として取り私は、何としてでも美唄市全体として取り

組むという姿勢を堅持するということ、新た組むという姿勢を堅持するということ、新た組むという姿勢を堅持するということ、新た組むという姿勢を堅持するということ、新た

な不良債務を発生させないということをはっな不良債務を発生させないということをはっな不良債務を発生させないということをはっな不良債務を発生させないということをはっ

きりさせること、市立病院の灯を消さないときりさせること、市立病院の灯を消さないときりさせること、市立病院の灯を消さないときりさせること、市立病院の灯を消さないと

いうことを明らかにすること、こういう前提いうことを明らかにすること、こういう前提いうことを明らかにすること、こういう前提いうことを明らかにすること、こういう前提

の上に立って何をするかというと、16年度のの上に立って何をするかというと、16年度のの上に立って何をするかというと、16年度のの上に立って何をするかというと、16年度の

追加繰り出しをすべきです。明らかにするべ追加繰り出しをすべきです。明らかにするべ追加繰り出しをすべきです。明らかにするべ追加繰り出しをすべきです。明らかにするべ

きです。17年度当初予算に不足来す分の赤字きです。17年度当初予算に不足来す分の赤字きです。17年度当初予算に不足来す分の赤字きです。17年度当初予算に不足来す分の赤字
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予算を組んででもやるべきです。市立病院が予算を組んででもやるべきです。市立病院が予算を組んででもやるべきです。市立病院が予算を組んででもやるべきです。市立病院が

困難になるときは、美唄市も一緒ですぐらい困難になるときは、美唄市も一緒ですぐらい困難になるときは、美唄市も一緒ですぐらい困難になるときは、美唄市も一緒ですぐらい

の覚悟でなかったら、指定をどうするかといの覚悟でなかったら、指定をどうするかといの覚悟でなかったら、指定をどうするかといの覚悟でなかったら、指定をどうするかとい

う受ける道、国の人が心動かされますか。市う受ける道、国の人が心動かされますか。市う受ける道、国の人が心動かされますか。市う受ける道、国の人が心動かされますか。市

長、そうじゃないでしょうか。言われていま長、そうじゃないでしょうか。言われていま長、そうじゃないでしょうか。言われていま長、そうじゃないでしょうか。言われていま

すと、道からこう言われています、困難だとすと、道からこう言われています、困難だとすと、道からこう言われています、困難だとすと、道からこう言われています、困難だと

言われています、それはいわば表現では事務言われています、それはいわば表現では事務言われています、それはいわば表現では事務言われています、それはいわば表現では事務

方でそういう窓口を持って対応しました。私方でそういう窓口を持って対応しました。私方でそういう窓口を持って対応しました。私方でそういう窓口を持って対応しました。私

は、それを受けて最大限指定継続に向け努力は、それを受けて最大限指定継続に向け努力は、それを受けて最大限指定継続に向け努力は、それを受けて最大限指定継続に向け努力

します、こうじゃなくて、情報入ったら、みします、こうじゃなくて、情報入ったら、みします、こうじゃなくて、情報入ったら、みします、こうじゃなくて、情報入ったら、み

ずから措置できる追加の予算措置を明確にすずから措置できる追加の予算措置を明確にすずから措置できる追加の予算措置を明確にすずから措置できる追加の予算措置を明確にす

ることです。そうでないでしょうか。ることです。そうでないでしょうか。ることです。そうでないでしょうか。ることです。そうでないでしょうか。

先ほど言ったように、美唄の市議会も14日先ほど言ったように、美唄の市議会も14日先ほど言ったように、美唄の市議会も14日先ほど言ったように、美唄の市議会も14日

の日に地域医療問題等調査特別委員会ありまの日に地域医療問題等調査特別委員会ありまの日に地域医療問題等調査特別委員会ありまの日に地域医療問題等調査特別委員会ありま

す。市長の選挙の公約のときに総合病院をつす。市長の選挙の公約のときに総合病院をつす。市長の選挙の公約のときに総合病院をつす。市長の選挙の公約のときに総合病院をつ

くっていこうということで、労災と市立それくっていこうということで、労災と市立それくっていこうということで、労災と市立それくっていこうということで、労災と市立それ

ぞれでは経営困難だということで、ビジョンぞれでは経営困難だということで、ビジョンぞれでは経営困難だということで、ビジョンぞれでは経営困難だということで、ビジョン

もつくるわけでしょう。みんな全部途中なんもつくるわけでしょう。みんな全部途中なんもつくるわけでしょう。みんな全部途中なんもつくるわけでしょう。みんな全部途中なん

です、いま。ここは、いま市立病院が指定がです、いま。ここは、いま市立病院が指定がです、いま。ここは、いま市立病院が指定がです、いま。ここは、いま市立病院が指定が

継続できないということは、見捨てられたと継続できないということは、見捨てられたと継続できないということは、見捨てられたと継続できないということは、見捨てられたと

いうこととイコールだという、そういう厳しいうこととイコールだという、そういう厳しいうこととイコールだという、そういう厳しいうこととイコールだという、そういう厳し

い認識に立ってください。立つべきだと思いい認識に立ってください。立つべきだと思いい認識に立ってください。立つべきだと思いい認識に立ってください。立つべきだと思い

ます。そして、私が先ほど申し上げた措置をます。そして、私が先ほど申し上げた措置をます。そして、私が先ほど申し上げた措置をます。そして、私が先ほど申し上げた措置を

最低限講じなければ、人の心なんて動かせら最低限講じなければ、人の心なんて動かせら最低限講じなければ、人の心なんて動かせら最低限講じなければ、人の心なんて動かせら

れないんでないでしょうか。大変つらい環境れないんでないでしょうか。大変つらい環境れないんでないでしょうか。大変つらい環境れないんでないでしょうか。大変つらい環境

ですけれども、これは市長、ひとつ寝食を忘ですけれども、これは市長、ひとつ寝食を忘ですけれども、これは市長、ひとつ寝食を忘ですけれども、これは市長、ひとつ寝食を忘

れて取り組んでいただかなければならない課れて取り組んでいただかなければならない課れて取り組んでいただかなければならない課れて取り組んでいただかなければならない課

題でないでしょうか。つらく、重く、本当に題でないでしょうか。つらく、重く、本当に題でないでしょうか。つらく、重く、本当に題でないでしょうか。つらく、重く、本当に

皆さん厳しい顔なさっていますけれども、そ皆さん厳しい顔なさっていますけれども、そ皆さん厳しい顔なさっていますけれども、そ皆さん厳しい顔なさっていますけれども、そ

ういうものでないでしょうか。逃げるところういうものでないでしょうか。逃げるところういうものでないでしょうか。逃げるところういうものでないでしょうか。逃げるところ

がない人があそこで仕事していますでしょう。がない人があそこで仕事していますでしょう。がない人があそこで仕事していますでしょう。がない人があそこで仕事していますでしょう。

患者、いらっしゃるじゃないですか。ご答弁患者、いらっしゃるじゃないですか。ご答弁患者、いらっしゃるじゃないですか。ご答弁患者、いらっしゃるじゃないですか。ご答弁

いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 紫藤議員の再々質問にお●市長桜井道夫君 紫藤議員の再々質問にお●市長桜井道夫君 紫藤議員の再々質問にお●市長桜井道夫君 紫藤議員の再々質問にお

答えします。答えします。答えします。答えします。

第５次の健全化の団体指定についての問題第５次の健全化の団体指定についての問題第５次の健全化の団体指定についての問題第５次の健全化の団体指定についての問題

でございますけれども、この中で自己努力がでございますけれども、この中で自己努力がでございますけれども、この中で自己努力がでございますけれども、この中で自己努力が

おおむね３分の１以上という、こういうようおおむね３分の１以上という、こういうようおおむね３分の１以上という、こういうようおおむね３分の１以上という、こういうよう

な条件がございますんで、この点を私は病院な条件がございますんで、この点を私は病院な条件がございますんで、この点を私は病院な条件がございますんで、この点を私は病院

とこれから協議をして、いろんな形で病院のとこれから協議をして、いろんな形で病院のとこれから協議をして、いろんな形で病院のとこれから協議をして、いろんな形で病院の

医師の確保等を含めまして、この努力をしな医師の確保等を含めまして、この努力をしな医師の確保等を含めまして、この努力をしな医師の確保等を含めまして、この努力をしな

きゃいけないと。まず、その第１前提がござきゃいけないと。まず、その第１前提がござきゃいけないと。まず、その第１前提がござきゃいけないと。まず、その第１前提がござ

います。この中で今後一般会計の支援策がこいます。この中で今後一般会計の支援策がこいます。この中で今後一般会計の支援策がこいます。この中で今後一般会計の支援策がこ

の条項等に該当するかどうか、このあたりもの条項等に該当するかどうか、このあたりもの条項等に該当するかどうか、このあたりもの条項等に該当するかどうか、このあたりも

事務段階でなくて、私みずから道等に出向き事務段階でなくて、私みずから道等に出向き事務段階でなくて、私みずから道等に出向き事務段階でなくて、私みずから道等に出向き

まして、このあたりを検討してまいりたいとまして、このあたりを検討してまいりたいとまして、このあたりを検討してまいりたいとまして、このあたりを検討してまいりたいと

考えてございます。考えてございます。考えてございます。考えてございます。

いずれにしましても、市立病院が地域医療いずれにしましても、市立病院が地域医療いずれにしましても、市立病院が地域医療いずれにしましても、市立病院が地域医療

に果たす役割、これを考えれば、私は維持、に果たす役割、これを考えれば、私は維持、に果たす役割、これを考えれば、私は維持、に果たす役割、これを考えれば、私は維持、

存続を基本にさまざまな努力を今後研究して存続を基本にさまざまな努力を今後研究して存続を基本にさまざまな努力を今後研究して存続を基本にさまざまな努力を今後研究して

まいりたいと、そのような考えでございますまいりたいと、そのような考えでございますまいりたいと、そのような考えでございますまいりたいと、そのような考えでございます

んで、ご理解願いたいと思います。んで、ご理解願いたいと思います。んで、ご理解願いたいと思います。んで、ご理解願いたいと思います。

●議長中西勇夫君 紫藤議員の本件に関する●議長中西勇夫君 紫藤議員の本件に関する●議長中西勇夫君 紫藤議員の本件に関する●議長中西勇夫君 紫藤議員の本件に関する

発言はすでに３回に及びましたが、会議規則発言はすでに３回に及びましたが、会議規則発言はすでに３回に及びましたが、会議規則発言はすでに３回に及びましたが、会議規則

第56条ただし書きの規定により特に発言を許第56条ただし書きの規定により特に発言を許第56条ただし書きの規定により特に発言を許第56条ただし書きの規定により特に発言を許

します。します。します。します。

18番紫藤政則君。18番紫藤政則君。18番紫藤政則君。18番紫藤政則君。

●18番紫藤政則君 特に発言をお許しいただ●18番紫藤政則君 特に発言をお許しいただ●18番紫藤政則君 特に発言をお許しいただ●18番紫藤政則君 特に発言をお許しいただ

きまして、ありがとうございます。きまして、ありがとうございます。きまして、ありがとうございます。きまして、ありがとうございます。

後段の市長の決意ということ、これは率直後段の市長の決意ということ、これは率直後段の市長の決意ということ、これは率直後段の市長の決意ということ、これは率直

に受けたいと思います。に受けたいと思います。に受けたいと思います。に受けたいと思います。

前段のいわば自助努力、３分の１云々とい前段のいわば自助努力、３分の１云々とい前段のいわば自助努力、３分の１云々とい前段のいわば自助努力、３分の１云々とい

うのは、これは言わずもがなのことなんです。うのは、これは言わずもがなのことなんです。うのは、これは言わずもがなのことなんです。うのは、これは言わずもがなのことなんです。

それができ得ない状況なんです。だから、でそれができ得ない状況なんです。だから、でそれができ得ない状況なんです。だから、でそれができ得ない状況なんです。だから、で

きるかどうかと、いわば相手側が審査するよきるかどうかと、いわば相手側が審査するよきるかどうかと、いわば相手側が審査するよきるかどうかと、いわば相手側が審査するよ

うな視点で物を見ちゃだめです。市立病院のうな視点で物を見ちゃだめです。市立病院のうな視点で物を見ちゃだめです。市立病院のうな視点で物を見ちゃだめです。市立病院の

灯を消さないということを前提にして進めな灯を消さないということを前提にして進めな灯を消さないということを前提にして進めな灯を消さないということを前提にして進めな
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きゃだめです。そのために、どんなことでもきゃだめです。そのために、どんなことでもきゃだめです。そのために、どんなことでもきゃだめです。そのために、どんなことでも

やりますというぐらいの気持ち。でなきゃ、やりますというぐらいの気持ち。でなきゃ、やりますというぐらいの気持ち。でなきゃ、やりますというぐらいの気持ち。でなきゃ、

私は困難だと思います。私は困難だと思います。私は困難だと思います。私は困難だと思います。

医療環境ひとつ見てください。30分でどこ医療環境ひとつ見てください。30分でどこ医療環境ひとつ見てください。30分でどこ医療環境ひとつ見てください。30分でどこ

でも走れるんです。この自治体病院の経営ハでも走れるんです。この自治体病院の経営ハでも走れるんです。この自治体病院の経営ハでも走れるんです。この自治体病院の経営ハ

ンドブック、第７次の改訂版ですが、１次かンドブック、第７次の改訂版ですが、１次かンドブック、第７次の改訂版ですが、１次かンドブック、第７次の改訂版ですが、１次か

ら始まって、病院を取り巻く環境というのはら始まって、病院を取り巻く環境というのはら始まって、病院を取り巻く環境というのはら始まって、病院を取り巻く環境というのは

大きく変わっています。だから、美唄も地域大きく変わっています。だから、美唄も地域大きく変わっています。だから、美唄も地域大きく変わっています。だから、美唄も地域

医療のビジョンをつくろうとしているわけで医療のビジョンをつくろうとしているわけで医療のビジョンをつくろうとしているわけで医療のビジョンをつくろうとしているわけで

しょう。しょう。しょう。しょう。

私が声を大きくして興奮して、市長は冷静私が声を大きくして興奮して、市長は冷静私が声を大きくして興奮して、市長は冷静私が声を大きくして興奮して、市長は冷静

だから、その違いだけならいいんだけれども、だから、その違いだけならいいんだけれども、だから、その違いだけならいいんだけれども、だから、その違いだけならいいんだけれども、

私はその違いじゃなくて、何としてでも残そ私はその違いじゃなくて、何としてでも残そ私はその違いじゃなくて、何としてでも残そ私はその違いじゃなくて、何としてでも残そ

うという、そういう気概が率直に感じられなうという、そういう気概が率直に感じられなうという、そういう気概が率直に感じられなうという、そういう気概が率直に感じられな

い。改めて、しつこいようですけれども、こい。改めて、しつこいようですけれども、こい。改めて、しつこいようですけれども、こい。改めて、しつこいようですけれども、こ

こで宣言してもらいたいんです。市長、結果こで宣言してもらいたいんです。市長、結果こで宣言してもらいたいんです。市長、結果こで宣言してもらいたいんです。市長、結果

は別です。どれだけそういう、いまのお気持は別です。どれだけそういう、いまのお気持は別です。どれだけそういう、いまのお気持は別です。どれだけそういう、いまのお気持

ちを具体化するか。そして、その結果どうなちを具体化するか。そして、その結果どうなちを具体化するか。そして、その結果どうなちを具体化するか。そして、その結果どうな

るかというのは、経過の中で明らかにできるるかというのは、経過の中で明らかにできるるかというのは、経過の中で明らかにできるるかというのは、経過の中で明らかにできる

ことです。私、頭下げてでもそのことを市長ことです。私、頭下げてでもそのことを市長ことです。私、頭下げてでもそのことを市長ことです。私、頭下げてでもそのことを市長

にお願いしたいと思います。少し興奮してしにお願いしたいと思います。少し興奮してしにお願いしたいと思います。少し興奮してしにお願いしたいと思います。少し興奮してし

ゃべれとは言いませんが、その気持ちが伝わゃべれとは言いませんが、その気持ちが伝わゃべれとは言いませんが、その気持ちが伝わゃべれとは言いませんが、その気持ちが伝わ

るように、ぜひご答弁いただきたいというふるように、ぜひご答弁いただきたいというふるように、ぜひご答弁いただきたいというふるように、ぜひご答弁いただきたいというふ

うに思います。うに思います。うに思います。うに思います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 この団体指定に当たって●市長桜井道夫君 この団体指定に当たって●市長桜井道夫君 この団体指定に当たって●市長桜井道夫君 この団体指定に当たって

の制度的なもので、自己努力が３分の１以上の制度的なもので、自己努力が３分の１以上の制度的なもので、自己努力が３分の１以上の制度的なもので、自己努力が３分の１以上

という、ここの部分の解釈が、これは絶対条という、ここの部分の解釈が、これは絶対条という、ここの部分の解釈が、これは絶対条という、ここの部分の解釈が、これは絶対条

件なのかどうか。これが３分の１達成しない件なのかどうか。これが３分の１達成しない件なのかどうか。これが３分の１達成しない件なのかどうか。これが３分の１達成しない

となれば、一般会計からそれ相当の額を繰りとなれば、一般会計からそれ相当の額を繰りとなれば、一般会計からそれ相当の額を繰りとなれば、一般会計からそれ相当の額を繰り

出して、それでいいのかという、こういう議出して、それでいいのかという、こういう議出して、それでいいのかという、こういう議出して、それでいいのかという、こういう議

論がちょっと私どもは整理するべき事項あり論がちょっと私どもは整理するべき事項あり論がちょっと私どもは整理するべき事項あり論がちょっと私どもは整理するべき事項あり

ます。これあたり、もう少し道とか国にお聞ます。これあたり、もう少し道とか国にお聞ます。これあたり、もう少し道とか国にお聞ます。これあたり、もう少し道とか国にお聞

きして、３分の１の達成がならないと。それきして、３分の１の達成がならないと。それきして、３分の１の達成がならないと。それきして、３分の１の達成がならないと。それ

から、将来的にこういう自己努力が見られなから、将来的にこういう自己努力が見られなから、将来的にこういう自己努力が見られなから、将来的にこういう自己努力が見られな

いという、そういう団体であっても、一般会いという、そういう団体であっても、一般会いという、そういう団体であっても、一般会いという、そういう団体であっても、一般会

計がそれを繰り出すことで、この団体指定が計がそれを繰り出すことで、この団体指定が計がそれを繰り出すことで、この団体指定が計がそれを繰り出すことで、この団体指定が

継承されるのかどうか、このあたりもう少し継承されるのかどうか、このあたりもう少し継承されるのかどうか、このあたりもう少し継承されるのかどうか、このあたりもう少し

詰めてから私どもの措置を考えたいと。詰めてから私どもの措置を考えたいと。詰めてから私どもの措置を考えたいと。詰めてから私どもの措置を考えたいと。

私は、基本的に市立病院、この中核病院を私は、基本的に市立病院、この中核病院を私は、基本的に市立病院、この中核病院を私は、基本的に市立病院、この中核病院を

当然維持、存続させると、この気持ちは変わ当然維持、存続させると、この気持ちは変わ当然維持、存続させると、この気持ちは変わ当然維持、存続させると、この気持ちは変わ

りないわけでございますんで、その点をご理りないわけでございますんで、その点をご理りないわけでございますんで、その点をご理りないわけでございますんで、その点をご理

解願いたいと思います。解願いたいと思います。解願いたいと思います。解願いたいと思います。

●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。

19番荘司光雄君。19番荘司光雄君。19番荘司光雄君。19番荘司光雄君。

●19番荘司光雄君（登壇） 私は、市長に大●19番荘司光雄君（登壇） 私は、市長に大●19番荘司光雄君（登壇） 私は、市長に大●19番荘司光雄君（登壇） 私は、市長に大

綱６点にわたって質問いたします。綱６点にわたって質問いたします。綱６点にわたって質問いたします。綱６点にわたって質問いたします。

今日少子高齢化、地方分権、国、地方双方今日少子高齢化、地方分権、国、地方双方今日少子高齢化、地方分権、国、地方双方今日少子高齢化、地方分権、国、地方双方

とも未曾有の財政危機など、自治体を取り巻とも未曾有の財政危機など、自治体を取り巻とも未曾有の財政危機など、自治体を取り巻とも未曾有の財政危機など、自治体を取り巻

く環境は日々厳しいものがあります。このこく環境は日々厳しいものがあります。このこく環境は日々厳しいものがあります。このこく環境は日々厳しいものがあります。このこ

とは、だれもが認識しているとおりでありまとは、だれもが認識しているとおりでありまとは、だれもが認識しているとおりでありまとは、だれもが認識しているとおりでありま

す。す。す。す。

国と地方の税財政を見直す、いわゆる三位国と地方の税財政を見直す、いわゆる三位国と地方の税財政を見直す、いわゆる三位国と地方の税財政を見直す、いわゆる三位

一体改革の全体像が去る11月26日、政府、与一体改革の全体像が去る11月26日、政府、与一体改革の全体像が去る11月26日、政府、与一体改革の全体像が去る11月26日、政府、与

党によって示されました。もちろん私は、こ党によって示されました。もちろん私は、こ党によって示されました。もちろん私は、こ党によって示されました。もちろん私は、こ

のことをそのまま受け入れる立場をとっていのことをそのまま受け入れる立場をとっていのことをそのまま受け入れる立場をとっていのことをそのまま受け入れる立場をとってい

ないのでありますが、しかし大局が具体的にないのでありますが、しかし大局が具体的にないのでありますが、しかし大局が具体的にないのでありますが、しかし大局が具体的に

動き始まったと押さえるべきだと思います。動き始まったと押さえるべきだと思います。動き始まったと押さえるべきだと思います。動き始まったと押さえるべきだと思います。

私は、井坂前市長、そして桜井新市長ともに私は、井坂前市長、そして桜井新市長ともに私は、井坂前市長、そして桜井新市長ともに私は、井坂前市長、そして桜井新市長ともに

美唄の進むべき道は自立の旗を立てて、美唄美唄の進むべき道は自立の旗を立てて、美唄美唄の進むべき道は自立の旗を立てて、美唄美唄の進むべき道は自立の旗を立てて、美唄

のすべての英知を結集し、美唄総ぐるみでこのすべての英知を結集し、美唄総ぐるみでこのすべての英知を結集し、美唄総ぐるみでこのすべての英知を結集し、美唄総ぐるみでこ

の難局を切り開き、21世紀に敢然と生き抜くの難局を切り開き、21世紀に敢然と生き抜くの難局を切り開き、21世紀に敢然と生き抜くの難局を切り開き、21世紀に敢然と生き抜く

美唄をつくることを改めて確認し合うときと美唄をつくることを改めて確認し合うときと美唄をつくることを改めて確認し合うときと美唄をつくることを改めて確認し合うときと

考えております。したがって、この難局を切考えております。したがって、この難局を切考えております。したがって、この難局を切考えております。したがって、この難局を切

り開くためには、まず美唄のまちの力、とりり開くためには、まず美唄のまちの力、とりり開くためには、まず美唄のまちの力、とりり開くためには、まず美唄のまちの力、とり

わけ経済面の実態や実力を確かめる必要があわけ経済面の実態や実力を確かめる必要があわけ経済面の実態や実力を確かめる必要があわけ経済面の実態や実力を確かめる必要があ

り、すなわち足元をしっかりと確かめる、こり、すなわち足元をしっかりと確かめる、こり、すなわち足元をしっかりと確かめる、こり、すなわち足元をしっかりと確かめる、こ

ういう立場で質問をいたします。ういう立場で質問をいたします。ういう立場で質問をいたします。ういう立場で質問をいたします。
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まず、第１には、美唄市の経済構造についまず、第１には、美唄市の経済構造についまず、第１には、美唄市の経済構造についまず、第１には、美唄市の経済構造につい

てであります。私は、この問題について、滝てであります。私は、この問題について、滝てであります。私は、この問題について、滝てであります。私は、この問題について、滝

市長時代からこの問題を提起してきておりま市長時代からこの問題を提起してきておりま市長時代からこの問題を提起してきておりま市長時代からこの問題を提起してきておりま

すが、今日までは難しいとか、あるいは資料すが、今日までは難しいとか、あるいは資料すが、今日までは難しいとか、あるいは資料すが、今日までは難しいとか、あるいは資料

やデータの集約が困難、また構造分析の手法やデータの集約が困難、また構造分析の手法やデータの集約が困難、また構造分析の手法やデータの集約が困難、また構造分析の手法

が見出せないなど、できない理由を述べられが見出せないなど、できない理由を述べられが見出せないなど、できない理由を述べられが見出せないなど、できない理由を述べられ

てきました。しかし、そんなことを言っていてきました。しかし、そんなことを言っていてきました。しかし、そんなことを言っていてきました。しかし、そんなことを言ってい

るときではないと思います。一言で言って、るときではないと思います。一言で言って、るときではないと思います。一言で言って、るときではないと思います。一言で言って、

そういうことをやらなくても自立の道筋が成そういうことをやらなくても自立の道筋が成そういうことをやらなくても自立の道筋が成そういうことをやらなくても自立の道筋が成

り立つのかどうかの視点で判断すべきでありり立つのかどうかの視点で判断すべきでありり立つのかどうかの視点で判断すべきでありり立つのかどうかの視点で判断すべきであり

ます。私は、自分のまち、美唄の経済構造をます。私は、自分のまち、美唄の経済構造をます。私は、自分のまち、美唄の経済構造をます。私は、自分のまち、美唄の経済構造を

押さえない、すなわちみずからの力の実態も押さえない、すなわちみずからの力の実態も押さえない、すなわちみずからの力の実態も押さえない、すなわちみずからの力の実態も

把握できない状態では、戦略方法や政策の根把握できない状態では、戦略方法や政策の根把握できない状態では、戦略方法や政策の根把握できない状態では、戦略方法や政策の根

本、すなわち何を具体的に取り組むかなどが本、すなわち何を具体的に取り組むかなどが本、すなわち何を具体的に取り組むかなどが本、すなわち何を具体的に取り組むかなどが

わからないと、そういうことになってしまうわからないと、そういうことになってしまうわからないと、そういうことになってしまうわからないと、そういうことになってしまう

ことだと思います。ことだと思います。ことだと思います。ことだと思います。

質問の趣旨は、美唄市の経済はどのような質問の趣旨は、美唄市の経済はどのような質問の趣旨は、美唄市の経済はどのような質問の趣旨は、美唄市の経済はどのような

産業連関になっているのか。また、それにつ産業連関になっているのか。また、それにつ産業連関になっているのか。また、それにつ産業連関になっているのか。また、それにつ

ながる就労関係や財政出動など、そして公的ながる就労関係や財政出動など、そして公的ながる就労関係や財政出動など、そして公的ながる就労関係や財政出動など、そして公的

年金などを要因とする公的収支などがどんな年金などを要因とする公的収支などがどんな年金などを要因とする公的収支などがどんな年金などを要因とする公的収支などがどんな

組み合わせで美唄の経済が成り立っているの組み合わせで美唄の経済が成り立っているの組み合わせで美唄の経済が成り立っているの組み合わせで美唄の経済が成り立っているの

かについて、どう分析されているのか示してかについて、どう分析されているのか示してかについて、どう分析されているのか示してかについて、どう分析されているのか示して

いただきたいのであります。いただきたいのであります。いただきたいのであります。いただきたいのであります。

その２は、美唄の地域社会の経済的実力にその２は、美唄の地域社会の経済的実力にその２は、美唄の地域社会の経済的実力にその２は、美唄の地域社会の経済的実力に

ついてであります。このことは、美唄市を丸ついてであります。このことは、美唄市を丸ついてであります。このことは、美唄市を丸ついてであります。このことは、美唄市を丸

ごと押さえるということであります。美唄市ごと押さえるということであります。美唄市ごと押さえるということであります。美唄市ごと押さえるということであります。美唄市

は、明治23年以来、百十余年の歴史を迎えては、明治23年以来、百十余年の歴史を迎えては、明治23年以来、百十余年の歴史を迎えては、明治23年以来、百十余年の歴史を迎えて

おりますが、結果として、美唄全体の地域社おりますが、結果として、美唄全体の地域社おりますが、結果として、美唄全体の地域社おりますが、結果として、美唄全体の地域社

会はどのようなものになっているか。この資会はどのようなものになっているか。この資会はどのようなものになっているか。この資会はどのようなものになっているか。この資

本主義の世の中にあって、どんな経済的実力本主義の世の中にあって、どんな経済的実力本主義の世の中にあって、どんな経済的実力本主義の世の中にあって、どんな経済的実力

を持っているのか、あるいはどのようなポテを持っているのか、あるいはどのようなポテを持っているのか、あるいはどのようなポテを持っているのか、あるいはどのようなポテ

ンシャル、すなわち可能性を有しているのか、ンシャル、すなわち可能性を有しているのか、ンシャル、すなわち可能性を有しているのか、ンシャル、すなわち可能性を有しているのか、

そういう意味での地域社会になっているのかそういう意味での地域社会になっているのかそういう意味での地域社会になっているのかそういう意味での地域社会になっているのか

を知らなければならないと思います。を知らなければならないと思います。を知らなければならないと思います。を知らなければならないと思います。

私は、その手法の１つとして、美唄地域社私は、その手法の１つとして、美唄地域社私は、その手法の１つとして、美唄地域社私は、その手法の１つとして、美唄地域社

会を丸ごと１つの地域勘定会計の視点でとら会を丸ごと１つの地域勘定会計の視点でとら会を丸ごと１つの地域勘定会計の視点でとら会を丸ごと１つの地域勘定会計の視点でとら

え、全体としてのバランスシートをつくれなえ、全体としてのバランスシートをつくれなえ、全体としてのバランスシートをつくれなえ、全体としてのバランスシートをつくれな

いかと考えています。この考え方は、いまかいかと考えています。この考え方は、いまかいかと考えています。この考え方は、いまかいかと考えています。この考え方は、いまか

ら20年ほど前から試みられております。しから20年ほど前から試みられております。しから20年ほど前から試みられております。しから20年ほど前から試みられております。しか

し、行政区域内にあるすべての物象を貨幣でし、行政区域内にあるすべての物象を貨幣でし、行政区域内にあるすべての物象を貨幣でし、行政区域内にあるすべての物象を貨幣で

計算し、数字を明らかにしながら、貸方、借計算し、数字を明らかにしながら、貸方、借計算し、数字を明らかにしながら、貸方、借計算し、数字を明らかにしながら、貸方、借

方などに振り分け、貸借対照表化することは方などに振り分け、貸借対照表化することは方などに振り分け、貸借対照表化することは方などに振り分け、貸借対照表化することは

至難のようであります。しかし、未熟でも、至難のようであります。しかし、未熟でも、至難のようであります。しかし、未熟でも、至難のようであります。しかし、未熟でも、

アバウトでも、みずからを知るという意味でアバウトでも、みずからを知るという意味でアバウトでも、みずからを知るという意味でアバウトでも、みずからを知るという意味で

有意義ではないかと考えている１人でありま有意義ではないかと考えている１人でありま有意義ではないかと考えている１人でありま有意義ではないかと考えている１人でありま

す。公共財産を中心とする社会資本や森林、す。公共財産を中心とする社会資本や森林、す。公共財産を中心とする社会資本や森林、す。公共財産を中心とする社会資本や森林、

林野、河川あるいは人口など、どう理論整理林野、河川あるいは人口など、どう理論整理林野、河川あるいは人口など、どう理論整理林野、河川あるいは人口など、どう理論整理

するか大変でありますが、自立に当たってみするか大変でありますが、自立に当たってみするか大変でありますが、自立に当たってみするか大変でありますが、自立に当たってみ

ずからを知るという立場でどうお考えか伺いずからを知るという立場でどうお考えか伺いずからを知るという立場でどうお考えか伺いずからを知るという立場でどうお考えか伺い

ます。ます。ます。ます。

その３は、今日の状況はとりわけ行政の総その３は、今日の状況はとりわけ行政の総その３は、今日の状況はとりわけ行政の総その３は、今日の状況はとりわけ行政の総

合能力が試されているわけであります。その合能力が試されているわけであります。その合能力が試されているわけであります。その合能力が試されているわけであります。その

意味では、リーディングセクションは美唄市意味では、リーディングセクションは美唄市意味では、リーディングセクションは美唄市意味では、リーディングセクションは美唄市

の行政であります。したがって、美唄市の全の行政であります。したがって、美唄市の全の行政であります。したがって、美唄市の全の行政であります。したがって、美唄市の全

会計について複式会計に組みかえて、財政現会計について複式会計に組みかえて、財政現会計について複式会計に組みかえて、財政現会計について複式会計に組みかえて、財政現

況を明らかにし、これを連結させて決算をし、況を明らかにし、これを連結させて決算をし、況を明らかにし、これを連結させて決算をし、況を明らかにし、これを連結させて決算をし、

市の行財政の実態と実力を確認することは欠市の行財政の実態と実力を確認することは欠市の行財政の実態と実力を確認することは欠市の行財政の実態と実力を確認することは欠

かせないと思います。このことは、古くは昭かせないと思います。このことは、古くは昭かせないと思います。このことは、古くは昭かせないと思います。このことは、古くは昭

和40年、50年代から公認会計士会などが行政和40年、50年代から公認会計士会などが行政和40年、50年代から公認会計士会などが行政和40年、50年代から公認会計士会などが行政

の単式簿記ではわかりづらく、実態が不明だの単式簿記ではわかりづらく、実態が不明だの単式簿記ではわかりづらく、実態が不明だの単式簿記ではわかりづらく、実態が不明だ

と研究され、いろいろな提言があったと記憶と研究され、いろいろな提言があったと記憶と研究され、いろいろな提言があったと記憶と研究され、いろいろな提言があったと記憶

しています。しています。しています。しています。

また、近年総務省、旧自治省もこのマニュまた、近年総務省、旧自治省もこのマニュまた、近年総務省、旧自治省もこのマニュまた、近年総務省、旧自治省もこのマニュ

アルを各自治体に送り込んだということを聞アルを各自治体に送り込んだということを聞アルを各自治体に送り込んだということを聞アルを各自治体に送り込んだということを聞

いておりますが、このことについては当議会いておりますが、このことについては当議会いておりますが、このことについては当議会いておりますが、このことについては当議会

でも同僚議員からもその取り組みの指摘があでも同僚議員からもその取り組みの指摘があでも同僚議員からもその取り組みの指摘があでも同僚議員からもその取り組みの指摘があ

ったはずでありますが、現在の状況をお知らったはずでありますが、現在の状況をお知らったはずでありますが、現在の状況をお知らったはずでありますが、現在の状況をお知ら

せ願います。せ願います。せ願います。せ願います。
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その４は、市民全体が確認すべき美唄市自その４は、市民全体が確認すべき美唄市自その４は、市民全体が確認すべき美唄市自その４は、市民全体が確認すべき美唄市自

立計画と推進プランの立案、進捗状況につい立計画と推進プランの立案、進捗状況につい立計画と推進プランの立案、進捗状況につい立計画と推進プランの立案、進捗状況につい

てであります。井坂前市長の自立のシナリオてであります。井坂前市長の自立のシナリオてであります。井坂前市長の自立のシナリオてであります。井坂前市長の自立のシナリオ

に桜井市長が選挙公約、さらに美唄市市民まに桜井市長が選挙公約、さらに美唄市市民まに桜井市長が選挙公約、さらに美唄市市民まに桜井市長が選挙公約、さらに美唄市市民ま

ちづくり委員会の提言などを精査、そして織ちづくり委員会の提言などを精査、そして織ちづくり委員会の提言などを精査、そして織ちづくり委員会の提言などを精査、そして織

り込んだ美唄市自立計画の決定は、これをまり込んだ美唄市自立計画の決定は、これをまり込んだ美唄市自立計画の決定は、これをまり込んだ美唄市自立計画の決定は、これをま

ず完成させなければならないと思います。そず完成させなければならないと思います。そず完成させなければならないと思います。そず完成させなければならないと思います。そ

して、市民説明などを含めてどう進めていくして、市民説明などを含めてどう進めていくして、市民説明などを含めてどう進めていくして、市民説明などを含めてどう進めていく

のか、示していただきたいと思います。のか、示していただきたいと思います。のか、示していただきたいと思います。のか、示していただきたいと思います。

その５は、統計についてであります。いまその５は、統計についてであります。いまその５は、統計についてであります。いまその５は、統計についてであります。いま

電子産業、特にコンピュータを得意とするパ電子産業、特にコンピュータを得意とするパ電子産業、特にコンピュータを得意とするパ電子産業、特にコンピュータを得意とするパ

ソコンなど、これだけ発達し、データの集約、ソコンなど、これだけ発達し、データの集約、ソコンなど、これだけ発達し、データの集約、ソコンなど、これだけ発達し、データの集約、

解析スピード、保存など、統計については最解析スピード、保存など、統計については最解析スピード、保存など、統計については最解析スピード、保存など、統計については最

もよい時代に入っていると思います。あわせもよい時代に入っていると思います。あわせもよい時代に入っていると思います。あわせもよい時代に入っていると思います。あわせ

て、すべての分野で科学的な態度が要求されて、すべての分野で科学的な態度が要求されて、すべての分野で科学的な態度が要求されて、すべての分野で科学的な態度が要求され

ています。まず、客観性、合理性、妥当性、ています。まず、客観性、合理性、妥当性、ています。まず、客観性、合理性、妥当性、ています。まず、客観性、合理性、妥当性、

傾向と展望などを担保し、その上に公平、公傾向と展望などを担保し、その上に公平、公傾向と展望などを担保し、その上に公平、公傾向と展望などを担保し、その上に公平、公

正、透明性、そして市場原理の追求でありま正、透明性、そして市場原理の追求でありま正、透明性、そして市場原理の追求でありま正、透明性、そして市場原理の追求でありま

す。感性とか価値観などの創造性あふれるソす。感性とか価値観などの創造性あふれるソす。感性とか価値観などの創造性あふれるソす。感性とか価値観などの創造性あふれるソ

フト面は、この統計のバックグラウンドとしフト面は、この統計のバックグラウンドとしフト面は、この統計のバックグラウンドとしフト面は、この統計のバックグラウンドとし

て読む力があるかどうかが発揮されます。ソて読む力があるかどうかが発揮されます。ソて読む力があるかどうかが発揮されます。ソて読む力があるかどうかが発揮されます。ソ

フト面より先に、行政にとって統計や資料のフト面より先に、行政にとって統計や資料のフト面より先に、行政にとって統計や資料のフト面より先に、行政にとって統計や資料の

必要性及び重要性について、まずお答えを願必要性及び重要性について、まずお答えを願必要性及び重要性について、まずお答えを願必要性及び重要性について、まずお答えを願

います。います。います。います。

次に、ただいまも同僚議員から質問があり次に、ただいまも同僚議員から質問があり次に、ただいまも同僚議員から質問があり次に、ただいまも同僚議員から質問があり

ました、緊急かつ喫緊の課題であります、地ました、緊急かつ喫緊の課題であります、地ました、緊急かつ喫緊の課題であります、地ました、緊急かつ喫緊の課題であります、地

域医療の確保と再生及び市立病院についてお域医療の確保と再生及び市立病院についてお域医療の確保と再生及び市立病院についてお域医療の確保と再生及び市立病院についてお

聞きいたします。このことについては、全議聞きいたします。このことについては、全議聞きいたします。このことについては、全議聞きいたします。このことについては、全議

員による特別委員会が設置され、この14日、員による特別委員会が設置され、この14日、員による特別委員会が設置され、この14日、員による特別委員会が設置され、この14日、

委員会が開かれることになっておりますので、委員会が開かれることになっておりますので、委員会が開かれることになっておりますので、委員会が開かれることになっておりますので、

端的に項目でお尋ねをいたします。端的に項目でお尋ねをいたします。端的に項目でお尋ねをいたします。端的に項目でお尋ねをいたします。

まず、１つに市立病院関係ですが、退職予まず、１つに市立病院関係ですが、退職予まず、１つに市立病院関係ですが、退職予まず、１つに市立病院関係ですが、退職予

定者、これは医師、技師及び看護師などにつ定者、これは医師、技師及び看護師などにつ定者、これは医師、技師及び看護師などにつ定者、これは医師、技師及び看護師などにつ

いて、見通しと対応策の現状についてをお伺いて、見通しと対応策の現状についてをお伺いて、見通しと対応策の現状についてをお伺いて、見通しと対応策の現状についてをお伺

いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

２つに、当面の市立病院の医師確保はどの２つに、当面の市立病院の医師確保はどの２つに、当面の市立病院の医師確保はどの２つに、当面の市立病院の医師確保はどの

ようになっているかをお伺いいたします。ようになっているかをお伺いいたします。ようになっているかをお伺いいたします。ようになっているかをお伺いいたします。

３つに、退職者等が出た場合に、新人事体３つに、退職者等が出た場合に、新人事体３つに、退職者等が出た場合に、新人事体３つに、退職者等が出た場合に、新人事体

制ができ上がります。この場合、この新人事制ができ上がります。この場合、この新人事制ができ上がります。この場合、この新人事制ができ上がります。この場合、この新人事

体制と市立病院再生への道筋について、どの体制と市立病院再生への道筋について、どの体制と市立病院再生への道筋について、どの体制と市立病院再生への道筋について、どの

ような展望をお持ちかお伺いをいたします。ような展望をお持ちかお伺いをいたします。ような展望をお持ちかお伺いをいたします。ような展望をお持ちかお伺いをいたします。

４つには、地域医療確保の視点で労災病院４つには、地域医療確保の視点で労災病院４つには、地域医療確保の視点で労災病院４つには、地域医療確保の視点で労災病院

及び関係機関、団体、その他関係者との現時及び関係機関、団体、その他関係者との現時及び関係機関、団体、その他関係者との現時及び関係機関、団体、その他関係者との現時

点における協議状況と今後の取り組みについ点における協議状況と今後の取り組みについ点における協議状況と今後の取り組みについ点における協議状況と今後の取り組みについ

てお伺いをいたします。てお伺いをいたします。てお伺いをいたします。てお伺いをいたします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 荘司議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 荘司議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 荘司議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 荘司議員の質問

にお答えします。にお答えします。にお答えします。にお答えします。

初めに、美唄市の経済構造と分析結果など初めに、美唄市の経済構造と分析結果など初めに、美唄市の経済構造と分析結果など初めに、美唄市の経済構造と分析結果など

についてでありますが、美唄市の経済におけについてでありますが、美唄市の経済におけについてでありますが、美唄市の経済におけについてでありますが、美唄市の経済におけ

る構造分析につきましては、各種統計数値やる構造分析につきましては、各種統計数値やる構造分析につきましては、各種統計数値やる構造分析につきましては、各種統計数値や

アンケートによる意識調査の数値並びに市のアンケートによる意識調査の数値並びに市のアンケートによる意識調査の数値並びに市のアンケートによる意識調査の数値並びに市の

持つデータ数値などをもとに分析や推測を行持つデータ数値などをもとに分析や推測を行持つデータ数値などをもとに分析や推測を行持つデータ数値などをもとに分析や推測を行

ってきております。ってきております。ってきております。ってきております。

産業構造につきましては、平成13年10月の産業構造につきましては、平成13年10月の産業構造につきましては、平成13年10月の産業構造につきましては、平成13年10月の

「事業所・企業統計調査」により、従業員数「事業所・企業統計調査」により、従業員数「事業所・企業統計調査」により、従業員数「事業所・企業統計調査」により、従業員数

で分類いたしますと、「サービス業」が35.4で分類いたしますと、「サービス業」が35.4で分類いたしますと、「サービス業」が35.4で分類いたしますと、「サービス業」が35.4

％を占めており、次いで「卸、小売、飲食の％を占めており、次いで「卸、小売、飲食の％を占めており、次いで「卸、小売、飲食の％を占めており、次いで「卸、小売、飲食の

業種」「建設業」、「製造業」の順となって業種」「建設業」、「製造業」の順となって業種」「建設業」、「製造業」の順となって業種」「建設業」、「製造業」の順となって

おります。おります。おります。おります。

さらに、サービス業を細分いたしますと、さらに、サービス業を細分いたしますと、さらに、サービス業を細分いたしますと、さらに、サービス業を細分いたしますと、

「保険・医療」「教育・学術」「福祉」など「保険・医療」「教育・学術」「福祉」など「保険・医療」「教育・学術」「福祉」など「保険・医療」「教育・学術」「福祉」など

が多く、これら業種に係る施設管理費や扶助が多く、これら業種に係る施設管理費や扶助が多く、これら業種に係る施設管理費や扶助が多く、これら業種に係る施設管理費や扶助

費など、市内経済に及ぼす金額は約159億円と費など、市内経済に及ぼす金額は約159億円と費など、市内経済に及ぼす金額は約159億円と費など、市内経済に及ぼす金額は約159億円と

大変マクロ的な推計をしてございます。大変マクロ的な推計をしてございます。大変マクロ的な推計をしてございます。大変マクロ的な推計をしてございます。

さらに、給与や年金などは約375億円になるさらに、給与や年金などは約375億円になるさらに、給与や年金などは約375億円になるさらに、給与や年金などは約375億円になる

ものと推計され、合計で約534億円を超える資ものと推計され、合計で約534億円を超える資ものと推計され、合計で約534億円を超える資ものと推計され、合計で約534億円を超える資

金が市内に還流しております。これらのほか、金が市内に還流しております。これらのほか、金が市内に還流しております。これらのほか、金が市内に還流しております。これらのほか、
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国、道の予算による財政出動が含まれてくる国、道の予算による財政出動が含まれてくる国、道の予算による財政出動が含まれてくる国、道の予算による財政出動が含まれてくる

ものと考えております。ものと考えております。ものと考えております。ものと考えております。

経済の連関性といたしましては、美唄の産経済の連関性といたしましては、美唄の産経済の連関性といたしましては、美唄の産経済の連関性といたしましては、美唄の産

業構造においては市内での工業、農業におけ業構造においては市内での工業、農業におけ業構造においては市内での工業、農業におけ業構造においては市内での工業、農業におけ

る生産活動に対する原料、資材や機械、機器る生産活動に対する原料、資材や機械、機器る生産活動に対する原料、資材や機械、機器る生産活動に対する原料、資材や機械、機器

などの調達は市外に依存する度合いが多いとなどの調達は市外に依存する度合いが多いとなどの調達は市外に依存する度合いが多いとなどの調達は市外に依存する度合いが多いと

考えられますし、生産物に関しては市内の消考えられますし、生産物に関しては市内の消考えられますし、生産物に関しては市内の消考えられますし、生産物に関しては市内の消

費よりも市外での消費の占める割合が高いも費よりも市外での消費の占める割合が高いも費よりも市外での消費の占める割合が高いも費よりも市外での消費の占める割合が高いも

のであり、市内他産業への連関効果が薄いものであり、市内他産業への連関効果が薄いものであり、市内他産業への連関効果が薄いものであり、市内他産業への連関効果が薄いも

のと推測しております。のと推測しております。のと推測しております。のと推測しております。

また、給与や年金などによる消費は、市外また、給与や年金などによる消費は、市外また、給与や年金などによる消費は、市外また、給与や年金などによる消費は、市外

への購買力の流出などにより市内の経済効果への購買力の流出などにより市内の経済効果への購買力の流出などにより市内の経済効果への購買力の流出などにより市内の経済効果

が減少している状況となっております。このが減少している状況となっております。このが減少している状況となっております。このが減少している状況となっております。この

ことから、美唄市の経済構造としてはサービことから、美唄市の経済構造としてはサービことから、美唄市の経済構造としてはサービことから、美唄市の経済構造としてはサービ

ス業を中心とする経済活動の占める割合が高ス業を中心とする経済活動の占める割合が高ス業を中心とする経済活動の占める割合が高ス業を中心とする経済活動の占める割合が高

く、これらに係る資金や年金、公共的な財政く、これらに係る資金や年金、公共的な財政く、これらに係る資金や年金、公共的な財政く、これらに係る資金や年金、公共的な財政

出動に依存している状況にあり、これらの経出動に依存している状況にあり、これらの経出動に依存している状況にあり、これらの経出動に依存している状況にあり、これらの経

済連関も低く、本市産業基盤の持つ力は強い済連関も低く、本市産業基盤の持つ力は強い済連関も低く、本市産業基盤の持つ力は強い済連関も低く、本市産業基盤の持つ力は強い

ものとは言えない状況にあります。ものとは言えない状況にあります。ものとは言えない状況にあります。ものとは言えない状況にあります。

こうした市内経済状況の中、地域経済力なこうした市内経済状況の中、地域経済力なこうした市内経済状況の中、地域経済力なこうした市内経済状況の中、地域経済力な

どの調査、分析につきましては、厳しい環境どの調査、分析につきましては、厳しい環境どの調査、分析につきましては、厳しい環境どの調査、分析につきましては、厳しい環境

の中で活力を求めていくために、地域の経済の中で活力を求めていくために、地域の経済の中で活力を求めていくために、地域の経済の中で活力を求めていくために、地域の経済

状況を把握する必要性があるものと認識して状況を把握する必要性があるものと認識して状況を把握する必要性があるものと認識して状況を把握する必要性があるものと認識して

おりますので、引き続き地域経済の連関性のおりますので、引き続き地域経済の連関性のおりますので、引き続き地域経済の連関性のおりますので、引き続き地域経済の連関性の

把握に努めてまいりたいと考えております。把握に努めてまいりたいと考えております。把握に努めてまいりたいと考えております。把握に努めてまいりたいと考えております。

今後の経済振興につきましては、市内の連今後の経済振興につきましては、市内の連今後の経済振興につきましては、市内の連今後の経済振興につきましては、市内の連

関性を高めるための施策を推進することが必関性を高めるための施策を推進することが必関性を高めるための施策を推進することが必関性を高めるための施策を推進することが必

要であり、新技術・新製品開発などを進める要であり、新技術・新製品開発などを進める要であり、新技術・新製品開発などを進める要であり、新技術・新製品開発などを進める

とともに、新産業の創出を促し、自立的な地とともに、新産業の創出を促し、自立的な地とともに、新産業の創出を促し、自立的な地とともに、新産業の創出を促し、自立的な地

域経済発展の基盤強化を図っていかなければ域経済発展の基盤強化を図っていかなければ域経済発展の基盤強化を図っていかなければ域経済発展の基盤強化を図っていかなければ

ならないものと考えております。ならないものと考えております。ならないものと考えております。ならないものと考えております。

次に、地域社会のバランスシートの必要性次に、地域社会のバランスシートの必要性次に、地域社会のバランスシートの必要性次に、地域社会のバランスシートの必要性

についてでありますが、厳しい市内経済状況についてでありますが、厳しい市内経済状況についてでありますが、厳しい市内経済状況についてでありますが、厳しい市内経済状況

の中、美唄のまち全体を勘定会計としてとらの中、美唄のまち全体を勘定会計としてとらの中、美唄のまち全体を勘定会計としてとらの中、美唄のまち全体を勘定会計としてとら

え、経済の実力を見ることは必要であると認え、経済の実力を見ることは必要であると認え、経済の実力を見ることは必要であると認え、経済の実力を見ることは必要であると認

識しておりますが、資産や費用の分類などに識しておりますが、資産や費用の分類などに識しておりますが、資産や費用の分類などに識しておりますが、資産や費用の分類などに

困難性があるため、今後調査研究してまいり困難性があるため、今後調査研究してまいり困難性があるため、今後調査研究してまいり困難性があるため、今後調査研究してまいり

たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。

次に、連結決算などについてでありますが、次に、連結決算などについてでありますが、次に、連結決算などについてでありますが、次に、連結決算などについてでありますが、

市民本意の行政を進めるため、コストを含め市民本意の行政を進めるため、コストを含め市民本意の行政を進めるため、コストを含め市民本意の行政を進めるため、コストを含め

たすべての行政活動をわかりやすく説明するたすべての行政活動をわかりやすく説明するたすべての行政活動をわかりやすく説明するたすべての行政活動をわかりやすく説明する

責任が高まっており、客観的でわかりやすい責任が高まっており、客観的でわかりやすい責任が高まっており、客観的でわかりやすい責任が高まっており、客観的でわかりやすい

財政事情の提供が求められています。財政事情の提供が求められています。財政事情の提供が求められています。財政事情の提供が求められています。

企業会計的な手法による財務諸表の導入に企業会計的な手法による財務諸表の導入に企業会計的な手法による財務諸表の導入に企業会計的な手法による財務諸表の導入に

つきましては、総務省が設置した「地方公共つきましては、総務省が設置した「地方公共つきましては、総務省が設置した「地方公共つきましては、総務省が設置した「地方公共

団体の総合的な財政分析に関する調査研究団体の総合的な財政分析に関する調査研究団体の総合的な財政分析に関する調査研究団体の総合的な財政分析に関する調査研究

会」においてバランスシート等の作成手法に会」においてバランスシート等の作成手法に会」においてバランスシート等の作成手法に会」においてバランスシート等の作成手法に

ついて調査研究がなされ、連結決算についてついて調査研究がなされ、連結決算についてついて調査研究がなされ、連結決算についてついて調査研究がなされ、連結決算について

も特別会計、企業会計を含めた考え方が示さも特別会計、企業会計を含めた考え方が示さも特別会計、企業会計を含めた考え方が示さも特別会計、企業会計を含めた考え方が示さ

れております。れております。れております。れております。

民間企業のように決算を重視することで市民間企業のように決算を重視することで市民間企業のように決算を重視することで市民間企業のように決算を重視することで市

全体のコスト意識を高め歳出抑制につなげて全体のコスト意識を高め歳出抑制につなげて全体のコスト意識を高め歳出抑制につなげて全体のコスト意識を高め歳出抑制につなげて

いくという点で、対象とする会計の範囲を普いくという点で、対象とする会計の範囲を普いくという点で、対象とする会計の範囲を普いくという点で、対象とする会計の範囲を普

通会計以外にも広げ、公共団体の資産、負債通会計以外にも広げ、公共団体の資産、負債通会計以外にも広げ、公共団体の資産、負債通会計以外にも広げ、公共団体の資産、負債

等のストック状況の全体像を示し、地方公共等のストック状況の全体像を示し、地方公共等のストック状況の全体像を示し、地方公共等のストック状況の全体像を示し、地方公共

団体全体の資金の源泉とその使途を示すため団体全体の資金の源泉とその使途を示すため団体全体の資金の源泉とその使途を示すため団体全体の資金の源泉とその使途を示すため

の地方公共団体全体のバランスシートや連結の地方公共団体全体のバランスシートや連結の地方公共団体全体のバランスシートや連結の地方公共団体全体のバランスシートや連結

行政コスト計算書の作成は有意義であると考行政コスト計算書の作成は有意義であると考行政コスト計算書の作成は有意義であると考行政コスト計算書の作成は有意義であると考

えております。えております。えております。えております。

本市においても、企業会計的な手法による本市においても、企業会計的な手法による本市においても、企業会計的な手法による本市においても、企業会計的な手法による

財政分析に取り組み、平成12年度決算分から財政分析に取り組み、平成12年度決算分から財政分析に取り組み、平成12年度決算分から財政分析に取り組み、平成12年度決算分から

普通会計におけるバランスシート及び行政コ普通会計におけるバランスシート及び行政コ普通会計におけるバランスシート及び行政コ普通会計におけるバランスシート及び行政コ

スト計算書を作成し、市ホームページに掲載スト計算書を作成し、市ホームページに掲載スト計算書を作成し、市ホームページに掲載スト計算書を作成し、市ホームページに掲載

するなど、財務公表の充実に努めてきたとこするなど、財務公表の充実に努めてきたとこするなど、財務公表の充実に努めてきたとこするなど、財務公表の充実に努めてきたとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

なお、全会計を連結したバランスシートのなお、全会計を連結したバランスシートのなお、全会計を連結したバランスシートのなお、全会計を連結したバランスシートの

取り組みについては、全国の市町村において取り組みについては、全国の市町村において取り組みについては、全国の市町村において取り組みについては、全国の市町村において

も作成済みの団体は１割に満たない状況にあも作成済みの団体は１割に満たない状況にあも作成済みの団体は１割に満たない状況にあも作成済みの団体は１割に満たない状況にあ
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りますが、本市についても下水道会計など特りますが、本市についても下水道会計など特りますが、本市についても下水道会計など特りますが、本市についても下水道会計など特

別会計において未作成の状況にあり、資産の別会計において未作成の状況にあり、資産の別会計において未作成の状況にあり、資産の別会計において未作成の状況にあり、資産の

把握や会計間の調整など、導入に当たっての把握や会計間の調整など、導入に当たっての把握や会計間の調整など、導入に当たっての把握や会計間の調整など、導入に当たっての

検討課題を引き続き研究するとともに、市民検討課題を引き続き研究するとともに、市民検討課題を引き続き研究するとともに、市民検討課題を引き続き研究するとともに、市民

の皆さんとの情報の共有の一助とするため、の皆さんとの情報の共有の一助とするため、の皆さんとの情報の共有の一助とするため、の皆さんとの情報の共有の一助とするため、

よりわかりやすい財政分析に努めてまいりたよりわかりやすい財政分析に努めてまいりたよりわかりやすい財政分析に努めてまいりたよりわかりやすい財政分析に努めてまいりた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

次に、美唄市自立推進計画についてであり次に、美唄市自立推進計画についてであり次に、美唄市自立推進計画についてであり次に、美唄市自立推進計画についてであり

ますが、この計画は「自立のシナリオ」を具ますが、この計画は「自立のシナリオ」を具ますが、この計画は「自立のシナリオ」を具ますが、この計画は「自立のシナリオ」を具

体化するとともに、「美唄21世紀まちづくり体化するとともに、「美唄21世紀まちづくり体化するとともに、「美唄21世紀まちづくり体化するとともに、「美唄21世紀まちづくり

プラン後期基本計画」に反映させることによプラン後期基本計画」に反映させることによプラン後期基本計画」に反映させることによプラン後期基本計画」に反映させることによ

って、市民の皆さんと行政の協働のまちづくって、市民の皆さんと行政の協働のまちづくって、市民の皆さんと行政の協働のまちづくって、市民の皆さんと行政の協働のまちづく

りを進めていく計画であります。計画策定にりを進めていく計画であります。計画策定にりを進めていく計画であります。計画策定にりを進めていく計画であります。計画策定に

当たっては、まちづくりの主役は市民である当たっては、まちづくりの主役は市民である当たっては、まちづくりの主役は市民である当たっては、まちづくりの主役は市民である

という視点から、自分たちのまちを自分たちという視点から、自分たちのまちを自分たちという視点から、自分たちのまちを自分たちという視点から、自分たちのまちを自分たち

の手で築いていく「市民自治」の推進と自治の手で築いていく「市民自治」の推進と自治の手で築いていく「市民自治」の推進と自治の手で築いていく「市民自治」の推進と自治

体経営基盤強化への取り組みが重要と考えて体経営基盤強化への取り組みが重要と考えて体経営基盤強化への取り組みが重要と考えて体経営基盤強化への取り組みが重要と考えて

おり、自立に向けたこれまでの議論経過や基おり、自立に向けたこれまでの議論経過や基おり、自立に向けたこれまでの議論経過や基おり、自立に向けたこれまでの議論経過や基

本理念を継承してまいりたいと考えておりま本理念を継承してまいりたいと考えておりま本理念を継承してまいりたいと考えておりま本理念を継承してまいりたいと考えておりま

す。す。す。す。

さらには、自治体経営基盤強化のためには、さらには、自治体経営基盤強化のためには、さらには、自治体経営基盤強化のためには、さらには、自治体経営基盤強化のためには、

行政のスリム化という視点からばかりではな行政のスリム化という視点からばかりではな行政のスリム化という視点からばかりではな行政のスリム化という視点からばかりではな

く、内発的な産業経済の振興と地域内におけく、内発的な産業経済の振興と地域内におけく、内発的な産業経済の振興と地域内におけく、内発的な産業経済の振興と地域内におけ

る経済の循環を図り、地域経済みずからが地る経済の循環を図り、地域経済みずからが地る経済の循環を図り、地域経済みずからが地る経済の循環を図り、地域経済みずからが地

方財政を支えていくという地域経済活性化の方財政を支えていくという地域経済活性化の方財政を支えていくという地域経済活性化の方財政を支えていくという地域経済活性化の

視点に基づいた施策展開が必要と考えている視点に基づいた施策展開が必要と考えている視点に基づいた施策展開が必要と考えている視点に基づいた施策展開が必要と考えている

ところであります。ところであります。ところであります。ところであります。

また、計画策定の進捗状況につきましては、また、計画策定の進捗状況につきましては、また、計画策定の進捗状況につきましては、また、計画策定の進捗状況につきましては、

本年５月に30名の委員から成るまちづくり委本年５月に30名の委員から成るまちづくり委本年５月に30名の委員から成るまちづくり委本年５月に30名の委員から成るまちづくり委

員会を設置し、約５カ月間にわたり公共サー員会を設置し、約５カ月間にわたり公共サー員会を設置し、約５カ月間にわたり公共サー員会を設置し、約５カ月間にわたり公共サー

ビスの再編、地域コミュニティーの再生、こビスの再編、地域コミュニティーの再生、こビスの再編、地域コミュニティーの再生、こビスの再編、地域コミュニティーの再生、こ

れからの市役所づくりについて討議していたれからの市役所づくりについて討議していたれからの市役所づくりについて討議していたれからの市役所づくりについて討議していた

だき、去る11月18日に「美唄自立推進計画にだき、去る11月18日に「美唄自立推進計画にだき、去る11月18日に「美唄自立推進計画にだき、去る11月18日に「美唄自立推進計画に

対する提言書」を提出していただいたところ対する提言書」を提出していただいたところ対する提言書」を提出していただいたところ対する提言書」を提出していただいたところ

であります。であります。であります。であります。

市としましては、今後提言の趣旨を尊重し、市としましては、今後提言の趣旨を尊重し、市としましては、今後提言の趣旨を尊重し、市としましては、今後提言の趣旨を尊重し、

「新しい住民自治のあり方」や「自治体経営「新しい住民自治のあり方」や「自治体経営「新しい住民自治のあり方」や「自治体経営「新しい住民自治のあり方」や「自治体経営

基盤の強化」を基本として、年度内をめどに基盤の強化」を基本として、年度内をめどに基盤の強化」を基本として、年度内をめどに基盤の強化」を基本として、年度内をめどに

自立推進計画を策定する予定でございます。自立推進計画を策定する予定でございます。自立推進計画を策定する予定でございます。自立推進計画を策定する予定でございます。

次に、統計についてでありますが、業務を次に、統計についてでありますが、業務を次に、統計についてでありますが、業務を次に、統計についてでありますが、業務を

遂行するに当たっては、常に市が置かれてい遂行するに当たっては、常に市が置かれてい遂行するに当たっては、常に市が置かれてい遂行するに当たっては、常に市が置かれてい

る現状について把握しておく必要があり、まる現状について把握しておく必要があり、まる現状について把握しておく必要があり、まる現状について把握しておく必要があり、ま

た新たな政策や事務事業を選択、実施する上た新たな政策や事務事業を選択、実施する上た新たな政策や事務事業を選択、実施する上た新たな政策や事務事業を選択、実施する上

では、市内の状況だけではなく、道内、全国では、市内の状況だけではなく、道内、全国では、市内の状況だけではなく、道内、全国では、市内の状況だけではなく、道内、全国

の状況などを把握していなければならないとの状況などを把握していなければならないとの状況などを把握していなければならないとの状況などを把握していなければならないと

考えております。考えております。考えております。考えております。

また、これらの情報を時系列で整理し、分また、これらの情報を時系列で整理し、分また、これらの情報を時系列で整理し、分また、これらの情報を時系列で整理し、分

析することによって、その背景や原因、将来析することによって、その背景や原因、将来析することによって、その背景や原因、将来析することによって、その背景や原因、将来

予想も見出され、客観性や合理性を確保する予想も見出され、客観性や合理性を確保する予想も見出され、客観性や合理性を確保する予想も見出され、客観性や合理性を確保する

ための重要な要素になるものと考えておりまための重要な要素になるものと考えておりまための重要な要素になるものと考えておりまための重要な要素になるものと考えておりま

す。す。す。す。

また、これからの自治体経営では、いかにまた、これからの自治体経営では、いかにまた、これからの自治体経営では、いかにまた、これからの自治体経営では、いかに

有効な情報を収集、分析し、組織全体で共有有効な情報を収集、分析し、組織全体で共有有効な情報を収集、分析し、組織全体で共有有効な情報を収集、分析し、組織全体で共有

できるかが問われていると考えております。できるかが問われていると考えております。できるかが問われていると考えております。できるかが問われていると考えております。

最近では、インターネットを利用し、さま最近では、インターネットを利用し、さま最近では、インターネットを利用し、さま最近では、インターネットを利用し、さま

ざまな情報の入手が可能となっており、職員ざまな情報の入手が可能となっており、職員ざまな情報の入手が可能となっており、職員ざまな情報の入手が可能となっており、職員

は自席からインターネットの活用はもちろん、は自席からインターネットの活用はもちろん、は自席からインターネットの活用はもちろん、は自席からインターネットの活用はもちろん、

庁内ＬＡＮによる情報の共有ができる環境に庁内ＬＡＮによる情報の共有ができる環境に庁内ＬＡＮによる情報の共有ができる環境に庁内ＬＡＮによる情報の共有ができる環境に

なっておりますので、常にこれらを活用し、なっておりますので、常にこれらを活用し、なっておりますので、常にこれらを活用し、なっておりますので、常にこれらを活用し、

業務にいかすよう努めてまいりたいと考えて業務にいかすよう努めてまいりたいと考えて業務にいかすよう努めてまいりたいと考えて業務にいかすよう努めてまいりたいと考えて

おります。おります。おります。おります。

次に、市立病院の医療職退職予定者の見通次に、市立病院の医療職退職予定者の見通次に、市立病院の医療職退職予定者の見通次に、市立病院の医療職退職予定者の見通

しと対応策についてでありますが、今年度中しと対応策についてでありますが、今年度中しと対応策についてでありますが、今年度中しと対応策についてでありますが、今年度中

の退職予定者は、医師は院長、副院長を含めの退職予定者は、医師は院長、副院長を含めの退職予定者は、医師は院長、副院長を含めの退職予定者は、医師は院長、副院長を含め

３名、医療技術職は検査技師１名、看護職は３名、医療技術職は検査技師１名、看護職は３名、医療技術職は検査技師１名、看護職は３名、医療技術職は検査技師１名、看護職は

３名となっております。医師の補充につきま３名となっております。医師の補充につきま３名となっております。医師の補充につきま３名となっております。医師の補充につきま

しては、現在、大学医局への要望や北海道地しては、現在、大学医局への要望や北海道地しては、現在、大学医局への要望や北海道地しては、現在、大学医局への要望や北海道地

域医療振興財団などを通じて後任の確保に努域医療振興財団などを通じて後任の確保に努域医療振興財団などを通じて後任の確保に努域医療振興財団などを通じて後任の確保に努
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めているところであり、医療技術職や看護職めているところであり、医療技術職や看護職めているところであり、医療技術職や看護職めているところであり、医療技術職や看護職

の補充につきましては、今後の診療体制や業の補充につきましては、今後の診療体制や業の補充につきましては、今後の診療体制や業の補充につきましては、今後の診療体制や業

務量などを見ながら検討してまいりたいと考務量などを見ながら検討してまいりたいと考務量などを見ながら検討してまいりたいと考務量などを見ながら検討してまいりたいと考

えております。えております。えております。えております。

次に、市立病院の医師確保についてであり次に、市立病院の医師確保についてであり次に、市立病院の医師確保についてであり次に、市立病院の医師確保についてであり

ますが、現在、特に内科医師の確保に全力をますが、現在、特に内科医師の確保に全力をますが、現在、特に内科医師の確保に全力をますが、現在、特に内科医師の確保に全力を

挙げて取り組んでおり、状況といたしまして挙げて取り組んでおり、状況といたしまして挙げて取り組んでおり、状況といたしまして挙げて取り組んでおり、状況といたしまして

は12月１日から短期間ではございますが、非は12月１日から短期間ではございますが、非は12月１日から短期間ではございますが、非は12月１日から短期間ではございますが、非

常勤の内科医師１名を採用いたしました。ま常勤の内科医師１名を採用いたしました。ま常勤の内科医師１名を採用いたしました。ま常勤の内科医師１名を採用いたしました。ま

た、先月私と院長が札幌医大の第４内科教授た、先月私と院長が札幌医大の第４内科教授た、先月私と院長が札幌医大の第４内科教授た、先月私と院長が札幌医大の第４内科教授

にお会いし、再度の要請を行ったところであにお会いし、再度の要請を行ったところであにお会いし、再度の要請を行ったところであにお会いし、再度の要請を行ったところであ

り、さらに北海道地域医療振興財団から紹介り、さらに北海道地域医療振興財団から紹介り、さらに北海道地域医療振興財団から紹介り、さらに北海道地域医療振興財団から紹介

のありました内科医師について、現在、本人のありました内科医師について、現在、本人のありました内科医師について、現在、本人のありました内科医師について、現在、本人

と話をしているところでございます。また、1と話をしているところでございます。また、1と話をしているところでございます。また、1と話をしているところでございます。また、1

2月１日付で保健センター所長を市立病院勤務2月１日付で保健センター所長を市立病院勤務2月１日付で保健センター所長を市立病院勤務2月１日付で保健センター所長を市立病院勤務

として発令を行い、診療体制の充実を図ったとして発令を行い、診療体制の充実を図ったとして発令を行い、診療体制の充実を図ったとして発令を行い、診療体制の充実を図った

ところでございます。ところでございます。ところでございます。ところでございます。

次に、新人事体制と市立病院再生への道筋次に、新人事体制と市立病院再生への道筋次に、新人事体制と市立病院再生への道筋次に、新人事体制と市立病院再生への道筋

についてでありますが、平成14年から勤務いについてでありますが、平成14年から勤務いについてでありますが、平成14年から勤務いについてでありますが、平成14年から勤務い

ただいている澤田院長が明年３月に定年退職ただいている澤田院長が明年３月に定年退職ただいている澤田院長が明年３月に定年退職ただいている澤田院長が明年３月に定年退職

となります。後任の院長につきましては、現となります。後任の院長につきましては、現となります。後任の院長につきましては、現となります。後任の院長につきましては、現

在市立病院では内科診療体制の確立が最大の在市立病院では内科診療体制の確立が最大の在市立病院では内科診療体制の確立が最大の在市立病院では内科診療体制の確立が最大の

課題であることから内科医師を考えており、課題であることから内科医師を考えており、課題であることから内科医師を考えており、課題であることから内科医師を考えており、

現在札幌医大内科を中心に院長の派遣につい現在札幌医大内科を中心に院長の派遣につい現在札幌医大内科を中心に院長の派遣につい現在札幌医大内科を中心に院長の派遣につい

て要請を行っている状況にあります。このこて要請を行っている状況にあります。このこて要請を行っている状況にあります。このこて要請を行っている状況にあります。このこ

とにつきましては、長年にわたり北大第１外とにつきましては、長年にわたり北大第１外とにつきましては、長年にわたり北大第１外とにつきましては、長年にわたり北大第１外

科にお願いをしてきた経過がありますので、科にお願いをしてきた経過がありますので、科にお願いをしてきた経過がありますので、科にお願いをしてきた経過がありますので、

第１外科教授にお話をし、理解をいただいた第１外科教授にお話をし、理解をいただいた第１外科教授にお話をし、理解をいただいた第１外科教授にお話をし、理解をいただいた

ところであります。ところであります。ところであります。ところであります。

市立病院の再生に向けては、医師の確保が市立病院の再生に向けては、医師の確保が市立病院の再生に向けては、医師の確保が市立病院の再生に向けては、医師の確保が

最大の課題でございますので、大学医局への最大の課題でございますので、大学医局への最大の課題でございますので、大学医局への最大の課題でございますので、大学医局への

要請などあらゆる方面に対し最大の努力を重要請などあらゆる方面に対し最大の努力を重要請などあらゆる方面に対し最大の努力を重要請などあらゆる方面に対し最大の努力を重

ねてまいりたいと考えております。あわせて、ねてまいりたいと考えております。あわせて、ねてまいりたいと考えております。あわせて、ねてまいりたいと考えております。あわせて、

若い医師が勤務していただける診療体制づく若い医師が勤務していただける診療体制づく若い医師が勤務していただける診療体制づく若い医師が勤務していただける診療体制づく

りについても検討を進めたいと考えておりまりについても検討を進めたいと考えておりまりについても検討を進めたいと考えておりまりについても検討を進めたいと考えておりま

す。いずれにいたしましても、早期に地域医す。いずれにいたしましても、早期に地域医す。いずれにいたしましても、早期に地域医す。いずれにいたしましても、早期に地域医

療ビジョンを策定し、医療ニーズに対応した療ビジョンを策定し、医療ニーズに対応した療ビジョンを策定し、医療ニーズに対応した療ビジョンを策定し、医療ニーズに対応した

総合病院づくりに取り組んでまいりたいと考総合病院づくりに取り組んでまいりたいと考総合病院づくりに取り組んでまいりたいと考総合病院づくりに取り組んでまいりたいと考

えております。えております。えております。えております。

最後に、美唄労災病院等との協議状況と今最後に、美唄労災病院等との協議状況と今最後に、美唄労災病院等との協議状況と今最後に、美唄労災病院等との協議状況と今

後の取り組みについてでありますが、本市の後の取り組みについてでありますが、本市の後の取り組みについてでありますが、本市の後の取り組みについてでありますが、本市の

医療を適切に確保していくためには、市内の医療を適切に確保していくためには、市内の医療を適切に確保していくためには、市内の医療を適切に確保していくためには、市内の

医療機関はもとより、保健福祉機関との連携医療機関はもとより、保健福祉機関との連携医療機関はもとより、保健福祉機関との連携医療機関はもとより、保健福祉機関との連携

を強化し、情報を共有できるネットワークのを強化し、情報を共有できるネットワークのを強化し、情報を共有できるネットワークのを強化し、情報を共有できるネットワークの

構築が必要であり、その先導的な役割を果た構築が必要であり、その先導的な役割を果た構築が必要であり、その先導的な役割を果た構築が必要であり、その先導的な役割を果た

していく総合病院はますますその重要性を増していく総合病院はますますその重要性を増していく総合病院はますますその重要性を増していく総合病院はますますその重要性を増

しているものと考えております。しているものと考えております。しているものと考えております。しているものと考えております。

しかし、人口の減少や慢性的な医師不足なしかし、人口の減少や慢性的な医師不足なしかし、人口の減少や慢性的な医師不足なしかし、人口の減少や慢性的な医師不足な

ど、医療を取り巻く環境の変化に伴い、市立ど、医療を取り巻く環境の変化に伴い、市立ど、医療を取り巻く環境の変化に伴い、市立ど、医療を取り巻く環境の変化に伴い、市立

病院では経営健全化の達成が難しい状況とな病院では経営健全化の達成が難しい状況とな病院では経営健全化の達成が難しい状況とな病院では経営健全化の達成が難しい状況とな

っており、美唄労災病院でも一部の診療科をっており、美唄労災病院でも一部の診療科をっており、美唄労災病院でも一部の診療科をっており、美唄労災病院でも一部の診療科を

休診せざるを得ない状況にあります。本市の休診せざるを得ない状況にあります。本市の休診せざるを得ない状況にあります。本市の休診せざるを得ない状況にあります。本市の

医療資源を生かし、新たな地域医療体制づく医療資源を生かし、新たな地域医療体制づく医療資源を生かし、新たな地域医療体制づく医療資源を生かし、新たな地域医療体制づく

りが緊急の課題であると認識しております。りが緊急の課題であると認識しております。りが緊急の課題であると認識しております。りが緊急の課題であると認識しております。

このため、これまで美唄市医師会との意見このため、これまで美唄市医師会との意見このため、これまで美唄市医師会との意見このため、これまで美唄市医師会との意見

交換をはじめ、市と市立病院、美唄労災病院交換をはじめ、市と市立病院、美唄労災病院交換をはじめ、市と市立病院、美唄労災病院交換をはじめ、市と市立病院、美唄労災病院

の３者による「総合病院のあり方」についての３者による「総合病院のあり方」についての３者による「総合病院のあり方」についての３者による「総合病院のあり方」について

の４回にわたる検討会の開催、厚生労働省やの４回にわたる検討会の開催、厚生労働省やの４回にわたる検討会の開催、厚生労働省やの４回にわたる検討会の開催、厚生労働省や

労働者健康福祉機構本部への地域医療の課題労働者健康福祉機構本部への地域医療の課題労働者健康福祉機構本部への地域医療の課題労働者健康福祉機構本部への地域医療の課題

の説明などを行ってまいりました。今後、市の説明などを行ってまいりました。今後、市の説明などを行ってまいりました。今後、市の説明などを行ってまいりました。今後、市

民の皆さんが安心できる医療体制を構築する民の皆さんが安心できる医療体制を構築する民の皆さんが安心できる医療体制を構築する民の皆さんが安心できる医療体制を構築する

ため、医師会とも協議を進めながら早期に地ため、医師会とも協議を進めながら早期に地ため、医師会とも協議を進めながら早期に地ため、医師会とも協議を進めながら早期に地

域医療ビジョンを策定し、市内の医療ニーズ域医療ビジョンを策定し、市内の医療ニーズ域医療ビジョンを策定し、市内の医療ニーズ域医療ビジョンを策定し、市内の医療ニーズ

に対応した総合病院づくりに取り組んでまいに対応した総合病院づくりに取り組んでまいに対応した総合病院づくりに取り組んでまいに対応した総合病院づくりに取り組んでまい

る決意であります。る決意であります。る決意であります。る決意であります。

●議長中西勇夫君 19番荘司光雄君。●議長中西勇夫君 19番荘司光雄君。●議長中西勇夫君 19番荘司光雄君。●議長中西勇夫君 19番荘司光雄君。

●19番荘司光雄君 自席から質問をさせてい●19番荘司光雄君 自席から質問をさせてい●19番荘司光雄君 自席から質問をさせてい●19番荘司光雄君 自席から質問をさせてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。
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１点、２点、３点というのは一連のもので１点、２点、３点というのは一連のもので１点、２点、３点というのは一連のもので１点、２点、３点というのは一連のもので

ございまして、まとめて質問いたしますが、ございまして、まとめて質問いたしますが、ございまして、まとめて質問いたしますが、ございまして、まとめて質問いたしますが、

まず私は、既存の美唄市の統計というものをまず私は、既存の美唄市の統計というものをまず私は、既存の美唄市の統計というものをまず私は、既存の美唄市の統計というものを

土台にして、そして少なくともそこから経済土台にして、そして少なくともそこから経済土台にして、そして少なくともそこから経済土台にして、そして少なくともそこから経済

構造に、あるいは産業構造につながっていく構造に、あるいは産業構造につながっていく構造に、あるいは産業構造につながっていく構造に、あるいは産業構造につながっていく

と。この部分というものを、課題を摘出しなと。この部分というものを、課題を摘出しなと。この部分というものを、課題を摘出しなと。この部分というものを、課題を摘出しな

がら物事をやっていけれるはずだと思っていがら物事をやっていけれるはずだと思っていがら物事をやっていけれるはずだと思っていがら物事をやっていけれるはずだと思ってい

ます。それは、かなりの推計が入りますが。ます。それは、かなりの推計が入りますが。ます。それは、かなりの推計が入りますが。ます。それは、かなりの推計が入りますが。

そこで、私自身、いま答弁がありましたが、そこで、私自身、いま答弁がありましたが、そこで、私自身、いま答弁がありましたが、そこで、私自身、いま答弁がありましたが、

３年ごとに美唄市統計書というのを出してい３年ごとに美唄市統計書というのを出してい３年ごとに美唄市統計書というのを出してい３年ごとに美唄市統計書というのを出してい

ますね。これを実際にそれぞれの行政セクシますね。これを実際にそれぞれの行政セクシますね。これを実際にそれぞれの行政セクシますね。これを実際にそれぞれの行政セクシ

ョンの各部、特に経済等はこういう形で揺れョンの各部、特に経済等はこういう形で揺れョンの各部、特に経済等はこういう形で揺れョンの各部、特に経済等はこういう形で揺れ

動いて、私は長年産業分類や、その産業と経動いて、私は長年産業分類や、その産業と経動いて、私は長年産業分類や、その産業と経動いて、私は長年産業分類や、その産業と経

済がどうやって結びついて、どういう構造に済がどうやって結びついて、どういう構造に済がどうやって結びついて、どういう構造に済がどうやって結びついて、どういう構造に

なっているかと。そして、就労関係はどうななっているかと。そして、就労関係はどうななっているかと。そして、就労関係はどうななっているかと。そして、就労関係はどうな

っているか、あるいは公的年金や何かはどうっているか、あるいは公的年金や何かはどうっているか、あるいは公的年金や何かはどうっているか、あるいは公的年金や何かはどう

なっているか、あるいは財政出動関係はどうなっているか、あるいは財政出動関係はどうなっているか、あるいは財政出動関係はどうなっているか、あるいは財政出動関係はどう

なっているか。これは、美唄市だけじゃありなっているか。これは、美唄市だけじゃありなっているか。これは、美唄市だけじゃありなっているか。これは、美唄市だけじゃあり

ません。美唄市に入ってくるものとしては、ません。美唄市に入ってくるものとしては、ません。美唄市に入ってくるものとしては、ません。美唄市に入ってくるものとしては、

国、道もあります、公共事業等は。これらの国、道もあります、公共事業等は。これらの国、道もあります、公共事業等は。これらの国、道もあります、公共事業等は。これらの

大枠というものは、それぞれにつけ足してい大枠というものは、それぞれにつけ足してい大枠というものは、それぞれにつけ足してい大枠というものは、それぞれにつけ足してい

けば、一定の構造と産業連関が出てくるわけけば、一定の構造と産業連関が出てくるわけけば、一定の構造と産業連関が出てくるわけけば、一定の構造と産業連関が出てくるわけ

なんです。なんです。なんです。なんです。

たとえば美唄市統計書、これは平成15年版たとえば美唄市統計書、これは平成15年版たとえば美唄市統計書、これは平成15年版たとえば美唄市統計書、これは平成15年版

です。去年出しました。そして、2003年に出です。去年出しました。そして、2003年に出です。去年出しました。そして、2003年に出です。去年出しました。そして、2003年に出

しているわけですけれども、これは３年に１しているわけですけれども、これは３年に１しているわけですけれども、これは３年に１しているわけですけれども、これは３年に１

度です。これは、大体が指定統計が中心です。度です。これは、大体が指定統計が中心です。度です。これは、大体が指定統計が中心です。度です。これは、大体が指定統計が中心です。

それから、独自の自分たちのところから出しそれから、独自の自分たちのところから出しそれから、独自の自分たちのところから出しそれから、独自の自分たちのところから出し

ている、あるいは金融協会からも出しているている、あるいは金融協会からも出しているている、あるいは金融協会からも出しているている、あるいは金融協会からも出している

とか、それに国勢調査が入ってつくっていまとか、それに国勢調査が入ってつくっていまとか、それに国勢調査が入ってつくっていまとか、それに国勢調査が入ってつくっていま

す。一応いま美唄市で集約のできる統計書とす。一応いま美唄市で集約のできる統計書とす。一応いま美唄市で集約のできる統計書とす。一応いま美唄市で集約のできる統計書と

いうのは、この美唄市統計書だと思うんです。いうのは、この美唄市統計書だと思うんです。いうのは、この美唄市統計書だと思うんです。いうのは、この美唄市統計書だと思うんです。

ところが、残念なことに、たとえば総務省あところが、残念なことに、たとえば総務省あところが、残念なことに、たとえば総務省あところが、残念なことに、たとえば総務省あ

たりが事業所・企業統計調査というのを、こたりが事業所・企業統計調査というのを、こたりが事業所・企業統計調査というのを、こたりが事業所・企業統計調査というのを、こ

れは指定統計でやっています。れは指定統計でやっています。れは指定統計でやっています。れは指定統計でやっています。

私は、以前にこれを参考にして、福祉、福私は、以前にこれを参考にして、福祉、福私は、以前にこれを参考にして、福祉、福私は、以前にこれを参考にして、福祉、福

祉と言っても、福祉でもって御飯は食べてい祉と言っても、福祉でもって御飯は食べてい祉と言っても、福祉でもって御飯は食べてい祉と言っても、福祉でもって御飯は食べてい

かれないよと。それよりも事業優先だという、かれないよと。それよりも事業優先だという、かれないよと。それよりも事業優先だという、かれないよと。それよりも事業優先だという、

一定の井坂市長に対する批判があったときに、一定の井坂市長に対する批判があったときに、一定の井坂市長に対する批判があったときに、一定の井坂市長に対する批判があったときに、

福祉は実質地域経済にもろに貢献をするとい福祉は実質地域経済にもろに貢献をするとい福祉は実質地域経済にもろに貢献をするとい福祉は実質地域経済にもろに貢献をするとい

う、そういう意味で申し上げたことがありまう、そういう意味で申し上げたことがありまう、そういう意味で申し上げたことがありまう、そういう意味で申し上げたことがありま

す。井坂市長の１期目の多分２年目ぐらいかす。井坂市長の１期目の多分２年目ぐらいかす。井坂市長の１期目の多分２年目ぐらいかす。井坂市長の１期目の多分２年目ぐらいか

と思いますが。そのときつくったのは、このと思いますが。そのときつくったのは、このと思いますが。そのときつくったのは、このと思いますが。そのときつくったのは、この

統計書を参考にしたんです。ここに産業中分統計書を参考にしたんです。ここに産業中分統計書を参考にしたんです。ここに産業中分統計書を参考にしたんです。ここに産業中分

類事業所及び従業員数というのがあります。類事業所及び従業員数というのがあります。類事業所及び従業員数というのがあります。類事業所及び従業員数というのがあります。

これは、全産業が、農業、林業、工業、建設これは、全産業が、農業、林業、工業、建設これは、全産業が、農業、林業、工業、建設これは、全産業が、農業、林業、工業、建設

業、製造業、電気・ガス・熱供給水道業、運業、製造業、電気・ガス・熱供給水道業、運業、製造業、電気・ガス・熱供給水道業、運業、製造業、電気・ガス・熱供給水道業、運

輸・通信業、卸売・小売、飲食店、それから輸・通信業、卸売・小売、飲食店、それから輸・通信業、卸売・小売、飲食店、それから輸・通信業、卸売・小売、飲食店、それから

金融・保険、不動産、サービス業、これがい金融・保険、不動産、サービス業、これがい金融・保険、不動産、サービス業、これがい金融・保険、不動産、サービス業、これがい

ま中項目ですが、それに全部分かれているわま中項目ですが、それに全部分かれているわま中項目ですが、それに全部分かれているわま中項目ですが、それに全部分かれているわ

けです。これは、事業所と従業員の数です。けです。これは、事業所と従業員の数です。けです。これは、事業所と従業員の数です。けです。これは、事業所と従業員の数です。

そこで、一定のどういうものができてくるそこで、一定のどういうものができてくるそこで、一定のどういうものができてくるそこで、一定のどういうものができてくる

かったら、たとえば工業出荷額などを見ていかったら、たとえば工業出荷額などを見ていかったら、たとえば工業出荷額などを見ていかったら、たとえば工業出荷額などを見てい

くと、美唄の場合200億円ぐらいです、いま。くと、美唄の場合200億円ぐらいです、いま。くと、美唄の場合200億円ぐらいです、いま。くと、美唄の場合200億円ぐらいです、いま。

そういうものがここの製造業に多分入るわけそういうものがここの製造業に多分入るわけそういうものがここの製造業に多分入るわけそういうものがここの製造業に多分入るわけ

です。そして、見ればそれがわかる。いま言です。そして、見ればそれがわかる。いま言です。そして、見ればそれがわかる。いま言です。そして、見ればそれがわかる。いま言

われた順序というのは、ほとんどこの順序でわれた順序というのは、ほとんどこの順序でわれた順序というのは、ほとんどこの順序でわれた順序というのは、ほとんどこの順序で

す、答弁された順序は。す、答弁された順序は。す、答弁された順序は。す、答弁された順序は。

そこで、推計値を掛けていくんです、売りそこで、推計値を掛けていくんです、売りそこで、推計値を掛けていくんです、売りそこで、推計値を掛けていくんです、売り

上げだとか。たとえば中に入ってあるんです。上げだとか。たとえば中に入ってあるんです。上げだとか。たとえば中に入ってあるんです。上げだとか。たとえば中に入ってあるんです。

ただ、美唄はいま商店街が非常に大変です。ただ、美唄はいま商店街が非常に大変です。ただ、美唄はいま商店街が非常に大変です。ただ、美唄はいま商店街が非常に大変です。

商業の欄でいきますと、これは経済産業省の商業の欄でいきますと、これは経済産業省の商業の欄でいきますと、これは経済産業省の商業の欄でいきますと、これは経済産業省の

商業統計調査という指定統計から数値をとっ商業統計調査という指定統計から数値をとっ商業統計調査という指定統計から数値をとっ商業統計調査という指定統計から数値をとっ

ています。商店数、従業者数及び年間商品販ています。商店数、従業者数及び年間商品販ています。商店数、従業者数及び年間商品販ています。商店数、従業者数及び年間商品販

売額等の状況というのがあります。総数でい売額等の状況というのがあります。総数でい売額等の状況というのがあります。総数でい売額等の状況というのがあります。総数でい

いますと、これちょっと言いますと、いま美いますと、これちょっと言いますと、いま美いますと、これちょっと言いますと、いま美いますと、これちょっと言いますと、いま美

唄の商業がいかにつらいかという状況は、平唄の商業がいかにつらいかという状況は、平唄の商業がいかにつらいかという状況は、平唄の商業がいかにつらいかという状況は、平

成６年からとってありますが、平成６年は年成６年からとってありますが、平成６年は年成６年からとってありますが、平成６年は年成６年からとってありますが、平成６年は年
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間販売額445億円です。平成14年、２年前、31間販売額445億円です。平成14年、２年前、31間販売額445億円です。平成14年、２年前、31間販売額445億円です。平成14年、２年前、31

5億円です。ですから、この間に130億円の減5億円です。ですから、この間に130億円の減5億円です。ですから、この間に130億円の減5億円です。ですから、この間に130億円の減

なんです。そういう傾向というのもはっきりなんです。そういう傾向というのもはっきりなんです。そういう傾向というのもはっきりなんです。そういう傾向というのもはっきり

わかるんです、地域経済のひとつの商業を見わかるんです、地域経済のひとつの商業を見わかるんです、地域経済のひとつの商業を見わかるんです、地域経済のひとつの商業を見

ても。これは、全部見ていけるんです、そうても。これは、全部見ていけるんです、そうても。これは、全部見ていけるんです、そうても。これは、全部見ていけるんです、そう

いう形で。いう形で。いう形で。いう形で。

問題は、みずからつくっているこの統計調問題は、みずからつくっているこの統計調問題は、みずからつくっているこの統計調問題は、みずからつくっているこの統計調

査、美唄市統計書、３年ごとに。これをパソ査、美唄市統計書、３年ごとに。これをパソ査、美唄市統計書、３年ごとに。これをパソ査、美唄市統計書、３年ごとに。これをパソ

コンに様式全部インプットしておけばいいんコンに様式全部インプットしておけばいいんコンに様式全部インプットしておけばいいんコンに様式全部インプットしておけばいいん

でしょう。そして、それにどういうもので入でしょう。そして、それにどういうもので入でしょう。そして、それにどういうもので入でしょう。そして、それにどういうもので入

っているか、数字をつけ足していけばいいじっているか、数字をつけ足していけばいいじっているか、数字をつけ足していけばいいじっているか、数字をつけ足していけばいいじ

ゃないですか。そうしたら、３年ごとじゃなゃないですか。そうしたら、３年ごとじゃなゃないですか。そうしたら、３年ごとじゃなゃないですか。そうしたら、３年ごとじゃな

くたって、２年置きにだってできます。そうくたって、２年置きにだってできます。そうくたって、２年置きにだってできます。そうくたって、２年置きにだってできます。そう

いうような意識を、市役所の職員自身がそういうような意識を、市役所の職員自身がそういうような意識を、市役所の職員自身がそういうような意識を、市役所の職員自身がそう

いう問題意識をきちっと持っているかどうかいう問題意識をきちっと持っているかどうかいう問題意識をきちっと持っているかどうかいう問題意識をきちっと持っているかどうか

にかかるんじゃないですか。そういう問題意にかかるんじゃないですか。そういう問題意にかかるんじゃないですか。そういう問題意にかかるんじゃないですか。そういう問題意

識をきっちり持って、常にみずからの統計書識をきっちり持って、常にみずからの統計書識をきっちり持って、常にみずからの統計書識をきっちり持って、常にみずからの統計書

をそのことでもってどうだと、商業はどうなをそのことでもってどうだと、商業はどうなをそのことでもってどうだと、商業はどうなをそのことでもってどうだと、商業はどうな

っている、農業はどうなっている、何どうなっている、農業はどうなっている、何どうなっている、農業はどうなっている、何どうなっている、農業はどうなっている、何どうな

っているって。っているって。っているって。っているって。

私は先日申し上げましたけれども、農業も私は先日申し上げましたけれども、農業も私は先日申し上げましたけれども、農業も私は先日申し上げましたけれども、農業も

いっとき110億円の粗生産があったものがいまいっとき110億円の粗生産があったものがいまいっとき110億円の粗生産があったものがいまいっとき110億円の粗生産があったものがいま

80億円でしょう。いま美唄最大の産業ともい80億円でしょう。いま美唄最大の産業ともい80億円でしょう。いま美唄最大の産業ともい80億円でしょう。いま美唄最大の産業ともい

うべきものは何かといったら、年金です。先うべきものは何かといったら、年金です。先うべきものは何かといったら、年金です。先うべきものは何かといったら、年金です。先

ほどちょっと出ましたけれども、これ公務員ほどちょっと出ましたけれども、これ公務員ほどちょっと出ましたけれども、これ公務員ほどちょっと出ましたけれども、これ公務員

の共済年金等が入っていませんけれども、現の共済年金等が入っていませんけれども、現の共済年金等が入っていませんけれども、現の共済年金等が入っていませんけれども、現

在110億円です、すでに120億円かな、なって在110億円です、すでに120億円かな、なって在110億円です、すでに120億円かな、なって在110億円です、すでに120億円かな、なって

います。公務員の共済年金含めたら、これ相います。公務員の共済年金含めたら、これ相います。公務員の共済年金含めたら、これ相います。公務員の共済年金含めたら、これ相

当なもの、200億円近いんじゃないですか、公当なもの、200億円近いんじゃないですか、公当なもの、200億円近いんじゃないですか、公当なもの、200億円近いんじゃないですか、公

務員の年金は高いですから。学校の先生、市務員の年金は高いですから。学校の先生、市務員の年金は高いですから。学校の先生、市務員の年金は高いですから。学校の先生、市

役所、国家公務員、それぞれ。そうすると、役所、国家公務員、それぞれ。そうすると、役所、国家公務員、それぞれ。そうすると、役所、国家公務員、それぞれ。そうすると、

美唄全体の流動性のフロー面に、足がついて美唄全体の流動性のフロー面に、足がついて美唄全体の流動性のフロー面に、足がついて美唄全体の流動性のフロー面に、足がついて

いるお金として流れる流動性のフロー面で言いるお金として流れる流動性のフロー面で言いるお金として流れる流動性のフロー面で言いるお金として流れる流動性のフロー面で言

えば、やっぱり私は500億円から600億円を超えば、やっぱり私は500億円から600億円を超えば、やっぱり私は500億円から600億円を超えば、やっぱり私は500億円から600億円を超

えているんだろうと、そのぐらいになっていえているんだろうと、そのぐらいになっていえているんだろうと、そのぐらいになっていえているんだろうと、そのぐらいになってい

るんだろうと思います。いま言われたのは510るんだろうと思います。いま言われたのは510るんだろうと思います。いま言われたのは510るんだろうと思います。いま言われたのは510

何億円と言われました。その中の315億円は商何億円と言われました。その中の315億円は商何億円と言われました。その中の315億円は商何億円と言われました。その中の315億円は商

業を通じて回っているということなんです。業を通じて回っているということなんです。業を通じて回っているということなんです。業を通じて回っているということなんです。

その場合、どういう形で物を見るかったら、その場合、どういう形で物を見るかったら、その場合、どういう形で物を見るかったら、その場合、どういう形で物を見るかったら、

まず域内収支なんです。美唄市という地域でまず域内収支なんです。美唄市という地域でまず域内収支なんです。美唄市という地域でまず域内収支なんです。美唄市という地域で

どれだけのお金が出ていってと、流動資金がどれだけのお金が出ていってと、流動資金がどれだけのお金が出ていってと、流動資金がどれだけのお金が出ていってと、流動資金が

出ている。それが域内では、美唄市内の中で出ている。それが域内では、美唄市内の中で出ている。それが域内では、美唄市内の中で出ている。それが域内では、美唄市内の中で

はどう回っているのかと、どういうふうに回はどう回っているのかと、どういうふうに回はどう回っているのかと、どういうふうに回はどう回っているのかと、どういうふうに回

っているのか。しかし、ここから、たとえばっているのか。しかし、ここから、たとえばっているのか。しかし、ここから、たとえばっているのか。しかし、ここから、たとえば

製造業の場合200億円ありますが、いま答弁の製造業の場合200億円ありますが、いま答弁の製造業の場合200億円ありますが、いま答弁の製造業の場合200億円ありますが、いま答弁の

中にあったように、材料とか、そういうよう中にあったように、材料とか、そういうよう中にあったように、材料とか、そういうよう中にあったように、材料とか、そういうよう

なものはほとんど外から買っています。ですなものはほとんど外から買っています。ですなものはほとんど外から買っています。ですなものはほとんど外から買っています。です

から、出荷して、そして言うならば販売してから、出荷して、そして言うならば販売してから、出荷して、そして言うならば販売してから、出荷して、そして言うならば販売して

いますから、いただきますね。出ても、従業いますから、いただきますね。出ても、従業いますから、いただきますね。出ても、従業いますから、いただきますね。出ても、従業

員やそういうものに払っていく給与や何かを員やそういうものに払っていく給与や何かを員やそういうものに払っていく給与や何かを員やそういうものに払っていく給与や何かを

除くと、ほとんどが域外、美唄市外に支払い除くと、ほとんどが域外、美唄市外に支払い除くと、ほとんどが域外、美唄市外に支払い除くと、ほとんどが域外、美唄市外に支払い

で出ちゃうんです。美唄で１回か２回でも回で出ちゃうんです。美唄で１回か２回でも回で出ちゃうんです。美唄で１回か２回でも回で出ちゃうんです。美唄で１回か２回でも回

転してくれればいいですけれども、通常お金転してくれればいいですけれども、通常お金転してくれればいいですけれども、通常お金転してくれればいいですけれども、通常お金

は大体２回転から３回転すると、どっかで滞は大体２回転から３回転すると、どっかで滞は大体２回転から３回転すると、どっかで滞は大体２回転から３回転すると、どっかで滞

留している部分をまず払っておくとかと。そ留している部分をまず払っておくとかと。そ留している部分をまず払っておくとかと。そ留している部分をまず払っておくとかと。そ

して、最終的に支払い期限に払うと。して、最終的に支払い期限に払うと。して、最終的に支払い期限に払うと。して、最終的に支払い期限に払うと。

そういうようなことに対して、市役所の職そういうようなことに対して、市役所の職そういうようなことに対して、市役所の職そういうようなことに対して、市役所の職

員の方は全くむとんちゃくという考え方じゃ員の方は全くむとんちゃくという考え方じゃ員の方は全くむとんちゃくという考え方じゃ員の方は全くむとんちゃくという考え方じゃ

ないでしょうか。何回も私はずっと指摘してないでしょうか。何回も私はずっと指摘してないでしょうか。何回も私はずっと指摘してないでしょうか。何回も私はずっと指摘して

きた。それは、根本的にこの市役所の普通会きた。それは、根本的にこの市役所の普通会きた。それは、根本的にこの市役所の普通会きた。それは、根本的にこの市役所の普通会

計ベースで見ていったら、言うならば単式の計ベースで見ていったら、言うならば単式の計ベースで見ていったら、言うならば単式の計ベースで見ていったら、言うならば単式の

大福帳会計だからです。そして、市役所の行大福帳会計だからです。そして、市役所の行大福帳会計だからです。そして、市役所の行大福帳会計だからです。そして、市役所の行

政の流れというのは予算重視の、決算重視じ政の流れというのは予算重視の、決算重視じ政の流れというのは予算重視の、決算重視じ政の流れというのは予算重視の、決算重視じ

ゃないでしょう。だから、いかに何をやってゃないでしょう。だから、いかに何をやってゃないでしょう。だから、いかに何をやってゃないでしょう。だから、いかに何をやって

何をするかと。それは、今度は事務事業評価何をするかと。それは、今度は事務事業評価何をするかと。それは、今度は事務事業評価何をするかと。それは、今度は事務事業評価

を事前に評価する、事後にも評価する、効率を事前に評価する、事後にも評価する、効率を事前に評価する、事後にも評価する、効率を事前に評価する、事後にも評価する、効率

性やそういうものを全部点検してやっていく性やそういうものを全部点検してやっていく性やそういうものを全部点検してやっていく性やそういうものを全部点検してやっていく

ということでやっていかなければ、自立なんということでやっていかなければ、自立なんということでやっていかなければ、自立なんということでやっていかなければ、自立なん
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かできっこないわけですから、根本的に考えかできっこないわけですから、根本的に考えかできっこないわけですから、根本的に考えかできっこないわけですから、根本的に考え

方を変えなければいけない。これが常に、こ方を変えなければいけない。これが常に、こ方を変えなければいけない。これが常に、こ方を変えなければいけない。これが常に、こ

れだけ使えば結果どうなるかという複式の会れだけ使えば結果どうなるかという複式の会れだけ使えば結果どうなるかという複式の会れだけ使えば結果どうなるかという複式の会

計の、そういう企業会計意識あるいは商業簿計の、そういう企業会計意識あるいは商業簿計の、そういう企業会計意識あるいは商業簿計の、そういう企業会計意識あるいは商業簿

記でもいいんです。そういう感度を持ちなが記でもいいんです。そういう感度を持ちなが記でもいいんです。そういう感度を持ちなが記でもいいんです。そういう感度を持ちなが

ら、そしてそういう認識というものをきっちら、そしてそういう認識というものをきっちら、そしてそういう認識というものをきっちら、そしてそういう認識というものをきっち

り持って物事に対処していたら、あれはできり持って物事に対処していたら、あれはできり持って物事に対処していたら、あれはできり持って物事に対処していたら、あれはでき

ない、これができない、議員から質問があっない、これができない、議員から質問があっない、これができない、議員から質問があっない、これができない、議員から質問があっ

たら、議員に対応してもらわなければ答弁がたら、議員に対応してもらわなければ答弁がたら、議員に対応してもらわなければ答弁がたら、議員に対応してもらわなければ答弁が

書けないなんていうことあり得ない。議員の書けないなんていうことあり得ない。議員の書けないなんていうことあり得ない。議員の書けないなんていうことあり得ない。議員の

質問なんていうのは、本来ならこの場でいま質問なんていうのは、本来ならこの場でいま質問なんていうのは、本来ならこの場でいま質問なんていうのは、本来ならこの場でいま

出ることです。議長に通告しているだけです。出ることです。議長に通告しているだけです。出ることです。議長に通告しているだけです。出ることです。議長に通告しているだけです。

私が申し上げたいのは、長年市長が、新し私が申し上げたいのは、長年市長が、新し私が申し上げたいのは、長年市長が、新し私が申し上げたいのは、長年市長が、新し

く交代されましたが、市長もその中にどっぷく交代されましたが、市長もその中にどっぷく交代されましたが、市長もその中にどっぷく交代されましたが、市長もその中にどっぷ

りとはまっていた１人なんです。本当の意味りとはまっていた１人なんです。本当の意味りとはまっていた１人なんです。本当の意味りとはまっていた１人なんです。本当の意味

で、そういういま答弁されたようなことを含で、そういういま答弁されたようなことを含で、そういういま答弁されたようなことを含で、そういういま答弁されたようなことを含

めて、いま私が申し上げたようなことに本気めて、いま私が申し上げたようなことに本気めて、いま私が申し上げたようなことに本気めて、いま私が申し上げたようなことに本気

になって意識改革できるかどうかといったら、になって意識改革できるかどうかといったら、になって意識改革できるかどうかといったら、になって意識改革できるかどうかといったら、

これは市長自身がそういう世界の中でどっぷこれは市長自身がそういう世界の中でどっぷこれは市長自身がそういう世界の中でどっぷこれは市長自身がそういう世界の中でどっぷ

りはまって、そしてあなた自身が財政を担当りはまって、そしてあなた自身が財政を担当りはまって、そしてあなた自身が財政を担当りはまって、そしてあなた自身が財政を担当

していた中心なんです。結果として出てきてしていた中心なんです。結果として出てきてしていた中心なんです。結果として出てきてしていた中心なんです。結果として出てきて

いる姿というのはそのとおりなんです。そのいる姿というのはそのとおりなんです。そのいる姿というのはそのとおりなんです。そのいる姿というのはそのとおりなんです。その

辺について、もう少し考えてもらわなければ辺について、もう少し考えてもらわなければ辺について、もう少し考えてもらわなければ辺について、もう少し考えてもらわなければ

ならないと思いますから、これからこの美唄ならないと思いますから、これからこの美唄ならないと思いますから、これからこの美唄ならないと思いますから、これからこの美唄

というものの自立を進めていくために、何とというものの自立を進めていくために、何とというものの自立を進めていくために、何とというものの自立を進めていくために、何と

いったって根本は資本主義経済であるといういったって根本は資本主義経済であるといういったって根本は資本主義経済であるといういったって根本は資本主義経済であるという

ことです。そして、その中心は貨幣経済だよ、ことです。そして、その中心は貨幣経済だよ、ことです。そして、その中心は貨幣経済だよ、ことです。そして、その中心は貨幣経済だよ、

貨幣だよ。このことをがちっと切りかえない貨幣だよ。このことをがちっと切りかえない貨幣だよ。このことをがちっと切りかえない貨幣だよ。このことをがちっと切りかえない

限り、私は美唄の行財政は根本から変わらな限り、私は美唄の行財政は根本から変わらな限り、私は美唄の行財政は根本から変わらな限り、私は美唄の行財政は根本から変わらな

いと思う。いと思う。いと思う。いと思う。

いま私ここに「ガバナンス」という本を持いま私ここに「ガバナンス」という本を持いま私ここに「ガバナンス」という本を持いま私ここに「ガバナンス」という本を持

ってきています。ここに「自治体職員のエンってきています。ここに「自治体職員のエンってきています。ここに「自治体職員のエンってきています。ここに「自治体職員のエン

パワーメント」と書いてあります、特集は。パワーメント」と書いてあります、特集は。パワーメント」と書いてあります、特集は。パワーメント」と書いてあります、特集は。

これは、いろいろ財政手法はあります、いまこれは、いろいろ財政手法はあります、いまこれは、いろいろ財政手法はあります、いまこれは、いろいろ財政手法はあります、いま

の時代。「これからの自治体経営は、そうしの時代。「これからの自治体経営は、そうしの時代。「これからの自治体経営は、そうしの時代。「これからの自治体経営は、そうし

た激動の時代にあって、自治体職員はいかにた激動の時代にあって、自治体職員はいかにた激動の時代にあって、自治体職員はいかにた激動の時代にあって、自治体職員はいかに

エンパワーメントを図り、モラル」、やる気エンパワーメントを図り、モラル」、やる気エンパワーメントを図り、モラル」、やる気エンパワーメントを図り、モラル」、やる気

ですね、「モラルを向上させていけばいいのですね、「モラルを向上させていけばいいのですね、「モラルを向上させていけばいいのですね、「モラルを向上させていけばいいの

か。換言すれば、自治体職員のエンパワーメか。換言すれば、自治体職員のエンパワーメか。換言すれば、自治体職員のエンパワーメか。換言すれば、自治体職員のエンパワーメ

ントなくしてこれからの自治体経営は成り立ントなくしてこれからの自治体経営は成り立ントなくしてこれからの自治体経営は成り立ントなくしてこれからの自治体経営は成り立

たない」、これは特集です。これは、ことしたない」、これは特集です。これは、ことしたない」、これは特集です。これは、ことしたない」、これは特集です。これは、ことし

の12月号ですけれども。そういう意識を持っの12月号ですけれども。そういう意識を持っの12月号ですけれども。そういう意識を持っの12月号ですけれども。そういう意識を持っ

て地域経営に入っていかなければならないとて地域経営に入っていかなければならないとて地域経営に入っていかなければならないとて地域経営に入っていかなければならないと

思うんですが、その辺について、まず根本的思うんですが、その辺について、まず根本的思うんですが、その辺について、まず根本的思うんですが、その辺について、まず根本的

な基本について、本気にそういうことになっな基本について、本気にそういうことになっな基本について、本気にそういうことになっな基本について、本気にそういうことになっ

ていくかどうかということ。ていくかどうかということ。ていくかどうかということ。ていくかどうかということ。

これをやりますと必ず、この間、つい２日これをやりますと必ず、この間、つい２日これをやりますと必ず、この間、つい２日これをやりますと必ず、この間、つい２日

前ですか、北海道新聞にも出ていましたから、前ですか、北海道新聞にも出ていましたから、前ですか、北海道新聞にも出ていましたから、前ですか、北海道新聞にも出ていましたから、

自治体関係の自治新聞あたりには出ていると自治体関係の自治新聞あたりには出ていると自治体関係の自治新聞あたりには出ていると自治体関係の自治新聞あたりには出ていると

思いますけれども、職員の給与制度、これは思いますけれども、職員の給与制度、これは思いますけれども、職員の給与制度、これは思いますけれども、職員の給与制度、これは

主に成果主義とか実績主義とか、そういうも主に成果主義とか実績主義とか、そういうも主に成果主義とか実績主義とか、そういうも主に成果主義とか実績主義とか、そういうも

のに給与改定されていくとか、ところがやっのに給与改定されていくとか、ところがやっのに給与改定されていくとか、ところがやっのに給与改定されていくとか、ところがやっ

ぱり国公・地方労組との話し合いがまだまとぱり国公・地方労組との話し合いがまだまとぱり国公・地方労組との話し合いがまだまとぱり国公・地方労組との話し合いがまだまと

まらないから、法律改正まではいかないといまらないから、法律改正まではいかないといまらないから、法律改正まではいかないといまらないから、法律改正まではいかないとい

うことです。勤務評定制度から、給与体制かうことです。勤務評定制度から、給与体制かうことです。勤務評定制度から、給与体制かうことです。勤務評定制度から、給与体制か

ら、給与のあり方から、全部今後また変わりら、給与のあり方から、全部今後また変わりら、給与のあり方から、全部今後また変わりら、給与のあり方から、全部今後また変わり

ます、こういう状況の中で。そうすると、そます、こういう状況の中で。そうすると、そます、こういう状況の中で。そうすると、そます、こういう状況の中で。そうすると、そ

の中の根本である勤務評定のあり方から何かの中の根本である勤務評定のあり方から何かの中の根本である勤務評定のあり方から何かの中の根本である勤務評定のあり方から何か

ら全部変わります。事業も申告制度になってら全部変わります。事業も申告制度になってら全部変わります。事業も申告制度になってら全部変わります。事業も申告制度になって

いくと思います。いくと思います。いくと思います。いくと思います。

いま行政とそれに携わる市長以下職員関連いま行政とそれに携わる市長以下職員関連いま行政とそれに携わる市長以下職員関連いま行政とそれに携わる市長以下職員関連

では、全く180度変わるような局面にいま立っでは、全く180度変わるような局面にいま立っでは、全く180度変わるような局面にいま立っでは、全く180度変わるような局面にいま立っ

ているんです。そして、美唄もどん底のとこているんです。そして、美唄もどん底のとこているんです。そして、美唄もどん底のとこているんです。そして、美唄もどん底のとこ

ろまで来ている。先ほど同僚の紫藤議員も言ろまで来ている。先ほど同僚の紫藤議員も言ろまで来ている。先ほど同僚の紫藤議員も言ろまで来ている。先ほど同僚の紫藤議員も言

われた。このことについて率直に、従来パタわれた。このことについて率直に、従来パタわれた。このことについて率直に、従来パタわれた。このことについて率直に、従来パタ

ーンの、私が一番危険視しているのは、あるーンの、私が一番危険視しているのは、あるーンの、私が一番危険視しているのは、あるーンの、私が一番危険視しているのは、ある

いは危険視というよりも、非常に危惧していいは危険視というよりも、非常に危惧していいは危険視というよりも、非常に危惧していいは危険視というよりも、非常に危惧してい

ることは、市長自身がついことしの１月までることは、市長自身がついことしの１月までることは、市長自身がついことしの１月までることは、市長自身がついことしの１月まで
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は美唄市職員であったということなんです。は美唄市職員であったということなんです。は美唄市職員であったということなんです。は美唄市職員であったということなんです。

そういう中にいたということ、そして、特にそういう中にいたということ、そして、特にそういう中にいたということ、そして、特にそういう中にいたということ、そして、特に

そこで財政を中心に担当していたということそこで財政を中心に担当していたということそこで財政を中心に担当していたということそこで財政を中心に担当していたということ

なんです。本当にみずから、自分自身から考なんです。本当にみずから、自分自身から考なんです。本当にみずから、自分自身から考なんです。本当にみずから、自分自身から考

えていかなければならないということだと思えていかなければならないということだと思えていかなければならないということだと思えていかなければならないということだと思

うんです。うんです。うんです。うんです。

それで、ちょっと申し上げますけれども、それで、ちょっと申し上げますけれども、それで、ちょっと申し上げますけれども、それで、ちょっと申し上げますけれども、

市長、ここに私北海道経済白書というのを平市長、ここに私北海道経済白書というのを平市長、ここに私北海道経済白書というのを平市長、ここに私北海道経済白書というのを平

成14年版持ってきています。これは、これだ成14年版持ってきています。これは、これだ成14年版持ってきています。これは、これだ成14年版持ってきています。これは、これだ

けの簿冊です。これは、道庁がつくっていまけの簿冊です。これは、道庁がつくっていまけの簿冊です。これは、道庁がつくっていまけの簿冊です。これは、道庁がつくっていま

す。道の企画振興部経済調査課が発行していす。道の企画振興部経済調査課が発行していす。道の企画振興部経済調査課が発行していす。道の企画振興部経済調査課が発行してい

るんです。これは、北海道の特徴あるいは現るんです。これは、北海道の特徴あるいは現るんです。これは、北海道の特徴あるいは現るんです。これは、北海道の特徴あるいは現

況を全部分析しながら、北海道としてどのジ況を全部分析しながら、北海道としてどのジ況を全部分析しながら、北海道としてどのジ況を全部分析しながら、北海道としてどのジ

ャンルに伸びていくかということです。これャンルに伸びていくかということです。これャンルに伸びていくかということです。これャンルに伸びていくかということです。これ

は初日、私の会派で７分野ということを言いは初日、私の会派で７分野ということを言いは初日、私の会派で７分野ということを言いは初日、私の会派で７分野ということを言い

ましたね、古関議員が。これ７分野入っていましたね、古関議員が。これ７分野入っていましたね、古関議員が。これ７分野入っていましたね、古関議員が。これ７分野入ってい

ます、この中にそのとおり。これは、北海道ます、この中にそのとおり。これは、北海道ます、この中にそのとおり。これは、北海道ます、この中にそのとおり。これは、北海道

の特徴、全部産業構造、これ経済白書ですかの特徴、全部産業構造、これ経済白書ですかの特徴、全部産業構造、これ経済白書ですかの特徴、全部産業構造、これ経済白書ですか

ら。これのミニ版の美唄版をつくろうじゃなら。これのミニ版の美唄版をつくろうじゃなら。これのミニ版の美唄版をつくろうじゃなら。これのミニ版の美唄版をつくろうじゃな

いかということなんです、私が言っていたのいかということなんです、私が言っていたのいかということなんです、私が言っていたのいかということなんです、私が言っていたの

は。そして、みずからの産業からくる経済構は。そして、みずからの産業からくる経済構は。そして、みずからの産業からくる経済構は。そして、みずからの産業からくる経済構

造を、限りなく実態に近いものをつくろうじ造を、限りなく実態に近いものをつくろうじ造を、限りなく実態に近いものをつくろうじ造を、限りなく実態に近いものをつくろうじ

ゃないかということです。その辺について、ゃないかということです。その辺について、ゃないかということです。その辺について、ゃないかということです。その辺について、

まず意識を、本当にそういう局面に立たされまず意識を、本当にそういう局面に立たされまず意識を、本当にそういう局面に立たされまず意識を、本当にそういう局面に立たされ

ている職員全体がどう変わっていくかというている職員全体がどう変わっていくかというている職員全体がどう変わっていくかというている職員全体がどう変わっていくかという

ことと、いま引き続いて努力をしたいということと、いま引き続いて努力をしたいということと、いま引き続いて努力をしたいということと、いま引き続いて努力をしたいという

ことですから、引き続きそういう方向に向かことですから、引き続きそういう方向に向かことですから、引き続きそういう方向に向かことですから、引き続きそういう方向に向か

って進めていって、そういう客観性や合理性、って進めていって、そういう客観性や合理性、って進めていって、そういう客観性や合理性、って進めていって、そういう客観性や合理性、

そして妥当性、いま美唄はこうなっているぞそして妥当性、いま美唄はこうなっているぞそして妥当性、いま美唄はこうなっているぞそして妥当性、いま美唄はこうなっているぞ

と。そうしたら、美唄市役所発のホームペーと。そうしたら、美唄市役所発のホームペーと。そうしたら、美唄市役所発のホームペーと。そうしたら、美唄市役所発のホームペー

ジとか、あるいはインターネットの内容といジとか、あるいはインターネットの内容といジとか、あるいはインターネットの内容といジとか、あるいはインターネットの内容とい

うのはがらっと変わると思うんです。そして、うのはがらっと変わると思うんです。そして、うのはがらっと変わると思うんです。そして、うのはがらっと変わると思うんです。そして、

情報を共有するところはできる、あるいは説情報を共有するところはできる、あるいは説情報を共有するところはできる、あるいは説情報を共有するところはできる、あるいは説

明もできる。その辺について、市長の基本的明もできる。その辺について、市長の基本的明もできる。その辺について、市長の基本的明もできる。その辺について、市長の基本的

な考え方を再度お尋ねいたします。な考え方を再度お尋ねいたします。な考え方を再度お尋ねいたします。な考え方を再度お尋ねいたします。

それから、統計問題については先ほど申しそれから、統計問題については先ほど申しそれから、統計問題については先ほど申しそれから、統計問題については先ほど申し

上げましたから、そういうものの時代ですか上げましたから、そういうものの時代ですか上げましたから、そういうものの時代ですか上げましたから、そういうものの時代ですか

ら、使えば、もっと早く皆さんにできるんじら、使えば、もっと早く皆さんにできるんじら、使えば、もっと早く皆さんにできるんじら、使えば、もっと早く皆さんにできるんじ

ゃないかと思います。ゃないかと思います。ゃないかと思います。ゃないかと思います。

それと、これに関連しますが、さっき申しそれと、これに関連しますが、さっき申しそれと、これに関連しますが、さっき申しそれと、これに関連しますが、さっき申し

上げたように地域経営ということを言われま上げたように地域経営ということを言われま上げたように地域経営ということを言われま上げたように地域経営ということを言われま

した。そして、継続的な財源確保とか産業連した。そして、継続的な財源確保とか産業連した。そして、継続的な財源確保とか産業連した。そして、継続的な財源確保とか産業連

関というものを強めていきたいと、いまの時関というものを強めていきたいと、いまの時関というものを強めていきたいと、いまの時関というものを強めていきたいと、いまの時

点では薄い、そういうことを言われましたが、点では薄い、そういうことを言われましたが、点では薄い、そういうことを言われましたが、点では薄い、そういうことを言われましたが、

地域経営の問題で言えば、これは地域経済は地域経営の問題で言えば、これは地域経済は地域経営の問題で言えば、これは地域経済は地域経営の問題で言えば、これは地域経済は

地域経営そのものです。いまはこの地方分権地域経営そのものです。いまはこの地方分権地域経営そのものです。いまはこの地方分権地域経営そのものです。いまはこの地方分権

ですから、いわゆるローカルガバナンスの時ですから、いわゆるローカルガバナンスの時ですから、いわゆるローカルガバナンスの時ですから、いわゆるローカルガバナンスの時

代と言われるわけです。その場合、地域経営代と言われるわけです。その場合、地域経営代と言われるわけです。その場合、地域経営代と言われるわけです。その場合、地域経営

をどうするかということ、あるいは地域経営をどうするかということ、あるいは地域経営をどうするかということ、あるいは地域経営をどうするかということ、あるいは地域経営

の主体はどうであるか、いろいろテーマがあの主体はどうであるか、いろいろテーマがあの主体はどうであるか、いろいろテーマがあの主体はどうであるか、いろいろテーマがあ

ります。その中で、やっぱり地域経営の現状ります。その中で、やっぱり地域経営の現状ります。その中で、やっぱり地域経営の現状ります。その中で、やっぱり地域経営の現状

把握や地域を経営診断する。そして、その中把握や地域を経営診断する。そして、その中把握や地域を経営診断する。そして、その中把握や地域を経営診断する。そして、その中

から経営戦略とかマネジメント、マーケティから経営戦略とかマネジメント、マーケティから経営戦略とかマネジメント、マーケティから経営戦略とかマネジメント、マーケティ

ング、いろんなのが出てくるわけですけれどング、いろんなのが出てくるわけですけれどング、いろんなのが出てくるわけですけれどング、いろんなのが出てくるわけですけれど

も、もちろんＩＴと地域経営戦略も出ますが、も、もちろんＩＴと地域経営戦略も出ますが、も、もちろんＩＴと地域経営戦略も出ますが、も、もちろんＩＴと地域経営戦略も出ますが、

これらをいまうちの場合、経済部の仕事としこれらをいまうちの場合、経済部の仕事としこれらをいまうちの場合、経済部の仕事としこれらをいまうちの場合、経済部の仕事とし

て考えているんです。これ全体の仕事なんだて考えているんです。これ全体の仕事なんだて考えているんです。これ全体の仕事なんだて考えているんです。これ全体の仕事なんだ

よ。どこで集約するかという問題でしょう。よ。どこで集約するかという問題でしょう。よ。どこで集約するかという問題でしょう。よ。どこで集約するかという問題でしょう。

少なくとも最小限度、道でやっているように、少なくとも最小限度、道でやっているように、少なくとも最小限度、道でやっているように、少なくとも最小限度、道でやっているように、

本来企画というのが前面に出てこなければな本来企画というのが前面に出てこなければな本来企画というのが前面に出てこなければな本来企画というのが前面に出てこなければな

らないと私は思います。道は、さっき申し上らないと私は思います。道は、さっき申し上らないと私は思います。道は、さっき申し上らないと私は思います。道は、さっき申し上

げたように企画振興部経済調査課でしょう。げたように企画振興部経済調査課でしょう。げたように企画振興部経済調査課でしょう。げたように企画振興部経済調査課でしょう。

この辺について、どうもポジションも縦割りこの辺について、どうもポジションも縦割りこの辺について、どうもポジションも縦割りこの辺について、どうもポジションも縦割り

で、こういう総合的なものをつくろうとするで、こういう総合的なものをつくろうとするで、こういう総合的なものをつくろうとするで、こういう総合的なものをつくろうとする

のに、まだ縦割りの意識が抜けていない。このに、まだ縦割りの意識が抜けていない。このに、まだ縦割りの意識が抜けていない。このに、まだ縦割りの意識が抜けていない。こ

の辺についてもお答え願いたいと思います。の辺についてもお答え願いたいと思います。の辺についてもお答え願いたいと思います。の辺についてもお答え願いたいと思います。

それから、私も見せていただきました、普それから、私も見せていただきました、普それから、私も見せていただきました、普それから、私も見せていただきました、普

通会計ベースの複式会計にしたやつ。これあ通会計ベースの複式会計にしたやつ。これあ通会計ベースの複式会計にしたやつ。これあ通会計ベースの複式会計にしたやつ。これあ
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るというものですから、昨日いただいてちょるというものですから、昨日いただいてちょるというものですから、昨日いただいてちょるというものですから、昨日いただいてちょ

っと見たんですが、これインターネットですっと見たんですが、これインターネットですっと見たんですが、これインターネットですっと見たんですが、これインターネットです

か、ホームページですか、出しているの。こか、ホームページですか、出しているの。こか、ホームページですか、出しているの。こか、ホームページですか、出しているの。こ

れは、ほとんどの人見てもわからんです。出れは、ほとんどの人見てもわからんです。出れは、ほとんどの人見てもわからんです。出れは、ほとんどの人見てもわからんです。出

している、それはそれこそ普通会計、一般会している、それはそれこそ普通会計、一般会している、それはそれこそ普通会計、一般会している、それはそれこそ普通会計、一般会

計、市民バス、土地区画整理事業会計ですね、計、市民バス、土地区画整理事業会計ですね、計、市民バス、土地区画整理事業会計ですね、計、市民バス、土地区画整理事業会計ですね、

企業会計等は入っていないということですけ企業会計等は入っていないということですけ企業会計等は入っていないということですけ企業会計等は入っていないということですけ

れども、これやっぱり連結しないきゃいかんれども、これやっぱり連結しないきゃいかんれども、これやっぱり連結しないきゃいかんれども、これやっぱり連結しないきゃいかん

です。それで、連結するためには、その前にです。それで、連結するためには、その前にです。それで、連結するためには、その前にです。それで、連結するためには、その前に

１つひとつきちっと指し示すということです。１つひとつきちっと指し示すということです。１つひとつきちっと指し示すということです。１つひとつきちっと指し示すということです。

連結したらこうなりますということです、決連結したらこうなりますということです、決連結したらこうなりますということです、決連結したらこうなりますということです、決

算。これは、これではわからんです。市民に算。これは、これではわからんです。市民に算。これは、これではわからんです。市民に算。これは、これではわからんです。市民に

インターネット、ホームページ等を利用してインターネット、ホームページ等を利用してインターネット、ホームページ等を利用してインターネット、ホームページ等を利用して

いるというアリバイがあるだけの話であって、いるというアリバイがあるだけの話であって、いるというアリバイがあるだけの話であって、いるというアリバイがあるだけの話であって、

わからんです。わからんです。わからんです。わからんです。

もう少しこの中のエキスの部分を、そういもう少しこの中のエキスの部分を、そういもう少しこの中のエキスの部分を、そういもう少しこの中のエキスの部分を、そうい

う場合でも、これ聞いたらこのまま出していう場合でも、これ聞いたらこのまま出していう場合でも、これ聞いたらこのまま出していう場合でも、これ聞いたらこのまま出してい

るというんです、これを。エキスの部分、たるというんです、これを。エキスの部分、たるというんです、これを。エキスの部分、たるというんです、これを。エキスの部分、た

とえば先ほど紫藤議員が言ったように、起債とえば先ほど紫藤議員が言ったように、起債とえば先ほど紫藤議員が言ったように、起債とえば先ほど紫藤議員が言ったように、起債

の残高で市民１人当たり幾らになって、そしの残高で市民１人当たり幾らになって、そしの残高で市民１人当たり幾らになって、そしの残高で市民１人当たり幾らになって、そし

て通常はこれだけのベースですとか公債費比て通常はこれだけのベースですとか公債費比て通常はこれだけのベースですとか公債費比て通常はこれだけのベースですとか公債費比

率はこうです、その横に、これにプラス道債率はこうです、その横に、これにプラス道債率はこうです、その横に、これにプラス道債率はこうです、その横に、これにプラス道債

が入るんでしょう、国債が入るんでしょう。が入るんでしょう、国債が入るんでしょう。が入るんでしょう、国債が入るんでしょう。が入るんでしょう、国債が入るんでしょう。

そうしたら、いま市民１人当たりは何百万の、そうしたら、いま市民１人当たりは何百万の、そうしたら、いま市民１人当たりは何百万の、そうしたら、いま市民１人当たりは何百万の、

これは何百万できかない数字になりますけれこれは何百万できかない数字になりますけれこれは何百万できかない数字になりますけれこれは何百万できかない数字になりますけれ

ども、そういう状況にいま環境置かれているども、そういう状況にいま環境置かれているども、そういう状況にいま環境置かれているども、そういう状況にいま環境置かれている

んだということや何かを、もっと市民と本当んだということや何かを、もっと市民と本当んだということや何かを、もっと市民と本当んだということや何かを、もっと市民と本当

に一緒になって接点つくって、情報を共有しに一緒になって接点つくって、情報を共有しに一緒になって接点つくって、情報を共有しに一緒になって接点つくって、情報を共有し

合って、現状を確認し合って、そしてどうす合って、現状を確認し合って、そしてどうす合って、現状を確認し合って、そしてどうす合って、現状を確認し合って、そしてどうす

るかということを考えるんなら、そういうもるかということを考えるんなら、そういうもるかということを考えるんなら、そういうもるかということを考えるんなら、そういうも

のも工夫があるでしょう。エキスの部分を漫のも工夫があるでしょう。エキスの部分を漫のも工夫があるでしょう。エキスの部分を漫のも工夫があるでしょう。エキスの部分を漫

画チックにイラスト入れて、わあ、こんなに画チックにイラスト入れて、わあ、こんなに画チックにイラスト入れて、わあ、こんなに画チックにイラスト入れて、わあ、こんなに

１人当たりのこれから返していかなければな１人当たりのこれから返していかなければな１人当たりのこれから返していかなければな１人当たりのこれから返していかなければな

らないお金をしょっているのかというようならないお金をしょっているのかというようならないお金をしょっているのかというようならないお金をしょっているのかというような

もので、漫画チックにイラストつけてやったもので、漫画チックにイラストつけてやったもので、漫画チックにイラストつけてやったもので、漫画チックにイラストつけてやった

りして、そのエキス全部やっていけばいいんりして、そのエキス全部やっていけばいいんりして、そのエキス全部やっていけばいいんりして、そのエキス全部やっていけばいいん

じゃないですか、知ってもらいたいことや、じゃないですか、知ってもらいたいことや、じゃないですか、知ってもらいたいことや、じゃないですか、知ってもらいたいことや、

そして、美唄のよい面も出す、そういうことそして、美唄のよい面も出す、そういうことそして、美唄のよい面も出す、そういうことそして、美唄のよい面も出す、そういうこと

ばかりじゃなくて。こういうものに対する、ばかりじゃなくて。こういうものに対する、ばかりじゃなくて。こういうものに対する、ばかりじゃなくて。こういうものに対する、

そういうパソコン等を使っての公表の仕方とそういうパソコン等を使っての公表の仕方とそういうパソコン等を使っての公表の仕方とそういうパソコン等を使っての公表の仕方と

いうか、市民説明、報告、公表、その仕方もいうか、市民説明、報告、公表、その仕方もいうか、市民説明、報告、公表、その仕方もいうか、市民説明、報告、公表、その仕方も

一工夫必要ではないかと思いますが、そのこ一工夫必要ではないかと思いますが、そのこ一工夫必要ではないかと思いますが、そのこ一工夫必要ではないかと思いますが、そのこ

とについてもお伺いをいたしたいと思います。とについてもお伺いをいたしたいと思います。とについてもお伺いをいたしたいと思います。とについてもお伺いをいたしたいと思います。

それから、最後に病院の問題、いま聞きまそれから、最後に病院の問題、いま聞きまそれから、最後に病院の問題、いま聞きまそれから、最後に病院の問題、いま聞きま

した。これは、市長、やっぱり私は北大の第した。これは、市長、やっぱり私は北大の第した。これは、市長、やっぱり私は北大の第した。これは、市長、やっぱり私は北大の第

１外科の教授と話をして、長い間お世話にな１外科の教授と話をして、長い間お世話にな１外科の教授と話をして、長い間お世話にな１外科の教授と話をして、長い間お世話にな

りました、昭和18年以来。最初は第１内科でりました、昭和18年以来。最初は第１内科でりました、昭和18年以来。最初は第１内科でりました、昭和18年以来。最初は第１内科で

したけれども、ほとんど弓削先生からずっとしたけれども、ほとんど弓削先生からずっとしたけれども、ほとんど弓削先生からずっとしたけれども、ほとんど弓削先生からずっと

第１外科ですから、院長は。お世話になりま第１外科ですから、院長は。お世話になりま第１外科ですから、院長は。お世話になりま第１外科ですから、院長は。お世話になりま

したが、うちの市立病院は内科が命です。特したが、うちの市立病院は内科が命です。特したが、うちの市立病院は内科が命です。特したが、うちの市立病院は内科が命です。特

に消化器ですから、ある程度内視鏡関係に強に消化器ですから、ある程度内視鏡関係に強に消化器ですから、ある程度内視鏡関係に強に消化器ですから、ある程度内視鏡関係に強

い医師が一番理想的だと思います。今回医療い医師が一番理想的だと思います。今回医療い医師が一番理想的だと思います。今回医療い医師が一番理想的だと思います。今回医療

振興財団から来ている週何回かの先生方は内振興財団から来ている週何回かの先生方は内振興財団から来ている週何回かの先生方は内振興財団から来ている週何回かの先生方は内

視鏡関係は非常に強いということを聞いてい視鏡関係は非常に強いということを聞いてい視鏡関係は非常に強いということを聞いてい視鏡関係は非常に強いということを聞いてい

ますから、私も喜んでいるんですが、そういますから、私も喜んでいるんですが、そういますから、私も喜んでいるんですが、そういますから、私も喜んでいるんですが、そうい

う形でもって札医大第４内科から院長が来て、う形でもって札医大第４内科から院長が来て、う形でもって札医大第４内科から院長が来て、う形でもって札医大第４内科から院長が来て、

そしてやっぱり内科を基本にして、本当に市そしてやっぱり内科を基本にして、本当に市そしてやっぱり内科を基本にして、本当に市そしてやっぱり内科を基本にして、本当に市

立病院に光をともしていくという、そういう立病院に光をともしていくという、そういう立病院に光をともしていくという、そういう立病院に光をともしていくという、そういう

問題に本気になって命をかけたチャレンジが問題に本気になって命をかけたチャレンジが問題に本気になって命をかけたチャレンジが問題に本気になって命をかけたチャレンジが

必要だと思います。必要だと思います。必要だと思います。必要だと思います。

そのためには、先ほどはその３分の１といそのためには、先ほどはその３分の１といそのためには、先ほどはその３分の１といそのためには、先ほどはその３分の１とい

う決まり事があるのでということで、それがう決まり事があるのでということで、それがう決まり事があるのでということで、それがう決まり事があるのでということで、それが

確保努力できないんなら、ほかが何ぼ頑張っ確保努力できないんなら、ほかが何ぼ頑張っ確保努力できないんなら、ほかが何ぼ頑張っ確保努力できないんなら、ほかが何ぼ頑張っ

ても３分の１やれないんだから、その病院はても３分の１やれないんだから、その病院はても３分の１やれないんだから、その病院はても３分の１やれないんだから、その病院は

やっぱり健全化計画の指定取り消しだというやっぱり健全化計画の指定取り消しだというやっぱり健全化計画の指定取り消しだというやっぱり健全化計画の指定取り消しだという

結論が、もし仮にその辺の情報を探って見な結論が、もし仮にその辺の情報を探って見な結論が、もし仮にその辺の情報を探って見な結論が、もし仮にその辺の情報を探って見な

ければいけないというようなことをいま言わければいけないというようなことをいま言わければいけないというようなことをいま言わければいけないというようなことをいま言わ

れているけれども、本来一番先にそのことをれているけれども、本来一番先にそのことをれているけれども、本来一番先にそのことをれているけれども、本来一番先にそのことを
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探らんきゃいかんです。病院が、この間の10探らんきゃいかんです。病院が、この間の10探らんきゃいかんです。病院が、この間の10探らんきゃいかんです。病院が、この間の10

月の決算委員会で16年度の見通しは約２億円月の決算委員会で16年度の見通しは約２億円月の決算委員会で16年度の見通しは約２億円月の決算委員会で16年度の見通しは約２億円

の不良債務が上積みになるということ出たんの不良債務が上積みになるということ出たんの不良債務が上積みになるということ出たんの不良債務が上積みになるということ出たん

でしょう。答弁されたじゃないですか。３分でしょう。答弁されたじゃないですか。３分でしょう。答弁されたじゃないですか。３分でしょう。答弁されたじゃないですか。３分

の１の確保なんか、100％、120％、200％もでの１の確保なんか、100％、120％、200％もでの１の確保なんか、100％、120％、200％もでの１の確保なんか、100％、120％、200％もで

きないんだよ。その辺の情報をとってみて、きないんだよ。その辺の情報をとってみて、きないんだよ。その辺の情報をとってみて、きないんだよ。その辺の情報をとってみて、

そしてその縛りが、ある程度その分を一般会そしてその縛りが、ある程度その分を一般会そしてその縛りが、ある程度その分を一般会そしてその縛りが、ある程度その分を一般会

計等が決死の覚悟で繰り出しをするんならい計等が決死の覚悟で繰り出しをするんならい計等が決死の覚悟で繰り出しをするんならい計等が決死の覚悟で繰り出しをするんならい

いんですよと、継続をいたしますよと、そういんですよと、継続をいたしますよと、そういんですよと、継続をいたしますよと、そういんですよと、継続をいたしますよと、そう

いうことなら、いろいろなことを考えたいということなら、いろいろなことを考えたいということなら、いろいろなことを考えたいということなら、いろいろなことを考えたいと

いう答弁でしょう、市長は。いう答弁でしょう、市長は。いう答弁でしょう、市長は。いう答弁でしょう、市長は。

私は、そういう肝心なことを、生きるか死私は、そういう肝心なことを、生きるか死私は、そういう肝心なことを、生きるか死私は、そういう肝心なことを、生きるか死

ぬかかかっているんだから、そして美唄市民ぬかかかっているんだから、そして美唄市民ぬかかかっているんだから、そして美唄市民ぬかかかっているんだから、そして美唄市民

も本当にどうなるんだという一番問題になっも本当にどうなるんだという一番問題になっも本当にどうなるんだという一番問題になっも本当にどうなるんだという一番問題になっ

ているわけでしょう。これ生きるか死ぬかでているわけでしょう。これ生きるか死ぬかでているわけでしょう。これ生きるか死ぬかでているわけでしょう。これ生きるか死ぬかで

もって美唄の市立病院が死に体になっちゃっもって美唄の市立病院が死に体になっちゃっもって美唄の市立病院が死に体になっちゃっもって美唄の市立病院が死に体になっちゃっ

たら、労災病院との統合なり総合化なり、総たら、労災病院との統合なり総合化なり、総たら、労災病院との統合なり総合化なり、総たら、労災病院との統合なり総合化なり、総

合病院まず１つつくっていくということだけ合病院まず１つつくっていくということだけ合病院まず１つつくっていくということだけ合病院まず１つつくっていくということだけ

ははっきりしているんだから、市立病院の関ははっきりしているんだから、市立病院の関ははっきりしているんだから、市立病院の関ははっきりしているんだから、市立病院の関

係でもって設置者市長が発言権あるんですか、係でもって設置者市長が発言権あるんですか、係でもって設置者市長が発言権あるんですか、係でもって設置者市長が発言権あるんですか、

統合するときに。発言権ないじゃないですか。統合するときに。発言権ないじゃないですか。統合するときに。発言権ないじゃないですか。統合するときに。発言権ないじゃないですか。

そうしたら、市立病院が自賄いできないんなそうしたら、市立病院が自賄いできないんなそうしたら、市立病院が自賄いできないんなそうしたら、市立病院が自賄いできないんな

ら、先ほど言われた、そこで働いている人たら、先ほど言われた、そこで働いている人たら、先ほど言われた、そこで働いている人たら、先ほど言われた、そこで働いている人た

ち、あるいは患者、家族、みんな巻き込むんち、あるいは患者、家族、みんな巻き込むんち、あるいは患者、家族、みんな巻き込むんち、あるいは患者、家族、みんな巻き込むん

だよ。路頭にも迷わす。何がかなめかというだよ。路頭にも迷わす。何がかなめかというだよ。路頭にも迷わす。何がかなめかというだよ。路頭にも迷わす。何がかなめかという

肝心なことをきちっとやらなきゃ、かなめを肝心なことをきちっとやらなきゃ、かなめを肝心なことをきちっとやらなきゃ、かなめを肝心なことをきちっとやらなきゃ、かなめを

押さえて仕事をするというのは当たり前の原押さえて仕事をするというのは当たり前の原押さえて仕事をするというのは当たり前の原押さえて仕事をするというのは当たり前の原

則だ。だから、その辺のことの確認は、市長、則だ。だから、その辺のことの確認は、市長、則だ。だから、その辺のことの確認は、市長、則だ。だから、その辺のことの確認は、市長、

それこそ正月返上しようと何しようと、相手それこそ正月返上しようと何しようと、相手それこそ正月返上しようと何しようと、相手それこそ正月返上しようと何しようと、相手

が言おうと言うまいと、走り回らなければいが言おうと言うまいと、走り回らなければいが言おうと言うまいと、走り回らなければいが言おうと言うまいと、走り回らなければい

かんです。それから、地域医療ビジョンもつかんです。それから、地域医療ビジョンもつかんです。それから、地域医療ビジョンもつかんです。それから、地域医療ビジョンもつ

くらなければいかんです。医師の確保もやらくらなければいかんです。医師の確保もやらくらなければいかんです。医師の確保もやらくらなければいかんです。医師の確保もやら

なきゃいかんです。全部並列、並行作業です。なきゃいかんです。全部並列、並行作業です。なきゃいかんです。全部並列、並行作業です。なきゃいかんです。全部並列、並行作業です。

これ片づけて、あれ片づけてなんて順序つかこれ片づけて、あれ片づけてなんて順序つかこれ片づけて、あれ片づけてなんて順序つかこれ片づけて、あれ片づけてなんて順序つか

ないじゃないですか、いま、局面は。ないじゃないですか、いま、局面は。ないじゃないですか、いま、局面は。ないじゃないですか、いま、局面は。

その辺について、再度、私は、そんなことその辺について、再度、私は、そんなことその辺について、再度、私は、そんなことその辺について、再度、私は、そんなこと

は先に確認しておいて、どうするかという必は先に確認しておいて、どうするかという必は先に確認しておいて、どうするかという必は先に確認しておいて、どうするかという必

死の覚悟が出ていなければおかしいと思いま死の覚悟が出ていなければおかしいと思いま死の覚悟が出ていなければおかしいと思いま死の覚悟が出ていなければおかしいと思いま

すし、それを具体的に示していくことが医師すし、それを具体的に示していくことが医師すし、それを具体的に示していくことが医師すし、それを具体的に示していくことが医師

の確保にも心が伝わる、何にも伝わるというの確保にも心が伝わる、何にも伝わるというの確保にも心が伝わる、何にも伝わるというの確保にも心が伝わる、何にも伝わるという

形になっていかなければ、私は、第４内科が形になっていかなければ、私は、第４内科が形になっていかなければ、私は、第４内科が形になっていかなければ、私は、第４内科が

院長さんを本当に送ってくれるかどうかわか院長さんを本当に送ってくれるかどうかわか院長さんを本当に送ってくれるかどうかわか院長さんを本当に送ってくれるかどうかわか

らないです。行ってすぐぱたっといっちゃうらないです。行ってすぐぱたっといっちゃうらないです。行ってすぐぱたっといっちゃうらないです。行ってすぐぱたっといっちゃう

んだったら、どうしようもならないじゃないんだったら、どうしようもならないじゃないんだったら、どうしようもならないじゃないんだったら、どうしようもならないじゃない

ですか。第４内科の新津教授がまだいるのかですか。第４内科の新津教授がまだいるのかですか。第４内科の新津教授がまだいるのかですか。第４内科の新津教授がまだいるのか

わかりませんが、その方が合意して、そしてわかりませんが、その方が合意して、そしてわかりませんが、その方が合意して、そしてわかりませんが、その方が合意して、そして

院長になってきても、市立病院がばたっとい院長になってきても、市立病院がばたっとい院長になってきても、市立病院がばたっとい院長になってきても、市立病院がばたっとい

くんだったら、生き恥さらすようなものじゃくんだったら、生き恥さらすようなものじゃくんだったら、生き恥さらすようなものじゃくんだったら、生き恥さらすようなものじゃ

ないですか、その当事者にとったら。早いとないですか、その当事者にとったら。早いとないですか、その当事者にとったら。早いとないですか、その当事者にとったら。早いと

ころ状況をつくり上げていくということに、ころ状況をつくり上げていくということに、ころ状況をつくり上げていくということに、ころ状況をつくり上げていくということに、

それは１分１秒争うぐらいの気持ちでもってそれは１分１秒争うぐらいの気持ちでもってそれは１分１秒争うぐらいの気持ちでもってそれは１分１秒争うぐらいの気持ちでもって

取り組んでもらわなければどうしようもなら取り組んでもらわなければどうしようもなら取り組んでもらわなければどうしようもなら取り組んでもらわなければどうしようもなら

ない状況だと私は思いますが、その辺についない状況だと私は思いますが、その辺についない状況だと私は思いますが、その辺についない状況だと私は思いますが、その辺につい

て再度ご答弁をお願いしたいと思います。て再度ご答弁をお願いしたいと思います。て再度ご答弁をお願いしたいと思います。て再度ご答弁をお願いしたいと思います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 荘司議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 荘司議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 荘司議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 荘司議員の再質問にお答

えします。えします。えします。えします。

これからの行政は民間的発想を取り入れて、これからの行政は民間的発想を取り入れて、これからの行政は民間的発想を取り入れて、これからの行政は民間的発想を取り入れて、

地域経営という視点に基づいて取り組まなけ地域経営という視点に基づいて取り組まなけ地域経営という視点に基づいて取り組まなけ地域経営という視点に基づいて取り組まなけ

ればならないと、そんな意識をしてございまればならないと、そんな意識をしてございまればならないと、そんな意識をしてございまればならないと、そんな意識をしてございま

す。す。す。す。

その中で統計というものが本当にまちとかその中で統計というものが本当にまちとかその中で統計というものが本当にまちとかその中で統計というものが本当にまちとか

経済をとらえる、そんな非常にすばらしい題経済をとらえる、そんな非常にすばらしい題経済をとらえる、そんな非常にすばらしい題経済をとらえる、そんな非常にすばらしい題

材であるということで、私は今後これからの材であるということで、私は今後これからの材であるということで、私は今後これからの材であるということで、私は今後これからの

業務を遂行する上でデータを分析して判断材業務を遂行する上でデータを分析して判断材業務を遂行する上でデータを分析して判断材業務を遂行する上でデータを分析して判断材

料にすること、このことが大変重要なことで料にすること、このことが大変重要なことで料にすること、このことが大変重要なことで料にすること、このことが大変重要なことで

あると考えております。いまさまざまな情報あると考えております。いまさまざまな情報あると考えております。いまさまざまな情報あると考えております。いまさまざまな情報

を入手しやすい環境が整ってきておりますのを入手しやすい環境が整ってきておりますのを入手しやすい環境が整ってきておりますのを入手しやすい環境が整ってきておりますの
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で、そのデータを整理、蓄積して有効的に活で、そのデータを整理、蓄積して有効的に活で、そのデータを整理、蓄積して有効的に活で、そのデータを整理、蓄積して有効的に活

用してまいりたいと。また、現在議員ご指摘用してまいりたいと。また、現在議員ご指摘用してまいりたいと。また、現在議員ご指摘用してまいりたいと。また、現在議員ご指摘

のように３年ごとに指定統計を中心に統計書のように３年ごとに指定統計を中心に統計書のように３年ごとに指定統計を中心に統計書のように３年ごとに指定統計を中心に統計書

として整理しているところでございますけれとして整理しているところでございますけれとして整理しているところでございますけれとして整理しているところでございますけれ

ども、今後におきましては、これらの統計情ども、今後におきましては、これらの統計情ども、今後におきましては、これらの統計情ども、今後におきましては、これらの統計情

報以外にも必要な情報はできるだけ取り入れ報以外にも必要な情報はできるだけ取り入れ報以外にも必要な情報はできるだけ取り入れ報以外にも必要な情報はできるだけ取り入れ

まして業務に生かしていくよう、私も含めままして業務に生かしていくよう、私も含めままして業務に生かしていくよう、私も含めままして業務に生かしていくよう、私も含めま

して職員の意識を高めてまいりたいと考えてして職員の意識を高めてまいりたいと考えてして職員の意識を高めてまいりたいと考えてして職員の意識を高めてまいりたいと考えて

いるところでございます。いるところでございます。いるところでございます。いるところでございます。

それから、２点目の地域経営につきまして、それから、２点目の地域経営につきまして、それから、２点目の地域経営につきまして、それから、２点目の地域経営につきまして、

現在、経済の動向等を経済部の仕事としてと現在、経済の動向等を経済部の仕事としてと現在、経済の動向等を経済部の仕事としてと現在、経済の動向等を経済部の仕事としてと

らえているところでございますけれども、私らえているところでございますけれども、私らえているところでございますけれども、私らえているところでございますけれども、私

も経済部単体でとらえるというのは非常に無も経済部単体でとらえるというのは非常に無も経済部単体でとらえるというのは非常に無も経済部単体でとらえるというのは非常に無

理があるということから、これはやはり全体理があるということから、これはやはり全体理があるということから、これはやはり全体理があるということから、これはやはり全体

的な組織または企画財政等、企画部門でこれ的な組織または企画財政等、企画部門でこれ的な組織または企画財政等、企画部門でこれ的な組織または企画財政等、企画部門でこれ

をとらえるようなことが必要でないかと考えをとらえるようなことが必要でないかと考えをとらえるようなことが必要でないかと考えをとらえるようなことが必要でないかと考え

ておりますので、このあたりを今後調整をしておりますので、このあたりを今後調整をしておりますので、このあたりを今後調整をしておりますので、このあたりを今後調整をし

てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。

３点目のバランスシートの関係でございま３点目のバランスシートの関係でございま３点目のバランスシートの関係でございま３点目のバランスシートの関係でございま

すけれども、一般会計というか普通会計におすけれども、一般会計というか普通会計におすけれども、一般会計というか普通会計におすけれども、一般会計というか普通会計にお

きましてできておりまして、インターネットきましてできておりまして、インターネットきましてできておりまして、インターネットきましてできておりまして、インターネット

でお知らせしているということでございますでお知らせしているということでございますでお知らせしているということでございますでお知らせしているということでございます

けれども、その説明とか非常に不十分だといけれども、その説明とか非常に不十分だといけれども、その説明とか非常に不十分だといけれども、その説明とか非常に不十分だとい

うこともありますので、これは連結という決うこともありますので、これは連結という決うこともありますので、これは連結という決うこともありますので、これは連結という決

算等を検討するとあわせまして、市民の皆様算等を検討するとあわせまして、市民の皆様算等を検討するとあわせまして、市民の皆様算等を検討するとあわせまして、市民の皆様

によりわかりやすいものになるよう、内容等によりわかりやすいものになるよう、内容等によりわかりやすいものになるよう、内容等によりわかりやすいものになるよう、内容等

につきまして今後研究させていただきたいとにつきまして今後研究させていただきたいとにつきまして今後研究させていただきたいとにつきまして今後研究させていただきたいと

考えております。考えております。考えております。考えております。

それから、４点目の市立病院の問題でござそれから、４点目の市立病院の問題でござそれから、４点目の市立病院の問題でござそれから、４点目の市立病院の問題でござ

いますけれども、先ほど来第５次の団体指定いますけれども、先ほど来第５次の団体指定いますけれども、先ほど来第５次の団体指定いますけれども、先ほど来第５次の団体指定

の問題がございますけれども、制度は制度との問題がございますけれども、制度は制度との問題がございますけれども、制度は制度との問題がございますけれども、制度は制度と

して、これは私ども今後国、道と、絶対的なして、これは私ども今後国、道と、絶対的なして、これは私ども今後国、道と、絶対的なして、これは私ども今後国、道と、絶対的な

ものなのかどうかという確認をいたしますけものなのかどうかという確認をいたしますけものなのかどうかという確認をいたしますけものなのかどうかという確認をいたしますけ

れども、やはりその前に市立病院が維持存続れども、やはりその前に市立病院が維持存続れども、やはりその前に市立病院が維持存続れども、やはりその前に市立病院が維持存続

することが先でございます。このため、今後することが先でございます。このため、今後することが先でございます。このため、今後することが先でございます。このため、今後

私自身としても、また市立病院の事務局とも私自身としても、また市立病院の事務局とも私自身としても、また市立病院の事務局とも私自身としても、また市立病院の事務局とも

全力を挙げまして、さまざまな努力をしてま全力を挙げまして、さまざまな努力をしてま全力を挙げまして、さまざまな努力をしてま全力を挙げまして、さまざまな努力をしてま

いりたいと考えていますので、ご理解願いたいりたいと考えていますので、ご理解願いたいりたいと考えていますので、ご理解願いたいりたいと考えていますので、ご理解願いた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

●議長中西勇夫君 19番荘司光雄君。●議長中西勇夫君 19番荘司光雄君。●議長中西勇夫君 19番荘司光雄君。●議長中西勇夫君 19番荘司光雄君。

●19番荘司光雄君 まとめて１つだけ。●19番荘司光雄君 まとめて１つだけ。●19番荘司光雄君 まとめて１つだけ。●19番荘司光雄君 まとめて１つだけ。

いま企画財政等の、企画部門の表に出てくいま企画財政等の、企画部門の表に出てくいま企画財政等の、企画部門の表に出てくいま企画財政等の、企画部門の表に出てく

るという問題がありましたが、いずれにしてるという問題がありましたが、いずれにしてるという問題がありましたが、いずれにしてるという問題がありましたが、いずれにして

もこれは、もう本当に縦割り意識などというもこれは、もう本当に縦割り意識などというもこれは、もう本当に縦割り意識などというもこれは、もう本当に縦割り意識などという

ようなものでは、この問題がなくても行政はようなものでは、この問題がなくても行政はようなものでは、この問題がなくても行政はようなものでは、この問題がなくても行政は

従来の縦割り、前例踏襲、縄張り、そして積従来の縦割り、前例踏襲、縄張り、そして積従来の縦割り、前例踏襲、縄張り、そして積従来の縦割り、前例踏襲、縄張り、そして積

み上げなどという考え方というのはもう100％み上げなどという考え方というのはもう100％み上げなどという考え方というのはもう100％み上げなどという考え方というのはもう100％

通用しないということだけははっきりしてい通用しないということだけははっきりしてい通用しないということだけははっきりしてい通用しないということだけははっきりしてい

るわけですから、そういうことをきちっと前るわけですから、そういうことをきちっと前るわけですから、そういうことをきちっと前るわけですから、そういうことをきちっと前

提にして、言えば日常は、勤務時間は自分の提にして、言えば日常は、勤務時間は自分の提にして、言えば日常は、勤務時間は自分の提にして、言えば日常は、勤務時間は自分の

セクションで仕事をするが、そういうものをセクションで仕事をするが、そういうものをセクションで仕事をするが、そういうものをセクションで仕事をするが、そういうものを

まとめてやるプロジェクトならプロジェクトまとめてやるプロジェクトならプロジェクトまとめてやるプロジェクトならプロジェクトまとめてやるプロジェクトならプロジェクト

に時間が終われば、そこにプロジェクト参加に時間が終われば、そこにプロジェクト参加に時間が終われば、そこにプロジェクト参加に時間が終われば、そこにプロジェクト参加

するんだという形を、そのぐらいの形でもっするんだという形を、そのぐらいの形でもっするんだという形を、そのぐらいの形でもっするんだという形を、そのぐらいの形でもっ

て１人が２役、３役ということをやっていかて１人が２役、３役ということをやっていかて１人が２役、３役ということをやっていかて１人が２役、３役ということをやっていか

ない限り、人件費の抑制と同時に、経費面もない限り、人件費の抑制と同時に、経費面もない限り、人件費の抑制と同時に、経費面もない限り、人件費の抑制と同時に、経費面も

さることながら、職員全体の意識は変わってさることながら、職員全体の意識は変わってさることながら、職員全体の意識は変わってさることながら、職員全体の意識は変わって

いかないと思います。私は、すべてがサービいかないと思います。私は、すべてがサービいかないと思います。私は、すべてがサービいかないと思います。私は、すべてがサービ

ス産業とは言わないです。これは、また給与ス産業とは言わないです。これは、また給与ス産業とは言わないです。これは、また給与ス産業とは言わないです。これは、また給与

の中に織り込むか、あるいはそうではないにの中に織り込むか、あるいはそうではないにの中に織り込むか、あるいはそうではないにの中に織り込むか、あるいはそうではないに

しても、どういう方法かで方法あると思うんしても、どういう方法かで方法あると思うんしても、どういう方法かで方法あると思うんしても、どういう方法かで方法あると思うん

です。１人がダブル、トリプルの役割を担うです。１人がダブル、トリプルの役割を担うです。１人がダブル、トリプルの役割を担うです。１人がダブル、トリプルの役割を担う

という形をとっていかざるを得ないんですかという形をとっていかざるを得ないんですかという形をとっていかざるを得ないんですかという形をとっていかざるを得ないんですか

ら。これは、頭脳部分の仕事ですから。市民ら。これは、頭脳部分の仕事ですから。市民ら。これは、頭脳部分の仕事ですから。市民ら。これは、頭脳部分の仕事ですから。市民

との協働の部分とは、あるいは自主協働だととの協働の部分とは、あるいは自主協働だととの協働の部分とは、あるいは自主協働だととの協働の部分とは、あるいは自主協働だと

か、自助・公助・共助というような、そういか、自助・公助・共助というような、そういか、自助・公助・共助というような、そういか、自助・公助・共助というような、そうい

う範疇外の仕事の部分は役所の中でがちっとう範疇外の仕事の部分は役所の中でがちっとう範疇外の仕事の部分は役所の中でがちっとう範疇外の仕事の部分は役所の中でがちっと

かためなければならないんですから。その辺かためなければならないんですから。その辺かためなければならないんですから。その辺かためなければならないんですから。その辺
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について、一工夫も二工夫もあるんじゃないについて、一工夫も二工夫もあるんじゃないについて、一工夫も二工夫もあるんじゃないについて、一工夫も二工夫もあるんじゃない

かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

そのためには、私がさっき言いました、こそのためには、私がさっき言いました、こそのためには、私がさっき言いました、こそのためには、私がさっき言いました、こ

のエンパワーメントというのは、職員の能力、のエンパワーメントというのは、職員の能力、のエンパワーメントというのは、職員の能力、のエンパワーメントというのは、職員の能力、

創造性、それから職員の企画力、このことを創造性、それから職員の企画力、このことを創造性、それから職員の企画力、このことを創造性、それから職員の企画力、このことを

１つのものとして言っているわけです。だか１つのものとして言っているわけです。だか１つのものとして言っているわけです。だか１つのものとして言っているわけです。だか

ら、そのエンパワーメントという、メントとら、そのエンパワーメントという、メントとら、そのエンパワーメントという、メントとら、そのエンパワーメントという、メントと

いうのはマネジメントのメントと同じなのでいうのはマネジメントのメントと同じなのでいうのはマネジメントのメントと同じなのでいうのはマネジメントのメントと同じなので

す。これは、職員自身の問題です。これをどす。これは、職員自身の問題です。これをどす。これは、職員自身の問題です。これをどす。これは、職員自身の問題です。これをど

う取り組むかということについて、率直に、う取り組むかということについて、率直に、う取り組むかということについて、率直に、う取り組むかということについて、率直に、

これは要望です。最初について答えていただこれは要望です。最初について答えていただこれは要望です。最初について答えていただこれは要望です。最初について答えていただ

きたいですけれども、私はお願いと言ってもきたいですけれども、私はお願いと言ってもきたいですけれども、私はお願いと言ってもきたいですけれども、私はお願いと言っても

いいぐらいです。職員の人たちがそういうよいいぐらいです。職員の人たちがそういうよいいぐらいです。職員の人たちがそういうよいいぐらいです。職員の人たちがそういうよ

うな立場に立ち返ってもらいたい、変わってうな立場に立ち返ってもらいたい、変わってうな立場に立ち返ってもらいたい、変わってうな立場に立ち返ってもらいたい、変わって

もらいたい。私ども議員なんていうのは、あもらいたい。私ども議員なんていうのは、あもらいたい。私ども議員なんていうのは、あもらいたい。私ども議員なんていうのは、あ

と２年もしたら選挙があって、だれが出てくと２年もしたら選挙があって、だれが出てくと２年もしたら選挙があって、だれが出てくと２年もしたら選挙があって、だれが出てく

るかわからないんです。役所の職員は何だかるかわからないんです。役所の職員は何だかるかわからないんです。役所の職員は何だかるかわからないんです。役所の職員は何だか

んだ言ったって、とんでもないことでもしなんだ言ったって、とんでもないことでもしなんだ言ったって、とんでもないことでもしなんだ言ったって、とんでもないことでもしな

い限り30年なり40年近く勤められるんでしょい限り30年なり40年近く勤められるんでしょい限り30年なり40年近く勤められるんでしょい限り30年なり40年近く勤められるんでしょ

う。どういう意識を持って、どういう目的意う。どういう意識を持って、どういう目的意う。どういう意識を持って、どういう目的意う。どういう意識を持って、どういう目的意

識で、どういう使命感で、積み上げの役所の識で、どういう使命感で、積み上げの役所の識で、どういう使命感で、積み上げの役所の識で、どういう使命感で、積み上げの役所の

一般職の人たちは市長を中心に、市長とか助一般職の人たちは市長を中心に、市長とか助一般職の人たちは市長を中心に、市長とか助一般職の人たちは市長を中心に、市長とか助

役だとか、特別職は４年に１度だ。市長は選役だとか、特別職は４年に１度だ。市長は選役だとか、特別職は４年に１度だ。市長は選役だとか、特別職は４年に１度だ。市長は選

挙です、４年に１度直接選挙ですね。一般職挙です、４年に１度直接選挙ですね。一般職挙です、４年に１度直接選挙ですね。一般職挙です、４年に１度直接選挙ですね。一般職

の人たちの底上げを図る以外に行政の活性化の人たちの底上げを図る以外に行政の活性化の人たちの底上げを図る以外に行政の活性化の人たちの底上げを図る以外に行政の活性化

はあり得ないんです。そして、こういう時代はあり得ないんです。そして、こういう時代はあり得ないんです。そして、こういう時代はあり得ないんです。そして、こういう時代

に即応する切りかえもできないんです。このに即応する切りかえもできないんです。このに即応する切りかえもできないんです。このに即応する切りかえもできないんです。この

辺について、本気になって、市長、自分も鍛辺について、本気になって、市長、自分も鍛辺について、本気になって、市長、自分も鍛辺について、本気になって、市長、自分も鍛

え直すつもりで、あなたがその世界に入ってえ直すつもりで、あなたがその世界に入ってえ直すつもりで、あなたがその世界に入ってえ直すつもりで、あなたがその世界に入って

いたことは間違いないんだから、そういうよいたことは間違いないんだから、そういうよいたことは間違いないんだから、そういうよいたことは間違いないんだから、そういうよ

うな形でぜひ取り組んでもらいたいと。これうな形でぜひ取り組んでもらいたいと。これうな形でぜひ取り組んでもらいたいと。これうな形でぜひ取り組んでもらいたいと。これ

は、率直にお願いに近い形で要望いたします。は、率直にお願いに近い形で要望いたします。は、率直にお願いに近い形で要望いたします。は、率直にお願いに近い形で要望いたします。

１点目だけお答え願います。１点目だけお答え願います。１点目だけお答え願います。１点目だけお答え願います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 荘司議員の再々質問にお●市長桜井道夫君 荘司議員の再々質問にお●市長桜井道夫君 荘司議員の再々質問にお●市長桜井道夫君 荘司議員の再々質問にお

答えします。答えします。答えします。答えします。

地域経済の低迷等、このような厳しい現状地域経済の低迷等、このような厳しい現状地域経済の低迷等、このような厳しい現状地域経済の低迷等、このような厳しい現状

の中で、まさに美唄市が活力を持ったまちとの中で、まさに美唄市が活力を持ったまちとの中で、まさに美唄市が活力を持ったまちとの中で、まさに美唄市が活力を持ったまちと

して再生されるためには、私ども活性化につして再生されるためには、私ども活性化につして再生されるためには、私ども活性化につして再生されるためには、私ども活性化につ

きまして、やはり縦割りではなく横断的な部きまして、やはり縦割りではなく横断的な部きまして、やはり縦割りではなく横断的な部きまして、やはり縦割りではなく横断的な部

分、こういう組織を近々の課題として全庁的分、こういう組織を近々の課題として全庁的分、こういう組織を近々の課題として全庁的分、こういう組織を近々の課題として全庁的

につくると、そんなことを早急に検討してまにつくると、そんなことを早急に検討してまにつくると、そんなことを早急に検討してまにつくると、そんなことを早急に検討してま

いりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。

また、要望等の中で、組織はやはり人でごまた、要望等の中で、組織はやはり人でごまた、要望等の中で、組織はやはり人でごまた、要望等の中で、組織はやはり人でご

ざいますので、この職員、そして私みずからざいますので、この職員、そして私みずからざいますので、この職員、そして私みずからざいますので、この職員、そして私みずから

もやる気を起こして、このまちづくりに真剣もやる気を起こして、このまちづくりに真剣もやる気を起こして、このまちづくりに真剣もやる気を起こして、このまちづくりに真剣

になって取り組んでまいりたいと、このようになって取り組んでまいりたいと、このようになって取り組んでまいりたいと、このようになって取り組んでまいりたいと、このよう

な決意でございますので、よろしくご理解願な決意でございますので、よろしくご理解願な決意でございますので、よろしくご理解願な決意でございますので、よろしくご理解願

いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。

10番米田良克君。10番米田良克君。10番米田良克君。10番米田良克君。

●10番米田良克君（登壇） 2004年第４回定●10番米田良克君（登壇） 2004年第４回定●10番米田良克君（登壇） 2004年第４回定●10番米田良克君（登壇） 2004年第４回定

例会に当たり、大綱４点について市長並びに例会に当たり、大綱４点について市長並びに例会に当たり、大綱４点について市長並びに例会に当たり、大綱４点について市長並びに

教育長に質問をいたします。教育長に質問をいたします。教育長に質問をいたします。教育長に質問をいたします。

大綱の１点目は、（仮称）生活安全条例に大綱の１点目は、（仮称）生活安全条例に大綱の１点目は、（仮称）生活安全条例に大綱の１点目は、（仮称）生活安全条例に

ついてであります。具体的に条例が姿を見せついてであります。具体的に条例が姿を見せついてであります。具体的に条例が姿を見せついてであります。具体的に条例が姿を見せ

ておりませんから、そのことを想定してといておりませんから、そのことを想定してといておりませんから、そのことを想定してといておりませんから、そのことを想定してとい

うことでの質問をさせていただきます。うことでの質問をさせていただきます。うことでの質問をさせていただきます。うことでの質問をさせていただきます。

第３回臨時会の市長の所信に対する質疑の第３回臨時会の市長の所信に対する質疑の第３回臨時会の市長の所信に対する質疑の第３回臨時会の市長の所信に対する質疑の

中でもこのことは申し上げました。そのとき中でもこのことは申し上げました。そのとき中でもこのことは申し上げました。そのとき中でもこのことは申し上げました。そのとき

に答弁をいただいたわけですが、私が受けとに答弁をいただいたわけですが、私が受けとに答弁をいただいたわけですが、私が受けとに答弁をいただいたわけですが、私が受けと

めていたことからすれば、どうも納得がいかめていたことからすれば、どうも納得がいかめていたことからすれば、どうも納得がいかめていたことからすれば、どうも納得がいか

ないという部分もありまして、さらに調べてないという部分もありまして、さらに調べてないという部分もありまして、さらに調べてないという部分もありまして、さらに調べて

みました。それで、これにかかわって幾つかみました。それで、これにかかわって幾つかみました。それで、これにかかわって幾つかみました。それで、これにかかわって幾つか

質問をしたいと思います。質問をしたいと思います。質問をしたいと思います。質問をしたいと思います。

その１つ目は、この生活安全条例なるものその１つ目は、この生活安全条例なるものその１つ目は、この生活安全条例なるものその１つ目は、この生活安全条例なるもの

の由来と、それからたまたま東京都の条例のの由来と、それからたまたま東京都の条例のの由来と、それからたまたま東京都の条例のの由来と、それからたまたま東京都の条例の

ことが載っておりましたので、それについてことが載っておりましたので、それについてことが載っておりましたので、それについてことが載っておりましたので、それについて
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お尋ねをしたいと思うんですが、2001年の11お尋ねをしたいと思うんですが、2001年の11お尋ねをしたいと思うんですが、2001年の11お尋ねをしたいと思うんですが、2001年の11

月に警察庁の生活安全企画課が都道府県警察月に警察庁の生活安全企画課が都道府県警察月に警察庁の生活安全企画課が都道府県警察月に警察庁の生活安全企画課が都道府県警察

の長に対して、社会の保有してきた犯罪抑止の長に対して、社会の保有してきた犯罪抑止の長に対して、社会の保有してきた犯罪抑止の長に対して、社会の保有してきた犯罪抑止

機能の低下というものを地域社会の連帯意識機能の低下というものを地域社会の連帯意識機能の低下というものを地域社会の連帯意識機能の低下というものを地域社会の連帯意識

の希薄化が原因だとして、その回復への働きの希薄化が原因だとして、その回復への働きの希薄化が原因だとして、その回復への働きの希薄化が原因だとして、その回復への働き

かけを訴え、防犯の自主努力を促すとともに、かけを訴え、防犯の自主努力を促すとともに、かけを訴え、防犯の自主努力を促すとともに、かけを訴え、防犯の自主努力を促すとともに、

警察への協力を求める施策を通達した。これ警察への協力を求める施策を通達した。これ警察への協力を求める施策を通達した。これ警察への協力を求める施策を通達した。これ

が2001年11月のことです。ちょうど３年前にが2001年11月のことです。ちょうど３年前にが2001年11月のことです。ちょうど３年前にが2001年11月のことです。ちょうど３年前に

なりますか。これについては、大体1980年代なりますか。これについては、大体1980年代なりますか。これについては、大体1980年代なりますか。これについては、大体1980年代

のおしまいから一般刑法犯の検挙率低下が姿のおしまいから一般刑法犯の検挙率低下が姿のおしまいから一般刑法犯の検挙率低下が姿のおしまいから一般刑法犯の検挙率低下が姿

を見せてきて、2000年からは急激にこの検挙を見せてきて、2000年からは急激にこの検挙を見せてきて、2000年からは急激にこの検挙を見せてきて、2000年からは急激にこの検挙

率が低下をした。そして、20％を切る状況が率が低下をした。そして、20％を切る状況が率が低下をした。そして、20％を切る状況が率が低下をした。そして、20％を切る状況が

生まれてきている。これは、大変だというの生まれてきている。これは、大変だというの生まれてきている。これは、大変だというの生まれてきている。これは、大変だというの

は国民の意識の中にあったわけです。この対は国民の意識の中にあったわけです。この対は国民の意識の中にあったわけです。この対は国民の意識の中にあったわけです。この対

策として出されたものだというふうに言われ策として出されたものだというふうに言われ策として出されたものだというふうに言われ策として出されたものだというふうに言われ

ています。ています。ています。ています。

このことを指摘しているのは、作家の小林このことを指摘しているのは、作家の小林このことを指摘しているのは、作家の小林このことを指摘しているのは、作家の小林

道雄さんという人なんです。この人はノンフ道雄さんという人なんです。この人はノンフ道雄さんという人なんです。この人はノンフ道雄さんという人なんです。この人はノンフ

ィクションを書く人で、警察とか、それからィクションを書く人で、警察とか、それからィクションを書く人で、警察とか、それからィクションを書く人で、警察とか、それから

司法の問題、少年問題を題材にした作品を書司法の問題、少年問題を題材にした作品を書司法の問題、少年問題を題材にした作品を書司法の問題、少年問題を題材にした作品を書

いている。そういう指摘をしております。こいている。そういう指摘をしております。こいている。そういう指摘をしております。こいている。そういう指摘をしております。こ

ういうふうになった原因は何かということのういうふうになった原因は何かということのういうふうになった原因は何かということのういうふうになった原因は何かということの

分析もされているんですけれども、これは小分析もされているんですけれども、これは小分析もされているんですけれども、これは小分析もされているんですけれども、これは小

林さんの話によれば、１つは検挙率ですから、林さんの話によれば、１つは検挙率ですから、林さんの話によれば、１つは検挙率ですから、林さんの話によれば、１つは検挙率ですから、

起きた犯罪の数に対して検挙何人と、こうい起きた犯罪の数に対して検挙何人と、こうい起きた犯罪の数に対して検挙何人と、こうい起きた犯罪の数に対して検挙何人と、こうい

うことになるんです。分母が大きくなれば、うことになるんです。分母が大きくなれば、うことになるんです。分母が大きくなれば、うことになるんです。分母が大きくなれば、

検挙数は変化なくても、率は下がるわけです。検挙数は変化なくても、率は下がるわけです。検挙数は変化なくても、率は下がるわけです。検挙数は変化なくても、率は下がるわけです。

この分母のいわば犯罪として警察が認定したこの分母のいわば犯罪として警察が認定したこの分母のいわば犯罪として警察が認定したこの分母のいわば犯罪として警察が認定した

数が急激にふえているということです。これ数が急激にふえているということです。これ数が急激にふえているということです。これ数が急激にふえているということです。これ

は、私どもの生活の実感の中でそういうことは、私どもの生活の実感の中でそういうことは、私どもの生活の実感の中でそういうことは、私どもの生活の実感の中でそういうこと

を感じているかというと、それはそうではなを感じているかというと、それはそうではなを感じているかというと、それはそうではなを感じているかというと、それはそうではな

いんです。それは、警察の組織内部のやはりいんです。それは、警察の組織内部のやはりいんです。それは、警察の組織内部のやはりいんです。それは、警察の組織内部のやはり

問題があって、それまで表に出さなかった数問題があって、それまで表に出さなかった数問題があって、それまで表に出さなかった数問題があって、それまで表に出さなかった数

字を出さざるを得なくなってきたという状況字を出さざるを得なくなってきたという状況字を出さざるを得なくなってきたという状況字を出さざるを得なくなってきたという状況

があると、そういう分析をしております。そがあると、そういう分析をしております。そがあると、そういう分析をしております。そがあると、そういう分析をしております。そ

のことが分母が大きくなって、結果として率のことが分母が大きくなって、結果として率のことが分母が大きくなって、結果として率のことが分母が大きくなって、結果として率

が急激に下がると、そういう現象になった。が急激に下がると、そういう現象になった。が急激に下がると、そういう現象になった。が急激に下がると、そういう現象になった。

たとえば率が半分になったというときに、犯たとえば率が半分になったというときに、犯たとえば率が半分になったというときに、犯たとえば率が半分になったというときに、犯

罪が倍起きているかと、そういうことではな罪が倍起きているかと、そういうことではな罪が倍起きているかと、そういうことではな罪が倍起きているかと、そういうことではな

いということなんです。そういう分析をしていということなんです。そういう分析をしていということなんです。そういう分析をしていということなんです。そういう分析をして

います。います。います。います。

じゃ、なぜそういうことが起きたかというじゃ、なぜそういうことが起きたかというじゃ、なぜそういうことが起きたかというじゃ、なぜそういうことが起きたかという

ことは、警察の組織内部の問題として警備警ことは、警察の組織内部の問題として警備警ことは、警察の組織内部の問題として警備警ことは、警察の組織内部の問題として警備警

察の重視ということが70年代から進んできて察の重視ということが70年代から進んできて察の重視ということが70年代から進んできて察の重視ということが70年代から進んできて

おりまして、いわゆる警備、公安の関係です。おりまして、いわゆる警備、公安の関係です。おりまして、いわゆる警備、公安の関係です。おりまして、いわゆる警備、公安の関係です。

警備にあらずは警察にあらずと、そういう意警備にあらずは警察にあらずと、そういう意警備にあらずは警察にあらずと、そういう意警備にあらずは警察にあらずと、そういう意

識が警察の組織内にあって、それは刑事とい識が警察の組織内にあって、それは刑事とい識が警察の組織内にあって、それは刑事とい識が警察の組織内にあって、それは刑事とい

うものを低く見てしまうということ。そういうものを低く見てしまうということ。そういうものを低く見てしまうということ。そういうものを低く見てしまうということ。そうい

うことが刑事警察の力の低下というものになうことが刑事警察の力の低下というものになうことが刑事警察の力の低下というものになうことが刑事警察の力の低下というものにな

っていくと。このことがやはり検挙率に大きっていくと。このことがやはり検挙率に大きっていくと。このことがやはり検挙率に大きっていくと。このことがやはり検挙率に大き

く影響してくる部分もあったのではないかと、く影響してくる部分もあったのではないかと、く影響してくる部分もあったのではないかと、く影響してくる部分もあったのではないかと、

そういう見方をしています。そういう見方をしています。そういう見方をしています。そういう見方をしています。

これを受けて、翌２年には大阪府は「生活これを受けて、翌２年には大阪府は「生活これを受けて、翌２年には大阪府は「生活これを受けて、翌２年には大阪府は「生活

安全条例」をつくりました。これは、かなり安全条例」をつくりました。これは、かなり安全条例」をつくりました。これは、かなり安全条例」をつくりました。これは、かなり

極端な例かと思いますけれども、危ないもの極端な例かと思いますけれども、危ないもの極端な例かと思いますけれども、危ないもの極端な例かと思いますけれども、危ないもの

を持って歩かないと。たとえば鉄パイプなどを持って歩かないと。たとえば鉄パイプなどを持って歩かないと。たとえば鉄パイプなどを持って歩かないと。たとえば鉄パイプなど

を持たないということです。そのことがバッを持たないということです。そのことがバッを持たないということです。そのことがバッを持たないということです。そのことがバッ

トやゴルフクラブまで持って歩くなと、そうトやゴルフクラブまで持って歩くなと、そうトやゴルフクラブまで持って歩くなと、そうトやゴルフクラブまで持って歩くなと、そう

いう規制になっている。だから、府民みずかいう規制になっている。だから、府民みずかいう規制になっている。だから、府民みずかいう規制になっている。だから、府民みずか

ら自分たちの生活を規制していくという、そら自分たちの生活を規制していくという、そら自分たちの生活を規制していくという、そら自分たちの生活を規制していくという、そ

ういう内容を持っていたということです。ういう内容を持っていたということです。ういう内容を持っていたということです。ういう内容を持っていたということです。

東京がつくったのは、「東京都安全・安心東京がつくったのは、「東京都安全・安心東京がつくったのは、「東京都安全・安心東京がつくったのは、「東京都安全・安心

まちづくり条例」というものです。この第１まちづくり条例」というものです。この第１まちづくり条例」というものです。この第１まちづくり条例」というものです。この第１

条には、こういうふうに書いてあります。条には、こういうふうに書いてあります。条には、こういうふうに書いてあります。条には、こういうふうに書いてあります。

「この条例は、東京都の区域における個人の「この条例は、東京都の区域における個人の「この条例は、東京都の区域における個人の「この条例は、東京都の区域における個人の

生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防

止に関し、東京都、都民及び事業者の責務を止に関し、東京都、都民及び事業者の責務を止に関し、東京都、都民及び事業者の責務を止に関し、東京都、都民及び事業者の責務を

明らかにするとともに、安全・安心まちづく明らかにするとともに、安全・安心まちづく明らかにするとともに、安全・安心まちづく明らかにするとともに、安全・安心まちづく
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りを推進し、もって安全で安心して暮らすこりを推進し、もって安全で安心して暮らすこりを推進し、もって安全で安心して暮らすこりを推進し、もって安全で安心して暮らすこ

とができる社会の実現を図ることを目的とすとができる社会の実現を図ることを目的とすとができる社会の実現を図ることを目的とすとができる社会の実現を図ることを目的とす

る。」こういう目的をはっきり第１条でうたる。」こういう目的をはっきり第１条でうたる。」こういう目的をはっきり第１条でうたる。」こういう目的をはっきり第１条でうた

っています。私は、この中で東京都が都民のっています。私は、この中で東京都が都民のっています。私は、この中で東京都が都民のっています。私は、この中で東京都が都民の

安全のために努力をするということは理解を安全のために努力をするということは理解を安全のために努力をするということは理解を安全のために努力をするということは理解を

しますけれども、都民が安全なまちづくりのしますけれども、都民が安全なまちづくりのしますけれども、都民が安全なまちづくりのしますけれども、都民が安全なまちづくりの

ために責務を持つということをはっきりうたために責務を持つということをはっきりうたために責務を持つということをはっきりうたために責務を持つということをはっきりうた

っているわけです。このことが警察の主導のっているわけです。このことが警察の主導のっているわけです。このことが警察の主導のっているわけです。このことが警察の主導の

もとで行われていっているということです。もとで行われていっているということです。もとで行われていっているということです。もとで行われていっているということです。

そして、その６条には、「警察署長は、そのそして、その６条には、「警察署長は、そのそして、その６条には、「警察署長は、そのそして、その６条には、「警察署長は、その

管轄区域において、区市町村及び都民等と協管轄区域において、区市町村及び都民等と協管轄区域において、区市町村及び都民等と協管轄区域において、区市町村及び都民等と協

働して、安全・安心まちづくりを推進するた働して、安全・安心まちづくりを推進するた働して、安全・安心まちづくりを推進するた働して、安全・安心まちづくりを推進するた

めの体制を整備するものとする。」というふめの体制を整備するものとする。」というふめの体制を整備するものとする。」というふめの体制を整備するものとする。」というふ

うに、条例で警察に都民を協力させると、こうに、条例で警察に都民を協力させると、こうに、条例で警察に都民を協力させると、こうに、条例で警察に都民を協力させると、こ

ういう内容を持っているわけです。ういう内容を持っているわけです。ういう内容を持っているわけです。ういう内容を持っているわけです。

これらが警察庁の出した通達によって、実これらが警察庁の出した通達によって、実これらが警察庁の出した通達によって、実これらが警察庁の出した通達によって、実

は今回この質問をするということで関係の課は今回この質問をするということで関係の課は今回この質問をするということで関係の課は今回この質問をするということで関係の課

とも話をしましたけれども、道段階でもいまとも話をしましたけれども、道段階でもいまとも話をしましたけれども、道段階でもいまとも話をしましたけれども、道段階でもいま

作業が進んでいるし、それから市町村でも道作業が進んでいるし、それから市町村でも道作業が進んでいるし、それから市町村でも道作業が進んでいるし、それから市町村でも道

内すでにこの条例ができたところがたくさん内すでにこの条例ができたところがたくさん内すでにこの条例ができたところがたくさん内すでにこの条例ができたところがたくさん

ありますということをお聞きしました。道のありますということをお聞きしました。道のありますということをお聞きしました。道のありますということをお聞きしました。道の

資料もいただいたんですが、道がいまつくろ資料もいただいたんですが、道がいまつくろ資料もいただいたんですが、道がいまつくろ資料もいただいたんですが、道がいまつくろ

うとしている生活安全、名称はちょっと違いうとしている生活安全、名称はちょっと違いうとしている生活安全、名称はちょっと違いうとしている生活安全、名称はちょっと違い

ますけれども、これはやはりはっきりと道民ますけれども、これはやはりはっきりと道民ますけれども、これはやはりはっきりと道民ますけれども、これはやはりはっきりと道民

に責務を求めていると、そういう中身になっに責務を求めていると、そういう中身になっに責務を求めていると、そういう中身になっに責務を求めていると、そういう中身になっ

ています。ですから、同じ内容でほぼつくらています。ですから、同じ内容でほぼつくらています。ですから、同じ内容でほぼつくらています。ですから、同じ内容でほぼつくら

れるという形になっているわけです。れるという形になっているわけです。れるという形になっているわけです。れるという形になっているわけです。

ですから、こういう形でつくるということですから、こういう形でつくるということですから、こういう形でつくるということですから、こういう形でつくるということ

が、私は小林さんという先ほどの作家の方のが、私は小林さんという先ほどの作家の方のが、私は小林さんという先ほどの作家の方のが、私は小林さんという先ほどの作家の方の

言葉をかりれば、警察の内部事情でもって検言葉をかりれば、警察の内部事情でもって検言葉をかりれば、警察の内部事情でもって検言葉をかりれば、警察の内部事情でもって検

挙率が落ちた、そのことを地域住民に責任転挙率が落ちた、そのことを地域住民に責任転挙率が落ちた、そのことを地域住民に責任転挙率が落ちた、そのことを地域住民に責任転

嫁をするといいますか、そういう形になりか嫁をするといいますか、そういう形になりか嫁をするといいますか、そういう形になりか嫁をするといいますか、そういう形になりか

ねない、そういう危険があるぞという指摘をねない、そういう危険があるぞという指摘をねない、そういう危険があるぞという指摘をねない、そういう危険があるぞという指摘を

されております。されております。されております。されております。

この辺、私がこの問題をさきの臨時会の中この辺、私がこの問題をさきの臨時会の中この辺、私がこの問題をさきの臨時会の中この辺、私がこの問題をさきの臨時会の中

で取り上げましたのは、市長の公約の中に大で取り上げましたのは、市長の公約の中に大で取り上げましたのは、市長の公約の中に大で取り上げましたのは、市長の公約の中に大

きく最後の項目にこれがうたわれておりましきく最後の項目にこれがうたわれておりましきく最後の項目にこれがうたわれておりましきく最後の項目にこれがうたわれておりまし

たから、違和感があるということをさきの臨たから、違和感があるということをさきの臨たから、違和感があるということをさきの臨たから、違和感があるということをさきの臨

時会の中で申し上げたわけですけれども、そ時会の中で申し上げたわけですけれども、そ時会の中で申し上げたわけですけれども、そ時会の中で申し上げたわけですけれども、そ

のかかわりで私の疑問は、やはり今回調べてのかかわりで私の疑問は、やはり今回調べてのかかわりで私の疑問は、やはり今回調べてのかかわりで私の疑問は、やはり今回調べて

みて余計大きくなったなということで、このみて余計大きくなったなということで、このみて余計大きくなったなということで、このみて余計大きくなったなということで、この

辺の考え方をお尋ねをしたいということです。辺の考え方をお尋ねをしたいということです。辺の考え方をお尋ねをしたいということです。辺の考え方をお尋ねをしたいということです。

そして、美唄市のまちの状態で言えば、私そして、美唄市のまちの状態で言えば、私そして、美唄市のまちの状態で言えば、私そして、美唄市のまちの状態で言えば、私

はそんなに、さきの臨時会の中では発生するはそんなに、さきの臨時会の中では発生するはそんなに、さきの臨時会の中では発生するはそんなに、さきの臨時会の中では発生する

犯罪件数のお話もありましたけれども、たと犯罪件数のお話もありましたけれども、たと犯罪件数のお話もありましたけれども、たと犯罪件数のお話もありましたけれども、たと

えば夜にまちを歩けないとか、そういうことえば夜にまちを歩けないとか、そういうことえば夜にまちを歩けないとか、そういうことえば夜にまちを歩けないとか、そういうこと

を感じてはいないわけです。もちろん子どもを感じてはいないわけです。もちろん子どもを感じてはいないわけです。もちろん子どもを感じてはいないわけです。もちろん子ども

たちが被害者になる犯罪や何かも全国で言えたちが被害者になる犯罪や何かも全国で言えたちが被害者になる犯罪や何かも全国で言えたちが被害者になる犯罪や何かも全国で言え

ば起きているということは理解をしておりまば起きているということは理解をしておりまば起きているということは理解をしておりまば起きているということは理解をしておりま

す。ただ、条例をもって市民全体のものにしす。ただ、条例をもって市民全体のものにしす。ただ、条例をもって市民全体のものにしす。ただ、条例をもって市民全体のものにし

ていかなければならないという、そういう事ていかなければならないという、そういう事ていかなければならないという、そういう事ていかなければならないという、そういう事

態だとは思っていないわけです。美唄として、態だとは思っていないわけです。美唄として、態だとは思っていないわけです。美唄として、態だとは思っていないわけです。美唄として、

当面いわば最優先課題としてこういう条例を当面いわば最優先課題としてこういう条例を当面いわば最優先課題としてこういう条例を当面いわば最優先課題としてこういう条例を

つくらなければならないというのは、本当につくらなければならないというのは、本当につくらなければならないというのは、本当につくらなければならないというのは、本当に

そういう判断に立たなければならないのかどそういう判断に立たなければならないのかどそういう判断に立たなければならないのかどそういう判断に立たなければならないのかど

うかということです、そのことをお尋ねしたうかということです、そのことをお尋ねしたうかということです、そのことをお尋ねしたうかということです、そのことをお尋ねした

い。い。い。い。

それから、３つ目としては、市民生活とのそれから、３つ目としては、市民生活とのそれから、３つ目としては、市民生活とのそれから、３つ目としては、市民生活との

かかわりですけれども、戦争中に隣組というかかわりですけれども、戦争中に隣組というかかわりですけれども、戦争中に隣組というかかわりですけれども、戦争中に隣組という

のがありましたですね。これは、住民の相互のがありましたですね。これは、住民の相互のがありましたですね。これは、住民の相互のがありましたですね。これは、住民の相互

監視組織というふうに戦後理解をされている監視組織というふうに戦後理解をされている監視組織というふうに戦後理解をされている監視組織というふうに戦後理解をされている

わけです。町内会がいわば隣組化するのではわけです。町内会がいわば隣組化するのではわけです。町内会がいわば隣組化するのではわけです。町内会がいわば隣組化するのでは

ないかということです。市民の相互監視体制ないかということです。市民の相互監視体制ないかということです。市民の相互監視体制ないかということです。市民の相互監視体制

だとか、これは東京の場合はこの都条例がでだとか、これは東京の場合はこの都条例がでだとか、これは東京の場合はこの都条例がでだとか、これは東京の場合はこの都条例がで

きたことによって一気に監視カメラがふえたきたことによって一気に監視カメラがふえたきたことによって一気に監視カメラがふえたきたことによって一気に監視カメラがふえた

という問題があります。これは、１つのシスという問題があります。これは、１つのシスという問題があります。これは、１つのシスという問題があります。これは、１つのシス

テムをつくるのに400万円かかるそうですけれテムをつくるのに400万円かかるそうですけれテムをつくるのに400万円かかるそうですけれテムをつくるのに400万円かかるそうですけれ

ども、多くの投資をして監視カメラをつけたども、多くの投資をして監視カメラをつけたども、多くの投資をして監視カメラをつけたども、多くの投資をして監視カメラをつけた
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ということで、たとえばコンビニ等の中で防ということで、たとえばコンビニ等の中で防ということで、たとえばコンビニ等の中で防ということで、たとえばコンビニ等の中で防

犯のためにカメラが置かれるということは、犯のためにカメラが置かれるということは、犯のためにカメラが置かれるということは、犯のためにカメラが置かれるということは、

これは店の経営状況からしてやむを得ないかこれは店の経営状況からしてやむを得ないかこれは店の経営状況からしてやむを得ないかこれは店の経営状況からしてやむを得ないか

なという気もするわけですけれども、普通になという気もするわけですけれども、普通になという気もするわけですけれども、普通になという気もするわけですけれども、普通に

市民が歩く道路がいつの間にか監視カメラが市民が歩く道路がいつの間にか監視カメラが市民が歩く道路がいつの間にか監視カメラが市民が歩く道路がいつの間にか監視カメラが

あるというようなことは、はていかがなものあるというようなことは、はていかがなものあるというようなことは、はていかがなものあるというようなことは、はていかがなもの

かということを感ずるわけです。これら、あかということを感ずるわけです。これら、あかということを感ずるわけです。これら、あかということを感ずるわけです。これら、あ

るいは防犯等の各種行事などへ、たとえば町るいは防犯等の各種行事などへ、たとえば町るいは防犯等の各種行事などへ、たとえば町るいは防犯等の各種行事などへ、たとえば町

内に参加割り当てが来るとか、そんな形にな内に参加割り当てが来るとか、そんな形にな内に参加割り当てが来るとか、そんな形にな内に参加割り当てが来るとか、そんな形にな

るのではないかと、そういう心配をするわけるのではないかと、そういう心配をするわけるのではないかと、そういう心配をするわけるのではないかと、そういう心配をするわけ

です。この辺いかがなものかということをおです。この辺いかがなものかということをおです。この辺いかがなものかということをおです。この辺いかがなものかということをお

尋ねをしたいということです。尋ねをしたいということです。尋ねをしたいということです。尋ねをしたいということです。

それと、いまちょうど雪の季節になりましそれと、いまちょうど雪の季節になりましそれと、いまちょうど雪の季節になりましそれと、いまちょうど雪の季節になりまし

たけれども、これからの市民の大きな関心は、たけれども、これからの市民の大きな関心は、たけれども、これからの市民の大きな関心は、たけれども、これからの市民の大きな関心は、

やっぱり除雪体制がどうなのかということにやっぱり除雪体制がどうなのかということにやっぱり除雪体制がどうなのかということにやっぱり除雪体制がどうなのかということに

なるわけでして、そのほか今回同僚議員の方なるわけでして、そのほか今回同僚議員の方なるわけでして、そのほか今回同僚議員の方なるわけでして、そのほか今回同僚議員の方

々何人も、やはり地震災害についての心配を々何人も、やはり地震災害についての心配を々何人も、やはり地震災害についての心配を々何人も、やはり地震災害についての心配を

質問の中で取り上げておられましたけれども、質問の中で取り上げておられましたけれども、質問の中で取り上げておられましたけれども、質問の中で取り上げておられましたけれども、

これらについての対応策というものがずっとこれらについての対応策というものがずっとこれらについての対応策というものがずっとこれらについての対応策というものがずっと

優先度が高いのではないかということを考え優先度が高いのではないかということを考え優先度が高いのではないかということを考え優先度が高いのではないかということを考え

ます。それらあわせてご答弁をいただければます。それらあわせてご答弁をいただければます。それらあわせてご答弁をいただければます。それらあわせてご答弁をいただければ

というふうに思います。というふうに思います。というふうに思います。というふうに思います。

次に、大綱の２点目は、三位一体改革の問次に、大綱の２点目は、三位一体改革の問次に、大綱の２点目は、三位一体改革の問次に、大綱の２点目は、三位一体改革の問

題の中で、特に義務教育費国庫負担制度につ題の中で、特に義務教育費国庫負担制度につ題の中で、特に義務教育費国庫負担制度につ題の中で、特に義務教育費国庫負担制度につ

いて質問いたします。すでに同僚議員の質問いて質問いたします。すでに同僚議員の質問いて質問いたします。すでに同僚議員の質問いて質問いたします。すでに同僚議員の質問

の中にもありましたが、今回国の補助が切らの中にもありましたが、今回国の補助が切らの中にもありましたが、今回国の補助が切らの中にもありましたが、今回国の補助が切ら

れるという部分で、私はそこに端的に8,500億れるという部分で、私はそこに端的に8,500億れるという部分で、私はそこに端的に8,500億れるという部分で、私はそこに端的に8,500億

円という金額を挙げたんですけれども、これ円という金額を挙げたんですけれども、これ円という金額を挙げたんですけれども、これ円という金額を挙げたんですけれども、これ

は全国の中学校の教職員給与費の国庫負担分、は全国の中学校の教職員給与費の国庫負担分、は全国の中学校の教職員給与費の国庫負担分、は全国の中学校の教職員給与費の国庫負担分、

これが8,500億円、２カ年で切られるというここれが8,500億円、２カ年で切られるというここれが8,500億円、２カ年で切られるというここれが8,500億円、２カ年で切られるというこ

とです。だから、2005年、2006年、この２カとです。だから、2005年、2006年、この２カとです。だから、2005年、2006年、この２カとです。だから、2005年、2006年、この２カ

年で半分ずついくということで、とりあえず年で半分ずついくということで、とりあえず年で半分ずついくということで、とりあえず年で半分ずついくということで、とりあえず

は2005年でこの半額いくと。あと税源移譲では2005年でこの半額いくと。あと税源移譲では2005年でこの半額いくと。あと税源移譲では2005年でこの半額いくと。あと税源移譲で

いきますということですよね。義務教育費国いきますということですよね。義務教育費国いきますということですよね。義務教育費国いきますということですよね。義務教育費国

庫負担制度については、これを守っていくた庫負担制度については、これを守っていくた庫負担制度については、これを守っていくた庫負担制度については、これを守っていくた

めに毎年美唄市議会でも意見書を採択してきめに毎年美唄市議会でも意見書を採択してきめに毎年美唄市議会でも意見書を採択してきめに毎年美唄市議会でも意見書を採択してき

ております。そのことは皆さんにご承知いたております。そのことは皆さんにご承知いたております。そのことは皆さんにご承知いたております。そのことは皆さんにご承知いた

だいていることと思いますが、実はこの制度だいていることと思いますが、実はこの制度だいていることと思いますが、実はこの制度だいていることと思いますが、実はこの制度

は戦前からありまして、現在の法律は昭和27は戦前からありまして、現在の法律は昭和27は戦前からありまして、現在の法律は昭和27は戦前からありまして、現在の法律は昭和27

年にできたんですけれども、そういうふうに年にできたんですけれども、そういうふうに年にできたんですけれども、そういうふうに年にできたんですけれども、そういうふうに

長い歴史を持ちます。それは、日本じゅうの長い歴史を持ちます。それは、日本じゅうの長い歴史を持ちます。それは、日本じゅうの長い歴史を持ちます。それは、日本じゅうの

義務教育のレベルを一定に保つために、基本義務教育のレベルを一定に保つために、基本義務教育のレベルを一定に保つために、基本義務教育のレベルを一定に保つために、基本

は国が負担すべきものだという考え方でできは国が負担すべきものだという考え方でできは国が負担すべきものだという考え方でできは国が負担すべきものだという考え方ででき

た法律です。そして、実はこれまで財政状況た法律です。そして、実はこれまで財政状況た法律です。そして、実はこれまで財政状況た法律です。そして、実はこれまで財政状況

の悪化から次々と中身が整理されてきまして、の悪化から次々と中身が整理されてきまして、の悪化から次々と中身が整理されてきまして、の悪化から次々と中身が整理されてきまして、

たとえば学校の教育活動で使う教材費、それたとえば学校の教育活動で使う教材費、それたとえば学校の教育活動で使う教材費、それたとえば学校の教育活動で使う教材費、それ

から図書館の本を買う図書費、これらはもうから図書館の本を買う図書費、これらはもうから図書館の本を買う図書費、これらはもうから図書館の本を買う図書費、これらはもう

すでに切られてなくなっています。今回もいすでに切られてなくなっています。今回もいすでに切られてなくなっています。今回もいすでに切られてなくなっています。今回もい

わば最後に残ったのが教職員の給与費です。わば最後に残ったのが教職員の給与費です。わば最後に残ったのが教職員の給与費です。わば最後に残ったのが教職員の給与費です。

これは、北海道の場合で言えば道と国が半分これは、北海道の場合で言えば道と国が半分これは、北海道の場合で言えば道と国が半分これは、北海道の場合で言えば道と国が半分

ずつ持つということになっていて、国から半ずつ持つということになっていて、国から半ずつ持つということになっていて、国から半ずつ持つということになっていて、国から半

額来るわけです。その半額分が今度来ないと額来るわけです。その半額分が今度来ないと額来るわけです。その半額分が今度来ないと額来るわけです。その半額分が今度来ないと

いうことになる。しかも、今回切られるこということになる。しかも、今回切られるこということになる。しかも、今回切られるこということになる。しかも、今回切られること

が決まったのが中学校費の分だけと、こういが決まったのが中学校費の分だけと、こういが決まったのが中学校費の分だけと、こういが決まったのが中学校費の分だけと、こうい

う仕組みです。ですから、これについて、市う仕組みです。ですから、これについて、市う仕組みです。ですから、これについて、市う仕組みです。ですから、これについて、市

長のご見解をお尋ねしたいということです。長のご見解をお尋ねしたいということです。長のご見解をお尋ねしたいということです。長のご見解をお尋ねしたいということです。

それから、２つ目は、この国庫負担制度、それから、２つ目は、この国庫負担制度、それから、２つ目は、この国庫負担制度、それから、２つ目は、この国庫負担制度、

これは義務教育費という言葉を落としていまこれは義務教育費という言葉を落としていまこれは義務教育費という言葉を落としていまこれは義務教育費という言葉を落としていま

すけれども、義務教育費国庫負担制度についすけれども、義務教育費国庫負担制度についすけれども、義務教育費国庫負担制度についすけれども、義務教育費国庫負担制度につい

て、どんなふうにお考えなのか。いま申し上て、どんなふうにお考えなのか。いま申し上て、どんなふうにお考えなのか。いま申し上て、どんなふうにお考えなのか。いま申し上

げたように、教材費もなくなった、図書費もげたように、教材費もなくなった、図書費もげたように、教材費もなくなった、図書費もげたように、教材費もなくなった、図書費も

なくなった、そして今度は給与費の中学校分なくなった、そして今度は給与費の中学校分なくなった、そして今度は給与費の中学校分なくなった、そして今度は給与費の中学校分

が切られると。ただ、来年の秋の中教審の答が切られると。ただ、来年の秋の中教審の答が切られると。ただ、来年の秋の中教審の答が切られると。ただ、来年の秋の中教審の答

申を待つという条件はついています。私は、申を待つという条件はついています。私は、申を待つという条件はついています。私は、申を待つという条件はついています。私は、

今回の国の政策に合った答申が出るのでない今回の国の政策に合った答申が出るのでない今回の国の政策に合った答申が出るのでない今回の国の政策に合った答申が出るのでない

かということを心配しているわけですけれどかということを心配しているわけですけれどかということを心配しているわけですけれどかということを心配しているわけですけれど

も、そうなったときに、じゃ税源移譲されても、そうなったときに、じゃ税源移譲されても、そうなったときに、じゃ税源移譲されても、そうなったときに、じゃ税源移譲されて

補てんされるのかというと、税源移譲の分は、補てんされるのかというと、税源移譲の分は、補てんされるのかというと、税源移譲の分は、補てんされるのかというと、税源移譲の分は、
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たとえば計数はじくのに人口等が大きく物をたとえば計数はじくのに人口等が大きく物をたとえば計数はじくのに人口等が大きく物をたとえば計数はじくのに人口等が大きく物を

言うわけでして、全国の中でも文部科学省の言うわけでして、全国の中でも文部科学省の言うわけでして、全国の中でも文部科学省の言うわけでして、全国の中でも文部科学省の

試算では６つかそこらの県はいま来ている金試算では６つかそこらの県はいま来ている金試算では６つかそこらの県はいま来ている金試算では６つかそこらの県はいま来ている金

を上回るけれども、あと40ほどは全部下回るを上回るけれども、あと40ほどは全部下回るを上回るけれども、あと40ほどは全部下回るを上回るけれども、あと40ほどは全部下回る

と。北海道なんかも下回り方の大きい方のトと。北海道なんかも下回り方の大きい方のトと。北海道なんかも下回り方の大きい方のトと。北海道なんかも下回り方の大きい方のト

ップに近いぐらいの数字が出ています。ですップに近いぐらいの数字が出ています。ですップに近いぐらいの数字が出ています。ですップに近いぐらいの数字が出ています。です

から、これらがなくなっていくということにから、これらがなくなっていくということにから、これらがなくなっていくということにから、これらがなくなっていくということに

ついて、市長の方でどんなふうにお考えになついて、市長の方でどんなふうにお考えになついて、市長の方でどんなふうにお考えになついて、市長の方でどんなふうにお考えにな

られるかということをお尋ねしたい。られるかということをお尋ねしたい。られるかということをお尋ねしたい。られるかということをお尋ねしたい。

それから、３つ目も文部科学省がそういうそれから、３つ目も文部科学省がそういうそれから、３つ目も文部科学省がそういうそれから、３つ目も文部科学省がそういう

ふうにやっていくということについて、あわふうにやっていくということについて、あわふうにやっていくということについて、あわふうにやっていくということについて、あわ

せて見解をお尋ねしたいということでありませて見解をお尋ねしたいということでありませて見解をお尋ねしたいということでありませて見解をお尋ねしたいということでありま

す。す。す。す。

大綱の３点目は、教育長にお尋ねをします大綱の３点目は、教育長にお尋ねをします大綱の３点目は、教育長にお尋ねをします大綱の３点目は、教育長にお尋ねをします

が、教育基本法の改正についてであります。が、教育基本法の改正についてであります。が、教育基本法の改正についてであります。が、教育基本法の改正についてであります。

私も自分のやった質問のことをちょっと調べ私も自分のやった質問のことをちょっと調べ私も自分のやった質問のことをちょっと調べ私も自分のやった質問のことをちょっと調べ

てみましたら、ちょうど２年前の第４回定例てみましたら、ちょうど２年前の第４回定例てみましたら、ちょうど２年前の第４回定例てみましたら、ちょうど２年前の第４回定例

会でこの問題を質問しています。このときは、会でこの問題を質問しています。このときは、会でこの問題を質問しています。このときは、会でこの問題を質問しています。このときは、

なぜ取り上げたかというと、中央教育審議会なぜ取り上げたかというと、中央教育審議会なぜ取り上げたかというと、中央教育審議会なぜ取り上げたかというと、中央教育審議会

が教育基本法改正についての中間報告を出しが教育基本法改正についての中間報告を出しが教育基本法改正についての中間報告を出しが教育基本法改正についての中間報告を出し

たわけです。それで取り上げて、いろいろとたわけです。それで取り上げて、いろいろとたわけです。それで取り上げて、いろいろとたわけです。それで取り上げて、いろいろと

お尋ねをいたしました。今回取り上げましたお尋ねをいたしました。今回取り上げましたお尋ねをいたしました。今回取り上げましたお尋ねをいたしました。今回取り上げました

のは、昨年、中央教育審議会はこの問題につのは、昨年、中央教育審議会はこの問題につのは、昨年、中央教育審議会はこの問題につのは、昨年、中央教育審議会はこの問題につ

いて最終答申を出しました。そして、ことしいて最終答申を出しました。そして、ことしいて最終答申を出しました。そして、ことしいて最終答申を出しました。そして、ことし

の６月、自民党、公明党の与党の検討会といの６月、自民党、公明党の与党の検討会といの６月、自民党、公明党の与党の検討会といの６月、自民党、公明党の与党の検討会とい

うものが中間報告を出して、ほぼ与党の考えうものが中間報告を出して、ほぼ与党の考えうものが中間報告を出して、ほぼ与党の考えうものが中間報告を出して、ほぼ与党の考え

方がまとまったと。一部愛国心の扱いについ方がまとまったと。一部愛国心の扱いについ方がまとまったと。一部愛国心の扱いについ方がまとまったと。一部愛国心の扱いについ

て整理できていない部分がありますけれども、て整理できていない部分がありますけれども、て整理できていない部分がありますけれども、て整理できていない部分がありますけれども、

そういう事態になったということが明らかにそういう事態になったということが明らかにそういう事態になったということが明らかにそういう事態になったということが明らかに

なりましたので、そのことでこのことをお尋なりましたので、そのことでこのことをお尋なりましたので、そのことでこのことをお尋なりましたので、そのことでこのことをお尋

ねしたいということです。ねしたいということです。ねしたいということです。ねしたいということです。

１つは、憲法と教育基本法の関係について１つは、憲法と教育基本法の関係について１つは、憲法と教育基本法の関係について１つは、憲法と教育基本法の関係について

改めてお尋ねをしたいということです。1946改めてお尋ねをしたいということです。1946改めてお尋ねをしたいということです。1946改めてお尋ねをしたいということです。1946

年にいまの日本国憲法ができました。翌47年年にいまの日本国憲法ができました。翌47年年にいまの日本国憲法ができました。翌47年年にいまの日本国憲法ができました。翌47年

５月３日から有効になるわけですけれども、５月３日から有効になるわけですけれども、５月３日から有効になるわけですけれども、５月３日から有効になるわけですけれども、

同じ47年に教育基本法が制定をされると。教同じ47年に教育基本法が制定をされると。教同じ47年に教育基本法が制定をされると。教同じ47年に教育基本法が制定をされると。教

育憲法と呼ばれたりするわけです。この教育育憲法と呼ばれたりするわけです。この教育育憲法と呼ばれたりするわけです。この教育育憲法と呼ばれたりするわけです。この教育

基本法前文には、「憲法の理想の実現は、根基本法前文には、「憲法の理想の実現は、根基本法前文には、「憲法の理想の実現は、根基本法前文には、「憲法の理想の実現は、根

本において教育の力にまつべきである」、こ本において教育の力にまつべきである」、こ本において教育の力にまつべきである」、こ本において教育の力にまつべきである」、こ

ういう記述があります。これでそれらの関係ういう記述があります。これでそれらの関係ういう記述があります。これでそれらの関係ういう記述があります。これでそれらの関係

についてお尋ねをしたいということ。についてお尋ねをしたいということ。についてお尋ねをしたいということ。についてお尋ねをしたいということ。

それから、２つ目は、いま申し上げた与党それから、２つ目は、いま申し上げた与党それから、２つ目は、いま申し上げた与党それから、２つ目は、いま申し上げた与党

の中間報告についてでありますが、これは内の中間報告についてでありますが、これは内の中間報告についてでありますが、これは内の中間報告についてでありますが、これは内

容的に極めて問題があるというふうに思いま容的に極めて問題があるというふうに思いま容的に極めて問題があるというふうに思いま容的に極めて問題があるというふうに思いま

す。す。す。す。

まず、１つは、いま触れました教育基本法まず、１つは、いま触れました教育基本法まず、１つは、いま触れました教育基本法まず、１つは、いま触れました教育基本法

前文の中には「憲法の精神に則り」という文前文の中には「憲法の精神に則り」という文前文の中には「憲法の精神に則り」という文前文の中には「憲法の精神に則り」という文

言があります。これは、中央教育審議会の答言があります。これは、中央教育審議会の答言があります。これは、中央教育審議会の答言があります。これは、中央教育審議会の答

申は教育基本法の基本的な考え方については申は教育基本法の基本的な考え方については申は教育基本法の基本的な考え方については申は教育基本法の基本的な考え方については

そのまま残したいという見解を出しています。そのまま残したいという見解を出しています。そのまま残したいという見解を出しています。そのまま残したいという見解を出しています。

ところが、与党の中間報告では、さらに検討ところが、与党の中間報告では、さらに検討ところが、与党の中間報告では、さらに検討ところが、与党の中間報告では、さらに検討

を要するというふうにこれをしています。でを要するというふうにこれをしています。でを要するというふうにこれをしています。でを要するというふうにこれをしています。で

すから、ということはこの「憲法の精神に則すから、ということはこの「憲法の精神に則すから、ということはこの「憲法の精神に則すから、ということはこの「憲法の精神に則

り」というものを削除するのではないかといり」というものを削除するのではないかといり」というものを削除するのではないかといり」というものを削除するのではないかとい

うおそれを私は感じます。幾つか例を挙げまうおそれを私は感じます。幾つか例を挙げまうおそれを私は感じます。幾つか例を挙げまうおそれを私は感じます。幾つか例を挙げま

すけれども、１つはそれです。すけれども、１つはそれです。すけれども、１つはそれです。すけれども、１つはそれです。

それから、教育の目標というものをたくさそれから、教育の目標というものをたくさそれから、教育の目標というものをたくさそれから、教育の目標というものをたくさ

ん挙げました。これは、いま現行教育基本法ん挙げました。これは、いま現行教育基本法ん挙げました。これは、いま現行教育基本法ん挙げました。これは、いま現行教育基本法

では憲法でうたっている平和主義とか民主主では憲法でうたっている平和主義とか民主主では憲法でうたっている平和主義とか民主主では憲法でうたっている平和主義とか民主主

義とか人権の尊重とか、ごく基本になる、い義とか人権の尊重とか、ごく基本になる、い義とか人権の尊重とか、ごく基本になる、い義とか人権の尊重とか、ごく基本になる、い

わば徳目といいましょうか、そういうものしわば徳目といいましょうか、そういうものしわば徳目といいましょうか、そういうものしわば徳目といいましょうか、そういうものし

か取り上げていないわけですけれども、さまか取り上げていないわけですけれども、さまか取り上げていないわけですけれども、さまか取り上げていないわけですけれども、さま

ざまたくさん取り上げて、およそ20項目にわざまたくさん取り上げて、およそ20項目にわざまたくさん取り上げて、およそ20項目にわざまたくさん取り上げて、およそ20項目にわ

たってこれを挙げると。これは、かつての教たってこれを挙げると。これは、かつての教たってこれを挙げると。これは、かつての教たってこれを挙げると。これは、かつての教

育勅語よりも多いという問題を持っておりま育勅語よりも多いという問題を持っておりま育勅語よりも多いという問題を持っておりま育勅語よりも多いという問題を持っておりま

す。す。す。す。

それから、あと「すべて国民は、ひとしく、それから、あと「すべて国民は、ひとしく、それから、あと「すべて国民は、ひとしく、それから、あと「すべて国民は、ひとしく、

その能力に応ずる教育を受ける機会を」といその能力に応ずる教育を受ける機会を」といその能力に応ずる教育を受ける機会を」といその能力に応ずる教育を受ける機会を」とい
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う、そういうくだりがありますが、これも与う、そういうくだりがありますが、これも与う、そういうくだりがありますが、これも与う、そういうくだりがありますが、これも与

党の中間報告は「ひとしく」という言葉を外党の中間報告は「ひとしく」という言葉を外党の中間報告は「ひとしく」という言葉を外党の中間報告は「ひとしく」という言葉を外

してしまいました。中教審は、教育の機会均してしまいました。中教審は、教育の機会均してしまいました。中教審は、教育の機会均してしまいました。中教審は、教育の機会均

等は個人の尊厳を確保する上で欠かせない原等は個人の尊厳を確保する上で欠かせない原等は個人の尊厳を確保する上で欠かせない原等は個人の尊厳を確保する上で欠かせない原

則だというふうにしています。ただ、中教審則だというふうにしています。ただ、中教審則だというふうにしています。ただ、中教審則だというふうにしています。ただ、中教審

の答申の中では、これまでの教育が過度の平の答申の中では、これまでの教育が過度の平の答申の中では、これまでの教育が過度の平の答申の中では、これまでの教育が過度の平

等主義というのは、私にすれば言わずもがな等主義というのは、私にすれば言わずもがな等主義というのは、私にすれば言わずもがな等主義というのは、私にすれば言わずもがな

のことを言っているという部分、問題はありのことを言っているという部分、問題はありのことを言っているという部分、問題はありのことを言っているという部分、問題はあり

ますけれども、これは「ひとしく」という言ますけれども、これは「ひとしく」という言ますけれども、これは「ひとしく」という言ますけれども、これは「ひとしく」という言

葉を外してしまいますと、これは憲法第26条葉を外してしまいますと、これは憲法第26条葉を外してしまいますと、これは憲法第26条葉を外してしまいますと、これは憲法第26条

でも、憲法の中ではただ１カ所、教育についでも、憲法の中ではただ１カ所、教育についでも、憲法の中ではただ１カ所、教育についでも、憲法の中ではただ１カ所、教育につい

て記述をしている条文ですけれども、この中て記述をしている条文ですけれども、この中て記述をしている条文ですけれども、この中て記述をしている条文ですけれども、この中

にもきちっと「ひとしく教育を受ける権利をにもきちっと「ひとしく教育を受ける権利をにもきちっと「ひとしく教育を受ける権利をにもきちっと「ひとしく教育を受ける権利を

有する。」ということをはっきり明記してい有する。」ということをはっきり明記してい有する。」ということをはっきり明記してい有する。」ということをはっきり明記してい

るわけです。これがなくなるということは、るわけです。これがなくなるということは、るわけです。これがなくなるということは、るわけです。これがなくなるということは、

お金があろうがなかろうが、教育を受ける権お金があろうがなかろうが、教育を受ける権お金があろうがなかろうが、教育を受ける権お金があろうがなかろうが、教育を受ける権

利はきちっと保障されるんだという、この考利はきちっと保障されるんだという、この考利はきちっと保障されるんだという、この考利はきちっと保障されるんだという、この考

え方がなくなってしまうのではないかというえ方がなくなってしまうのではないかというえ方がなくなってしまうのではないかというえ方がなくなってしまうのではないかという

ことを考えます。ことを考えます。ことを考えます。ことを考えます。

あともう１点だけです。現行教育基本法10あともう１点だけです。現行教育基本法10あともう１点だけです。現行教育基本法10あともう１点だけです。現行教育基本法10

条では、「教育は、不当な支配に服すること条では、「教育は、不当な支配に服すること条では、「教育は、不当な支配に服すること条では、「教育は、不当な支配に服すること

なく」ということがあって、教育に不当な圧なく」ということがあって、教育に不当な圧なく」ということがあって、教育に不当な圧なく」ということがあって、教育に不当な圧

力をかけてはならないということがあります力をかけてはならないということがあります力をかけてはならないということがあります力をかけてはならないということがあります

が、それを「教育行政は、不当な支配に服すが、それを「教育行政は、不当な支配に服すが、それを「教育行政は、不当な支配に服すが、それを「教育行政は、不当な支配に服す

ることなく」というふうに変えてしまっていることなく」というふうに変えてしまっていることなく」というふうに変えてしまっていることなく」というふうに変えてしまってい

るんです。これは、教育行政というものが不るんです。これは、教育行政というものが不るんです。これは、教育行政というものが不るんです。これは、教育行政というものが不

当な支配から外されてしまうということにな当な支配から外されてしまうということにな当な支配から外されてしまうということにな当な支配から外されてしまうということにな

って、いわば教育行政による教育への不当なって、いわば教育行政による教育への不当なって、いわば教育行政による教育への不当なって、いわば教育行政による教育への不当な

支配が正当化されてしまう。いまでも私は不支配が正当化されてしまう。いまでも私は不支配が正当化されてしまう。いまでも私は不支配が正当化されてしまう。いまでも私は不

当な支配が相当に行われているというふうに当な支配が相当に行われているというふうに当な支配が相当に行われているというふうに当な支配が相当に行われているというふうに

考えます。一番極端な例は、「日の丸」、考えます。一番極端な例は、「日の丸」、考えます。一番極端な例は、「日の丸」、考えます。一番極端な例は、「日の丸」、

「君が代」の強制等あるわけですけれども、「君が代」の強制等あるわけですけれども、「君が代」の強制等あるわけですけれども、「君が代」の強制等あるわけですけれども、

これが一層強固になるという心配をいたしまこれが一層強固になるという心配をいたしまこれが一層強固になるという心配をいたしまこれが一層強固になるという心配をいたしま

す。す。す。す。

いま申し上げたような問題点をいいますと、いま申し上げたような問題点をいいますと、いま申し上げたような問題点をいいますと、いま申し上げたような問題点をいいますと、

いまの憲法があって、それを受けて教育基本いまの憲法があって、それを受けて教育基本いまの憲法があって、それを受けて教育基本いまの憲法があって、それを受けて教育基本

法があるということになるわけで、憲法の精法があるということになるわけで、憲法の精法があるということになるわけで、憲法の精法があるということになるわけで、憲法の精

神をそっくり受けて教育基本法があるとすれ神をそっくり受けて教育基本法があるとすれ神をそっくり受けて教育基本法があるとすれ神をそっくり受けて教育基本法があるとすれ

ば、教育基本法の考え方を改めるためには、ば、教育基本法の考え方を改めるためには、ば、教育基本法の考え方を改めるためには、ば、教育基本法の考え方を改めるためには、

先に憲法を変えなければならないと。これは、先に憲法を変えなければならないと。これは、先に憲法を変えなければならないと。これは、先に憲法を変えなければならないと。これは、

当然の理屈だというふうに思うわけで、そこ当然の理屈だというふうに思うわけで、そこ当然の理屈だというふうに思うわけで、そこ当然の理屈だというふうに思うわけで、そこ

のところの考え方についてお尋ねをしたいとのところの考え方についてお尋ねをしたいとのところの考え方についてお尋ねをしたいとのところの考え方についてお尋ねをしたいと

いうことです。いうことです。いうことです。いうことです。

それから、３つ目として教育行政の役割でそれから、３つ目として教育行政の役割でそれから、３つ目として教育行政の役割でそれから、３つ目として教育行政の役割で

ありますけれども、地方教育委員会制度といありますけれども、地方教育委員会制度といありますけれども、地方教育委員会制度といありますけれども、地方教育委員会制度とい

うのはすでに50数年になるわけで、現在の教うのはすでに50数年になるわけで、現在の教うのはすでに50数年になるわけで、現在の教うのはすでに50数年になるわけで、現在の教

育の制度、戦後の教育制度改革によって、い育の制度、戦後の教育制度改革によって、い育の制度、戦後の教育制度改革によって、い育の制度、戦後の教育制度改革によって、い

わば全国にしっかり定着してきているというわば全国にしっかり定着してきているというわば全国にしっかり定着してきているというわば全国にしっかり定着してきているという

ふうに思うわけです。ふうに思うわけです。ふうに思うわけです。ふうに思うわけです。

ただ、最近の教育問題議論の中では形骸化ただ、最近の教育問題議論の中では形骸化ただ、最近の教育問題議論の中では形骸化ただ、最近の教育問題議論の中では形骸化

しているのではないかという意見が出たり、しているのではないかという意見が出たり、しているのではないかという意見が出たり、しているのではないかという意見が出たり、

あるいは教育委員会不要論というものも議論あるいは教育委員会不要論というものも議論あるいは教育委員会不要論というものも議論あるいは教育委員会不要論というものも議論

されるという状況になっております。教育委されるという状況になっております。教育委されるという状況になっております。教育委されるという状況になっております。教育委

員会みずからの役割について、どんなふうに員会みずからの役割について、どんなふうに員会みずからの役割について、どんなふうに員会みずからの役割について、どんなふうに

考えられるか、そのことをお尋ねしたいとい考えられるか、そのことをお尋ねしたいとい考えられるか、そのことをお尋ねしたいとい考えられるか、そのことをお尋ねしたいとい

うことです。うことです。うことです。うことです。

それから、大綱４点目は学校配置計画の問それから、大綱４点目は学校配置計画の問それから、大綱４点目は学校配置計画の問それから、大綱４点目は学校配置計画の問

題ですが、端的に西美唄中学校の統合の問題題ですが、端的に西美唄中学校の統合の問題題ですが、端的に西美唄中学校の統合の問題題ですが、端的に西美唄中学校の統合の問題

についてお尋ねをいたします。私の理解では、についてお尋ねをいたします。私の理解では、についてお尋ねをいたします。私の理解では、についてお尋ねをいたします。私の理解では、

過去の議会答弁の中で西美唄中学校について過去の議会答弁の中で西美唄中学校について過去の議会答弁の中で西美唄中学校について過去の議会答弁の中で西美唄中学校について

はもう統合の方向がはっきり出ていて、時期はもう統合の方向がはっきり出ていて、時期はもう統合の方向がはっきり出ていて、時期はもう統合の方向がはっきり出ていて、時期

も答弁されたというふうにお聞きしているわも答弁されたというふうにお聞きしているわも答弁されたというふうにお聞きしているわも答弁されたというふうにお聞きしているわ

けです。ところが、最近これは地域の教職員けです。ところが、最近これは地域の教職員けです。ところが、最近これは地域の教職員けです。ところが、最近これは地域の教職員

の話をたまたま聞く機会があったんですが、の話をたまたま聞く機会があったんですが、の話をたまたま聞く機会があったんですが、の話をたまたま聞く機会があったんですが、

市長選挙が終わった後、統合問題はチャラに市長選挙が終わった後、統合問題はチャラに市長選挙が終わった後、統合問題はチャラに市長選挙が終わった後、統合問題はチャラに

なったという、そういう話を聞かされたわけなったという、そういう話を聞かされたわけなったという、そういう話を聞かされたわけなったという、そういう話を聞かされたわけ

です。私はびっくりいたしまして、そんな話です。私はびっくりいたしまして、そんな話です。私はびっくりいたしまして、そんな話です。私はびっくりいたしまして、そんな話

はまだ全く聞いていないということで、このはまだ全く聞いていないということで、このはまだ全く聞いていないということで、このはまだ全く聞いていないということで、この
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問題について、現在の状況について改めてお問題について、現在の状況について改めてお問題について、現在の状況について改めてお問題について、現在の状況について改めてお

尋ねをしたいということです。尋ねをしたいということです。尋ねをしたいということです。尋ねをしたいということです。

それから、小・中一貫校の問題については、それから、小・中一貫校の問題については、それから、小・中一貫校の問題については、それから、小・中一貫校の問題については、

同僚議員の質問で考え方はお聞きをいたしま同僚議員の質問で考え方はお聞きをいたしま同僚議員の質問で考え方はお聞きをいたしま同僚議員の質問で考え方はお聞きをいたしま

した。した。した。した。

ただ、その答弁をお聞きはしたんですが、ただ、その答弁をお聞きはしたんですが、ただ、その答弁をお聞きはしたんですが、ただ、その答弁をお聞きはしたんですが、

小・中一貫校そのものについては、私は相当小・中一貫校そのものについては、私は相当小・中一貫校そのものについては、私は相当小・中一貫校そのものについては、私は相当

問題がある中身を持つなということを思いま問題がある中身を持つなということを思いま問題がある中身を持つなということを思いま問題がある中身を持つなということを思いま

す。これは、学校選択制等とも通ずる部分がす。これは、学校選択制等とも通ずる部分がす。これは、学校選択制等とも通ずる部分がす。これは、学校選択制等とも通ずる部分が

あると思いますが、いわばエリート養成の学あると思いますが、いわばエリート養成の学あると思いますが、いわばエリート養成の学あると思いますが、いわばエリート養成の学

校づくりという、そういう心配があるという校づくりという、そういう心配があるという校づくりという、そういう心配があるという校づくりという、そういう心配があるという

ふうに思いまして、そのことについての教育ふうに思いまして、そのことについての教育ふうに思いまして、そのことについての教育ふうに思いまして、そのことについての教育

長の見解をお尋ねをしたいと思います。長の見解をお尋ねをしたいと思います。長の見解をお尋ねをしたいと思います。長の見解をお尋ねをしたいと思います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 米田議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 米田議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 米田議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 米田議員の質問

にお答えします。にお答えします。にお答えします。にお答えします。

初めに、「生活安全条例」についてであり初めに、「生活安全条例」についてであり初めに、「生活安全条例」についてであり初めに、「生活安全条例」についてであり

ますが、近年の複雑多様化する社会情勢を反ますが、近年の複雑多様化する社会情勢を反ますが、近年の複雑多様化する社会情勢を反ますが、近年の複雑多様化する社会情勢を反

映して、犯罪は増加傾向にあり、新たな手口映して、犯罪は増加傾向にあり、新たな手口映して、犯罪は増加傾向にあり、新たな手口映して、犯罪は増加傾向にあり、新たな手口

の犯罪が身近で発生しております。の犯罪が身近で発生しております。の犯罪が身近で発生しております。の犯罪が身近で発生しております。

また、少子高齢化が進む中、交通弱者であまた、少子高齢化が進む中、交通弱者であまた、少子高齢化が進む中、交通弱者であまた、少子高齢化が進む中、交通弱者であ

る児童や高齢者が被害に遭う交通事故も多発る児童や高齢者が被害に遭う交通事故も多発る児童や高齢者が被害に遭う交通事故も多発る児童や高齢者が被害に遭う交通事故も多発

しております。しております。しております。しております。

こうしたことから、市民の皆さんを犯罪やこうしたことから、市民の皆さんを犯罪やこうしたことから、市民の皆さんを犯罪やこうしたことから、市民の皆さんを犯罪や

事故から守るため、従来からの地域安全活動事故から守るため、従来からの地域安全活動事故から守るため、従来からの地域安全活動事故から守るため、従来からの地域安全活動

をもとに、いままで以上に積極的な住民参加をもとに、いままで以上に積極的な住民参加をもとに、いままで以上に積極的な住民参加をもとに、いままで以上に積極的な住民参加

により市と関係機関・団体・地域住民が一体により市と関係機関・団体・地域住民が一体により市と関係機関・団体・地域住民が一体により市と関係機関・団体・地域住民が一体

となって安全で住みよい地域社会づくりを進となって安全で住みよい地域社会づくりを進となって安全で住みよい地域社会づくりを進となって安全で住みよい地域社会づくりを進

めるために、「生活安全条例」を制定してまめるために、「生活安全条例」を制定してまめるために、「生活安全条例」を制定してまめるために、「生活安全条例」を制定してま

いりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。

次に、美唄市の実態と条例制定についてで次に、美唄市の実態と条例制定についてで次に、美唄市の実態と条例制定についてで次に、美唄市の実態と条例制定についてで

ありますが、安心して暮らしたいとの思いはありますが、安心して暮らしたいとの思いはありますが、安心して暮らしたいとの思いはありますが、安心して暮らしたいとの思いは

市民共通の願いであり、市や関係機関・団体市民共通の願いであり、市や関係機関・団体市民共通の願いであり、市や関係機関・団体市民共通の願いであり、市や関係機関・団体

・地域が一体となって犯罪や交通事故等の防・地域が一体となって犯罪や交通事故等の防・地域が一体となって犯罪や交通事故等の防・地域が一体となって犯罪や交通事故等の防

止を図ることが大切であり、市民の自主的な止を図ることが大切であり、市民の自主的な止を図ることが大切であり、市民の自主的な止を図ることが大切であり、市民の自主的な

安全活動を関係団体等との連携により推進す安全活動を関係団体等との連携により推進す安全活動を関係団体等との連携により推進す安全活動を関係団体等との連携により推進す

る必要があると考えております。る必要があると考えております。る必要があると考えております。る必要があると考えております。

なお、条例制定の要望につきましては、美なお、条例制定の要望につきましては、美なお、条例制定の要望につきましては、美なお、条例制定の要望につきましては、美

唄防犯協会と美唄交通安全協会の連名で要望唄防犯協会と美唄交通安全協会の連名で要望唄防犯協会と美唄交通安全協会の連名で要望唄防犯協会と美唄交通安全協会の連名で要望

書が提出されております。書が提出されております。書が提出されております。書が提出されております。

次に、市民生活とのかかわりについてであ次に、市民生活とのかかわりについてであ次に、市民生活とのかかわりについてであ次に、市民生活とのかかわりについてであ

りますが、安全で住みよい社会を実現するにりますが、安全で住みよい社会を実現するにりますが、安全で住みよい社会を実現するにりますが、安全で住みよい社会を実現するに

は、行政はもとより地域の方々と連携を図りは、行政はもとより地域の方々と連携を図りは、行政はもとより地域の方々と連携を図りは、行政はもとより地域の方々と連携を図り

ながら地域の課題に一体となって活動するこながら地域の課題に一体となって活動するこながら地域の課題に一体となって活動するこながら地域の課題に一体となって活動するこ

とが必要であります。そのため、従来からのとが必要であります。そのため、従来からのとが必要であります。そのため、従来からのとが必要であります。そのため、従来からの

防犯協会や交通安全協会等の組織を活用しな防犯協会や交通安全協会等の組織を活用しな防犯協会や交通安全協会等の組織を活用しな防犯協会や交通安全協会等の組織を活用しな

がら、地域の実情に沿った活動を推進するたがら、地域の実情に沿った活動を推進するたがら、地域の実情に沿った活動を推進するたがら、地域の実情に沿った活動を推進するた

め、今後幅広い市民の方々の意見を伺いながめ、今後幅広い市民の方々の意見を伺いながめ、今後幅広い市民の方々の意見を伺いながめ、今後幅広い市民の方々の意見を伺いなが

ら「生活安全条例」を制定してまいりたいとら「生活安全条例」を制定してまいりたいとら「生活安全条例」を制定してまいりたいとら「生活安全条例」を制定してまいりたいと

考えております。考えております。考えております。考えております。

次に、三位一体改革と義務教育費国庫負担次に、三位一体改革と義務教育費国庫負担次に、三位一体改革と義務教育費国庫負担次に、三位一体改革と義務教育費国庫負担

制度についてでありますが、現行の義務教育制度についてでありますが、現行の義務教育制度についてでありますが、現行の義務教育制度についてでありますが、現行の義務教育

費国庫負担制度は、公立小中学校の教職員給費国庫負担制度は、公立小中学校の教職員給費国庫負担制度は、公立小中学校の教職員給費国庫負担制度は、公立小中学校の教職員給

与の半額を国が補助する制度で、残る半額に与の半額を国が補助する制度で、残る半額に与の半額を国が補助する制度で、残る半額に与の半額を国が補助する制度で、残る半額に

ついては都道府県が負担することとなっておついては都道府県が負担することとなっておついては都道府県が負担することとなっておついては都道府県が負担することとなってお

ります。ります。ります。ります。

今回地方６団体がまとめた「国庫補助負担今回地方６団体がまとめた「国庫補助負担今回地方６団体がまとめた「国庫補助負担今回地方６団体がまとめた「国庫補助負担

金等に関する改革案」では、平成18年度まで金等に関する改革案」では、平成18年度まで金等に関する改革案」では、平成18年度まで金等に関する改革案」では、平成18年度まで

に中学校分、平成19年度以降に残る小学校分に中学校分、平成19年度以降に残る小学校分に中学校分、平成19年度以降に残る小学校分に中学校分、平成19年度以降に残る小学校分

を廃止し、地方に税源移譲するよう求めていを廃止し、地方に税源移譲するよう求めていを廃止し、地方に税源移譲するよう求めていを廃止し、地方に税源移譲するよう求めてい

たもので、去る11月26日、政府と与党によりたもので、去る11月26日、政府と与党によりたもので、去る11月26日、政府と与党によりたもので、去る11月26日、政府と与党により

決定を見た「三位一体改革の全体像」により決定を見た「三位一体改革の全体像」により決定を見た「三位一体改革の全体像」により決定を見た「三位一体改革の全体像」により

ますと、平成17年度と平成18年度において、ますと、平成17年度と平成18年度において、ますと、平成17年度と平成18年度において、ますと、平成17年度と平成18年度において、

総額で２兆8,380億円の補助金削減を行うこと総額で２兆8,380億円の補助金削減を行うこと総額で２兆8,380億円の補助金削減を行うこと総額で２兆8,380億円の補助金削減を行うこと

としており、中でも義務教育費国庫負担金にとしており、中でも義務教育費国庫負担金にとしており、中でも義務教育費国庫負担金にとしており、中でも義務教育費国庫負担金に

ついては総額で8,500億円の削減となっておりついては総額で8,500億円の削減となっておりついては総額で8,500億円の削減となっておりついては総額で8,500億円の削減となっており

ます。ただし、平成17年度分については、4,2ます。ただし、平成17年度分については、4,2ます。ただし、平成17年度分については、4,2ます。ただし、平成17年度分については、4,2

50億円となっておりますが、これはあくまで50億円となっておりますが、これはあくまで50億円となっておりますが、これはあくまで50億円となっておりますが、これはあくまで
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暫定措置としており、義務教育制度のあり方暫定措置としており、義務教育制度のあり方暫定措置としており、義務教育制度のあり方暫定措置としており、義務教育制度のあり方

について平成17年秋までに中央教育審議会でについて平成17年秋までに中央教育審議会でについて平成17年秋までに中央教育審議会でについて平成17年秋までに中央教育審議会で

結論を得ることとなっております。結論を得ることとなっております。結論を得ることとなっております。結論を得ることとなっております。

また、文部科学省の試算では、東京など７また、文部科学省の試算では、東京など７また、文部科学省の試算では、東京など７また、文部科学省の試算では、東京など７

都府県を除き、税源移譲額が補助金削減額を都府県を除き、税源移譲額が補助金削減額を都府県を除き、税源移譲額が補助金削減額を都府県を除き、税源移譲額が補助金削減額を

下回るとされており、削減される補助負担金下回るとされており、削減される補助負担金下回るとされており、削減される補助負担金下回るとされており、削減される補助負担金

が全額補てんされなければ、厳しい道の財政が全額補てんされなければ、厳しい道の財政が全額補てんされなければ、厳しい道の財政が全額補てんされなければ、厳しい道の財政

状況からして、教職員等に係る道予算につい状況からして、教職員等に係る道予算につい状況からして、教職員等に係る道予算につい状況からして、教職員等に係る道予算につい

て何らかの影響が出るのではないかと危惧さて何らかの影響が出るのではないかと危惧さて何らかの影響が出るのではないかと危惧さて何らかの影響が出るのではないかと危惧さ

れるところであります。このため、教育水準れるところであります。このため、教育水準れるところであります。このため、教育水準れるところであります。このため、教育水準

に影響を与えないよう道に要請するとともに、に影響を与えないよう道に要請するとともに、に影響を与えないよう道に要請するとともに、に影響を与えないよう道に要請するとともに、

減少分については地方交付税などによる補て減少分については地方交付税などによる補て減少分については地方交付税などによる補て減少分については地方交付税などによる補て

ん措置を講ずるよう、国に対し積極的に要請ん措置を講ずるよう、国に対し積極的に要請ん措置を講ずるよう、国に対し積極的に要請ん措置を講ずるよう、国に対し積極的に要請

をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君（登壇） 米田議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 米田議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 米田議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 米田議員のご

質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。質問に順次お答えいたします。

初めに、憲法と教育基本法の関係について初めに、憲法と教育基本法の関係について初めに、憲法と教育基本法の関係について初めに、憲法と教育基本法の関係について

でありますが、憲法は国の最高法規として国でありますが、憲法は国の最高法規として国でありますが、憲法は国の最高法規として国でありますが、憲法は国の最高法規として国

の政治の方向性を規定するための基本を定めの政治の方向性を規定するための基本を定めの政治の方向性を規定するための基本を定めの政治の方向性を規定するための基本を定め

たものであると考えております。たものであると考えております。たものであると考えております。たものであると考えております。

また、教育基本法は、憲法において教育のまた、教育基本法は、憲法において教育のまた、教育基本法は、憲法において教育のまた、教育基本法は、憲法において教育の

あり方の基本を定めることにかえて、我が国あり方の基本を定めることにかえて、我が国あり方の基本を定めることにかえて、我が国あり方の基本を定めることにかえて、我が国

の教育及び教育制度全体に通じる基本理念との教育及び教育制度全体に通じる基本理念との教育及び教育制度全体に通じる基本理念との教育及び教育制度全体に通じる基本理念と

基本原則を宣明することを目的として制定さ基本原則を宣明することを目的として制定さ基本原則を宣明することを目的として制定さ基本原則を宣明することを目的として制定さ

れたものであります。れたものであります。れたものであります。れたものであります。

この基本法の理念とするところは、戦後のこの基本法の理念とするところは、戦後のこの基本法の理念とするところは、戦後のこの基本法の理念とするところは、戦後の

民主的、文化的、そして平和的な国家の建設民主的、文化的、そして平和的な国家の建設民主的、文化的、そして平和的な国家の建設民主的、文化的、そして平和的な国家の建設

を目指すに当たり、教育の目的を明示し、教を目指すに当たり、教育の目的を明示し、教を目指すに当たり、教育の目的を明示し、教を目指すに当たり、教育の目的を明示し、教

育の基本を確立するため、憲法の精神を教育育の基本を確立するため、憲法の精神を教育育の基本を確立するため、憲法の精神を教育育の基本を確立するため、憲法の精神を教育

に生かすことにあると認識しております。法に生かすことにあると認識しております。法に生かすことにあると認識しております。法に生かすことにあると認識しております。法

制定過程の議論からも、同法が憲法との一体制定過程の議論からも、同法が憲法との一体制定過程の議論からも、同法が憲法との一体制定過程の議論からも、同法が憲法との一体

性を強く持った性格を有していると考えてお性を強く持った性格を有していると考えてお性を強く持った性格を有していると考えてお性を強く持った性格を有していると考えてお

ります。ります。ります。ります。

次に、基本法改正に係る与党中間報告につ次に、基本法改正に係る与党中間報告につ次に、基本法改正に係る与党中間報告につ次に、基本法改正に係る与党中間報告につ

いてでありますが、教育基本法の見直しについてでありますが、教育基本法の見直しについてでありますが、教育基本法の見直しについてでありますが、教育基本法の見直しにつ

きましては、国においては平成15年３月、中きましては、国においては平成15年３月、中きましては、国においては平成15年３月、中きましては、国においては平成15年３月、中

央教育審議会から新しい時代にふさわしい教央教育審議会から新しい時代にふさわしい教央教育審議会から新しい時代にふさわしい教央教育審議会から新しい時代にふさわしい教

育基本法のあり方について答申がなされたと育基本法のあり方について答申がなされたと育基本法のあり方について答申がなされたと育基本法のあり方について答申がなされたと

ころであり、それを受け与党教育基本法改正ころであり、それを受け与党教育基本法改正ころであり、それを受け与党教育基本法改正ころであり、それを受け与党教育基本法改正

に関する協議会において検討が行われ、６月に関する協議会において検討が行われ、６月に関する協議会において検討が行われ、６月に関する協議会において検討が行われ、６月

に中間報告が公表されたことを承知しておりに中間報告が公表されたことを承知しておりに中間報告が公表されたことを承知しておりに中間報告が公表されたことを承知しており

ます。教育に関する諸法令の根幹をなす法律ます。教育に関する諸法令の根幹をなす法律ます。教育に関する諸法令の根幹をなす法律ます。教育に関する諸法令の根幹をなす法律

である教育基本法は、施行以来１度も改正さである教育基本法は、施行以来１度も改正さである教育基本法は、施行以来１度も改正さである教育基本法は、施行以来１度も改正さ

れないまま半世紀を経過し、この間社会経済れないまま半世紀を経過し、この間社会経済れないまま半世紀を経過し、この間社会経済れないまま半世紀を経過し、この間社会経済

情勢や教育を取り巻く環境が大きく変化して情勢や教育を取り巻く環境が大きく変化して情勢や教育を取り巻く環境が大きく変化して情勢や教育を取り巻く環境が大きく変化して

いることから、新しい時代に対応した教育をいることから、新しい時代に対応した教育をいることから、新しい時代に対応した教育をいることから、新しい時代に対応した教育を

進めていくために、見直しの検討が行われて進めていくために、見直しの検討が行われて進めていくために、見直しの検討が行われて進めていくために、見直しの検討が行われて

いると承知しているところでございます。公いると承知しているところでございます。公いると承知しているところでございます。公いると承知しているところでございます。公

表された与党の中間報告の中には、さらに検表された与党の中間報告の中には、さらに検表された与党の中間報告の中には、さらに検表された与党の中間報告の中には、さらに検

討を要する箇所の指摘等があり、今後さらに討を要する箇所の指摘等があり、今後さらに討を要する箇所の指摘等があり、今後さらに討を要する箇所の指摘等があり、今後さらに

十分慎重な議論が深められた上で国民的な合十分慎重な議論が深められた上で国民的な合十分慎重な議論が深められた上で国民的な合十分慎重な議論が深められた上で国民的な合

意形成を図りながら取り進められるものと考意形成を図りながら取り進められるものと考意形成を図りながら取り進められるものと考意形成を図りながら取り進められるものと考

えております。えております。えております。えております。

次に、教育行政の役割についてであります次に、教育行政の役割についてであります次に、教育行政の役割についてであります次に、教育行政の役割についてであります

が、教育委員会は地方教育行政制度の中核をが、教育委員会は地方教育行政制度の中核をが、教育委員会は地方教育行政制度の中核をが、教育委員会は地方教育行政制度の中核を

なす行政組織として教育行政の中立性や継続なす行政組織として教育行政の中立性や継続なす行政組織として教育行政の中立性や継続なす行政組織として教育行政の中立性や継続

性を確保する観点から、市長部局から独立し性を確保する観点から、市長部局から独立し性を確保する観点から、市長部局から独立し性を確保する観点から、市長部局から独立し

た執行機関として設置をされております。そた執行機関として設置をされております。そた執行機関として設置をされております。そた執行機関として設置をされております。そ

の主な職務は、地方公共団体が設置する学校の主な職務は、地方公共団体が設置する学校の主な職務は、地方公共団体が設置する学校の主な職務は、地方公共団体が設置する学校

の管理運営に当たるとともに、社会教育、文の管理運営に当たるとともに、社会教育、文の管理運営に当たるとともに、社会教育、文の管理運営に当たるとともに、社会教育、文

化、スポーツ等の幅広い分野において、その化、スポーツ等の幅広い分野において、その化、スポーツ等の幅広い分野において、その化、スポーツ等の幅広い分野において、その

振興を図ることとなっております。このため、振興を図ることとなっております。このため、振興を図ることとなっております。このため、振興を図ることとなっております。このため、

様々な分野について教育委員が市民の意向を様々な分野について教育委員が市民の意向を様々な分野について教育委員が市民の意向を様々な分野について教育委員が市民の意向を

的確に把握するとともに、市民の多様な発想的確に把握するとともに、市民の多様な発想的確に把握するとともに、市民の多様な発想的確に把握するとともに、市民の多様な発想

や価値観を尊重して活発な議論を行い、合議や価値観を尊重して活発な議論を行い、合議や価値観を尊重して活発な議論を行い、合議や価値観を尊重して活発な議論を行い、合議

により教育に関する基本方針や重要事項を決により教育に関する基本方針や重要事項を決により教育に関する基本方針や重要事項を決により教育に関する基本方針や重要事項を決

定し、各種の施策に当たっているところであ定し、各種の施策に当たっているところであ定し、各種の施策に当たっているところであ定し、各種の施策に当たっているところであ
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ります。ります。ります。ります。

今後も、教育行政における地方分権の観点今後も、教育行政における地方分権の観点今後も、教育行政における地方分権の観点今後も、教育行政における地方分権の観点

を踏まえ、教育が市民に対し直接に責任を負を踏まえ、教育が市民に対し直接に責任を負を踏まえ、教育が市民に対し直接に責任を負を踏まえ、教育が市民に対し直接に責任を負

っていることの自覚を新たに、教育行政の制っていることの自覚を新たに、教育行政の制っていることの自覚を新たに、教育行政の制っていることの自覚を新たに、教育行政の制

度や教育機能の充実が図られるよう努めてま度や教育機能の充実が図られるよう努めてま度や教育機能の充実が図られるよう努めてま度や教育機能の充実が図られるよう努めてま

いりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。

次に、学校配置計画についてでありますが、次に、学校配置計画についてでありますが、次に、学校配置計画についてでありますが、次に、学校配置計画についてでありますが、

西美唄中学校につきましては、教育委員会で西美唄中学校につきましては、教育委員会で西美唄中学校につきましては、教育委員会で西美唄中学校につきましては、教育委員会で

はこれまで少人数校の教育環境を整備するたはこれまで少人数校の教育環境を整備するたはこれまで少人数校の教育環境を整備するたはこれまで少人数校の教育環境を整備するた

めに、西美唄中学校を配置見直しの対象としめに、西美唄中学校を配置見直しの対象としめに、西美唄中学校を配置見直しの対象としめに、西美唄中学校を配置見直しの対象とし

て、地元保護者の方々と学校の今後についてて、地元保護者の方々と学校の今後についてて、地元保護者の方々と学校の今後についてて、地元保護者の方々と学校の今後について

話し合いを行っております。話し合いの中で話し合いを行っております。話し合いの中で話し合いを行っております。話し合いの中で話し合いを行っております。話し合いの中で

保護者からは、地域における学校が果たす役保護者からは、地域における学校が果たす役保護者からは、地域における学校が果たす役保護者からは、地域における学校が果たす役

割などのご意見をいただいているところであ割などのご意見をいただいているところであ割などのご意見をいただいているところであ割などのご意見をいただいているところであ

り、配置を見直す上で地域の方々との十分なり、配置を見直す上で地域の方々との十分なり、配置を見直す上で地域の方々との十分なり、配置を見直す上で地域の方々との十分な

話し合いを行うことが大切であると考えてお話し合いを行うことが大切であると考えてお話し合いを行うことが大切であると考えてお話し合いを行うことが大切であると考えてお

ります。このため、目安としておりました見ります。このため、目安としておりました見ります。このため、目安としておりました見ります。このため、目安としておりました見

直しの実施時期についてはもう少し先として、直しの実施時期についてはもう少し先として、直しの実施時期についてはもう少し先として、直しの実施時期についてはもう少し先として、

17年度は話し合いの期間とさせていただきた17年度は話し合いの期間とさせていただきた17年度は話し合いの期間とさせていただきた17年度は話し合いの期間とさせていただきた

いと考えておりますが、子どもたちのよりよいと考えておりますが、子どもたちのよりよいと考えておりますが、子どもたちのよりよいと考えておりますが、子どもたちのよりよ

い教育環境のあり方を検討していく上で、でい教育環境のあり方を検討していく上で、でい教育環境のあり方を検討していく上で、でい教育環境のあり方を検討していく上で、で

きるだけ早い時期に方向が定まるよう取り組きるだけ早い時期に方向が定まるよう取り組きるだけ早い時期に方向が定まるよう取り組きるだけ早い時期に方向が定まるよう取り組

みを進めてまいりたいと考えております。みを進めてまいりたいと考えております。みを進めてまいりたいと考えております。みを進めてまいりたいと考えております。

次に、小・中一貫校についてでありますが、次に、小・中一貫校についてでありますが、次に、小・中一貫校についてでありますが、次に、小・中一貫校についてでありますが、

小・中一貫校は小学校段階から中学校段階へ小・中一貫校は小学校段階から中学校段階へ小・中一貫校は小学校段階から中学校段階へ小・中一貫校は小学校段階から中学校段階へ

の移行をよりスムーズにした新たな教育課程の移行をよりスムーズにした新たな教育課程の移行をよりスムーズにした新たな教育課程の移行をよりスムーズにした新たな教育課程

を編成して、児童生徒の学力向上を目指すもを編成して、児童生徒の学力向上を目指すもを編成して、児童生徒の学力向上を目指すもを編成して、児童生徒の学力向上を目指すも

のとしておりますが、これにつきましては道のとしておりますが、これにつきましては道のとしておりますが、これにつきましては道のとしておりますが、これにつきましては道

教委が本年度から道内９つの小中学校をモデ教委が本年度から道内９つの小中学校をモデ教委が本年度から道内９つの小中学校をモデ教委が本年度から道内９つの小中学校をモデ

ル校として調査研究を進めている段階であり、ル校として調査研究を進めている段階であり、ル校として調査研究を進めている段階であり、ル校として調査研究を進めている段階であり、

小・中一貫教育がどの程度の教育効果をもた小・中一貫教育がどの程度の教育効果をもた小・中一貫教育がどの程度の教育効果をもた小・中一貫教育がどの程度の教育効果をもた

らせるのか、現時点でははっきりとした判断らせるのか、現時点でははっきりとした判断らせるのか、現時点でははっきりとした判断らせるのか、現時点でははっきりとした判断

がしにくいこともございますので、この後、がしにくいこともございますので、この後、がしにくいこともございますので、この後、がしにくいこともございますので、この後、

調査研究を進めているモデル校の実践報告な調査研究を進めているモデル校の実践報告な調査研究を進めているモデル校の実践報告な調査研究を進めているモデル校の実践報告な

ども参考にしながら、小・中一貫教育についども参考にしながら、小・中一貫教育についども参考にしながら、小・中一貫教育についども参考にしながら、小・中一貫教育につい

て検討してまいりたいと考えております。て検討してまいりたいと考えております。て検討してまいりたいと考えております。て検討してまいりたいと考えております。

●議長中西勇夫君 10番米田良克君。●議長中西勇夫君 10番米田良克君。●議長中西勇夫君 10番米田良克君。●議長中西勇夫君 10番米田良克君。

●10番米田良克君 ２点について再質問をい●10番米田良克君 ２点について再質問をい●10番米田良克君 ２点について再質問をい●10番米田良克君 ２点について再質問をい

たします。たします。たします。たします。

１つは、「生活安全条例」のことでありま１つは、「生活安全条例」のことでありま１つは、「生活安全条例」のことでありま１つは、「生活安全条例」のことでありま

すけれども、私は先ほどもちょっと申し上げすけれども、私は先ほどもちょっと申し上げすけれども、私は先ほどもちょっと申し上げすけれども、私は先ほどもちょっと申し上げ

ましたけれども、警察庁から通達が出たといましたけれども、警察庁から通達が出たといましたけれども、警察庁から通達が出たといましたけれども、警察庁から通達が出たとい

うことで、全国に条例がどんどんつくられてうことで、全国に条例がどんどんつくられてうことで、全国に条例がどんどんつくられてうことで、全国に条例がどんどんつくられて

いくと。私ども議会で市の条例を審査いたしいくと。私ども議会で市の条例を審査いたしいくと。私ども議会で市の条例を審査いたしいくと。私ども議会で市の条例を審査いたし

ますけれども、国で法律ができて、関連するますけれども、国で法律ができて、関連するますけれども、国で法律ができて、関連するますけれども、国で法律ができて、関連する

条例を自治体がつくるというケースがほとん条例を自治体がつくるというケースがほとん条例を自治体がつくるというケースがほとん条例を自治体がつくるというケースがほとん

どであります。あるいは、美唄市独自でつくどであります。あるいは、美唄市独自でつくどであります。あるいは、美唄市独自でつくどであります。あるいは、美唄市独自でつく

っていくというものです。このケースのようっていくというものです。このケースのようっていくというものです。このケースのようっていくというものです。このケースのよう

に、特定の官庁の通達によって、それが全国に、特定の官庁の通達によって、それが全国に、特定の官庁の通達によって、それが全国に、特定の官庁の通達によって、それが全国

でつくられていくというケースがあるのか、でつくられていくというケースがあるのか、でつくられていくというケースがあるのか、でつくられていくというケースがあるのか、

そこのところはよくわかりません。ただ、こそこのところはよくわかりません。ただ、こそこのところはよくわかりません。ただ、こそこのところはよくわかりません。ただ、こ

れは何かちょっと危ないんじゃないかという、れは何かちょっと危ないんじゃないかという、れは何かちょっと危ないんじゃないかという、れは何かちょっと危ないんじゃないかという、

そういう感じを持ちます、はっきり言いましそういう感じを持ちます、はっきり言いましそういう感じを持ちます、はっきり言いましそういう感じを持ちます、はっきり言いまし

て。て。て。て。

犯罪発生がふえているということは、先ほ犯罪発生がふえているということは、先ほ犯罪発生がふえているということは、先ほ犯罪発生がふえているということは、先ほ

ど申し上げた分母の問題のことを外して考えど申し上げた分母の問題のことを外して考えど申し上げた分母の問題のことを外して考えど申し上げた分母の問題のことを外して考え

てみて、あるいはあるのかもしれません。たてみて、あるいはあるのかもしれません。たてみて、あるいはあるのかもしれません。たてみて、あるいはあるのかもしれません。た

だ、これは日本でバブルの時期があって、そだ、これは日本でバブルの時期があって、そだ、これは日本でバブルの時期があって、そだ、これは日本でバブルの時期があって、そ

してバブルが崩壊して、その後現在に至るとしてバブルが崩壊して、その後現在に至るとしてバブルが崩壊して、その後現在に至るとしてバブルが崩壊して、その後現在に至ると

いう、その道筋ではさまざまな問題が起こりいう、その道筋ではさまざまな問題が起こりいう、その道筋ではさまざまな問題が起こりいう、その道筋ではさまざまな問題が起こり

ました。そして、つい先日も中学生がにせ札ました。そして、つい先日も中学生がにせ札ました。そして、つい先日も中学生がにせ札ました。そして、つい先日も中学生がにせ札

をつくって使ったという事件が報道されましをつくって使ったという事件が報道されましをつくって使ったという事件が報道されましをつくって使ったという事件が報道されまし

た。金のためなら何でもありだという、そうた。金のためなら何でもありだという、そうた。金のためなら何でもありだという、そうた。金のためなら何でもありだという、そう

いう風潮が非常に強くなってきているんです。いう風潮が非常に強くなってきているんです。いう風潮が非常に強くなってきているんです。いう風潮が非常に強くなってきているんです。

それは、いわば上から下までといいますか、それは、いわば上から下までといいますか、それは、いわば上から下までといいますか、それは、いわば上から下までといいますか、

道議会でも随分議論されましたけれども、道道議会でも随分議論されましたけれども、道道議会でも随分議論されましたけれども、道道議会でも随分議論されましたけれども、道

警の裏金問題で、これはいわば全国的に報道警の裏金問題で、これはいわば全国的に報道警の裏金問題で、これはいわば全国的に報道警の裏金問題で、これはいわば全国的に報道

される問題になっております。そして、国民される問題になっております。そして、国民される問題になっております。そして、国民される問題になっております。そして、国民
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の生活は日々是苦しくなっていくという状況の生活は日々是苦しくなっていくという状況の生活は日々是苦しくなっていくという状況の生活は日々是苦しくなっていくという状況

です。市役所も例外ではないという状況で議です。市役所も例外ではないという状況で議です。市役所も例外ではないという状況で議です。市役所も例外ではないという状況で議

論されているわけです。多くの国民が願って論されているわけです。多くの国民が願って論されているわけです。多くの国民が願って論されているわけです。多くの国民が願って

も、なかなか願いを国が現実のものにはしても、なかなか願いを国が現実のものにはしても、なかなか願いを国が現実のものにはしても、なかなか願いを国が現実のものにはして

くれないと、こういう状況と、私は犯罪の発くれないと、こういう状況と、私は犯罪の発くれないと、こういう状況と、私は犯罪の発くれないと、こういう状況と、私は犯罪の発

生とは密接につながりがあるのではないかと生とは密接につながりがあるのではないかと生とは密接につながりがあるのではないかと生とは密接につながりがあるのではないかと

いうふうに考えます。いうふうに考えます。いうふうに考えます。いうふうに考えます。

大阪で言われていることとして、阪神が勝大阪で言われていることとして、阪神が勝大阪で言われていることとして、阪神が勝大阪で言われていることとして、阪神が勝

てば犯罪が減るというんです。だから、昨年てば犯罪が減るというんです。だから、昨年てば犯罪が減るというんです。だから、昨年てば犯罪が減るというんです。だから、昨年

阪神が優勝したわけですけれども、はっきり阪神が優勝したわけですけれども、はっきり阪神が優勝したわけですけれども、はっきり阪神が優勝したわけですけれども、はっきり

犯罪が減っているんです。大きく減っている犯罪が減っているんです。大きく減っている犯罪が減っているんです。大きく減っている犯罪が減っているんです。大きく減っている

わけです。ということは、やはり喜びを感ずわけです。ということは、やはり喜びを感ずわけです。ということは、やはり喜びを感ずわけです。ということは、やはり喜びを感ず

るような生活ができれば、犯罪が減ると。だるような生活ができれば、犯罪が減ると。だるような生活ができれば、犯罪が減ると。だるような生活ができれば、犯罪が減ると。だ

から、生活に満足があれば、やっぱりはっきから、生活に満足があれば、やっぱりはっきから、生活に満足があれば、やっぱりはっきから、生活に満足があれば、やっぱりはっき

り犯罪は減るということが言えるんだと思うり犯罪は減るということが言えるんだと思うり犯罪は減るということが言えるんだと思うり犯罪は減るということが言えるんだと思う

んです。ですから、条例をつくれば犯罪が減んです。ですから、条例をつくれば犯罪が減んです。ですから、条例をつくれば犯罪が減んです。ですから、条例をつくれば犯罪が減

るとか、犯罪の発生が抑えられるとかという、るとか、犯罪の発生が抑えられるとかという、るとか、犯罪の発生が抑えられるとかという、るとか、犯罪の発生が抑えられるとかという、

そういう発想は私は違うんじゃないかというそういう発想は私は違うんじゃないかというそういう発想は私は違うんじゃないかというそういう発想は私は違うんじゃないかという

ことを思うわけです。ことを思うわけです。ことを思うわけです。ことを思うわけです。

ですから、この条例をつくることで安全・ですから、この条例をつくることで安全・ですから、この条例をつくることで安全・ですから、この条例をつくることで安全・

安心な美唄が本当に姿を見せるんだろうか、安心な美唄が本当に姿を見せるんだろうか、安心な美唄が本当に姿を見せるんだろうか、安心な美唄が本当に姿を見せるんだろうか、

あるいはいま盛んに、さきの臨時会での市長あるいはいま盛んに、さきの臨時会での市長あるいはいま盛んに、さきの臨時会での市長あるいはいま盛んに、さきの臨時会での市長

の答弁にもありましたけれども、おれおれ詐の答弁にもありましたけれども、おれおれ詐の答弁にもありましたけれども、おれおれ詐の答弁にもありましたけれども、おれおれ詐

欺なんかが手を変え品を変えで複雑巧妙にな欺なんかが手を変え品を変えで複雑巧妙にな欺なんかが手を変え品を変えで複雑巧妙にな欺なんかが手を変え品を変えで複雑巧妙にな

っていくという状況がある。じゃ、こういうっていくという状況がある。じゃ、こういうっていくという状況がある。じゃ、こういうっていくという状況がある。じゃ、こういう

ものが「生活安全条例」によって果たしてなものが「生活安全条例」によって果たしてなものが「生活安全条例」によって果たしてなものが「生活安全条例」によって果たしてな

くなるんだろうか、そういう問題でもあるんくなるんだろうか、そういう問題でもあるんくなるんだろうか、そういう問題でもあるんくなるんだろうか、そういう問題でもあるん

じゃないかということを思います。じゃないかということを思います。じゃないかということを思います。じゃないかということを思います。

ですから、市がやらなきゃならないことは、ですから、市がやらなきゃならないことは、ですから、市がやらなきゃならないことは、ですから、市がやらなきゃならないことは、

やっぱりたくさんの分野であるというふうにやっぱりたくさんの分野であるというふうにやっぱりたくさんの分野であるというふうにやっぱりたくさんの分野であるというふうに

思います。確かに条例制定の要望はあるんで思います。確かに条例制定の要望はあるんで思います。確かに条例制定の要望はあるんで思います。確かに条例制定の要望はあるんで

しょうけれども、あるいは道内の他市町村でしょうけれども、あるいは道内の他市町村でしょうけれども、あるいは道内の他市町村でしょうけれども、あるいは道内の他市町村で

どんどんつくられるという問題もあるんでしどんどんつくられるという問題もあるんでしどんどんつくられるという問題もあるんでしどんどんつくられるという問題もあるんでし

ょうけれども、私は臨時会で申し上げたようょうけれども、私は臨時会で申し上げたようょうけれども、私は臨時会で申し上げたようょうけれども、私は臨時会で申し上げたよう

に、多くの市民がそのことを望んでいたものに、多くの市民がそのことを望んでいたものに、多くの市民がそのことを望んでいたものに、多くの市民がそのことを望んでいたもの

ではないというふうに思います。ではないというふうに思います。ではないというふうに思います。ではないというふうに思います。

ですから、ただいまいただいた答弁はなかですから、ただいまいただいた答弁はなかですから、ただいまいただいた答弁はなかですから、ただいまいただいた答弁はなか

なか納得できないということです。やはり美なか納得できないということです。やはり美なか納得できないということです。やはり美なか納得できないということです。やはり美

唄が当面急がなければならない課題はたくさ唄が当面急がなければならない課題はたくさ唄が当面急がなければならない課題はたくさ唄が当面急がなければならない課題はたくさ

んある、そういうことに力を注ぐべきではなんある、そういうことに力を注ぐべきではなんある、そういうことに力を注ぐべきではなんある、そういうことに力を注ぐべきではな

いかというふうに思うわけですが、改めて市いかというふうに思うわけですが、改めて市いかというふうに思うわけですが、改めて市いかというふうに思うわけですが、改めて市

長のお考えをお尋ねしたいというふうに思い長のお考えをお尋ねしたいというふうに思い長のお考えをお尋ねしたいというふうに思い長のお考えをお尋ねしたいというふうに思い

ます。ます。ます。ます。

それから、教育基本法の問題で教育長におそれから、教育基本法の問題で教育長におそれから、教育基本法の問題で教育長におそれから、教育基本法の問題で教育長にお

尋ねいたします。はっきりと、やはり憲法を尋ねいたします。はっきりと、やはり憲法を尋ねいたします。はっきりと、やはり憲法を尋ねいたします。はっきりと、やはり憲法を

受けての教育基本法ということをご答弁いた受けての教育基本法ということをご答弁いた受けての教育基本法ということをご答弁いた受けての教育基本法ということをご答弁いた

だきました。そして、教育基本法が果たしただきました。そして、教育基本法が果たしただきました。そして、教育基本法が果たしただきました。そして、教育基本法が果たした

役割については、中央教育審議会の答申の中役割については、中央教育審議会の答申の中役割については、中央教育審議会の答申の中役割については、中央教育審議会の答申の中

でも高く評価をしているわけです。今日の日でも高く評価をしているわけです。今日の日でも高く評価をしているわけです。今日の日でも高く評価をしているわけです。今日の日

本の発展というのは、この法律があったから本の発展というのは、この法律があったから本の発展というのは、この法律があったから本の発展というのは、この法律があったから

だということを言っています。２年前のときだということを言っています。２年前のときだということを言っています。２年前のときだということを言っています。２年前のとき

にも、教育基本法の意味を、意義を高く評価にも、教育基本法の意味を、意義を高く評価にも、教育基本法の意味を、意義を高く評価にも、教育基本法の意味を、意義を高く評価

する答弁を教育長からはいただいております。する答弁を教育長からはいただいております。する答弁を教育長からはいただいております。する答弁を教育長からはいただいております。

ただ、いまのご答弁の中にもありましたけただ、いまのご答弁の中にもありましたけただ、いまのご答弁の中にもありましたけただ、いまのご答弁の中にもありましたけ

れども、平和的な国家の建設ということを求れども、平和的な国家の建設ということを求れども、平和的な国家の建設ということを求れども、平和的な国家の建設ということを求

めていると。ところが、現在の日本の歩みとめていると。ところが、現在の日本の歩みとめていると。ところが、現在の日本の歩みとめていると。ところが、現在の日本の歩みと

いうものは明らかにこの方向とは違うのです。いうものは明らかにこの方向とは違うのです。いうものは明らかにこの方向とは違うのです。いうものは明らかにこの方向とは違うのです。

ですから、いまこそまさに現行教育基本法をですから、いまこそまさに現行教育基本法をですから、いまこそまさに現行教育基本法をですから、いまこそまさに現行教育基本法を

しっかりと全国に定着させるということこそしっかりと全国に定着させるということこそしっかりと全国に定着させるということこそしっかりと全国に定着させるということこそ

が、むしろ日本の進むべきではないかというが、むしろ日本の進むべきではないかというが、むしろ日本の進むべきではないかというが、むしろ日本の進むべきではないかという

ふうに思うわけです。ですから、憲法はそのふうに思うわけです。ですから、憲法はそのふうに思うわけです。ですから、憲法はそのふうに思うわけです。ですから、憲法はその

ままにしておいて、教育基本法の改正をどんままにしておいて、教育基本法の改正をどんままにしておいて、教育基本法の改正をどんままにしておいて、教育基本法の改正をどん

どん進めていこうとする、これは、明らかにどん進めていこうとする、これは、明らかにどん進めていこうとする、これは、明らかにどん進めていこうとする、これは、明らかに

誤りだというふうに思うわけです。誤りだというふうに思うわけです。誤りだというふうに思うわけです。誤りだというふうに思うわけです。

ただ、憲法改正の議論は随分早くからなさただ、憲法改正の議論は随分早くからなさただ、憲法改正の議論は随分早くからなさただ、憲法改正の議論は随分早くからなさ

れています。政権政党の自民党は憲法改正をれています。政権政党の自民党は憲法改正をれています。政権政党の自民党は憲法改正をれています。政権政党の自民党は憲法改正を

党是として持っている党であります。ですか党是として持っている党であります。ですか党是として持っている党であります。ですか党是として持っている党であります。ですか

ら、さきに同僚議員の質問でもありましたよら、さきに同僚議員の質問でもありましたよら、さきに同僚議員の質問でもありましたよら、さきに同僚議員の質問でもありましたよ
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うに、これは憲法改正問題もそう日を置かずうに、これは憲法改正問題もそう日を置かずうに、これは憲法改正問題もそう日を置かずうに、これは憲法改正問題もそう日を置かず

にかなり具体的な姿を見せるんじゃないかとにかなり具体的な姿を見せるんじゃないかとにかなり具体的な姿を見せるんじゃないかとにかなり具体的な姿を見せるんじゃないかと

いう気はしております。いう気はしております。いう気はしております。いう気はしております。

しかし、教育基本法改正の問題はどうやらしかし、教育基本法改正の問題はどうやらしかし、教育基本法改正の問題はどうやらしかし、教育基本法改正の問題はどうやら

来年の通常国会では提案されるんじゃないか来年の通常国会では提案されるんじゃないか来年の通常国会では提案されるんじゃないか来年の通常国会では提案されるんじゃないか

という、そういう心配をしています。なぜ順という、そういう心配をしています。なぜ順という、そういう心配をしています。なぜ順という、そういう心配をしています。なぜ順

序逆の方向をとるのかという問題では、憲法序逆の方向をとるのかという問題では、憲法序逆の方向をとるのかという問題では、憲法序逆の方向をとるのかという問題では、憲法

は国会議員の３分の２以上の発議が必要ですは国会議員の３分の２以上の発議が必要ですは国会議員の３分の２以上の発議が必要ですは国会議員の３分の２以上の発議が必要です

し、国会が決めれば、今度は国民投票にかけし、国会が決めれば、今度は国民投票にかけし、国会が決めれば、今度は国民投票にかけし、国会が決めれば、今度は国民投票にかけ

ねばならないという、そういう高いハードルねばならないという、そういう高いハードルねばならないという、そういう高いハードルねばならないという、そういう高いハードル

が２つあるわけです。しかし、教育基本法はが２つあるわけです。しかし、教育基本法はが２つあるわけです。しかし、教育基本法はが２つあるわけです。しかし、教育基本法は

法律ですから、国会で衆参両院過半数の賛成法律ですから、国会で衆参両院過半数の賛成法律ですから、国会で衆参両院過半数の賛成法律ですから、国会で衆参両院過半数の賛成

が得られれば、これは改正の成立が簡単にでが得られれば、これは改正の成立が簡単にでが得られれば、これは改正の成立が簡単にでが得られれば、これは改正の成立が簡単にで

きてしまうという問題があります。ですから、きてしまうという問題があります。ですから、きてしまうという問題があります。ですから、きてしまうという問題があります。ですから、

まずは教育基本法の改正を先行させて、よくまずは教育基本法の改正を先行させて、よくまずは教育基本法の改正を先行させて、よくまずは教育基本法の改正を先行させて、よく

言われている言葉で言えば憲法改正の露払い言われている言葉で言えば憲法改正の露払い言われている言葉で言えば憲法改正の露払い言われている言葉で言えば憲法改正の露払い

をさせるという、そういう考え方があると思をさせるという、そういう考え方があると思をさせるという、そういう考え方があると思をさせるという、そういう考え方があると思

うわけです。ですから、ここのところはむしうわけです。ですから、ここのところはむしうわけです。ですから、ここのところはむしうわけです。ですから、ここのところはむし

ろ現行教育基本法をしっかり守ろうという考ろ現行教育基本法をしっかり守ろうという考ろ現行教育基本法をしっかり守ろうという考ろ現行教育基本法をしっかり守ろうという考

え方に立つべきではないかというふうに思うえ方に立つべきではないかというふうに思うえ方に立つべきではないかというふうに思うえ方に立つべきではないかというふうに思う

わけですけれども、その辺のお考えをお尋ねわけですけれども、その辺のお考えをお尋ねわけですけれども、その辺のお考えをお尋ねわけですけれども、その辺のお考えをお尋ね

したいというふうに思います。したいというふうに思います。したいというふうに思います。したいというふうに思います。

それから、与党の中間報告の問題ですが、それから、与党の中間報告の問題ですが、それから、与党の中間報告の問題ですが、それから、与党の中間報告の問題ですが、

すでに９月に与党からは文部科学省に対してすでに９月に与党からは文部科学省に対してすでに９月に与党からは文部科学省に対してすでに９月に与党からは文部科学省に対して

改定の作業の指示がおりています。ですから、改定の作業の指示がおりています。ですから、改定の作業の指示がおりています。ですから、改定の作業の指示がおりています。ですから、

当然この中間報告の内容が大筋で改正案がつ当然この中間報告の内容が大筋で改正案がつ当然この中間報告の内容が大筋で改正案がつ当然この中間報告の内容が大筋で改正案がつ

くられるというふうに思われます。ですから、くられるというふうに思われます。ですから、くられるというふうに思われます。ですから、くられるというふうに思われます。ですから、

これから来年の通常国会までの時期に国民的これから来年の通常国会までの時期に国民的これから来年の通常国会までの時期に国民的これから来年の通常国会までの時期に国民的

な合意形成に努力するとは到底私は思えないな合意形成に努力するとは到底私は思えないな合意形成に努力するとは到底私は思えないな合意形成に努力するとは到底私は思えない

わけです。むしろ教育長からいまいただいたわけです。むしろ教育長からいまいただいたわけです。むしろ教育長からいまいただいたわけです。むしろ教育長からいまいただいた

答弁は、まずまず実現の可能性はないんじゃ答弁は、まずまず実現の可能性はないんじゃ答弁は、まずまず実現の可能性はないんじゃ答弁は、まずまず実現の可能性はないんじゃ

ないかというふうに思います。このままでいないかというふうに思います。このままでいないかというふうに思います。このままでいないかというふうに思います。このままでい

くと、いまたくさんの問題を日本の教育は抱くと、いまたくさんの問題を日本の教育は抱くと、いまたくさんの問題を日本の教育は抱くと、いまたくさんの問題を日本の教育は抱

えているというふうに言われています。私もえているというふうに言われています。私もえているというふうに言われています。私もえているというふうに言われています。私も

そう思います。そう思います。そう思います。そう思います。

ただ、この改正が進むということになれば、ただ、この改正が進むということになれば、ただ、この改正が進むということになれば、ただ、この改正が進むということになれば、

先ほども言いましたように、平和的な国家の先ほども言いましたように、平和的な国家の先ほども言いましたように、平和的な国家の先ほども言いましたように、平和的な国家の

建設とはおよそ逆行する方向へいってしまう建設とはおよそ逆行する方向へいってしまう建設とはおよそ逆行する方向へいってしまう建設とはおよそ逆行する方向へいってしまう

おそれが多分にある。現在でも子どもたちにおそれが多分にある。現在でも子どもたちにおそれが多分にある。現在でも子どもたちにおそれが多分にある。現在でも子どもたちに

考えさせることはしないということ。これは、考えさせることはしないということ。これは、考えさせることはしないということ。これは、考えさせることはしないということ。これは、

端的に「日の丸」、「君が代」の問題がその端的に「日の丸」、「君が代」の問題がその端的に「日の丸」、「君が代」の問題がその端的に「日の丸」、「君が代」の問題がその

ことをあらわしているというふうに思います。ことをあらわしているというふうに思います。ことをあらわしているというふうに思います。ことをあらわしているというふうに思います。

特に異常な姿になっているのが東京都です。特に異常な姿になっているのが東京都です。特に異常な姿になっているのが東京都です。特に異常な姿になっているのが東京都です。

「君が代」のときに起立をしない教職員を大「君が代」のときに起立をしない教職員を大「君が代」のときに起立をしない教職員を大「君が代」のときに起立をしない教職員を大

量に処分するという、日本の歴史で見ても本量に処分するという、日本の歴史で見ても本量に処分するという、日本の歴史で見ても本量に処分するという、日本の歴史で見ても本

当にないような事態が発生しています。これ当にないような事態が発生しています。これ当にないような事態が発生しています。これ当にないような事態が発生しています。これ

は、多くの人たちがこれに対しては警鐘の発は、多くの人たちがこれに対しては警鐘の発は、多くの人たちがこれに対しては警鐘の発は、多くの人たちがこれに対しては警鐘の発

言をしているわけですけれども、こういう方言をしているわけですけれども、こういう方言をしているわけですけれども、こういう方言をしているわけですけれども、こういう方

向がどんどん強化されるおそれが、この改正向がどんどん強化されるおそれが、この改正向がどんどん強化されるおそれが、この改正向がどんどん強化されるおそれが、この改正

によってはあるというふうに思います。によってはあるというふうに思います。によってはあるというふうに思います。によってはあるというふうに思います。

ですから、むしろ教育の状況はますます厳ですから、むしろ教育の状況はますます厳ですから、むしろ教育の状況はますます厳ですから、むしろ教育の状況はますます厳

しくなっていくのではないか。そして、ちょしくなっていくのではないか。そして、ちょしくなっていくのではないか。そして、ちょしくなっていくのではないか。そして、ちょ

うどいま学校にいる子どもたちなんかが大人うどいま学校にいる子どもたちなんかが大人うどいま学校にいる子どもたちなんかが大人うどいま学校にいる子どもたちなんかが大人

になるころに、もしかすれば憲法改正もあっになるころに、もしかすれば憲法改正もあっになるころに、もしかすれば憲法改正もあっになるころに、もしかすれば憲法改正もあっ

て、徴兵制というような事態に立ち至るのでて、徴兵制というような事態に立ち至るのでて、徴兵制というような事態に立ち至るのでて、徴兵制というような事態に立ち至るので

はないかと、そういう心配すらするわけであはないかと、そういう心配すらするわけであはないかと、そういう心配すらするわけであはないかと、そういう心配すらするわけであ

ります。ですから、このことについても改めります。ですから、このことについても改めります。ですから、このことについても改めります。ですから、このことについても改め

て考え方をお尋ねをしたいというふうに思いて考え方をお尋ねをしたいというふうに思いて考え方をお尋ねをしたいというふうに思いて考え方をお尋ねをしたいというふうに思い

ます。ます。ます。ます。

それから、３つ目の問題として、地方分権それから、３つ目の問題として、地方分権それから、３つ目の問題として、地方分権それから、３つ目の問題として、地方分権

とか市民に直接責任を負って自覚を新たにしとか市民に直接責任を負って自覚を新たにしとか市民に直接責任を負って自覚を新たにしとか市民に直接責任を負って自覚を新たにし

てというふうに考えていらっしゃるというこてというふうに考えていらっしゃるというこてというふうに考えていらっしゃるというこてというふうに考えていらっしゃるというこ

と、これは至極当然のことだというふうに思と、これは至極当然のことだというふうに思と、これは至極当然のことだというふうに思と、これは至極当然のことだというふうに思

うわけですけれども、教育委員会としては現うわけですけれども、教育委員会としては現うわけですけれども、教育委員会としては現うわけですけれども、教育委員会としては現

在教育の抱えているさまざまな問題をしっか在教育の抱えているさまざまな問題をしっか在教育の抱えているさまざまな問題をしっか在教育の抱えているさまざまな問題をしっか

り見詰めて、それにかかわる発言や発信をしり見詰めて、それにかかわる発言や発信をしり見詰めて、それにかかわる発言や発信をしり見詰めて、それにかかわる発言や発信をし

てほしいというふうに思うんです。いま問題てほしいというふうに思うんです。いま問題てほしいというふうに思うんです。いま問題てほしいというふうに思うんです。いま問題

になっている教育基本法の改正がどんな意味になっている教育基本法の改正がどんな意味になっている教育基本法の改正がどんな意味になっている教育基本法の改正がどんな意味
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を持つか。日本の将来にどんな陰を大きく投を持つか。日本の将来にどんな陰を大きく投を持つか。日本の将来にどんな陰を大きく投を持つか。日本の将来にどんな陰を大きく投

げるのか。子どもたちが本当にそのことによげるのか。子どもたちが本当にそのことによげるのか。子どもたちが本当にそのことによげるのか。子どもたちが本当にそのことによ

って幸せになるのか、そのことについて美唄って幸せになるのか、そのことについて美唄って幸せになるのか、そのことについて美唄って幸せになるのか、そのことについて美唄

で一番わかっているのが教育委員会だと思うで一番わかっているのが教育委員会だと思うで一番わかっているのが教育委員会だと思うで一番わかっているのが教育委員会だと思う

んです。そのことの考え方をはっきりと発言んです。そのことの考え方をはっきりと発言んです。そのことの考え方をはっきりと発言んです。そのことの考え方をはっきりと発言

すべきだというふうに私は思います。いまますべきだというふうに私は思います。いまますべきだというふうに私は思います。いまますべきだというふうに私は思います。いまま

さに地方教育委員会の存在意義というものをさに地方教育委員会の存在意義というものをさに地方教育委員会の存在意義というものをさに地方教育委員会の存在意義というものを

示すときではないかということも思います。示すときではないかということも思います。示すときではないかということも思います。示すときではないかということも思います。

中央が決めたことをただやっていくというこ中央が決めたことをただやっていくというこ中央が決めたことをただやっていくというこ中央が決めたことをただやっていくというこ

とでは、それは地方教育委員会の意味はないとでは、それは地方教育委員会の意味はないとでは、それは地方教育委員会の意味はないとでは、それは地方教育委員会の意味はない

わけですから、ぜひそういうところをはっきわけですから、ぜひそういうところをはっきわけですから、ぜひそういうところをはっきわけですから、ぜひそういうところをはっき

りと出していただくということでやってほしりと出していただくということでやってほしりと出していただくということでやってほしりと出していただくということでやってほし

いというふうに思うわけですけれども、教育いというふうに思うわけですけれども、教育いというふうに思うわけですけれども、教育いというふうに思うわけですけれども、教育

長の見解を改めてお尋ねをしたい。長の見解を改めてお尋ねをしたい。長の見解を改めてお尋ねをしたい。長の見解を改めてお尋ねをしたい。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長桜井道夫君 米田議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 米田議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 米田議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 米田議員の再質問にお答

えします。えします。えします。えします。

「生活安全条例制定」についてであります「生活安全条例制定」についてであります「生活安全条例制定」についてであります「生活安全条例制定」についてであります

が、悪質な犯罪や悲惨な交通事故が増加するが、悪質な犯罪や悲惨な交通事故が増加するが、悪質な犯罪や悲惨な交通事故が増加するが、悪質な犯罪や悲惨な交通事故が増加する

中で、安全で安心な地域づくりは市民共通の中で、安全で安心な地域づくりは市民共通の中で、安全で安心な地域づくりは市民共通の中で、安全で安心な地域づくりは市民共通の

願いであり、多くの市民の参加のもとに市民願いであり、多くの市民の参加のもとに市民願いであり、多くの市民の参加のもとに市民願いであり、多くの市民の参加のもとに市民

と行政が一体となって生活安全活動を推進すと行政が一体となって生活安全活動を推進すと行政が一体となって生活安全活動を推進すと行政が一体となって生活安全活動を推進す

る必要があると考えております。このため、る必要があると考えております。このため、る必要があると考えております。このため、る必要があると考えております。このため、

生活安全条例を市民の皆様の声を聞きながら生活安全条例を市民の皆様の声を聞きながら生活安全条例を市民の皆様の声を聞きながら生活安全条例を市民の皆様の声を聞きながら

制定してまいりたいと考えております。制定してまいりたいと考えております。制定してまいりたいと考えております。制定してまいりたいと考えております。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君 米田議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 米田議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 米田議員の再質問にお●教育長村上忠雄君 米田議員の再質問にお

答えを申し上げます。答えを申し上げます。答えを申し上げます。答えを申し上げます。

初めに、憲法と教育基本法の関係について初めに、憲法と教育基本法の関係について初めに、憲法と教育基本法の関係について初めに、憲法と教育基本法の関係について

でありますけれども、教育基本法は民主主義、でありますけれども、教育基本法は民主主義、でありますけれども、教育基本法は民主主義、でありますけれども、教育基本法は民主主義、

平和主義を基本原則とする憲法の精神を受け、平和主義を基本原則とする憲法の精神を受け、平和主義を基本原則とする憲法の精神を受け、平和主義を基本原則とする憲法の精神を受け、

教育理念と教育制度の基本を明示した、教育教育理念と教育制度の基本を明示した、教育教育理念と教育制度の基本を明示した、教育教育理念と教育制度の基本を明示した、教育

諸法の総則的な位置づけにあるものと考えて諸法の総則的な位置づけにあるものと考えて諸法の総則的な位置づけにあるものと考えて諸法の総則的な位置づけにあるものと考えて

おります。地方分権が進む中、国と地方の新おります。地方分権が進む中、国と地方の新おります。地方分権が進む中、国と地方の新おります。地方分権が進む中、国と地方の新

たな協力体制のもとに、地域に根差した教育たな協力体制のもとに、地域に根差した教育たな協力体制のもとに、地域に根差した教育たな協力体制のもとに、地域に根差した教育

行政をこれからもより一層主体的かつ積極的行政をこれからもより一層主体的かつ積極的行政をこれからもより一層主体的かつ積極的行政をこれからもより一層主体的かつ積極的

に展開していかなければならないものと考えに展開していかなければならないものと考えに展開していかなければならないものと考えに展開していかなければならないものと考え

ております。ております。ております。ております。

次に、与党中間報告についてでありますが、次に、与党中間報告についてでありますが、次に、与党中間報告についてでありますが、次に、与党中間報告についてでありますが、

６月に公表されました政府、与党による中間６月に公表されました政府、与党による中間６月に公表されました政府、与党による中間６月に公表されました政府、与党による中間

報告の中には、さらに検討を要する箇所の指報告の中には、さらに検討を要する箇所の指報告の中には、さらに検討を要する箇所の指報告の中には、さらに検討を要する箇所の指

摘等があります。今後も十分な議論が深めら摘等があります。今後も十分な議論が深めら摘等があります。今後も十分な議論が深めら摘等があります。今後も十分な議論が深めら

れ、国民的な合意形成を図りながら慎重に取れ、国民的な合意形成を図りながら慎重に取れ、国民的な合意形成を図りながら慎重に取れ、国民的な合意形成を図りながら慎重に取

り進められるものと、このように考えておりり進められるものと、このように考えておりり進められるものと、このように考えておりり進められるものと、このように考えており

ます。ます。ます。ます。

次に、教育委員会の役割についてでありま次に、教育委員会の役割についてでありま次に、教育委員会の役割についてでありま次に、教育委員会の役割についてでありま

すが、先ほど申し上げましたとおり、教育基すが、先ほど申し上げましたとおり、教育基すが、先ほど申し上げましたとおり、教育基すが、先ほど申し上げましたとおり、教育基

本法はすべての教育諸法令の根幹をなす法律本法はすべての教育諸法令の根幹をなす法律本法はすべての教育諸法令の根幹をなす法律本法はすべての教育諸法令の根幹をなす法律

であり、この法律の改正論議につきましては、であり、この法律の改正論議につきましては、であり、この法律の改正論議につきましては、であり、この法律の改正論議につきましては、

地方の教育行政にも大きく影響するものでは地方の教育行政にも大きく影響するものでは地方の教育行政にも大きく影響するものでは地方の教育行政にも大きく影響するものでは

ないかと考えているところであります。教育ないかと考えているところであります。教育ないかと考えているところであります。教育ないかと考えているところであります。教育

委員会といたしましては、これからも議論の委員会といたしましては、これからも議論の委員会といたしましては、これからも議論の委員会といたしましては、これからも議論の

経過、その内容についてしっかりと受けとめ経過、その内容についてしっかりと受けとめ経過、その内容についてしっかりと受けとめ経過、その内容についてしっかりと受けとめ

ていかなければならないものと考えておりまていかなければならないものと考えておりまていかなければならないものと考えておりまていかなければならないものと考えておりま

す。す。す。す。

●議長中西勇夫君 10番米田良克君。●議長中西勇夫君 10番米田良克君。●議長中西勇夫君 10番米田良克君。●議長中西勇夫君 10番米田良克君。

●10番米田良克君 市長から答弁をいただき●10番米田良克君 市長から答弁をいただき●10番米田良克君 市長から答弁をいただき●10番米田良克君 市長から答弁をいただき

ましたが、これは要望として申し上げたいとましたが、これは要望として申し上げたいとましたが、これは要望として申し上げたいとましたが、これは要望として申し上げたいと

思いますが、ぜひいま答弁された多くの市民思いますが、ぜひいま答弁された多くの市民思いますが、ぜひいま答弁された多くの市民思いますが、ぜひいま答弁された多くの市民

の参加のもとにという部分、そして本当に市の参加のもとにという部分、そして本当に市の参加のもとにという部分、そして本当に市の参加のもとにという部分、そして本当に市

民生活に意味のある条例であるかという、そ民生活に意味のある条例であるかという、そ民生活に意味のある条例であるかという、そ民生活に意味のある条例であるかという、そ

の辺の議論を十分に尽くしていただく必要がの辺の議論を十分に尽くしていただく必要がの辺の議論を十分に尽くしていただく必要がの辺の議論を十分に尽くしていただく必要が

あるなというふうに思います。これは、提案あるなというふうに思います。これは、提案あるなというふうに思います。これは、提案あるなというふうに思います。これは、提案

権は市長にあるわけでして、そのことを云々権は市長にあるわけでして、そのことを云々権は市長にあるわけでして、そのことを云々権は市長にあるわけでして、そのことを云々

するつもりは私はありませんけれども、１人するつもりは私はありませんけれども、１人するつもりは私はありませんけれども、１人するつもりは私はありませんけれども、１人

の市民として、やはり住みよい美唄をつくっの市民として、やはり住みよい美唄をつくっの市民として、やはり住みよい美唄をつくっの市民として、やはり住みよい美唄をつくっ

ていくという視点での作業の進め方、そういていくという視点での作業の進め方、そういていくという視点での作業の進め方、そういていくという視点での作業の進め方、そうい

うものをぜひ要望しておきたいというふうにうものをぜひ要望しておきたいというふうにうものをぜひ要望しておきたいというふうにうものをぜひ要望しておきたいというふうに
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思います。思います。思います。思います。

それから、いま教育長から答弁をいただきそれから、いま教育長から答弁をいただきそれから、いま教育長から答弁をいただきそれから、いま教育長から答弁をいただき

ましたけれども、やはり先ほども申し上げまましたけれども、やはり先ほども申し上げまましたけれども、やはり先ほども申し上げまましたけれども、やはり先ほども申し上げま

したように、憲法を受けての教育基本法だとしたように、憲法を受けての教育基本法だとしたように、憲法を受けての教育基本法だとしたように、憲法を受けての教育基本法だと

すれば、いまの答弁のようには私はならないすれば、いまの答弁のようには私はならないすれば、いまの答弁のようには私はならないすれば、いまの答弁のようには私はならない

というふうに思うのです。というふうに思うのです。というふうに思うのです。というふうに思うのです。

そして、いまもう１度３回目というか、そそして、いまもう１度３回目というか、そそして、いまもう１度３回目というか、そそして、いまもう１度３回目というか、そ

ういう形で立ちましたのは、次の通常国会でういう形で立ちましたのは、次の通常国会でういう形で立ちましたのは、次の通常国会でういう形で立ちましたのは、次の通常国会で

提案されるとすれば、もう３月議会では間に提案されるとすれば、もう３月議会では間に提案されるとすれば、もう３月議会では間に提案されるとすれば、もう３月議会では間に

合わないんです。ですから、いま言っておか合わないんです。ですから、いま言っておか合わないんです。ですから、いま言っておか合わないんです。ですから、いま言っておか

なければ、それはもう間に合わない。教育委なければ、それはもう間に合わない。教育委なければ、それはもう間に合わない。教育委なければ、それはもう間に合わない。教育委

員会の中でぜひ議論をしていただいて、そし員会の中でぜひ議論をしていただいて、そし員会の中でぜひ議論をしていただいて、そし員会の中でぜひ議論をしていただいて、そし

て美唄の子ども、よそのまちの子どものことて美唄の子ども、よそのまちの子どものことて美唄の子ども、よそのまちの子どものことて美唄の子ども、よそのまちの子どものこと

はとにかくとして、まず美唄の子どもたちのはとにかくとして、まず美唄の子どもたちのはとにかくとして、まず美唄の子どもたちのはとにかくとして、まず美唄の子どもたちの

幸せを考えたときに、果たしてこの改正とい幸せを考えたときに、果たしてこの改正とい幸せを考えたときに、果たしてこの改正とい幸せを考えたときに、果たしてこの改正とい

うものが本当に子どもたちのためになるのかうものが本当に子どもたちのためになるのかうものが本当に子どもたちのためになるのかうものが本当に子どもたちのためになるのか

どうか、そのことの議論をしっかりしていたどうか、そのことの議論をしっかりしていたどうか、そのことの議論をしっかりしていたどうか、そのことの議論をしっかりしていた

だいて、もしできることならば、その考え方だいて、もしできることならば、その考え方だいて、もしできることならば、その考え方だいて、もしできることならば、その考え方

が、これはやはりおかしいということがあるが、これはやはりおかしいということがあるが、これはやはりおかしいということがあるが、これはやはりおかしいということがある

んであれば、ぜひともそれぞれの関係へ意見んであれば、ぜひともそれぞれの関係へ意見んであれば、ぜひともそれぞれの関係へ意見んであれば、ぜひともそれぞれの関係へ意見

反映を美唄市教育委員会としてやっていただ反映を美唄市教育委員会としてやっていただ反映を美唄市教育委員会としてやっていただ反映を美唄市教育委員会としてやっていただ

きたいと思うわけです。その辺いかがでしょきたいと思うわけです。その辺いかがでしょきたいと思うわけです。その辺いかがでしょきたいと思うわけです。その辺いかがでしょ

うか。うか。うか。うか。

●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。●議長中西勇夫君 教育長。

●教育長村上忠雄君 米田議員の再々質問に●教育長村上忠雄君 米田議員の再々質問に●教育長村上忠雄君 米田議員の再々質問に●教育長村上忠雄君 米田議員の再々質問に

お答えを申し上げます。お答えを申し上げます。お答えを申し上げます。お答えを申し上げます。

教育基本法は、憲法の精神を受け、すべて教育基本法は、憲法の精神を受け、すべて教育基本法は、憲法の精神を受け、すべて教育基本法は、憲法の精神を受け、すべて

の教育諸法の根幹をなす法律であります。地の教育諸法の根幹をなす法律であります。地の教育諸法の根幹をなす法律であります。地の教育諸法の根幹をなす法律であります。地

方の教育行政に大きく影響するものでござい方の教育行政に大きく影響するものでござい方の教育行政に大きく影響するものでござい方の教育行政に大きく影響するものでござい

ますので、私ども教育委員会といたしましてますので、私ども教育委員会といたしましてますので、私ども教育委員会といたしましてますので、私ども教育委員会といたしまして

は、これからも議論の経過、その内容についは、これからも議論の経過、その内容についは、これからも議論の経過、その内容についは、これからも議論の経過、その内容につい

てしっかりとそれを受けとめ、そしてまた国てしっかりとそれを受けとめ、そしてまた国てしっかりとそれを受けとめ、そしてまた国てしっかりとそれを受けとめ、そしてまた国

と地方の新たな協力体制のもとに、地域に根と地方の新たな協力体制のもとに、地域に根と地方の新たな協力体制のもとに、地域に根と地方の新たな協力体制のもとに、地域に根

差した教育行政というものをこれからより一差した教育行政というものをこれからより一差した教育行政というものをこれからより一差した教育行政というものをこれからより一

層主体的、積極的に展開していきたい、この層主体的、積極的に展開していきたい、この層主体的、積極的に展開していきたい、この層主体的、積極的に展開していきたい、この

ように考えております。ように考えております。ように考えております。ように考えております。

●議長中西勇夫君 以上で一般質問を終わり●議長中西勇夫君 以上で一般質問を終わり●議長中西勇夫君 以上で一般質問を終わり●議長中西勇夫君 以上で一般質問を終わり

ます。ます。ます。ます。

●議長中西勇夫君 これをもって本日の日程●議長中西勇夫君 これをもって本日の日程●議長中西勇夫君 これをもって本日の日程●議長中西勇夫君 これをもって本日の日程

は全部終了いたしました。は全部終了いたしました。は全部終了いたしました。は全部終了いたしました。

本日はこれをもって散会いたします。本日はこれをもって散会いたします。本日はこれをもって散会いたします。本日はこれをもって散会いたします。

午後３時２０分 散会午後３時２０分 散会午後３時２０分 散会午後３時２０分 散会
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